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研究要旨 

臨床精神医学と産業精神健康の双方で現場活動を行って来た精神医学者としての立場

で，文献情報と報告者自身の現場経験等を踏まえた内省・整理を行い，今後の産業精神

健康活動の望ましいあり方について一定の指針を得ることを目的として，わが国の産業

精神健康活動の現状と歴史的経緯，報告者自身の現場活動等から得られた知見を整理し

た。その結果，次のことが明らかになった。①職域においてはストレス関連疾患が多い。

②それらに対して，一次予防，二次予防，および三次予防による効果の可能性があるが，

現時点では効果的な介入法はまだ確立されていないのが実情である。 

これらの結果より，産業精神健康活動においては適応論的観点に基づいた措置（介入）

が有効であると考えられた。この措置（介入）を有効にするためには，企業の人事労務

管理と産業保健活動との間で互いの独立性を担保しつつ相互交流を維持する努力および

枠組みが必要である。その上で，「育て鍛える」という視点から労働者に介入すること

が有用であると考えられた。「育て鍛える」介入とは，まず休養と治療によってストレ

ス関連疾患から回復するための期間を確保することが前提条件となる。次に，生活リズ

ムを整えつつ，活動性や作業能力の向上を支援する。そして，労働者の「働く能力」を

高めるための介入を行うことから成る。 
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Ａ．研究目的 

 法学者による法制度調査に際して基礎

となる精神医学的な知識および視点を提

供するため，臨床精神医学と産業精神健康

の双方で現場活動を行って来た精神医学

者としての立場で，文献情報と報告者自身

の現場経験等を踏まえた内省・整理を行い，

今後の産業精神健康活動の望ましいあり

方について一定の指針を得ること。 

 

Ｂ．研究方法 

 第１に，準備作業として，わが国の産業

精神健康活動の現状と歴史的経緯に関す

る文献情報，報告者自身の現場活動等から

得られた知見を整理し，適応論的観点に基

づく産業精神健康活動の重要性について

論じた（添付資料（原著論文））。 

 第２に，主任研究者から示された課題

（総括研究報告書に記載された「関連領域

の専門家の調査課題」）に即した回答を試

みた（本報告書）。 

 第３に，慶應義塾大学医学部精神・神経

科学教室で開発した，職場復帰支援プログ

ラムＫＥＡＰ（後述）による実践経験に基

づいた考察を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

１．精神疾患における，病態およびその発

症要因の科学的な解明の度合と，今後の解

明の可能性について 

 精神病理学者クレペリン Kraepelin, E

（１８９６）１１）は，同一の原因，症状，

経過，転帰，病理組織変化をもつものを「疾

患単位 disease entity」と定義づけたが，

精神疾患・精神障害と，その他の一般身体

疾患との端的な違いは「疾患単位」である

か否かである。一般身体疾患に比べて精神

疾患・精神障害は，原因不明であったり，

器質的な病理組織変化を伴わない機能的

疾患であったりすることが多く，そのため

疾患単位としての要件を満たしていない

ことが多い。ヤスパース Jaspers, K（１

９１３）６）は，精神疾患は疾患概念の理

念には「無限に遠い未来にあっても到達で

きない」と記している。 

 精神疾患の病態およびその発症要因の

科学的解明の研究作業は現在も続けられ

ており，今後解明が進む可能性はある。そ

の一方で，社会の多様化・複雑化に伴い，

職域ではますます多様な病態が認められ

るようになって来ている。しがたって，今

後精神疾患の生物学的な解明が進んだと

しても，個人の準備性と環境要因との間の

問題は存続すると思われる。 

 

２．わが国の職域において多くみられる精

神疾患の類型および様相について 

 精神疾患は，その病因から外因性精神疾

患，内因性精神疾患，心因性精神疾患に分

類され，職域においてはそのいずれもが認

められうる。 

 しかし，職域においては，外因性精神疾

患に含まれる，身体疾患に基づいて生じる

症状性精神病や器質性精神病は，その好発

年齢と労働年齢との違いから，発生は少な

い。唯一，外因性精神疾患の中の中毒性精

神病に含まれるアルコール症は，古くから

産業精神保健の３A の一つに数えられて

いる。因みに，３Aのあとの二つは常習欠

勤 absenteeism と事故頻発 accident であ

る。 

 統合失調症および躁うつ病が含まれる
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内因性精神疾患の発症率は，一般人口にお

ける発症率よりも低く１，０００〜１，５

００人に１人程度といわれている８）。統

合失調症の発症年齢のピークは１０代後

半から２０代前半にあり，発症後の就職や

終了が労務能力や社会的制度の不備など

の面から困難であるということも，職域に

おける有病率の低さの理由の一つである

と考えられる。 

 職域で多くみられる精神疾患としては，

先のアルコール症に加えて，うつ病，不安

障害，身体表現性障害，そしてパーソナリ

ティ障害がある５），１４），１５），２２）。うつ

病は内因性精神疾患に含まれる重症例は

少なく，軽症のものが多く，神経症と呼ば

れる病態（不安障害や身体表現性障害が含

まれる）やパーソナリティ障害との鑑別が

困難な場合が少なくない５）。最近，現代

型うつ病などと呼ばれて注目されている

典型的でないうつ病は，典型的なうつ病に

比べて，どこまでが病気でどこまでが性格

かはっきりしない事例もみられるように

なってきている。 

 こうした職場で多くみられる病態は，環

境と個人との間の不適合により生じる精

神疾患を表す心因性精神疾患としてまと

めることができる。表現を変えれば，職域

ではストレス関連疾患が多いということ

も可能である。 

 

３．職域における精神疾患の社会的損失と，

その発症予防の効果について 

精神疾患は社会に大きな負担を強いて

いる。The Global Burden of Disease study

によると，精神障害および行動障害は，あ

らゆる疾患によって生じる社会的な負担

の７．４％を占めていると報告されており

[Ｍ]，特に先進国において，その影響は大

きなものになっていると考えられる。たと

えばイギリスでは全ての傷病休暇の４

０％は精神疾患によるものであると報告

されている２１）。日本においても精神疾患

による経済的な損失は莫大であり，統合失

調症，うつ病性疾患，不安障害による疾病

費用はそれぞれ２．８兆円，３．１兆円，

２．４兆円と推計されている１８），１９）。

その中でも特に産業精神保健の分野で問

題となることが多いうつ病性障害や不安

障害では，間接費用の半分以上が，

absenteeism や presenteeism といった職

場で発生する損失で占められていること

が明らかになっている１８）。 

したがって，職場における生産性の損失

を改善することは精神疾患による社会的

な負担を軽減する最も重要な要素の一つ

と言える。その方法としては，新たな疾患

の発生を予防する一次予防，できるだけ早

期に治療を開始し早期寛解を目指す二次

予防，そして職場復帰した労働者が再休養

しないように支援する三次予防が考えら

れる。しかし，治療が主に医療機関で行わ

れることを考えると，職場の介入として考

えられるのは，一次および三次予防に限ら

れるであろう。職場における介入として一

次予防が重要なのは言うまでもなく，産業

保健領域で幅広く研究も実施されてきて

いる。一方で精神疾患が再燃・再発を起こ

しやすいという事実を考えれば，精神疾患

による長期休養後，職場復帰を果たした労

働者に対する再燃・再発予防のための施策

もまた重要であることは明白であろう。 

そのためには，どのような労働者の再

分担研究報告書（白波瀬　丈一郎）
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燃・再発，再休養のリスクが高いのかを把

握することや，職場におけるどのような介

入が実際に再燃・再発，再休養予防に効果

的なのかを理解することが必要になると

思われる。また，単に，再燃・再発をアウ

トカムにするのではなく，生産性に直結す

る再休養などをアウトカムにした研究の

知見を得ることが重要にもなる。しかし，

これらは，そう簡単なことではない。 

精神疾患の再燃・再発のリスクファクタ

ーについては数多くの研究が実施されて

いる。具体的にはうつ既往歴，症状の残存，

心理社会的な機能の低下などがそのリス

クファクターとして報告されている１），２），

３），７），９），１２），１６），２５）。ただし，こ

れらの研究はあくまで医療の場面で病状

をアウトカムにして実施されたものであ

る。職場における生産性に直結する再休養

などをアウトカムにしたリスクファクタ

ーについては，オランダでの研究報告が若

干認められる程度でほとんど報告がない

１０）。 

また，介入効果に関する研究についても

同様のことがいえる。再燃・再発をアウト

カムにした介入の効果検証については，す

でに数多くのものが実施されているが，再

休養をアウトカムとした職場での介入効

果に関するＲＣＴについては，これを見つ

けることができない（ただし，精神疾患が

理由で休職中にある患者に，早期復帰を目

的とした介入の効果を検証しているＲＣ

Ｔは，いくつか認められている４），２４）。 

このように，精神疾患による社会的損失

が大きな問題となっているにもかかわら

ず，長期休養から復帰した労働者について，

再休養のリスクファクターや，そのリスク

を低下させるための効果的な介入につい

ての研究が，国際的にもあまり行われてい

ないということは不思議であるが，その要

因の一つが日本と諸外国の雇用環境の違

いが影響している可能性が考えられる。日

本の，特に大企業の正社員では休職期間が

数年与えられていることも珍しくない。一

方日本以外の諸外国では，そこまで長い休

職期間が認められることは稀なようで，筆

者が知る限りその期間は，数カ月程度であ

ることも珍しくない。このように休職期間

が短いと，精神疾患で長期休業した労働者

が復帰する機会は相対的に少なくなると

考えられる。また，無理に復帰しても，そ

の後再び休業し，最終的には退職せざるを

えないケースが多いのではないかと推測

される。以上の状況にある諸外国では，三

次予防より，一次予防に注力するのも自然

な流れではないかと思われる。その例とし

て，ヨーロッパを中心に展開しているＰＲ

ＩＭＡ−ＥＦモデルなどを挙げることがで

きる１７）。 

いずれにしても，精神疾患によって長期

休養した労働者が職場復帰を果たす際に，

職場でどのような介入をすれば再燃・再発

を防ぐことができるのかについては，効果

的な介入法がまだ確立されていないのが

実情である。 

 

４．ＫＥＡＰにおける実践経験 

 筆者をはじめ，慶應義塾大学医学部精

神・神経科学教室（以下「慶應精神科」と

する）では，後述する「育て鍛える」とい

う考え方に基づいて，ＫＥＡＰ（Keio 

Employee Assistance Program：キープ）

という職場復帰支援プログラムを開発し，

分担研究報告書（白波瀬　丈一郎）
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２００９年度から企業と委託契約を結び，

実践を行っている２３）。 

 ＫＥＡＰ開発にあたって，慶應精神科の

医師によって各自の精神科専門医として

の企業での勤務経験に基づいて，現在の３

次予防が十分に効果を挙げられない要因

について議論した。その結果，精神疾患の

直接的影響としての働く能力の障害と，関

係者間のコミュニケーション障害を抽出

した。関係者間のコミュニケーション障害

には，主治医と使用者との間のコミュニケ

ーション障害や，精神疾患をもつ労働者と

彼らを取り巻く職場の人々との間のコミ

ュニケーション障害が含まれる。このよう

な議論と経験を踏まえて開発したのが，Ｋ

ＥＡＰである。 

 ＫＥＡＰは，１万人規模の企業に，精神

科専門医が週４コマ（１コマ３時間）勤務

し，臨床心理士が３名常駐する体制で実施

される。その主たる機能は，コンサルティ

ングファンクション，メディカルファンク

ション，そして「育て鍛える」メンタルヘ

ルス支援という３つである（図１．参照）。

コンサルティングファンクションでは，職

場復帰を目指す労働者についての精神医

学的な評価に基づいて，管理監督者，人事

担当者，さらに産業保健スタッフに対して，

当該労働者への接し方や業務の与え方，配

置などに関する相談にのる。さらに，職場

環境を改善する必要がある場合はその指

摘を行い，改善を促す。メディカルファン

クションでは当該労働者の主治医と連携

して，職場の様子を伝えることで，正確な

診断がなされより適切な治療が実施され

ることに貢献する。加えて，職場復帰シス

テムの情報を提供する。そうすることで，

主治医が，精神疾患の寛解を以て職場復帰

可能と判断するのではなく，精神医学的な

意味で労働者が仕事に戻って差し支えな

い状態まで回復していることを判断でき

るように支援する。コンサルティングファ

ンクションとメディカルファンクション

は一定の独立性を担保しつつも，労働者の

職場復帰支援という共通目標に向かって

協働する。さらに，このような職場領域と

医療領域の理解とサポートを受けながら，

ＫＥＡＰは当該労働者に対して「育て鍛え

る」メンタルヘルス支援を行う。 

 さらに，ＫＥＡＰでは「骨折をしたスポ

ーツ選手がレギュラー復帰を目指す過程」

という比喩を用いて，休業から通常勤務復

帰までの過程を４つのフェーズに分けて，

可視化と標準化を行っている（図２．参照）。

休養・治療期，職場復帰準備期，試し出勤

期，復帰後支援期の各フェーズにおいて，

労働者，職場管理監督者，人事担当者，産

業保健スタッフが担うべき役割をクリテ

ィカル・パスという形で明確化も行った。

それにより，職場復帰過程に関わる人々が

過程全体を俯瞰しつつ，今自分がどのよう

な役割を果たすべきかを認識できるよう

にした。それによって，すべての人が不安

を感じることなく主体的に職場復帰過程

に関われること，ひいては自然なコミュニ

ケーションの実現を促すことを目指して

いる。 

 復帰後支援期では６ヶ月間という期間

を設定している。労働者と職場管理監督者

とが中心となって，６ヶ月後に達成すべき

業務役割を具体化する。次に，そこから遡

る形で２ヶ月毎に達成すべき業務役割を

中間目標として具体化する。こうして作成
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された復帰後プランを，職場復帰時に関係

者で共有し，その後はそのプランに沿って，

職場復帰過程を進めていく。ここで，職場

管理監督者はプランに従って業務管理を

する役割を担い，その間の体調管理および

支援の役割はＫＥＡＰが担うという役割

分担を明確にしている。そうすることで，

職場管理監督者が，業務役割を増やすと労

働者の体調が悪くなるのではといった不

安を軽減できる体制をとっている。 

 ＫＥＡＰでは，２００９年４月１日から

２０１３年３月３１日までの期間で約２

５０名の職場復帰支援を行った。その結果，

約８割が再休業することなく一定の生産

性を上げながら働き続けている。なお，休

業期間については，半数の休業者がおおよ

そ半年以内に復職過程に入った２０）。 

 

Ｄ．考察 

１．適応論的観点に基づいた措置（介入）

の可能性について 

職域においてはストレス関連疾患が多

いことを踏まえると，人と環境との関係性

を適応という視点で捉える，適応論的観点

に基づいた措置（介入）が有効である可能

性がある。職域はストレス関連疾患が生じ

たまさに現場であり，それはつまり，原因

解決のためにさまざまなアプローチが存

在する場所であるという捉え方ができる。

原因によっては環境に働きかけること（職

場管理監督者への指導，あるいは職場異動

など）で解決を図ることが可能である。ま

た，労働者が不適応に陥った状況を彼らと

ともに振り返り，そこから彼らの成長課題

を見いだし，彼らがその課題を達成できる

ような措置（介入）を行うことで，再発を

防ぐことも可能である。その意味で，発症

要因は労働者にとって人としてあるいは

企業人としての成長を促す機会となりう

るのである。 

しかしながら，適応論的観点には不可避

的に価値観が含まれるために，企業として

の価値基準が精神健康活動の中に入り込

み混同される危険性を孕むことになる。こ

れは，産業精神健康活動に携わる精神科医

等が知らぬ間に企業利益の代理人となる

危険性としてしばしば指摘されてきた点

である。したがって，職域において適応論

的観点に基づいた措置（介入）を実施する

際には，その措置（介入）が精神保健活動

としての独立性を担保できる対策を併せ

て講じる必要がある。ただし，こうした対

策は，組織的な整備や，守秘義務とか個人

情報保護といった法的な規制だけでは硬

直的になりがちで不十分なことが多い。何

故なら，そうした対策はともすれば，企業

の人事労務管理と産業健康活動を隔絶す

ることになるからである。つまり，それら

を如何に運用するかという視点が重要に

なるのである。適応論的観点に基づいた措

置（介入）が有効性を発揮するためには，

人事労務管理と産業保健活動との間で互

いの独立性を担保しつつ相互交流を維持

する努力が必要であり，そこには互いに対

等であるという認識や，互いの違いを認め

尊重する態度などが含まれてくる。 

ＫＥＡＰでは，臨床心理士が企業に常駐

して，職場管理監督者，人事担当者，産業

保健スタッフなどの関係者と緊密な連携

をとることで，こうした相互交流の促進と

維持に寄与している。 
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２．臨床精神医学と産業精神健康との違い

について 

 臨床精神医学においては，精神医学的判

断に基づいて患者の利益を最大限実現す

ることを目指す。就業が精神疾患の悪化に

つながる可能性が低ければ就業を許可し，

病状悪化につながる可能性がある場合に

は業務負荷を制限するよう企業に求める

といった具合である。一方，産業精神健康

の場面においては，患者の利益に加えて企

業の利益や職場の利益も勘案される。その

ため，精神医学的判断の価値は相対化され

ることになる。患者と企業との最大公約数

的な利益，つまり「落とし処」が模索され

るのである。たとえば，精神疾患により休

業した労働者が職場復帰する際には，就業

が病状悪化をきたさないことに加えて，企

業が求める生産性をある程度発揮できる

ことも求めるといった具合である。 

 

３．「育て鍛える」という視点の妥当性に

ついて 

産業精神健康活動の一つである適応論

的観点に基づいた措置が企業利益の代理

人となる危険性を孕んでおり，この点の対

策の重要性は既に述べたとおりである。そ

のため，こうした危険性を十分認識し，人

事労務管理との間で互いの独立性を担保

しつつ連携する関係性を構築した上で，一

つずつ手続きを踏みながら労働者と成長

促進に取り組むことが重要であるし，さら

にその過程を管理監督する仕組みも必要

かもしれない。しかしながら，こうした対

策を講じたとしてもなお，適応的観点に基

づいた措置を非難する声がある。たとえば，

そのやり取りの結果が，企業が配慮しうる

限界と，労働者が発揮しうる生産性との間

に埋めがたい解離が存在していることが

明らかになった場合などである。こうした

労働者にとって苦痛や苦難となる結果だ

ったことが，労働者に対して「やさしくな

い」とか「保護的でない」とされるのであ

る。確かに，この結果は退職などにつなが

る可能性もあり，労働者だけでなくその家

族にも大きな不利益をもたらしかねない。

適応論的観点に基づいた措置を実践する

者は，そのことは重く受け止めなければな

らない。とはいえ，産業精神健康に関わる

問題（精神疾患に伴う休業だけでなく，出

勤していても生産性の上がらない労働者

の問題など）は企業の体力を奪い，競争力

の低下をもたらす要因となっている現状

が存在することもまた事実である。こうし

た現状は少なくとも部分的には，精神疾患

をもつ労働者に対応する人々が上述の非

難や重い結果を回避し続けてきた結果で

あるといえる側面も存在する。この現状を

改善していくには，精神疾患をもつ労働者

に対応する人々すべてが適応論的観点に

基づいた産業精神健康活動の必要性とそ

の痛みを実感した上で，その体制整備に努

めることが重要であると考える次第であ

る。 

 

４．「育て鍛える」介入について 

「育て鍛える」介入にあたっては，スト

レス関連疾患により休業に至った労働者

が，休養と治療とによって健康の回復に専

念できることが前提条件となる。そのため

に，全ての労働者が十分な休養の取得が可

能となる保証やそのための法整備が必要

である。医学的な側面からもどの程度の期
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間を保証するのが適切なのかを検討する

必要がある。また，病気休養に入った後，

適切な時期に病気休養できる期間やその

他の条件などについて労働者に説明する

ことも重要である。 

その上で，目的意識をもった休養の実行

を支援する必要がある。具体的には，スト

レス関連疾患の治療に専念すべき時期，生

活リズムの調整や活動性および作業能力

の向上に努める時期，「働く能力」を高め

ていく時期を明確にすることである。その

ために，各時期で達成すべき課題を明確に

し，支援過程を可視化することが重要であ

る。こうした可視化により，職場復帰を目

指す労働者は自らが今どの時期にあり，ど

の課題に取り組まなくてはならないのか

を認識できるようになる。こうした工夫に

より，心の健康問題により休業した労働者

は，漫然と時間を過ごすことなく，目的意

識をもった休業が実現される。こうした取

り組みが，諸外国に比べて長期間認められ

ることの多い，わが国の休職期間を有効に

活用することにつながると考える。 

職場復帰後に同じことを繰り返さない

ために，今回のメンタルヘルス不調のエピ

ソードを振り返り，再発予防をしっかり行

うことも重要である。ＫＥＡＰでは，労働

者本人からの情報に加えて，職場からの情

報も得た上で，専門スタッフが労働者と一

緒に振り返り作業を行うことで，質の高い

再発予防を実現している。ＫＥＡＰがない

環境では，この役割は主治医や外部ＥＡＰ

業者（以下「主治医等」とする）が担うこ

とが適切であると考える。その場合，質の

高い再発予防を行うために，主治医等と企

業との間で緊密な連携体制が構築される

必要がある。 

加えて，復帰後のプランを主治医等と共

有し，ＫＥＡＰのように職場管理監督者は

業務役割をしっかり管理し，その間の労働

者の体調管理と支援を主治医等が担当す

るという役割分担ができれば，労働者も職

場管理監督者も不安を抱くことなく，職場

復帰に取り組むことが可能になる。 

 

Ｅ．結論 

 精神医学および産業精神健康に関する

文献および現場の活動経験に基づいて，我

が国における産業精神健康活動の歴史的

経緯および現状について調査し，職域にお

いてはストレス関連疾患が多いことが明

らかになった。それらに対して，一次予防，

二次予防および三次予防それぞれに治療

効果の可能性があるが，効果的な介入方法

はまだ確立されていない。その中で，適応

論的観点に基づいた措置（介入）が有効で

あると考えられた。この措置（介入）を有

効にするためには，企業の人事労務管理と

産業保健活動との間で互いの独立性を担

保しつつ相互交流を維持する努力と枠組

みを作り，「育て鍛える」支援を実行でき

る体制整備を行う必要がある。その上で，

労働者個人に対して，「育て鍛える」とい

う視点に基づく介入を行うことが重要で

あると考えられた。 
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「育て鍛える」
メンタルヘルス支援

図１．ＫＥＡＰの全体イメージ

図２．職場復帰過程の標準化と可視化

職場復帰までのプロセス

休養・治療期 職場復帰準備期 試し出勤期 復帰後支援期 通常勤務
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研究要旨 

 本研究班では、国内外の職域メンタルヘルスに関する法令、行政規則・ガイ

ダンス（以下 法令等）につき、その背景・特徴・効果にわたる体系的調査を

行っているが、本研究では、法制度調査グループとの連携の下、産業保健専門

職として、それらの効果指標を同定し、新たな指標の開発を行うことを目的と

している。 

初年度の調査の結果、国内では法令等の効果を直接測定する指標はないが、

（おそらくは）法令に基づく指針やガイドライン等を参考にしつつ各企業で実

施されてきた対策の内容や効果について、労使双方に質問紙により回答を求め

た調査結果や、法令に基づく指針やガイドライン等の浸透のための公的支援サ

ービスにつき、やはり質問紙による満足度調査の結果の存在が確認された。他

方、海外では、企業・事業場毎の休業率や作業関連疾患罹患率、自発的な離職

率、職務満足感、業務パフォーマンス等が指標として把握されていた。 

これらは、いずれも法令等の制定時に意図された労働者のメンタルヘルスに

関する重要な指標となってはいるものの、メンタルヘルスという多義的で、多

因子的（multifactorial）かつ種々の媒体（中間指標となるべきもの）を通じ

て初めて達成され得る複雑多様・多層的な概念を考えたとき、充分とはいえな

い。 

 そこで、産業保健専門職の協力のもと、過去および将来実施が予想される関

係法令等を基礎として、労働者の健康に影響が及ぶプロセスを整理し、社会、

企業、労働者への法令等の影響の浸透度を捕捉できる指標（案）ならびに指標

（案）の策定手順について検討した。 

その結果、法令等の制定から労働者個人の健康度に変化が起こるまでの有効

な中間プロセス指標（案）として、①社会全体の指標：EAP（Employee Assistance 

Program）機関数、②企業・事業場に関する指標：メンタルヘルスに関する管理

職研修の実施数、衛生委員会での議題出現数、産業医等によるメンタルヘルス
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関連面談数、産業医意見書の発行枚数、産業医の関連業務時間、メンタルヘル

ス不調者の職場復帰者数、人事部門がこの問題に調整的に関与する機会の回数、

メンタルヘルス対策担当者の役割の明確化数、メンタルヘルスに関する個人情

報管理の強化数、③労働者に関する指標：メンタルヘルス対策の重要性などに

関連する理解度等が抽出された。 

 これらの指標案は、法令等の社会、企業、労働者への浸透度を捕捉するもの

として活用が期待されるが、やや産業保健専門職の視点に偏ったものとなって

いる可能性がある。メンタルヘルス関連の法令等は多くの利害関係者に影響を

与え、それらが複雑に関与しあい労働者の健康に影響を与えると考えられるた

め、様々な利害関係者の協力のもと、多様な視点から法令等の影響を測るため

の指標を検討する必要がある。たとえば、法令等の変更時に利害関係者の将来

にわたる健康影響を予測するツールとして健康影響評価（Health Impact 

Assessment）があり、有効に活用することで、効果的な指標（の素材）となる

可能性があることが認識された。

 

Ａ.背景と目的 

 本研究班では、国内外の職域メンタ

ルヘルスに関する法令、行政規則・ガ

イダンス（以下 法令等）につき、そ

の背景・特徴・効果にわたる体系的調

査を行っているが、本研究では、法制

度調査グループとの連携の下、またそ

の調査結果を参照しつつ、産業保健専

門職として、それらの効果指標を同定

し、新たな指標の開発を行うことを目

的としている。 
初年度の調査の結果、国内では法令

等の効果を直接測定する指標はない

が、（おそらくは）法令に基づく指針

やガイドライン等を参考にしつつ各

企業で実施されてきた対策の内容や

効果について、労使双方に質問紙によ

り回答を求めた調査結果や、法令に基

づく指針やガイドライン等の浸透の

ための公的支援サービスにつき、やは

り質問紙による満足度調査の結果の

存在が確認された 1-4）。ここでは、企

業や事業場におけるメンタルヘルス

ケアの取組状況やその効果、取り組み

に際しての留意事項、対策の必要性、

産業保健専門職の配置等に加え、労働

者個人の抱える不安や悩み、ストレス、

行政が提供するメンタルヘルス支援

活動への満足度や有益性などが指標

とされていた。 
他方、海外では、企業・事業場毎の

休業率や作業関連疾患罹患率、自発的

な離職率、職務満足感、業務パフォー

マンス等が指標として把握されてい

た。 
これらは、いずれも関係法令等が意

図した労働者のメンタルヘルスに関

する重要な指標となってはいるもの

の、メンタルヘルスという多義的で、

多因子的（multifactorial）かつ種々

の媒体（中間指標となるべきもの）を

通じて初めて達成され得る複雑多

様・多層的な概念を考えたとき、充分
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とはいえない。 
 そこで、産業保健専門職の協力のも

と、過去および将来実施が予想される

関係法令等を基礎として、労働者の健

康に影響が及ぶプロセスを整理し、社

会、企業、労働者への法令等の影響の

浸透度を捕捉できる指標（案）ならび

に指標（案）の策定手順について検討

した。 
 

Ｂ.方法 

対象：産業医科大学産業医実務研修セ

ンターおよび同大学産業保健経営学

研究室に在籍する医師 20 名。 

グループ討議参加者：今回の討議に参

加した医師の産業医経験年数と人数

を記す。 

産業医経験年数 

・1年未満：8名 

・1年以上 3年未満：5名 

・3年以上 5年未満：1名 

・5年以上 10 年未満：3名 

・10 年以上：3名 

経験年数は 1 年未満～25 年（平成 24

年 6 月時点）と幅広い年齢層の構成で

あった。 

討議テーマ（法令等）：労働者のメ

ンタルヘルス対策に寄与した過去の

指針ならびに今後実施が予想されて

いる指針の例として以下を選択した。 

①労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針：平成 18 年 3 月 4) 

②心の健康問題により休業した労働

者の職場復帰支援の手引き：平成 21

年 3 月 5)  

③ストレスに関連する症状・不調とし

て確認することが適当な項目等に関

する調査（２０１１年１１月１６日の

衆議院解散により廃案となった労働

安全衛生法の一部を改正する法律案

（閣第１６号）関係）：平成 22 年 10

月 6) 

討議方法：2012 年 6 月 25 日に上記メ

ンバーで90分間の討議をおこなった。

はじめに討議の進め方について簡単

な説明を行い、その後 18 名の討議参

加者をランダムに3つのグループに分

けた。それぞれのグループは 1つの討

議テーマに対して以下のステップに

基づきグループワークを行った（添付

資料①：グループワーク時の説明用ス

ライド）。 

ステップ 1： 法令・指針の施行に

より影響を受ける集団や個人を特定

した。 

例) 企業（大企業、中小企業）、健康

保険組合、企業外労働衛生機関、健診

機関、外部EAP機関、労働基準監督署、

産業保健推進センター、地域産業保健

センター、産業医など。 

ステップ 2： 「○○（だれ）が、

どうなる」の記述で法令等の施行から

個人の健康影響に変化が起こるまで

の流れ図（パス図）を作成した。グル

ープワークの際には、KJ 法等の活用も

推奨した。また、法令等以外で労働者

の健康に寄与すると思われるその他

の要因も抽出した。 

ステップ 3： 国が法令等の施行時

に把握する必要があると思われる新

たな指標（案）を各グループで検討し

た。 
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Ｃ.結果 

１）グループ討議での流れ図（パス図）

と変化が予想される項目 

個々のグループで作成された3つの

流れ図（パス図）を示す。（図１）各

討議テーマで挙げられた法令等の制

定により生じると予想される変化は

以下の通り。 

 

①労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針：平成 18 年 3 月 

 メンタルヘルス対策に取り組む企業

数が増加する 

 メンタルヘルスの相談体制が充実す

る 

 面談を希望する相談件数が増加す

る 

 産業医による面談件数が増加する 

 うつ病などの労災認定数が増加する 

 企業における管理職研修の数が増

える 

 上司と部下とのコミュニケーション機

会が増加する 

 従業員間のコミュニケーション機会

が増加する 

 衛生委員会でのメンタルヘルスに関

する話題が増える 

 企業（事業者）のメンタルヘルス対策

に対する理解度が増す 

 CSR （ Corporate Social 

Responsibility 企業の社会的責任） 

報告書におけるメンタルヘルス対策

関連ページ数が増加する 

 産業保健スタッフの業務量が増加

する 

 社内における個人情報管理がずさ

んになる 

 産業保健スタッフがメンタルヘルス

対策以外の取組みをできなくなる 

 精神科医師（メンタル不調労働者の

主治医）との連携が増える 

 精神科医の社会での需要が高まる 

 精神科への通院総回数が社会全体

で増加する 

 うつ病患者の数が増加する 

 メンタルヘルス関連疾患にかかる医

療費が増加する 

 病気休暇・病気休職者の数が増加

する 

 EAP(Employee Assistance Program)

サービス機関数が増加する 

 社外 EAP サービス機関の業務量が

増加する 

 50 人未満の企業（事業場）における

メンタルヘルス対策の実施割合数が

増加する 

 地域産業保健センターの利用数が

増加する 

 職場への復帰率（復職率）が増加す

る 

 人事部門が関与する調整業務の機

会が増加する 

 報道機関等のマスコミがメンタルヘ

ルスに関する記事などを多く掲載す

るようになる 

 うつ病に対する偏見が減少する 

 精神科クリニックを受診する患者の

心理的負担感が減少する 

 自殺者数が減少する 

 

②心の健康問題により休業した労働
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者の職場復帰支援の手引き：平成 21

年 3 月 

 復職に関する社内の仕組み（システ

ム）が明確になる 

 就業規則が明確になる 

 労災等の訴訟が増える 

 事業場外支援のプログラムが多様

化する 

 企業（事業場）間での復職支援シス

テムのばらつきが減少する 

 復職支援システムの（到達）目標が

明確になる 

 社内での休職率が減少する 

 企業（事業場）が病休者対応に支払

う（金銭的）負担が減少する 

 労働者の QOL（生活の質）が向上

する 

 メンタルヘルス不調者のスムーズな

復職が促進する 

 精神科の業務量が増える 

 社内のプライバシー（個人情報）管

理が強化される 

 復職支援システムを悪用（目的外使

用）する労働者が増える 

 社内のメンタルヘルス対策を行う担

当者の役割が明確になる 

 社内のメンタルヘルス対策を行う担

当者の業務量が増加する 

 社内の復職支援の仕組みに対する

理解度や周知度が向上する 

 企業内での適切な復職対応が行わ

れるようになる 

 社内の労働生産性が向上する 

 企業イメージが上昇する 

 休職者が社内で非難される機会が

増加する 

 休職者が発生した職場の周囲の労

働者の業務量が増加する 

 社内でのメンタルヘルス不調者の発

見が早まる 

 社内でのメンタルヘルスに関する

（産業医）面談数が増加する 

 産業医の業務量が増加する 

 産業医意見書の発行枚数が増加す

る 

 企業（事業場）内の本業以外の業務

量が増加する 

 社内のプライバシー（個人情報）管

理の問題が増加する 

 

③ストレスに関連する症状・不調とし

て確認することが適当な項目等に関

する調査（２０１１年１１月１６日の

衆議院解散により廃案となった労働

安全衛生法の一部を改正する法律案

（閣第１６号）関係）：平成 22 年 10

月 

 医師（産業医）面談対象者が増加/

減少する 

 産業医の出務、業務量が増加する 

 中小企業における産業医の面談時

間が増加する 

 開業医への産業医面談の依頼が増

加する 

 産業医資格の取得希望者が減少す

る 

 精神科医の需要が増加する 

 精神科クリニック受診者が増加する 

 医療費（特に精神科関連疾患）が増

加する 

 就業制限のかかる労働者の数が増

加する 
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 病気休暇、病気休職者が増加する 

 企業が支払う労災保険料が上昇す

る 

 周囲の労働者の業務負担が増加す

る。 

 景気が後退する 

 新たな雇用が増加する/解雇者（失

業者）が増える 

 メンタルヘルス不調者の数が増加/

減少する 

 中小企業から企業外労働衛生機関

や健診機関への面談依頼が増加す

る 

 中小企業における負担が増加する 

 保健師の業務が増加する 

 労働者のプライバシー（個人情報）

が侵害される可能性が高まる 

 個人情報管理の新たなシステムが

必要となる 

 自殺者の数が増加/減少する 

 訴訟件数が増加する 

 労働災害の申請・認定件数が増加

する 

 うつ病などのメンタルヘルス関連疾

患の早期発見数が増加する 

 休職を要する労働者の数が減少す

る 

 企業の生産性が高まる 

 

グループ間での違いはあるものの、変

化が推測される項目は「社会全体」、「企

業・事業場」、「労働者」のカテゴリーに分

類可能と考えられた。またこれらは相互

に時系列の前後関係を有していた。項

目によっては、相反する変化が起こると

予想されるものが少なからず存在した。 

 

３）メンタルヘルス対策に関する法令等

の効果・評価指標（案） 

過去および今後制定が予想される法

令等が労働者の健康に影響を与えるま

での過程（流れ）のうち、社会全体、企

業・事業場、労働者に関する指標（案）

が列挙された。これらのうち、新たな評価

指標（案）として検討に値すると考えられ

たものを以下に記す。 

社会全体の指標（案）：EAP（Employee 

Assistance Program）機関数 

企業・事業場に関する指標（案）：メン

タルヘルスに関する管理職研修の実施

数、衛生委員会での議題出現数、産業

医等によるメンタルヘルス関連面談数、

産業医意見書の発行枚数、産業医の業

務時間、職場復帰者数、人事部門が関

与する調整機会の回数、メンタルヘルス

対策担当者の役割の明確化数、個人情

報管理の強化数 

労働者に関する指標（案）：メンタルヘ

ルス対策の重要性などに関連する理解

度 

 

Ｄ.考察 

今回、産業保健専門職の視点から過

去のメンタルヘルス対策に寄与した 2

つの指針と今後実施が予想される指

針等について検討を行った。過去 2つ

の指針については、既に社会や企業、

労働者に変化が起こっているため、指

標（案）の多くが数値化可能で、また

その変化の方向性（数値の上昇もしく

は減少）についてもある程度の傾向分

析が可能と思われた。ただし、今後実
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施が予想される指針等については、現

時点で未確定な要素が多く含まれて

おり、同様の指標（案）であっても全

く逆の変化が起こる可能性が推測さ

れた。 

今回、法令等の施行が労働者の健康

に影響を及ぼすまでの過程を検討す

ることで、法令が目指す「事業場にお

けるメンタルヘルス対策の促進・充

実」や「労働者の精神衛生状態の改善」、

「メンタルヘルス関連疾患の発生予

防」、「休職者のスムーズな復帰や休職

期間の短縮」、「自殺者数の減少」に加

えて、それらが起こる前に生じると察

せられる社会全体、企業・事業場、労

働者における変化を捕捉するいくつ

かの指標案が示された。国が法令等の

施行で労働者のメンタルヘルスに何

らかの好影響を及ぼすことを意図す

るならば、アウトカム評価（先述：メ

ンタルヘルス体制の充実度、一人あた

りのメンタルヘルス関連疾患による

休職期間の短縮、自殺者数等）に加え

て、その過程を評価できるプロセスや

パフォーマンスに関する指標を設定

する必要がある。また、複数の法令等

が同時に運用されることを考慮する

と、今回のグループ討議で表出した指

標のうち、共通する指標（例：産業医

によるメンタルヘルス関連の面談数

等）などはその有力な候補になると思

われる。 

労働者のメンタルヘルス対策の促

進を考慮した法令等はこれまで多数

施行されており、それらの多くが主た

る目的を満たすために有効に機能し

ていると考えられる。しかし、法令等

の施行という大きな社会的変化が労

働者の精神衛生状態に影響を与える

には非常に多くの間接的変化が、社会

全体、企業・事業場、労働者に生じ、

それらは、数日から年単位まで長期に

およぶものも少なくない。そのため、

何らかの社会的効果を意図して法政

策を立案する場合には、その効果や影

響を評価できる指標を事前に検討し

ておくことが重要である。 

１つの素材として、何らかの社会的

な変化により、その周辺に存在する

人々の健康状態を事前に予測し、予想

される負の健康影響を最小化するた

めのツール：健康影響評価 7)(Health 

Impact Assessment)があげられる。欧

米やアジアの一部では法律で実施が

義務づけられている国もあり、今後の

重要な参考になると思われる。 

今回の取組は、産業保健専門職の協

力により実施した。しかし、法令等の

施行が労働者の精神衛生状態に寄与

するまでには様々な利害関係者、社会

資源が関与しており、今回の討議で得

られた指標（案）以外にも候補となる

評価指標(案)が存在すると考えられ

る。法政策の社会全体への影響を捕捉

する指標を考えるならば、様々な利害

関係者の協力のもと、多様な視点から

法令等の影響を測るための指標を検

討する必要があることが認識された。 

 

Ｅ.結論 

法令等の施行が労働者の精神衛生

状態に変化を及ぼすまでには社会全
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体、企業・事業場、労働者に多くの間

接的な変化をもたらすため、様々な利

害関係者の関与を得つつ、その過程

（中間プロセス）を捕捉する指標を検

討し、設定することが重要である。 
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図 1：グループ討議での流れ図 
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OHスタッフが
忙しくなる

面談希望相談↑
（従業員の）

精神科Drとの
連携が増える

社外EAP機関
の仕事量↑

50人未満の事
業場でも実施
数が増加

地産保の
利用数↑

うつ病による
労災認定↑

・上司と部下のコミュニ
ケーションの機会ＵＰ
・従業員間のコミュニケ
ーションが多くなる

メンタルの患者
が増加

自殺者数の減少

衛生委員会での
メンタルの話題↑

管理職研修の
増加

ＥAP
機関
数↑

（自殺↑の要因）

・精神科への社会的偏見
・不景気
・過重労働
・日本人の気質
・メンタルヘルス不調
・売買市場の変化
・所得格差の増大

・職場復帰率↑
・人事調整の機会↑

うつ病患者
数の増加

病気休暇・休
職者が増加

（要因）
・少子化労働者数（絶対数の減少）
・高齢化社会

ＣＳＲ報告書内
のMH関連ペー

ジの増加

「心の健康の保持増進のための指針」の流れ図

ＯＨスタッフ
メンタル以外
の仕事ができ

なくなる

事業者のMH対
策への理解度↑

マスコミのMHに関す
る記事の増加

産業医による
メンタルヘルス面談↑

メンタルヘルスの
相談がしやすくなる

個人情報の取扱いが
杜撰になる

メンタルヘルスに
取り組む企業が増える

・精神科医の需要↑
・精神科通院数が増加

・うつ病への偏見が減る
・精神科への垣根が低くなる

・メンタル関連疾患の医療費↑

既存指標 今後の指標（案）

社内での事業
以外の業務量

↑

訴訟が
増える

産業医意見書
の発行枚数が

増加

社内での不調
者の発見が早

まる

面談が増える

復職支援シス
テムの目標が

明確化

社内でのコスト
が増加する

システムが
明確化

産業医の仕事↑

システムの
悪用↑

就業規則が
明確化

精神科の仕事↑

「職場復帰支援の手引き」の流れ図

プライバシー管
理が強化される

周囲の理解
度・周知度が

向上

担当者の
負担↑

労働生産性が
向上

休職者が非難
される機会が

増える

（その他の要因）

・生きがいがある
・地域
・周囲の理解↑
・経済
・企業の経営状況
・ゆとり世代
・復職意志↓
・職場環境良好

担当者
の役割
明確化

企業イメージ↑

プライバシーの
管理↑

事業場外支援の
プログラム多様化

再休職率が
減少する

病休者に係る
費用が減る

本人のＱＯＬ
が向上

企業間格差
（制度のばら
つき）が減少

経済が活性化

メンタルヘルス不調者のスムーズ
な復職が促進する

企業内での対応が
適切に行われる

休職者の業務負担
への対応が増加

プライバシーに関す
る問題の増加

既存指標 今後の指標（案）
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面談対象者が
増える

中小企業の
産業医の面談
時間が増える

産業医の出務、
業務量増加

中小企業の
負担↑

中小企業から
健診機関医へ
面談依頼が増

える

産業医資格の取
得希望者が減る

開業医への面談
依頼が増える

雇用が増える
休職を要する
労働者が減る

面談者↓

労働者の
プライバシーが侵害
される可能性が高ま

る

職域のメンタル
不調者が減る

うつ病等のメンタル不
調者の早期発見数が

増加する

職域の顕在化した
メンタル不調者が

増える

（その他の要因）
・景気がよくなる

「メンタルヘルス問診」の導入による流れ図（予想）

訴訟↑

解雇↑

自殺↑

個人情報管理の
新たなシステムが必要

就業制限の
かかる労働

者↑
医療費↑

労災の申
請・認定
件数↑

休職者↑

景気↓

雇用↑

・中小企業の割合

・問診を契機とした
ケースの数

・事後面談者の費用
と動向（補助金etc）

・労働者の不満
（連合）

メンタル不調者が
増える

企業の生産性が
高まる

労働者の自殺者数
が減る

保健師の仕事が
増える

精神科の需要が
高まる

精神科の受診者
が増える

企業の
労災保険料が

増える

周囲の労働者の
負担↑

今後の指標（案）
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法令、指針等の施行は労働者の
健康にどのように影響するか？

2012年6月25日

梶木繁之

本日の目的

労働安全衛生に関する法令・指針などの

施行が労働者の健康に影響を及ぼすまでの

過程を産業医の視点から検討することで、

１） 法令・指針などの施行から労働者の健康
影響に変化が起こるまでのパス図を作成する

２） 法令・指針などの施行によるプロセス評価
指標（案）を検討する
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パス図作成時のステップ

Step1： 法令・指針の施行により影響を受ける
集団や個人を特定する。
ex)企業（大企業、中小企業）、健康保険組合、企業外労働衛生
機関、健診機関、外部EAP機関、労基署、産業保健推進センタ
ー、地域産業保健センター、産業医等など

Step2： 「○○（だれ）が、どうなる」の記述で法令・

指針の施行から個人の健康影響の変化までの
パス図を作成する。また、健康影響に寄与する
その他の要因も列挙する。

Step3： 国が法施行の際に把握すべきプロセス
評価指標（案）を検討する。

パス図の作成（例）：「○が□くなる」
例） 過重労働対策としての医師面接の義務化

法施行「過重労働者への医師面接の義務化」

産業医面談
の増加

50人未満
でも実施↑

地産保の
活用率↑

過労死・過労自死者の減少

産業医出
務時間↑

産業医の
求人数↑

意見書の
提出枚数↑

超過勤務
時間の↓

面接が形
骸化

疲労度
チェックリス
トが普及

社外EAP
機関↑

社内施策の充実
例:ノー残業デー↑

労働組合
の活性化

訴訟数↑

法令以外の要因②法令以外の要因①
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検討する法令・指針

A) 平成18年3月：「心の健康の保持増進のための

指針」とメンタルヘルス不調者への影響（具体的
な影響の詳細：アウトカム評価も列挙する）

B) 平成21年3月改訂：新「復職支援の手引き」とメ

ンタルヘルス不調者への影響（具体的な影響の
詳細：アウトカム評価も列挙する）

C) 今後の追加予定：「メンタルヘルス問診の施行」
とメンタルヘルス不調者への影響（具体的な影
響の詳細：アウトカム評価も列挙する）

タイムスケジュール

 説明、グループ分け 15分

 グループワーク 45分
Step1：法令・指針の施行により影響を受ける集団や個人を
特定する。

Step2： 「○○（だれ）が、どうなる」の記述で法令・指針の

施行から個人の健康影響の変化までのパス図を作成する。
また、健康影響に寄与するその他の要因も列挙する。

Step3：国が法施行の際に把握すべきプロセス評価指標
（案）を検討する。

 結果発表・全体討議 30分
＊法律を施行する際の留意点は？（なにを指標にすべきか）
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企業経営におけるメンタルヘルス問題に関する調査研究 

－人事管理の観点を中心に－ 

 
 

分担研究者 團 泰雄   近畿大学経営学部 教授 

 

 

研究要旨 

 

本研究は、メンタルヘルス問題について企業経営の視点から問題点を抽出し、その解

決に資する示唆を導き出すことを目的としている。そこで初年度には、日本企業のメン

タルヘルス問題と組織運営や企業経営全体、とりわけ人事管理との関係について論究し

たか、示唆をくみ取り得る文献や資料のレビューを開始し、概括的な把握に努めた。 

次年度は、関連文献の収集とレビューを進め、メンタルヘルスとの関係が深いと考え

られる日本企業の人事管理、とりわけ雇用管理に関連するトピック（雇用不安とストレ

スの関係、エンプロイアビリティ、心理的契約）に焦点を合わせ、検討を深めることに

重点を置いた。 

最終年度の課題は、既存の調査研究の文献レビューに併せ、研究班全体で実施した企

業等のメンタルヘルス対策従事者向け社会調査（WEB を用いたアンケート調査と個別企

業への訪問調査）の結果を経営学的観点から検討することであった。以下、その結果に

ついて簡潔に述べる。 

 

１．メンタルヘルス問題に対する企業の取り組みについて 

 最近の各種調査結果によれば、大企業を中心に日本企業はメンタルヘルス施策を積極

的に実施していることがわかる。しかし、メンタルヘルス不調者が企業の対策によって

相当程度減少したという調査結果は、現在のところ見出せない。また、労働者にとって

厳しい労働環境の実態を報告する文献も数多くあるという、相反する結果が生じている。

その理由は、（実効性のいかんをとわずに）制度を整備するという対応が重視されてい

ること、そのためにアウトソーシングが多く対応がきめ細やかになされないケースがあ
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ること、その結果として利用率が低くなってしまっていることなどにある。 

特に、形式的な制度の整備という対応が重視されていることについては、アンケート

調査においても同様の傾向が示唆される結果となった。 

 

２．メンタルヘルス問題への対応と企業経営 

 企業がメンタルヘルス問題に対応しなければならない理由について検討した。労働

CSR の観点からは、雇用流動性が低い日本において正社員に対する雇用や労働条件維持

の責任を企業が負うことが求められている。 

リスク・マネジメントの観点からは、労働災害訴訟や従業員の離職、パフォーマンス

低下などが企業の利益を損なうというリスクの増大への対応が求められている。しかし、

利益の増大に直接つながるのではなく、利益の減少を防ぐという受け身の要素が強いも

ので、なおかつ効果が短期間に現れないことに対して、企業は経費をかけない傾向にあ

り、取り組みも消極的になりやすい。メンタルヘルス問題もその一つであると考えるこ

とができる。アンケート調査でも同様の傾向が示唆される結果となった。 

また、日本企業の人事担当者へのインタビューにおいて、メンタルヘルス不調の問題

が企業によって全面的に引き起こされているわけではなく、家族との関係など、家庭に

おける問題が相当大きなウェイトを占めている可能性があり、メンタルヘルス対策にお

いて、どこまでが企業の責任でありと考えるべきか、またどこまで企業側の対策として

踏み込むべきかを判断することが難しいという問題が指摘された。しかし、対応しなけ

れば企業経営に支障が出るというリスクは高まっている。 

また、職場組織のマネジメントという観点からは、組織風土あるいは組織文化とメン

タルヘルスとの関係が注目されていることを指摘した。 

 

３．日本企業の人事管理の特性がメンタルヘルス問題への対応に与える影響について 

 日本企業がこれまでに構築してきた人事管理の特徴がメンタルヘルスに対して与える

影響について検討を行った。 

日本企業は欧米で通常用いられる職務記述書を作成せずに、従業員個人の職務をすべ

て事前に決めてしまうのではなく、ある程度の役割は決めつつも誰が行うのかは仕事を

進める過程で決めていく余地を残すという職務構造がつくられ、それに適合するように

雇用、評価、育成といった他の制度も形成されていった。 

しかし、この曖昧な職務構造は、職場全体で仕事を行う際に、メンバーの働きぶりが

相互に影響し合うことにつながる。従業員に対してプレッシャーを与えることになる場

合もあり、そのことがメンタルヘルスに影響を及ぼす可能性がある。 

職務内容とストレスとの関係に関する研究はこれまでに多く蓄積されてきているが、

欧米を中心に行われてきた研究においては、他者との関係において職務のあり方が変更

される状況はあまり想定されていないように思われる。日本企業におけるストレス発生
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のメカニズムを明らかにするためには、そのような点を考慮することが必要である。 

一方、1990 年代以降、日本企業で広まった成果主義的な人事管理は、成果を測定する

ために各個人の仕事を明確化した。これによって、従来の職務構造に起因する問題は解

決することが期待されたが、実際には従来とは異なる問題が生じた。 

以上に挙げた問題が日本企業において起きやすい理由の一つとして、雇用の流動化が

進展していないことによって、従業員にとっては転職の機会がない、すなわち逃げ道が

ないことがメンタルヘルス問題へとつながっていると考えられる。 

この点にかかわるものとして、近年注目されているのが、エンプロイアビリティとい

う考え方である。企業は、従業員の雇用される能力（エンプロイアビリティ）を高める

ことによって企業間の移動性を高めることで雇用保障に代わる従業員に対する責任を果

たすことが求められる。エンプロイアビリティを高めることは、雇用不安に伴うストレ

ス・コーピング資源としての有効性が期待される。 

また、メンタルヘルス問題と雇用や人事管理との関係を考える際に有用な概念として、

心理的契約の概念が挙げられる。心理的契約は、従業員と組織との相互期待を指すが、

その契約不履行は従業員の態度に悪影響を及ぼす。その悪影響に対して従業員は自己調

整を行っているが、それがうまく行かない場合にメンタルヘルス問題が生じていると考

えられる。 

さらに、人事管理の特徴は企業が活動している国や社会によって決まるのではなく、

産業や職種によって決まってくるという主張もあるが、この点については今後の研究蓄

積が必要である。 

 

４．日本企業のメンタルヘルス問題における今後の課題について 

 まず、休職期間長期化、メンタルヘルス不調の高い再発率、いわゆる新型うつの増加

などの新たな問題に対する企業の対応が今後の課題である。特に、再発率が高いという

問題についてはアンケート調査とインタビューにおいて改めて確認された。 

次に、特にメンタルヘルスの問題にかかわる人（主に人事担当者と管理者）の対応力

を高めることが必要であるとの指摘がなされている。これに対して、多くの企業が教育

研修や不調者に関する情報共有の仕組みを整備するなどの対応を行っていることがアン

ケート調査とインタビューにおいて確認されたが、他方でメンタルヘルス不調者の上司

が正確な知識を持ち合わせないまま中途半端に対応することで問題をさらに大きくして

しまうという問題が発生している可能性があることも、インタビューにおいて指摘され

た。 

しかし、彼らに過度の負担をかけないような方法も同時に考えなければならないとい

うことが注意すべき点として挙げられる。メンタルヘルス問題に対する個人による対応

には限界があり、組織的な取り組みが必要である。 

その方法としては、企業によるパワーの抑制、サポーティブな組織風土の醸成、従業
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員を強くすることといったことが挙げられる。 

 さらに、企業によるパワーの抑制については、法規制、労働組合、経営戦略として位

置づける対応を広げていくことが挙げられる。ただし、いずれも利益に繋げるための効

率性の原理を無視して行うことはできないため、それとの両立可能な方法が求められる。

 法規制については、アンケート調査において、対応策の実施を促進する施策に対して

は賛成する回答が多く、また有効な対策を講じている組織と手法を調査・公表する制度

のみならず、十分な対策をしていない企業を公表する制度についても肯定的な見解が多

いことが示された。日本企業の従業員においてはメンタルヘルス問題への対応について、

法による強制力をより強く持たせる方がよいという見解が強まっていると見ることがで

きる。 

 労働組合による対応については、メンタルヘルス対策に関与させていないという回答

が多くを占めたが、関与しているケースにおいては、組合員からの相談受付、上司への

提案、人間関係の調整、長時間を抑制するための規定づくりや調査・監視活動といった

活動が細やかに行われている、労働組合が関与している場合には、効果があると感じて

いるという回答が多く、労組による対応は有効であるという可能性が示唆される結果と

なった。 

 サポーティブな組織風土を醸成していくためには、トップが社内のメンタルヘルス問

題に関する情報を共有し、経営状況を鑑みながら、現場を巻き込んで施策を講じていく

必要がある。従業員を強くすることに関しては、メンタルヘルス障害発生予防の視点か

ら重視されるべきである。 

また、他方で人事管理施策からメンタルヘルス問題の発生につながる経路を明らかに

することも重要である。その足がかりとして、本研究ではエンプロイアビリティ、心理

的契約、社会心理的安全風土といった概念に注目し、検討を行った。この点については、

今後も引き続き検討をしていくことが必要であり、今後においてより深いレベルでの実

証分析を行っていくことが必要である。 

 最後に、最終年度に行ったアンケート調査とインタビュー調査より明らかになった点

とそこから導き出される今後の課題をまとめた。 
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Ａ．研究目的 

 企業活動のグローバル化や IT を中心と

した技術の高度化により、予測困難な変化

にさらされている現代の組織は、コストを

削減し効率性を高めるために、柔軟性を重

視した戦略を実施するようになった。この

ことは従業員にとっては、安心して働く基

盤を提供する雇用の不安定化をもたらした。 

また、日本でも成果主義の広がりによっ

て、仕事の成果を個人ごとに明確化される

仕組みが整備されたことにより、仕事への

プレッシャーがさらに大きくなった。 

これらの背景のもとで、メンタルヘルス

不調者が増大した結果、企業経営に支障を

きたすケースが増加したことを受けて、メ

ンタルヘルスに対する企業の関心は高まり

を見せている。 

すでに、厚生労働省の指針に応える形で、

企業組織の現場では、メンタルヘルスの知

識やメンタルヘルス不調者への対応に関す

る社員教育が行われ、その効果についても

関心が寄せられている。 

しかし、メンタルヘルス問題に対して実

際に企業がどのように対応しているのか、

対応のための施策が実際に効果をあげてい

るのか、それに対して従業員がどのような

影響を受け、組織運営にどのような影響が

出ているのか、またそもそも経営者がどの

ようなスタンスでこの問題に対応しようと

しているのかといった問題について、企業

経営の視点から整理する必要がある。 

本研究では、関連領域の研究成果も踏ま

え、メンタルヘルス問題について企業経営

の視点から問題点を抽出し、メンタルヘル

ス問題の解決に資する示唆を導き出すこと

を目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

初年度には、日本企業のメンタルヘルス

問題と組織運営や企業経営全体、とりわけ

人事管理との関係について論究したか、示

唆をくみ取り得る文献や資料のレビューを

開始し、概括的な把握に努めた。 

次年度は、関連文献の収集とレビューを

進め、メンタルヘルスとの関係が深いと考

えられる日本企業の人事管理、とりわけ雇

用管理に関連するトピック（雇用不安とス

トレスの関係、エンプロイアビリティ、心

理的契約）に焦点を合わせ、検討を深める

ことに重点を置いた。 

最終年度の課題は、既存の調査研究の文

献レビューに併せ、研究班全体で実施した

企業等のメンタルヘルス対策従事者向け社

会調査（WEB を利用したアンケート調査

(以下、「アンケート調査」と記述)と日本企

業 3 社への個別的な訪問調査（以下、「イ

ンタビュー調査」と記述）の結果を経営学

的観点から検討することであった。 

 調査にあたっては、本研究の視点を支え

る経営学、また従業員の意識や企業組織に

おいて生じるストレスにかかわる心理学の

専門学術文献、公刊されている各種実態調

査結果を活用した。 

 

Ｃ．及び D．研究結果及び考察 

 本研究は、文献や資料に基づくものであ

るため、結果と考察を明確に切り分けて議

論することが困難である。そのため、考察

を含めてここで論じることにする。 

 

１．メンタルヘルス問題に対する企業の取

り組み 
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メンタルヘルス問題に日本企業が取り組

み始めたのはいつ頃で、どのように対策が

進められていったのか。インタビュー調査

の結果によれば、いずれのケースにおいて

も、メンタルヘルス問題が認識されたのは

1980 年代、特に対策が進み、仕組みが整備

されていったのは 2005 年頃であり、この問

題に深くコミットするようになってからの

歴史は比較的浅いということがわかる。 

では、メンタルヘルス問題に対して日本

企業がどのような施策を実施しているのか、

また施策がどの程度充実しているのか。こ

れについては、近年いくつかの調査が実施

されている。それらによれば、メンタルヘ

ルス問題に対して何らかの対策を講じてい

るとする企業が増加しており、大企業ほど

メンタルヘルス対策が重要であると認識し

ている。 

しかし、アンケート調査においては、メ

ンタルヘルス対策の必要性について感じて

いると回答に対して、実際にメンタルヘル

スを講じているという回答はそのうちの 3

分の 2、全体の半数程度にとどまっている。

この結果は、個人の見解がベースになって

いる点に注意する必要はあるが、回答者の

所属企業において対策の必要性は感じられ

ているのに対して、実際に対策が講じられ

ていないケースが少なからずあることを示

唆していると言えよう。 

メンタルヘルス対策への取り組み内容に

ついて、先行研究では、相談窓口の設置、

管理者・労働者への教育訓練・情報提供、

衛生委員会等での調査審議、労働者のスト

レス状況について調査票を用いた調査とい

った項目が指摘されてきた。本調査でも、

それらの取り組みが引き続き行われている

ことが確認されたが、より細かい点につい

ても明らかになった。 

メンタルヘルス対策を行うためのスタッ

フ選任や事業所内での審議を行う会議体を

整備していないという回答が約 3 分の 2 を

占めており、積極的な取り組みが行われて

いるとは言い難いが、一方でそれらが整備

されている企業では、個別事例への対応や

一次予防策について積極的な取り組みが行

われている。 

また講じた対策の効果については、ある

のではないかと思ってはいるものの、自信

を持って効果を認識できていると実感する

段階には至っていないことが示唆されてい

る。 

その理由は効果がすぐに現れないことや、

効果をわかりやすく認識することが難しい

（時間的・金銭的なコストがかかる割に効

果が高いと実感できない）といったことに

あると考えられる。その一方で、対策に取

り組んでいる企業はより積極的な取り組み

を行っており、対策への取り組みが消極的

な企業との温度差がかなりあるというのが

現状であると考えられる。 

また、最近では、メンタルヘルス対策の

担い手として、セルフケアよりもラインケ

アが重視される調査結果もある。つまり、

このことは、メンタルヘルスを個人が個々

に対応すべきものとしてではなく、管理職

を中心に職場組織運営の問題として対応す

べきであると考えられつつあることを示唆

しているように思われる。 

 しかし、メンタルヘルス不調者が企業の

対策によって相当程度減少したという調査

結果は、現在のところ見出せない。また、

労働者にとって厳しい労働環境の実態を報
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告する文献も数多くある。 

なぜこのように相反する結果が生じるの

であろうか。この問題について以下で検討

する。 

 まず、メンタルヘルス問題に対応して

いる、あるいは制度や規定を整備している

とする企業の比率は増加しているが、制度

や規定が「ある」のか「ない」のかを問う

だけでは不十分であるということである。

むしろ、その制度が実際に利用されたかど

うかが問題である。利用率が低ければ対策

の実効性が上がらないという点が問題とな

る。 

この点について、アンケート調査の結果

によれば、メンタルヘルス対策のための社

内規定の整備については、全般的には消極

的であるように見受けられる。また、規定

の整備自体が不調者の減少に貢献している

という実感がないと感じられることも多く、

このことは、規制を機能させるための工夫

がさらに必要であることが示唆していると

言えよう。 

次に、メンタルヘルス問題に対応してい

るといっても、表面的であっても「対応し

ている」という事実が重視されている可能

性があるということである。EAP、相談窓

口の設置、メンタルヘルス教育の実施とい

った施策を社内に抱え込んで行っている企

業は多くなく、アウトソーシングするケー

スが多い。 

例えば、カウンセリングなどは管理職が

行うことが難しく、専門家の知識が必要と

されるが、逆にそれらの専門家は職場の問

題に対応することが困難であるため、管理

職と専門家との連携が重要となるが、アウ

トソーシングしている場合には、サービス

の提供者は多数の企業にサービスを提供す

るため、対応窓口を増やすことが難しく、

特定の企業に対するきめ細やかなフォロー

を行うことを困難にする。そのため、対応

が不十分なままになっているケースも少な

くない。 

また、外部の企業に相談窓口を設けたと

しても、管理者の働きかけがないために利

用率が低いという問題もある。その解決策

の一つとして考えられるのは、セルフケア

教育の充実であるが、自分のことは自分で

対応するようにというメッセージを送って

しまうと、利用率の向上にはつながらない

ように思われる。 

しかし、企業が制度を整備することは確

かに重要であるが、それが難しい場面もあ

る。例えば、メンタルヘルス不調による休

職後の復帰に際して、その扱いを制度化す

ることについて、対応に苦慮する例が少な

くない。 

対応が難しい理由は、人によって置かれ

ている状況、症状などにかなりの個人差が

あるので、対応が個別的にならざるを得な

いということであろう。このような場合、

それでも制度を一律に適用するか、運用に

よる個別対応を行うかの選択を行うことに

なるであろう。この対応に関して、その都

度検討して決めている企業、ルールとして

定めている企業、医師の診断書に従う、の

3つがほぼ同じような割合で存在しており、

復職後の支援体制については、大企業ほど

専門担当者を置いていることが多いという

調査結果がある。 

ただし、運用による対応では、現在のよ

うに労働条件が個別化し、また処遇も個人

差が大きくなっている状況下では、他の従
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業員との公平性が問題となってくる。 

これらの点が、企業はメンタルヘルス施

策を積極的に行っているというのに、従業

員にそのような実感が伴っていないという、

相反する結果を生み出している理由である

と考える。 

また、最近では先進事例を参考にしたい

というニーズもあることから、事例の開示

や、調査などが行われている。 

そこにおいて導き出されている示唆には

以下のようなものがある。 

・ 継続的支援を行う仕組みを持つ会社は、

復職率を高めることができる可能性があ

る。 

・ トップが知識を持ち、取り組む覚悟が

あることが重要である。 

・ 管理者どうしが集まることによる意見

交換の場をつくることで、現場で対応する

管理者を孤立させないことが重要である。 

ただし、この先進事例がなぜ生まれたのか、

その条件とは何かといった点について現時

点で一般化することは難しく、事例研究を

蓄積していくことが必要であると考える。 

先進事例の長所、それを可能にする条件

については、事例研究を蓄積していく必要

がある。 

 

  

２．メンタルヘルス問題への対応と企業経

営 

 メンタルヘルス不調は個人において生じ

るものであるが、その影響は個人のレベル

にとどまらず、職場組織のレベルや、企業

全体のレベルにもおよぶ。そのため、メン

タルヘルス問題の解決に向けては、制度の

みならず、企業がこの問題に対してどこま

で責任を負うべきか、またどのような姿勢

で臨もうとしているのかという、企業経営

の視点からも検討しなければならない。 

 まず、なぜ企業はメンタルヘルス問題に

対応しなければならないのかという点につ

いて述べる。 

 メンタルヘルスへの対応は、経営学の領

域において、近年盛んに論じられている

CSR（企業の社会的責任）との関連で取り

上げられるようになった。 

 従来から、日本においては正社員の解雇

が厳しく制限されてきたことから、正社員

との長期的な雇用関係が維持されてきた。

近年、雇用の流動化が議論されているが、

実態として正社員の雇用の流動化は進展し

ているわけではない。しかし、経営環境が

厳しくなる中で、長時間労働、賃金の低下

など、働く条件は厳しさを増している。 

その結果、転職という選択を自発的に行

うことが現実的に困難である状況下で、正

社員（あるいは長期間雇用されている非正

社員）は条件の悪化を受け入れている状況

が長く続いている。これに対して企業は雇

用者としての責任を果たすべきであるとす

る考え方が広がっているのである。 

 また、メンタルヘルスへの対応を企業が

行わなければならない理由は、労働災害訴

訟や従業員の離職、パフォーマンス低下な

どの組織マネジメント上のリスクの増大に

あるという指摘も多くなされ、さらにはリ

スク・マネジメントの観点から対応すべき

という見解も見られる。 

 従業員を組織目的から離反しないように

組織へと統合していく人事管理の機能とい

う観点からも、この問題への対応が必要で

ある。 
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例えば、従業員の離職に伴い、新たな従

業員を採用することによってメンバーの変

更が生じるよりも、休職後に復職する人に

復活してもらう方が、募集費などの採用に

関わる金銭的コストや、採用に関わる時間

的なコスト、教育訓練費は少なくて済むと

考えられる。 

 しかし、利益の増大に直接つながるので

はなく、利益の減少を防ぐという受け身の

要素が強いもので、なおかつ効果が短期間

に現れないことに対して、企業は、経費を

かけない傾向にある（例えば教育訓練費は

企業業績が低下するとそれに伴って減少す

る傾向がある）が、メンタルヘルス問題も

そのような性質を持っていると考えられる。 

 受け身の要素が強い問題において、企業

が経費をかけようとする場合には、対応す

べき対象者が多くなってから行われること

が多いと考えられる。アンケート調査の結

果においても、メンタル不調者の全従業員

に占める割合は多いわけではなく、発生し

ない場合もあることから、取り組みに積極

的ではない企業が少なくないという結果に

なっていると考えられる。 

 また、メンタルヘルス問題への対応は期

間も長く、家族の問題や本人の性格の問題

など、会社の内部だけでは完結しないとい

う問題があり、どこまで踏み込むかが難し

い。仕事に関連するものだけを切り分けて

発生原因を特定することも難しく、特定の

施策を講じた場合に、その成果を把握する

ことも難しい。例えば、インタビュー調査

においても、40～50 歳代であるとき急に不

調となってしまうケースが増加する、不調

者の高齢化が問題となっており、その原因

は家庭要因が最も多いのではないかという

ことが指摘された。そのため、企業の対策

も遅れがちであり、ゆっくりとした動きに

なってしまうのであろう。 

ただし、これらの問題は、対応しなければ

利益の減少につながる可能性が高いと考え

られる。 

さらに、企業が対応を怠れば、人材の使い

捨てというイメージが定着し、勤続年数の

短期化が進み、人材が育たなくなってくる

ことにもつながる可能性があるというだけ

ではなく、現象が組織内に広がってから対

応したのでは手遅れになってしまう可能性

もある。この点は、中長期的にも大きな問

題があると思われる。 

そのような中で、企業のメンタルヘルスへ

の対応を進めるためには、メンタルヘルス

不調による休業の後に復職した従業員の仕

事のパフォーマンスがどの程度元に戻って

いるのか、どのように成功したのかといっ

た点について、明らかにしていく必要があ

るだろう。 

 また、メンタルヘルス問題への対応は、

職場組織という観点からも検討される必要

がある。中でも、組織風土あるいは組織文

化とメンタルヘルスとの関係が注目されて

いる。 

例えば、日本企業を対象とした場合、職

場でのコミュニケーション機会の減少、職

場での助け合い減少、個人で仕事をする機

会の増加といったことが、メンタルヘルス

を悪化させると人事担当者が感じているこ

とを示す調査結果が存在する。 

あるいは、企業への一体感の低下が感情

的に企業から離れてしまうことにつながり、

それが離職志向の高まりや well-being の低

下に影響を与えているという研究結果があ
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る。 

後に詳しく述べるが、組織風土あるいは

組織文化とメンタルヘルスとの関係につい

ての研究は、ストレスへの影響を中心に、

少しずつではあるが、海外を中心に行われ

ている。そこでの知見が日本においても、

どの程度活かせるのか、また日本において

他国とは異なる独自の特徴があるのかどう

かについて、今後調査していく必要がある

だろう。 

 

 

３．日本企業の人事管理の特性がメンタル

ヘルス問題への対応に与える影響 

従業員を組織目的から離反しないように

組織へと統合していく人事管理の機能とい

う観点からも、この問題への対応が必要で

あることはすでに述べたが、さらに具体的

に日本企業がこれまでに構築してきた人事

管理の特徴がメンタルヘルスに対して与え

る影響についても、検討する必要がある。 

アンケート調査においても、人事管理に

かかわるあらゆる領域が職場のメンタルヘ

ルス対策に深く関わると労働者が考えてい

ることが明らかになった。 

ある国の企業の人事管理は、それが属す

る社会における経済制度や文化、法制度の

あり方によってある程度一定の方向に収斂

していくという考え方がある。 

日本企業においては、すでに述べたよう

に、雇用者の多くを占める大企業の正社員

に対して長期雇用が適用されてきた。長期

雇用は労働組合との交渉によって成立した

と言われているが、企業が従業員を長期雇

用によって定着を促すことは、育成された

人材を長期にわたって活用することが可能

となるため、企業の経営活動の安定化に寄

与すると考えられる。多くの大企業がこの

ような方法を採用したことによって、労働

者が企業間を移動するケースは少なくなっ

ていった。 

一方、長期雇用と引き替えに、日本企業

は企業主導型の異動やジョブ・ローテーシ

ョンを実施していった。すなわち、欧米で

通常用いられる職務記述書を作成せずに、

従業員個人の職務をすべて事前に決めてし

まうのではなく、ある程度の役割は決めつ

つも誰が行うのかは仕事を進める過程で決

めていく余地を残すことによって、柔軟な

職務編成と多能化を志向した人材育成を可

能にしていったのである。 

そして、このような職務構造に合うよう

に他の制度も形成されていった。人事考課

では、職務の価値を算定して決定するので

はなく、職務遂行能力に対する評価、さら

に仕事への取り組み姿勢を評価する情意考

課が重視された。人材育成は職場での経験

を積むことによって実現され、企業にとっ

ても育成投資を確実に回収するために長期

雇用を継続していった。 

 

３．１．曖昧な職務境界 

職務境界を明確に規定しないことは、柔

軟な職務編成と多能化を志向した人材育成

を可能にしたことから、日本企業は多くの

メリットを享受することができた。 

しかし、他方で曖昧な職務境界は、従業

員に対してプレッシャーを与えることにな

る場合もあり、そのことがメンタルヘルス

に影響を及ぼす可能性がある。 

日本企業における曖昧な職務構造は、職

場全体で仕事を行う際に、メンバーの働き
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ぶりが相互に影響し合うことにつながる。

具体的には、以下のような問題が生じてい

る。 

第 1 に、残業の問題がある。日本では解

雇に対する規制や考え方が厳しいため、一

度雇った従業員を簡単に解雇することは難

しい。そのため、仕事が一時的に増えた場

合には、新たに従業員を増やすよりも現有

の従業員の労働時間を増やすことで対応し

てきた。 

しかし、現在ではリストラ実施後に仕事

が増えても増員しないというケースが多く、

一人あたりの仕事量は増加している。加え

て、短い納期によるプレッシャーもますま

す強くなっており、従業員は残業時間を増

やして対応しなければならないケースが増

えている。こういった状況において、個人

の仕事の範囲や量が明確になっていないた

めに、仕事負荷の増大を抑制することが難

しくなっている。また、仕事を分担してい

るメンバーが残業しないことで、他のメン

バーにしわ寄せが行ってしまうという点も

問題である。 

この点については、アンケート調査結果

において人員を確保できることを法律で規

定することを望む回答が少なくなかったこ

とからも、問題視されていることであると

言えよう。 

第 2 に、休職が発生すると、代わりの人

を手配することになるが、同じ能力レベル

の人を改めて外部から採用することは難し

く、その場合には職場の他のメンバーがし

ばらく休職者の分の仕事を行うことになる

ことがある。仕事の配分において過度の偏

りが生じることは、他のメンバーのモチベ

ーションにも影響する。 

第 3 に、休職者が長期間の休職を経て復

職した場合、今度は復職者にどのような仕

事をどの程度与えるかが難しいという問題

もある。 

第 4 に、職務境界が曖昧であることが目

標や計画のなさと結びつき、職務を割り当

てる際に、必要以上の負荷を与えることに

なったり、役割の曖昧さを増大させたりす

ることで、強いストレス反応につながるこ

とも少なくない。目標を決める機会はあっ

ても、目標をその後調整し、決定する仕組

みがないことが、長時間労働を促進してし

まうことを指摘する研究もある。 

また。企業の求める時間軸と従業員の求

める時間軸とのズレがストレスにつながる

という研究結果もある。 

特に以上に挙げたことがたびたび繰り返

されると、ストレスの多い職場風土につな

がっていく可能性もある。 

第 5 に、人事考課において情意考課が重

視されているために、メンタルヘルス不調

であることが上司に知られると評価に響い

てしまうのではないかという不安にもつな

がるのではないかという指摘もある。 

職務内容とストレスとの関係に関する研

究はこれまでに多く蓄積されてきているが、

欧米を中心に行われてきた研究においては、

他者との関係において職務のあり方が変更

される状況はあまり想定されていないよう

に思われる。日本企業におけるストレス発

生のメカニズムを明らかにするためには、

そのような点を考慮することが必要である。 

 

 

３．２．成果主義への転換とその影響 

1990 年代以降、日本企業で広まった成果
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主義的な人事管理は、成果を測定するため

に各個人の仕事を切り分けたが、このこと

は職務の明確化につながるので、従来の職

務曖昧な職務境界に基づく分担とは逆の方

向性を持っている。 

これによって、上で述べたような従来の

職務構造に起因する問題は解決することが

期待されたが、実際には別の問題が生じた。 

例えば、仕事が個別化したために、周囲

とのコミュニケーションが取れず、孤立し

たと感じることなどがそれに当たる。 

コミュニケーションは多いが周囲からの

プレッシャーも多い状況から、逆にコミュ

ニケーションは少ないが成果へのプレッシ

ャーも多いというように、このような急激

な変化に対して、働く人がついていくこと

ができていず、ストレスが増大していると

いう問題がある。 

また、管理職にも、プレイング・マネジ

ャーとして成果を上げることが求められる

ようになったため、管理職が自身の成果を

上げることに集中し、部下をケアできなく

なってきた。 

このような状況が一定期間続いてきたた

めに、人材が育たないという問題が生じた。 

 

３．３．エンプロイアビリティ 

以上に挙げた問題は、いずれも組織にお

いて対応が必要なものであるが、それらが

日本企業において起きやすい理由の一つと

して、雇用の流動化が進展してないことが

あると考えられる。 

転職しにくい状況は、働く人にとってみ

れば自分の働く環境を変えることが難しい

ことも意味している。 

雇用の流動化に対して、人材育成の費用

回収という観点からすれば、企業は避けた

いと考えるであろう。 

しかし、労働条件の切り下げや長時間労

働によってモチベーションが下がってしま

った従業員にとっては転職の機会がない、

すなわち逃げ道がないことがメンタルヘル

ス問題へとつながっている可能性がある。 

ところが、それでも働く人はむしろ終身

雇用を支持しているというデータがある。

リストラによる雇用不安が増大しており、

それは現在のところ不可逆的な動きとなっ

ているが、長らく外部への転職機会がない

と考えられてきた日本において、企業の外

へ出るということが自身にとってリスクが

大きいと働く人が考えているのであろう。 

雇用が維持されることを働く人が期待す

ることはごく自然なことであるが、雇用不

安から逃れたいという消極的な雰囲気ばか

りが広がってしまうと、企業にとっても成

長を期待することは難しくなるだろう。 

そこで近年注目されているのが、エンプ

ロイアビリティという概念である。 

エンプロイアビリティとは、「雇用される

能力」を指し、これが高い人ほど、意に沿

わず辞めさせられることも少なく、また仮

に辞めさせられても転職が可能となり、雇

用不安下の勤労者にとって理想的な状態で

あるともいえる。 

雇用保障を約束できなくなった企業が、

「何らかの理由で雇用が維持できなくなっ

ても、能力が十分に高ければ他社での雇用

機会を見つけることは可能である」という

状況を作り出すために従業員の能力を高め、

その結果として移動可能性を高めることで

雇用保障に代わる従業員に対する責任を果

たそうという考え方である。 
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エンプロイアビリティに関する研究は、

ヨーロッパで盛んに行われてきた。一方、

日本でも日経連が報告書を出版するなど、

重要な課題であると言われた時期があった

ものの、その後は研究も少なく、実践的に

も注目度が低い時期が続いた。 

しかし、最近、グローバル競争の激化に

伴い、事業所の海外移転が増加する中で、

国内での雇用維持が難しくなってきた日本

企業によるリストラが増加しており、再び

その重要性が増している。 

日本では失業する確率は低いが、一度失

業してしまうと期間が長くなる傾向がある。

そのような中で、エンプロイアビリティを

高めることは、企業にとっても働く人に獲

っても喫緊の課題であると言えよう。 

最近のエンプロイアビリティ研究の流れ

に言及している研究によれば、エンプロイ

アビリティにつながる能力やスキルのリス

ト化の研究が出尽くし、エンプロイアビリ

ティの人的資源管理等への応用が近年数多

く行われるようになっており、能力概念と

してのエンプロイアビリティの捉え方が能

力やスキルのリスト化から、過去 10 年で、

雇用可能性実現のプロセスへと大きく変化

しているという。 

また、雇用不安（「脅かされた雇用状況に

おける望ましい継続雇用維持の知覚された

無力感」と定義される）や、エンプロイア

ビリティ知覚の職務態度への影響を明らか

にし、ストレス理論に立脚したエンプロイ

アビリティ保障の可能性を探る試みが行わ

れている。 

 それによれば、以下のことが明らかにさ

れている。 

・ 雇用不安は職務満足、組織コミットメ

ント、キャリア意識にネガティブに作用し、

退職意思を促進していること 

・ エンプロイアビリティ知覚が雇用不安

と職務態度等との関係にある程度影響し

ていること 

・ エンプロイアビリティ知覚が雇用不安

のキャリア意識へのネガティブな関係へ

の緩和効果を持つこと 

 この結果は、エンプロイアビリティが高

いと感じている従業員は、雇用が保障され

ない可能性を感じても、過度の悪影響を受

けないことを示唆している。 

それゆえに、エンプロイアビリティ知覚は

特にストレス・コーピングの資源としての

有効性が期待されると言えよう。 

ただし、エンプロイアビリティを高める

ことの効果については、明らかにされてい

ることがまだ少ないことから、さらに調査

が必要である 

例えば、日本では現在でも全般的には転

職しにくい状況だと言っても、例えば求人

が激減する 40 歳代、過労の 30 歳代、求人

は比較的あると考えられる新卒 2～3 年の

従業員というように、世代ごとに直面する

問題は異なると考えられる。これらの点に

ついても検討していく必要があろう。 

また、エンプロイアビリティを雇用可能

性の実現プロセスにどう反映させるのか、

具体的には、人事管理施策にどのように反

映させるのかについても今後の課題であろ

う。 

日本では、転職市場の整備が進んでおら

ず、中途採用に対して企業は依然として消

極的である。そのため、エンプロイアビリ

ティを高めることは、必ずしも転職につな

がるわけではないと考えられる。 

分担研究報告書（團　泰雄）

－ 541 － 



 

 

積極的に転職していくための手段として

エンプロイアビリティを高めるというより

も、雇用機会が喪失する、いわばいざとい

うときのための備えとしてエンプロイアビ

リティを高めるという考え方が働く人の間

で広がる可能性が高いと思われる。 

そこで企業に求められるのは、いっそう

の能力開発機能であり、それに責任を負う

ことである。 

そのためには、公正な評価方法、職務や

目標の明確化、従業員が持つ時間軸と企業

の持つ時間軸のマッチングといった視点か

ら、企業が人事管理施策を点検していく必

要があるだろう。 

 

３．４． 心理的契約 

 メンタルヘルス問題と雇用や人事管理と

の関係を考える際に有用な概念として、心

理的契約を挙げることができる。 

心理的契約とは、従業員と組織という当

事者の相互期待を指す。心理的契約は、従

業員のメンタルヘルスが、仕事経験によっ

てどのように影響されるかを調べる過程で

発見された。 

心理的契約の考え方においては、法律と

社会的関係という 2 つのメカニズムによっ

て履行を担保された、約束の全体を契約と

見なすという特徴を持っている。 

心理的契約はその後の理論展開において、

従業員による知覚現象として捉えられるよ

うになり、実証研究が盛んに行われるよう

になった。 

心理的契約研究のレビューを行った文献

によれば、実証研究の測定のタイプは、心

理的契約に含まれる具体的な契約内容に主

眼をおく内容志向と、組織側の契約の履行

と不履行に対する従業員の評価とそれがも

たらす結果に注目する評価志向との研究に

大別されるという。 

心理的契約に対する評価に関して、日本

企業を対象として心理的契約の履行状況を

把握し、それが従業員に対して影響を与え

ているのかを調査した研究によれば、多く

の企業において組織側による契約不履行が

発生していること、そのことが従業員の態

度に対してマイナスの影響を与えている

（情緒的コミットメントを低下させ、離職

意図を高めている）ことが示された。 

しかし、それでも日本の従業員は企業に

とどまり、契約関係を維持している。その

理由は、心理的契約の不履行に対して、従

業員が自己調整を行っている（期待水準を

下げる、履行水準を下げる、離職してしま

う）ことにあるという。 

この点について、日本企業を対象とした

研究によれば、多くの従業員は契約の不履

行を知覚しているが、期待水準の低下とい

う比較的穏当なオプションによって対応し

ているという。 

しかし、自己調整がうまく行かない場合

にメンタルヘルス問題が生じている可能性

がある。それは性格など本人に起因するも

のであるかもしれないし、期待水準を低下

させたり、履行水準を低下させたり、離職

してしまうという、いずれのオプションも

採用することが困難であるという状況に起

因するものであるかもしれない。 

このような問題への対応を考える際に、

例えば上で取り上げたエンプロイアビリテ

ィの考え方は、日本企業で近年顕著になっ

ている終身雇用に基づく心理的契約の不履

行による悪影響を和らげることにつながる
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可能性を持っていると思われる。これらの

点についても、今後の研究蓄積が必要であ

ろう。 

 

３．５．産業や職種の違い 

また、近年、人事管理の特徴は企業が活

動している国や社会によって決まるのでは

なく、産業や職種によって決まってくると

いう主張がある。このことは、メンタルヘ

ルス対策に関しても、産業や業種によって

異なり、職種ごとの違いを考慮した検討が

必要であることを示唆している。 

例えば、コールセンターや営業といった、

顧客と対峙する仕事は、感情労働における

ストレス問題として固有の問題があると指

摘されている。 

仕事において他の人と接触することの少

ない職種や、職務に自律性を発揮する場面

の少ないマニュアル化の進んだ職場におい

てメンタルヘルス問題が多く生じていると

も考えられる。インタビュー調査において

は、一人で動くことの多い業務の特性上、

やむを得ずストレスが多くなってしまうた

めに精神障がい者雇用に消極的であるとい

うケースがあった。途中で障がいが発生し

た場合には、やむを得ず転身してもらうこ

とも重要であることも述べられていた。 

このようなストレスという観点からの研

究は、心理学の領域において蓄積されてい

るが、その研究対象は主として専門職（看

護職や教育職）であることが多い。今後は

一般企業においても検討すべきであると考

えられる。また国際比較なども必要になっ

てくるため、今後も引き続き研究の蓄積が

必要である。 

 

 

４．日本企業のメンタルヘルス問題におけ

る今後の課題 

 職場レベルでの問題について、その背景

要因を前で述べたが、ここではもう少し実

践的な問題について検討しておく。 

 

４．１．企業によるパワーの抑制 

 最近の問題として、休職期間長期化、メ

ンタルヘルス不調の高い再発率、いわゆる

新型うつの増加が挙げられる。 

特に、再発率が高いという問題について

はアンケート調査とインタビューにおいて

改めて確認された。 

 これらの問題に対して、企業がいかに対

応していくかが今後の課題であり、特にメ

ンタルヘルスの問題にかかわる人（主に人

事担当者と管理者）の対応力を高めること

が必要であるとの指摘がなされている。セ

ルフケアからラインケアへと対応の際に重

視すべき部分が移っていることは前でも述

べたとおりである。 

 しかし、そこで注意すべきことは、彼ら

に過度の負担をかけないような方法を考え

なければならないということである。担当

者が疲れてしまう状況を放置することは事

態を悪化させるだけということになりかね

ない。 

 メンタルヘルス問題に対する個人による

対応には限界があり、組織的な取り組みが

必要である。企業は教育研修や不調者に関

する情報共有の仕組みを整備するなどの対

応を行いつつあるが、他方でメンタルヘル

ス不調者の上司が正確な知識を持ち合わせ

ないまま中途半端に対応することで問題を

さらに大きくしてしまうという問題が発生
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している。 

 企業におけるメンタルヘルス問題に関し

ては、企業による主体的な対応が中心とな

ることは当然のことであるが、企業は経済

主体であり、利益に繋げるための効率性の

原理を無視して存続することはできない。

その一方で、効率性の原理を過度に強調す

ることで従業員のメンタルヘルスが損なわ

れることもまた、企業の存続を危うくする

ことにつながる可能性がある。 

 このような関係の中では企業側の立場が

強くなりやすいために、それを抑制するも

のが必要である。 

 

４．１．１．法規制・国による施策 

 一つは法規制であり、これは企業の行動

に対して直接的な拘束力を持つ。しかし、

法規制が厳しすぎると、企業が自律的に行

動できないという悩ましい部分をどう解決

するのかが問題になってくる。誰の利益を

主として守っていくのが現実的に対応可能

な選択肢であるのかを検討しなければなら

ない。 

この点に関しては、日本における労働

CSR の調査結果が参考になる。そこでは、

重要な労働問題として、メンタルヘルス問

題への対応が挙げられているにもかかわら

ず、実際の動きはかなり鈍いと感じられる

（他の労働問題に関しても同様である）。 

労働 CSR の文献においては、日本の法規

制が弱く、努力義務規定に見られるように、

問題への対応が企業側に任されている部分

が多いことに問題があることが指摘されて

いる。 

CSR には、経営効率を高めるという一般

的見方が強く支持されているとは言い難い

面がある。また、短期的な経営効率優先と

いう大きな障壁があるため、CSR が経営効

率に貢献するということが明らかにならな

ければ、広く支持されることも難しいのか

もしれない。 

そこで法規制や国の施策にかかる期待が

高まると考えられるが、どの程度の法規制、

あるいはどのような内容の施策が望ましい

のか。 

この点については、アンケート調査の結

果は以下のようになっている。 

国その他の公的機関が、個々の企業（団

体）のメンタルヘルス状況の問題点（リス

ク）と良い点（グッド・ポイント）を調査

し、その両者を総合的に評価して対応策の

実施を促進させる施策、有効なメンタルヘ

ルス対策を実践している組織と手法を調査

して、当該企業（団体）の同意を得て公表

する制度、多くの不調者を生み出している

にもかかわらず充分なメンタルヘルス対策

を実施していない企業（団体）を公表する

制度のいずれについても賛成するという回

答が 80％以上を占めていた。 

また、今後メンタルヘルス対策の促進を

図るための新たな法律条文や法律ができれ

ば、企業（団体）で実際に役立つ対策が進

むと思うという回答が 78.8％を占めていた、 

以上より、日本企業においては、メンタ

ルヘルス問題への対応について、今後は法

規制や国の制度などにより強制力をより強

く持たせることによって企業による取り組

みを促進する方がよいという見解が強まっ

ているとみることができるであろう。 

ただし、充分な取り組みを行っていない

企業の公表については反対意見が多く出る

ことも予想される。そこで問われるのは、
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「充分な取り組み」と「不充分な取り組み」

とを分ける基準が何かということであり、

メンタルヘルス不調の発生原因として職場

要因と個人要因（家庭要因を含む）をどの

ように切り分けて考えるのか、つまりどこ

までを企業の責任であるとするのかという

ことである。 

 

 

４．１．２ 労働組合 

 もう一つは、労働組合である。労働組合

は、従業員のニーズを細かくくみ取って企

業側との協議を行い、場合によっては交渉

を行う主体である。 

 日本における労働 CSR の調査によれば、

企業が果たすべき CSR について、健康・メ

ンタルヘルスを指摘する企業別組合の割合

が高い（77.6％、全項目中第 3 位）。 

また、先進事例として挙げられている中

に、ストレス調査の結果を経営者と管理者、

そして労働組合にも積極的に開示するもの

があった。ただし、それがどの程度の広が

りを見せているのかは現時点では不明であ

るので、今後明らかにしていく必要があろ

う。 

このように、メンタルヘルス問題への関

心は高くなりつつあるが、各組合がどのよ

うに対応しているのかについても明らかに

していくことが必要である。 

この点について、アンケート調査の結果

によれば、事業所がメンタルヘルス対策に

労働組合を関与させているという回答 4 分

の 1 程度にとどまっていたが、関与させて

いる場合には提案、調査、監視といった活

動が細やかに行われており、その場合には

効果があると感じられていた。すなわち、

労組を関与させる方法は有効であるという

可能性が示唆される結果となったと言えよ

う。 

 

４．１．３． 経営戦略として位置づける

対応 

 メンタルヘルス問題への対応については、

ワークライフバランスに対する企業の対応

が参考になる可能性がある。出産・育児に

よって休職と復職という過程を経る点や、

企業にとっては短期的な視点で見ると、効

率性が損なわれると考えられやすいという

点、そして対応を誤ると従業員の離職やモ

チベーション低下につながるという点は、

両者において共通していると考えられる。 

例えば、アメリカではワークライフバラ

ンスを経営戦略の一部として考え、その結

果を明確に探ろうとしていると言われてい

るが、メンタルヘルスに対しても同様であ

るかということも今後検討する価値がある

と考えられる。 

また、メンタルヘルス問題について、ダ

イバーシティ・マネジメントの分野におけ

る知見も併せて今後検討する必要があるこ

とも指摘しておきたい。アンケート調査に

おいては、所属する事業所で障がい者雇用

に対して積極的である理由として、「組織の

ダイバーシティが進む」という回答が多く

見られた。これは近年注目されているダイ

バーシティ・マネジメントと精神障がい者

雇用との関連性が認識されていることを示

している。 

ただし、ダイバーシティ・マネジメント

においては、表層的な取り組み（つまり多

様なカテゴリーの労働者を雇用している）

ということだけでは不十分で、上でも述べ
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てきたように、より深いレベルでの取り組

みが必要である。 

しかし、この点については、短期的な経

営効率優先という大きな障壁があるため、

経営効率に貢献するということが明らかに

ならなければ、積極的な取り組みを期待す

ることは難しいかもしれない。 

メンタルヘルス不調者を減らすことは、

企業の利益を損なうリスクを軽減すること

につながることが予想されるものの、その

一方で短期的に劇的な改善を期待すること

が難しいことも予想される。メンタルヘル

ス不調については、再発率が高いという問

題もあり、それも対策が進みにくいことの

原因となっていると考えられる。 

もっとも、例えばメンタルヘルス不調者

を復職させる仕組みを持っていて、実際に

復職させたことが経営成果に結びついてい

ることを明確に示す結果があれば、対策に

乗り出す可能性はあるだろう。 

メンタルヘルス不調者をいかに復職させ

るのかという問題については、メンタルヘ

ルス不調の原因がどこにあるのか、特に雇

用の問題とどのようにかかわっているのか

によって対処の仕方が変わってくると考え

られる。 

ただ、そのような調査結果は、特に企業

横断的なレベルでは、今のところ見当たら

ない。今後の課題であろう。 

 

４．２．サポーティブな組織風土 

 企業においてメンタルヘルス問題に取り

組む際には、職場レベル、全社レベル、個

人レベルのそれぞれにおいて、それぞれに

取り組むべき課題がある。しかし、それぞ

れがバラバラに取り組むのではなく、それ

らを連携させていくことが重要である。 

 

４．２．１．管理職の役割 

職場でのメンタルヘルス問題を考える上

で、管理職には、職場運営での日常的なス

トレス予防と改善努力、部下への適切なサ

ポート、部下へのストレスの気づきと専門

家に相談するよう助言する役割が期待され

ている。 

職場においてサポーティブな組織文化を

創り出す上でも、上司に期待される役割は

大きい。メンタルヘルス施策において、管

理職への啓発活動、教育訓練などがかなり

重視されているのも、そのような理由から

であると思われる。 

 また、ソーシャル・サポート研究におい

て、メンタルヘルスの専門家ではない、職

場の人々による有形無形のサポートが、労

働者のストレス軽減に結びつく可能性が示

されている。また、職場復帰に向けたソー

シャル・サポート研究の必要性も指摘され

ている。 

さらには、問題上司の早期発見・チェッ

ク体制の確立、管理職の評価項目にソーシ

ャル・サポートを取り入れるといったこと

も人事管理施策として考えられている。 

 しかし、管理監督者にメンタルヘルス不

調者が増加している。管理職の果たしうる

役割は確かに大きなものがあるが、その一

方で成果を上げることも求められ、かなり

強いプレッシャーに晒されているとも言え

る。 

このような状況の下では、監督者に対し

て部下の不調の気づきやケアに関する教育

研修や情報提供だけでは不十分であろう。

また、管理職に対するチェックや、評価項
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目をさらに増やした場合には、仕事上の負

荷を増やすことが危惧される。 

 

４．２．２．組織内の情報共有 

組織内の各レベルが連携していくために

は、従業員のメンタルヘルスに関する情報

共有が欠かせない。しかし、各職場が正確

な情報を伝達しないというケースがある。 

メンタルヘルス不調者を休職をさせるこ

とに関してメンタルヘルス担当部署に強い

権限がある場合に、そうした危険性がある。 

組織内の情報共有を促進していくために

は、各部署の間でどのような力学が働いて

いるのかということについても、検討する

必要がある。 

 

４．２．３．組織風土づくり 

組織風土あるいは組織文化とメンタルヘ

ルスとの関係についての研究は、ストレス

への影響を中心に、少しずつではあるが、

海外を中心に行われている。 

組織風土の測定尺度づくりは、日本にお

いても試みられつつある。また、ストレス

理論を組織風土との関連で拡大していこう

という試みもある。 

その一つとして、社会心理的安全風土（以

下、PSC と略記する）概念がある。PSC は

「労働者の健康と安全の保護のための政策、

施策、手続き」と定義される。 

PSC は、ワークストレスの原因とされる

労働負荷などの仕事上の要求、仕事に対す

る労働者のコントロール、資源、ソーシャ

ル・サポートなどに影響を与えるコンテク

スト要因として位置づけられ、安全風土理

論とワークストレス理論のギャップを埋め

るものとして提唱された。 

PSC は、心の健康とワークストレスの防

止のための経営者によるサポートとコミッ

トメントを詳述するものであり、それは組

織の財産であるとされる。 

PSC は、経営者の関与とコミットメント

によるストレス防止へのサポート、組織内

コミュニケーション（ストレス防止が組織

内のすべての階層レベルにおいて行われて

いる）、組織的な参加（仕事における健康と

安全についての関心事を解決するための意

見を経営者が聞きいれている）、関与（従業

員、労働組合、企業内の安全衛生担当者が

取り組みに参加している）といった尺度に

よって測定される。 

PSC の実証研究においては、心理的消耗

感や、精神的苦痛は、風土によって予測さ

れ、そのメカニズムは労働環境の媒介効果

によって説明されることや、PSC にはトッ

プダウン効果があること、心の健康と従業

員のエンゲージメントにかかわる基本的な

組織環境として位置づけられることなどが

明らかにされている。 

また、それらの研究において示されてい

る実践的含意としては、PSC に焦点を絞る

ことによって、経営者の行動を変えること、

労働者のケアを行うことが、一次予防につ

ながる可能性があること、PSC はひとたび

強いものが作られれば、より持続的な生産

性という企業の目的につながることなどが

ある。 

 以上に述べてきたことから言えることは、

メンタルヘルス問題への対処には、トップ

のフォローが強く求められるということで

あろう。現場レベルの取り組みはもちろん

重要であるが、トップが情報を共有し、経

営状況を鑑みながら、現場を巻き込んで施
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策を講じていく必要がある。 

組織風土がメンタルヘルスの重要な規定

要因であることを PSC 概念は示唆してい

るが、今後は、PSC 概念の日本企業におけ

る有効性や妥当性を含めて、組織風土とメ

ンタルヘルスとの関係について詳細な実証

研究を重ねていくことが必要であろう。 

 

４．３．従業員を強くする 

 企業経営の観点からすれば、メンタルヘ

ルスとの関連で重視されているのは、特に

メンタルヘルス障害発生予防の観点である。 

従業員を守るための施策を充実させてい

くことはもちろん重要であるが、心の健康

のポジティブな面に注目し、従業員に強く

なってもらうことによってメンタルヘルス

問題に対応していこうという考え方も、近

年発展してきている。 

この点に関して、ポジティブ心理学の知

見に関連させた議論が増加している。そこ

には、心の活力に注目することで、メンタ

ルヘルス対策の活動範囲が広がり、メンタ

ルヘルスに取り組もうという動きにはつな

がるという考えが根底にあるようである。 

例えば、労働者の強みを伸ばし、いきい

きと働くことのできる状態である、ワー

ク・エンゲイジメントが注目されている。

エンゲイジしている従業員や彼らが所属す

る部門は、業績が良く、高い収益があげる

ことが実証研究から明らかにされている。 

この点に関して、インタビュー調査にお

いては、対策を行うことで退職者は減少し

たが従業員がイキイキするところまでは行

っていないので、それを実現することが次

の段階での課題であるという指摘があった。

それは、企業においてもワーク・エンゲイ

ジメントをどのように実現するかという課

題が認識されていることを示唆していると

言えよう。 

最近では、メンタルヘルス対策の一環と

して組織活性化施策が行われており、事例

も紹介されている。そこでの施策がワー

ク・エンゲイジメントに対して一般的にど

の程度の効果をもちうるのかについては、

今後のさらなる研究蓄積が必要であろう。 

 

 

Ｅ．結論 

 経営学の一領域としての人事管理論にお

いて、メンタルヘルス問題が注目されるよ

うになったのは、ごく最近のことである。 

1990 年代に日本の大企業で導入が進め

られた成果主義人事管理の浸透過程におい

ては、能率促進機能の側面が注目され、さ

らに人件費削減を目的とした仕事や要員の

管理が前面に押し出されてきたように思わ

れる。 

一方、従業員の立場からすれば、成果主

義の下で大きなプレッシャーに晒されるこ

ととなり、また人件費削減によって働きに

見合った賃金も得られてないケースも増大

していることから、従業員の中にメンタル

ヘルス不調者が急増する結果となった。 

それにより、離職者の増大、組織コミッ

トメントの低下、訴訟リスクなどの問題が、

企業経営のあり方に大きな影響を及ぼすこ

ととなった。 

しかし、これらの問題に対して企業がど

のような対応を行おうとしているのかにつ

いては、施策の実施度に関する調査がいく

つか見られる程度であり、またその対応の

結果が従業員の行動にいかなる結果をもた
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らすのか、それらが組織運営にいかなる影

響を与えているのか、経営者は本音として

メンタルヘルス問題に対してどのように取

り組もうとしているのか、といったことに

ついての研究蓄積は徐々に重ねられてきて

いるものの、まだ十分であるとは言えない

ように思われる。 

そこで、最終年度は企業に対して、社内

でのメンタルヘルス施策の実施状況やその

利用の度合い、効果や問題点に関する聴き

取り調査を行い、また特定企業の従業員と

いう立場から離れる形でのアンケートによ

る労働者への意識調査を行い、様々な知見

を得た。 

詳細は別稿「日本企業の人事管理とメン

タルヘルス問題への取り組み－企業調査の

検討を中心に－」に譲り、ここでは発見事

実から導き出される結論を簡潔に示す。 

第 1 に、全体的に見ると、日本企業にお

けるメンタルヘルス対策は、制度や仕組み

を整備するという点では進んできているよ

うに思われる。しかし、それを十分に機能

させ、メンタルヘルス不調者の減少に十分

貢献できているかどうか、またメンタルヘ

ルス対策に積極的に取り組もうとしている

かどうかという点については、企業によっ

てばらつきがある。 

第 2 に、メンタルヘルス対策については、

消極的な回答が多かった。対策に取り組む

ことで費用対効果をすぐに、わかりやすく

実感できない問題において、企業が経費を

かけようとする場合には、対応すべき対象

者が多くなってから行われることが多い。 

第 3 に、自発的な取り組みが広がり定着

することを待つよりも、法規制や国の対策、

労働組合など、企業外部の力による取り組

みを促進するための誘導や問題発生を抑制

するための措置が必要であると日本企業で

は考えられている。 

第 4 に、その際に問題となるのは、「充分

な取り組み」と「不充分な取り組み」とを

分ける基準が何かということであり、メン

タルヘルス不調の発生原因として職場要因

と個人要因（家庭要因を含む）をどのよう

に切り分けて考えるのか、つまりどこまで

を企業の責任であるとするのかということ

である。 

第 5 に、人事管理施策を実施していく現

場のリーダーである管理職のみに重責を担

わせることは新たな問題を生み出す。そこ

で、人事部門が産業保健スタッフと従業員

との単なる窓口となるのではなく、現場を

巻き込む取り組みを行うことは試みる価値

がある。 

また、他方で人事管理施策からメンタル

ヘルス問題の発生につながる経路を明らか

にすることも重要である。その足がかりと

して、本研究ではエンプロイアビリティ、

心理的契約、社会心理的安全風土といった

概念に注目し、検討を行った。これらにつ

いては、より深いレベルでの概念的検討お

よび実証分析を行っていくことが今後の課

題である。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

  該当せず。 

2．学会発表 

   該当せず。 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
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   該当せず。 

2．実用新案登録 

   該当せず。 

3．その他 

   該当せず。 
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本稿は、日本における産業精神保健の取り組みがいかに始められ、その後どのような

展開を辿ったのかを、時系列的に整理することを目的とする。また、この流れの中で、

どのような事柄が関係者において問題とされたのか、そしてまたそれはどのような社会

的状況と関連していたのかを適宜検討していくものである。 

関連する専門誌、書籍、行政文書等を中心に検討した結果、1950 年代以降から現在ま

でを四つの時期に区分して整理することになった。以下、各期の概略を示してみよう。

第Ⅰ期「創生期」は、1950 年代中頃より 1970 年代初頭までになる。戦前期にめぼし

い産業精神保健活動の記録はなく、50 年代より、一部の医師たちが研究会を立ち上げる

などの動きが出てくる。ただし、より重要なのは、疾病構造の変化――結核罹患者の激

減――もあり、職場における精神障碍者への対応が企業としてより問題とみなされ、一

部大企業で精神保健の専門家を導入するようになったことである。関わった医師たちは、

社内の偏見に対峙しながら復職支援に取り組むなどしていた。しかし、1960 年代後半に

なり、反精神医学の潮流と学生運動とが交錯するなかで、精神科医が企業に関わること

について激しい批判が向けられるようになり、個々の企業内活動以上の営みは下火とな

る。 

第Ⅱ期「潜行期」は、1970 年代前半から 80 年代前半までとなる。行政的な取り組み

もまだなく、医療者関係の学会的な取り組みもほとんどない時期である。唯一、内科や

公衆衛生学を専門とする医師の多い産業医の集まりである産業衛生学会内の研究会が規

模は小さいながら継続されていた。 

第Ⅲ期「展開期」は、1980 年代中頃より 90 年代前半までとした。一件の事故とある

労働者の自殺未遂・負傷に至ったうつ病が業務に起因すると労働本省で認められたこと

がきっかけとなり、行政的な取り組みが開始される。ただし、この時期は労災認定基準

の見直しに至ることもなく、「健康作り」運動に含められた対策もごく軽いストレスを

念頭においたものであった。社会一般においても「ストレス」という言葉が多用され、

関心が高まってきた時期でもある。それでも、立ち上げも含め関連学会の動きが再び見

られるようになり、行政委託の大規模なストレス研究なども開始された時期である。 
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第Ⅳ期「拡充期」は、1990 年代中頃から現在までである。1996 年に年若い労働者 2

名の「過労自殺」について、民事訴訟で企業が、行政訴訟で国が敗訴したこと、また 1998

年に自殺者が急増したことなどを引き金として、なによりも行政が主導的に動き出し、

労災認定基準の見直し、各種指針や手引きの公表、安衛法の改定などが急ピッチに進め

られた。関連学会や企業での取り組みもさらに活発化する。自殺防止が強く意識された

ことは第Ⅲ期の雰囲気とは大きく異なる。企業使用者代表側と労働者・公益代表側との

せめぎ合いも見られたが、結果としては、過重労働に対する法的規制よりも産業医等に

よる不調者の早期発見がなされる仕組み作りがひとまず進められたところもある。しか

し、たとえば復職支援に関する各種実践など、短期間で多くの取り組みがなされたこと

も含め、産業精神保健にとってやはり画期的な時期であったといえよう。 

なお、本稿の主たる目的は上述の範囲に収まるものであるが、考察として、この間の

歴史とそこであった議論を振り返りつつ、社会学における「医療化論」とも絡めながら 3

つの論点を検討した。一つ目の論点として、第Ⅰ期にとくに議論され、第Ⅲ期までは一

定の言及がありながら、近年ではあまり目にしなくなった問題、すなわち企業に精神科

医が関わることで企業側利益に追従することになるのではないかという問題を扱った。

この危惧については一律に否定も肯定もできないわけであるが、医師等保健スタッフの

対企業的自律性を担保する条件について、さらに検討も求められるとした。 

二つ目の論点としては、社会学における「労働問題の精神医療化」という批判的議論

を導線として、とくに一次予防として展開され、労働者個々人のレベルで行われるスト

レス・マネージメントなど「感情管理」と呼びうる問題を取り上げた。第Ⅲ期に行政的

に導入された時期には、精神科医内部で health oriented な介入には慎重であるべきとい

う議論もあったが、現在ではほとんど問題にされていない。しかし、このセルフケア教

育も含め、精神医学的・心理学的知識の導入は、「健康」「正常」のゾーンを個人水準

あるいは職場水準で狭めていき、かえって統制ないし管理的まなざしから生じる心的負

荷を高める可能性もある。こうした点についても専門家の注意が改めて向けられること

を期待した。 

最後の論点は、職場環境に存する問題が、個人水準のケアに還元されて不問に付され

るという批判である。医療化論では「問題の個人化」とされるところであるが、この点

は、精神科医や行政の取り組み・施策について、とくに 2000 年頃まで産業医や産業衛生

管理の専門家からも指摘されてき問題である。ただし、個別的なケアが必然的に環境改

善への取り組みを排除するわけではないことは踏まえるべきだろう。すると、メンタル

ヘルス不調の確認から保健スタッフが環境改善に向けた勧告などを行うことが、現実的

に困難であるということが改めて問われるべきことなのかもしれない。たとえば産業医

が、法的な権限や身分保障とは別に、そのポテンシャルを生かして環境改善に対して柔

軟に関われる条件とはなにか。現在に至るまで、こうした報告や検討はかなり少ないよ

うに思われ、この点を指摘した。 
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Ａ．研究目的 

 本稿は、日本における産業精神保健の取

り組みがいかに始められ、その後どのよう

な展開を辿ったのかを、時系列的に整理す

ることを目的とする。また、この流れの中

で、どのような事柄が関係者において問題

とされたのか、そしてまたそれはどのよう

な社会的状況と関連していたのかを適宜検

討していくものである。 

 すでに、とりわけ精神医療関係者によっ

て、関連専門誌で概括的に歴史的経緯をま

たとめた論考は幾つか存在している。そう

した議論に対して本論が有する特徴がある

とすれば、次の二つの点に求められるだろ

う。第一に、これは二点目の事情によると

ころも大きいが、関係者のなかでやり取り

された議論をかなり詳細に記述しているこ

とである。 

第二に、その視点や関心の相違である。

筆者は社会学を専攻とする研究者であり、

歴史的な記述・分析を行う上でも、医療者

的な視点とはまた異なる、いわばその外側

から医療的取り組みや法制度の変遷につい

て観察する立場をとる。 

もちろん、後述するように、精神医療関

係者における、自らの医療活動についての

反省的な思考が形成されている現在、社会

学的思考法や着眼点が社会学者のみに有さ

れているわけではないし、むしろその点に

ついて社会学者としてより自省的になる必

要があるだろう。しかし、そうした観察対

象の反省的な知をさらに観察し分析する視

点をもって、歴史を再構成することは、こ

れまでの歴史記述とはまた異なる論点を掘

り起こすことにも繋がるだろう。 

本稿は、基本的には、比較的詳細な歴史

的記述を中心的な課題として担うものであ

る。しかしまた、その作業を通じて、この

産業精神保健という問題に関心をもつ人々

に対して、現在も解消されてはおらずまだ

配慮していくべき問題がありうること、あ

るいは対外的にも説明していくべき事柄も

存在することなど、幾つかの論点を提供す

ることを意図するものである。 

 

Ｂ．研究方法 

 本稿が依拠するデータは、概ね文書資料

に限定される。その種別は以下の通りであ

る。産業精神保健に関する著作物、行政文

書、各種審議会等議事、精神保健や産業医

学に関連する学会の刊行している各種専門

誌、その他労働問題に関する研究書や雑誌

などである。 

 

 

Ｃ．研究結果 

目次================================ 

1 時期区分について 

2 第Ⅰ期｢創生期｣ 

2.1 企業側の要請と企業における精

神科医 

2.2 学会の動向と幾つかの注目点 

2.3 批判と反論、そして沈黙 

3 第Ⅱ期「潜行期」 

3.1 幾つかの足跡 

3.2 職場不適応研究会の存続をめぐ

って 

4 第Ⅲ期「展開期」 

4.1 関心の高まり 

4.2 この時期の背景―その１：2 つの

事件― 

4.3 この時期の背景―その２：「メン
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タルヘルス」への関心― 

4.4 THP におけるメンタルヘルスケ

アをめぐって 

4.5 専門家集団における活性化と議

論の特徴 

5 第Ⅳ期「拡充期」 

5.1 行政による取り組みの加速化と

高密度化 

5.2 この時期の背景―その１：自殺者

の急増― 

5.3 この時期の背景―その２：過労自

殺裁判― 

5.3.1 最高裁判決とその影響 

5.3.2 神戸製鋼事件とその含意 

5.3.3 電通事件とその含意 

5.3.4 「精神障害等に係わる業務

上外の判断指針」について 

5.4 新旧メンタルヘルス指針とその

周辺 

5.4.1 「旧指針」とその特徴 

5.4.2 「脳・心臓疾患の認定基準

の改正」から「総合対策」

まで 

5.4.3 「在り方に係る検討会」と 1

つのアイデア 

5.4.4 「安全衛生分科会」の攻防 

5.4.5 改正安衛法と新指針―「期

待」される産業医― 

5.5 その後の動向 

5.5.1 安衛法一部改正法案をめぐ

って 

5.5.2 リワークプログラムの興隆 

5.5.3 EAP 企業 

5.5.4 企業の取り組みと規模格差 

====================================== 

 

１．時期区分について 

 

 「産業精神保健」の歴史というとき、本

来、「産業精神保健」をなんらかの形で定

義する必要があるだろう。しかしこれはな

かなか困難なようでもある。1993 年に設立

された日本産業精神保健学会の初代会長で

ある精神科医・加藤正明は、1950 年代より

“この領域”の重要性を訴えてきた中心的

人物であるが、上記学会の専門誌創刊号で

「産業精神保健活動の歴史」と題する文章

を以下のように始めている。 

 

産業精神保健または職場のメンタルヘルスの

歴史は、なにを産業精神保健と呼ぶかによっ

てその内容も異なってくる。一般の精神科外

来や心療内科で、発病が職場に関連する患者

の診断や治療を行ったからといって、それが

産業精神保健のカテゴリーにはいるとはいえ

ない。それでは、医師として企業の病院や診

療所で行った診療がすべて産業精神保健活動

か、産業衛生の立場から職場精神保健の調査

を行うことだけで産業精神保健活動といえる

のかなど、その範囲はかならずしも明らかで

はない。（加藤,1993b:3） 

 

 そして、「私の知りえた『産業精神保健』

について述べることをお許し願いたい」と

述べ、その後もとくに定義をしないままで

議論を終えている。実際、やはり同学会が

編集した 1998 年の『産業精神保健ハンドブ

ック』でも、2007 年の『産業精神保健マニ

ュアル』でも、その都度、歴史についての

概説が冒頭に載せられるのであるが、この

範囲をそれと呼ぶといった定義づけはなく、

むしろ、「こうした活動や事柄を目指して
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きた」といった記述がほぼ同じ内容で繰り

返されることで、実質的にはそうした活動

を我々は「産業精神保健」と考えていると

表明しているといえそうだ。本稿としては、

彼らがそれと語る事柄やそれらに関連づけ

られた事柄を広く「産業精神保健」と捉え

ることになるので、以下に引用しておこう。 

 

産業精神保健(occupational mental health)

の歴史をさかのぼると、職場における精神障

害の発症予防（１次予防）、精神障害の早期発

見と早期ケア・治療（２次予防）、職場復帰支

援（３次予防）をめざして始められたもので

あるが、産業精神保健は、疾病予防のみから

ではなく、「労働者の精神健康の増進」という

能動的な意味でのメンタルヘルスと、「精神障

害の予防」という受動的なメンタルヘルスと

いう 2 つの面から始まっているという特徴を

持っている。（高田・島・加藤,2007:2） 

 

 さて、既に言及したものもあるが、この

活動に関わる歴史（概ね日本のという限定

はつくが）については、とくに臨床的に関

わってきた医師たちによって、断片的なも

のからかなり周到に文献を集めた論考まで

幾つか存在する。既に言及したもの以外で

は、かなり情報を圧縮しているものの、夏

目誠・川上憲人・藤井和久(1992)や廣尚典・

島悟(2004)がとくに参考になる。こうした

論文も手がかりにしつつ、様々な文献資料

などから情報を寄せ集めて作ったのが本稿

の「年表」である。 

 この年表をもとに産業精神保健の歴史を、

整理のために時期区分を設けることにした

が、敢えて分ければ四つに分節することが

適当なようだ。戦前に関しては、どの文献

も、1923 年に鉄道省（国鉄）で行われた「外

傷性神経症」についての調査研究と対策、

そして 1944 年に精神神経学会が「青少年精

神衛生調査委員会」を作り調査を行ったこ

とに言及するのみである。ちなみに後者に

ついては、「青少年徴用工における事故頻

発、神経症、非行など」の多発に対応した

ものであるが、結果が出ないうちに終戦と

なったという（加藤 1993b:6-7）。このよ

うに戦前期はごくわずかの取り組みしか行

われていないので、戦後 1950 年代半ば以降

から現在に至る半世紀程度の流れについて

時期区分を行うことになる。 

 それぞれの時期の年代と、これも敢えて

ということになるがラベルを貼り付けてみ

たので、それを記しておこう。第Ⅰ期は、

1950 年代中頃～70 年代初頭で、「創生期」。

第Ⅱ期は、1970 年代前半～80 年代前半で、

「潜行期」。1980 年代中頃～1990 年代前半

で、「展開期」。第Ⅳ期は、1990 年代中頃

～現在で、「拡充期」。以上である。第Ⅲ

期と第Ⅳ期を連続的に捉えることも可能で

あろうが、やはり各時期には直面した事態

や、念頭におかれ対応上重点化された部分

にかなりの相違も見られる。たとえば、行

政が行った比較的大きな 5 年にわたる委託

研究で二つの時期にまたがるものもあるが、

1995 年に着手された文脈――ストレス・マ

ネージメントへの関心の高まり――として

は基本的には第Ⅲ期に属する。しかし、「過

労自殺」に関わる画期的な司法判断が下さ

れた 1996 年からは、行政的には労災認定基

準の見直しから自殺防止も意識した各種指

針の策定が次々となされ、企業としてリス

クマネジメントとしてのメンタルヘルスと

いう意味づけも強くなる。関係諸主体の抱
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く切迫感というものは測りがたいが、取り

組みの具体性や濃密さにおいても両時期は

やはり区分されるべきと考えられた。 

 

 

２．第Ⅰ期 「創生期」 

―1950 年代中頃～1970 年代初頭― 

 

2.1 企業側の要請と企業における精神科医 

 

 日本の企業としてはかなり早い 1960 年

頃より「精神衛生」活動に取り組み始めた

企業に旭硝子があるが、その中心となって

いた産業医・安井義之の回想から始めよう。

戦前 1939 年に医師になると同時に軍医に

なり、戦後 1947 年に旭硝子に赴任した頃に

ついてのものである1。 

 

その当時工場現場では精神健康についてはま

ったく手がつけられていないほどであった。

職場で精神について語ることさえいけないこ

とであった。第二次大戦中物が足りなければ

精神力で戦えと言われ、その結果敗戦となっ

たので、まことにやむを得ないことでもあっ

た。精神衛生などと言うと、仲間の産業医か

らでさえ目にも見えない、手に触れることの

できないことをどうするのだ、と言われたも

のでさえあった。（安井 1993b:25）。 

 

しかし、50 年代半ばぐらいになると少し

状況は変化してくる。これより 60 年代末ま

での間で、まず記録として目に付きやすい

のは、一部の医療者たちが、学会等の集ま

りにおいて、産業・職場における「精神衛

生」「精神健康」について注目し始め、研

究会やシンポジウムを開き、総論をまとめ

た書籍や答申が出されたことである。また、

ごく一部の大企業に限られるが、「精神衛

生活動」が着手され、ときに専属の精神科

医を雇い入れるようになったことを見逃す

べきではないだろう。 

 1952 年に国立精神衛生研究所が設立され、

その研究員であった加藤正明は産業精神保

健の問題を取り上げ始めたと述べているが、

やはり同年に設立された精神衛生普及会と

ともに、54 年には第１回の産業精神衛生研

究会を開催したという。ここで重要なのは、

この研究会が、1993 年の時点で、「普及会

によって爾来今日まで 400 回以上の研究会

が」開かれており、「多くの企業からの参

加がある」としている点である。2001 年に

解散された社団法人・精神衛生普及会は、

もとよりその運営が企業および個人からの

寄付によって運営されてきた2。行政による

指導も法的な義務もない時代に、こうした

研究会が始められ続けられたのは、企業の

側に一定の需要が既に認識されていたもの

と推測される。 

 ただし、実際に自らの足下で「精神衛生」

に関わる取り組みを始めていた企業は、と

りわけ 50 年代までは、ごくごく一部といえ

るだろう。代表的な企業（公営も含め）と

しては、国鉄、日本鋼管、三菱石油、旭硝

子、九州電力などが挙げられよう。それで

も、60年代も通してということになろうが、

精神衛生活動の導入の経緯が、やはり企業

の側の需要から発したことについては、た

とえば 60 年代より松下電器の専属となり、

この分野のパイオニアの一人と認知されて

いる精神科医・小西輝夫が、1993 年の回想

記で一つの傍証を提供してくれている。 
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日本の産業精神保健の歴史は、精神科医主導

であるよりは、企業主導であったことは否め

ないと思う。疾病構造の変化に加えて、技術

革新と経営の合理化にもまれた産業界の要請

が、日本の産業精神保健業務をスタートさせ

たことは事実であろう。従って本音では、職

場の安全と秩序が、精神障害の発生によって

攪乱されてることのない対策の確立を産業精

神保健に期待したかも知れない。（小

西,1993:20） 

 

 ここで疾病構造の変化とされているのは、

1955 年前後より結核による要療養者が激減

してきたことを指しており、「職場におけ

る健康管理の重点が、結核から、いわゆる

成人病と精神障害に移行しつつあることは、

すでに周知の事実であろう」と、やはり小

西 が 60 年 代 末 に 語 っ て い る （ 小

西,1969:17）。この点は、加藤正明はじめ

企業と関わりのあった多くの臨床家が、そ

れぞれの職場における疾病統計も挙げなが

ら再三論じていることである。いささかく

どくなるが、やはり精神科医の平井富雄（当

時の肩書きは東大付属病院勤務・日銀精神

衛生管理医）が、ある座談会(1971 年)で司

会として冒頭で語ったことを引いておこう。

まず結核の治療が進んで長期欠勤者も少な

くなっていていることに触れた上で、以下

のように語っている。 

 

それに対しまして、いままでその裏に隠れて

いた精神障害での長期欠勤者が人事院の統計

などでも 1960 年で第一位になり、これの対策

を何とかしなければ、企業側にとってマイナ

スである。こういうふうな考えから、ある企

業では、企業体の中の診療所を通して、ある

いは診療所の中の今まで結核管理をしておら

れた医者を通して、あるいは医務室から厚生

課を通して、それぞれが各会社の一つの方針

として、精神衛生管理―という言葉がいいか

どうかわかりませんが、これをしなければい

けないということで始まった、というふうに

考えていいと思います。（平井他,1971:304） 

 

 ただし、小西の回想記にあったように、

単に「疾病統計」という“客観的数値”か

ら精神衛生活動への要請が生まれてきたと

ばかりはいえないようだ。たとえば、九州

電力は 50 年代の後半には取り組みを始め

ているが、そのキッカケについて当時の産

業医（九電病院院長）が 1967 年の時点で次

のように語っている。 

 

われわれが、九州電力を対象として職場の結

核管理を始めてから約 20 年になるが、結核な

おはなやかなりし昭和 32 年(1957 年)に、精

神障害者の健康管理をスタートした。職場の

巡回診断を重ねるにしたがい、管理医が現場

の人々に溶けこむにつれて、現場の声が分か

ってきた。当時、各職場で一番困っているの

は、精神障害者の取扱いをめぐってのいろい

ろのトラブルであり、何とかしてほしい、と

いう現場の人々の強いニードを知った。これ

がわれわれをして、現場における精神衛生問

題に取り組むきっかけとなったのである。

（森,1967:9） 

 

 こうした記述をみると、ややもすると精

神衛生活動とは企業や職場の人間たちの意

を受けた排除・統制活動であったかのよう

に話が進むようであるが、少なくとも文書

資料として現在までに読み進めた範囲でい
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えば、企業に入った精神科医たちはそうは

ならぬよう苦心してきたようであり、また

企業にもよるが雰囲気の変化もみられたよ

うである。様々な企業での体制づくりも含

めた取り組みとその変遷については、また

稿を改めて整理をしていく予定であるが、

その一旦に触れておきたい。 

 例として、1971 年の『中央公論経営問題』

で特集「精神科医 大企業社員を診断す」

が組まれたときに、精神科医 4 名による座

談会が企画されたが、そのときの発言を拾

っておこう。まず、50 年代末に国鉄・鉄道

病院に勤め始めた春原千秋が、冒頭で司会

（先述の平井富雄）から「口火を切ってい

ただきたい」と話を向けられたところ、企

業内の「偏見」について語り出した部分で

ある。それに続く発言は、上述の小西輝夫

（松下電器）、そして原俊夫（NHK 嘱託）

である。 

 

春原：企業の中の精神科医としてまず感ずる

ことは、どこの企業でもそうでしょうけれど

も、やはり精神障害に対する偏見が大きくて、

精神障害にかかった者はなるたけ職場から排

除しようという意識が、まだ根強いことだと

思います。そのため、まず皆が精神障害に対

する正しい知識を持つよう職場内において啓

蒙運動が必要で、私も事あるごとにやってい

るわけですけれども、まだ充分ではないと思

います。（平井他,1971:305） 

 

小西：企業体で精神衛生管理をやり出した当

初は、たしかに企業側に防衛的な意図がなか

ったとはいえないと思うんです。従業員にも

偏見があったのはたしかで、…最初はやはり

抵抗がありましたね。松下では各事業所や各

工場に健康管理室という名前で医務室がある

んですが、私が赴任しました当初は、そこの

医者から紹介されて、私のところへきたあと

で、「先生に行けと言われてきてみたら、あの

先生は精神科の先生だった」と文句をいった

人がいたらしいです。しかし、…このごろは、

そういうことはほとんどなくなりまして、結

婚の相談にさえくるようになりました…。（平

井他,1971:305-6） 

 

原：私も管理職層の中に残っている偏見は極

力はずすように努力しました。ことあるごと

にすごく教育したんです。というのは、管理

職が部下に向かって「まだお前の状態は、精

神科にかかるほどじゃない」などと妙な元気

づけをするんで、それは間違いだということ

を話したんです。やがて、管理職の方がご自

分のことでも相談にくるし、家族のことでも

くる。部下のことでも私の部屋に入ってきて

お話しなさいますから、まわりから見れば、

「あ、あの部長さんも相談に行ったのか」と

いうようなことを考えるかも知れませんね。

それが、だんだん相談者や患者の違和感をと

ってきたんじゃないでしょうか。（平井

他,1971:306） 

 

平井：私は、十年ほど前から日本銀行で精神

衛生の管理をやっていますが、あそこでは精

神分裂症というレッテルが貼られますと、昇

進はそれだけで完全にストップですね。つま

り、前、十割だった能力が八割あるというこ

とを認めない。クロか、シロか、ですね。そ

れは日本銀行全体の気風でして、なにも、こ

と精神障害に限らないんです。あそこは、は

いったときからすでに、すべての人が百点な

んです。ですから、なにか失敗でもちょっと
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やりますと、減点主義で…。（平井他,1971:308） 

 

 引用部分が長くなったが、この四者の語り

は当時の精神科医が企業内で何を感じ、重

点的に取り組んでいたかを知る手がかりで

あるだけでなく、幾つかの点で興味深いも

のである。まず、当然ではあるが、彼らが

一定の取り組みをしながら、そこに存在す

るということのもつ意味、つまり周囲の反

応に生じる変化というもがありうるという

ことである。この点を敢えて書き出すのは、

後述する「産業精神衛生」批判には、こう

した過程的に生じうる変化であるとか、医

者が一定の場にいるのこと――つまり職場

の人間たちと相互作用を繰り返すこと――

によって果たしうる機能について、やはり

想像力を欠如させていたのではないかと考

えるからである。 

 次に興味深いのは、企業による違いであ

る。特集の題名にあるように、ここで集め

られた精神科医たちの職場は、日本有数の

（巨）大企業であり、その点では、先ほど

の筆者の見方はその条件を無視した楽観論

にすぎないのかもしれないが、ただ逆にい

えば、「大」企業であるという条件では同

等でも、そこに見られる雰囲気はかなり相

違があることである。組織形態や職種の多

寡、さらには企業文化によって、「精神障

害」についての反応の仕方や復職について

の難易はやはり当然のことながら変わって

くる。一律には何事も語れないこと、比較

の重要性を示唆するものとして受け止めて

おきたい。 

 

2.2  学会の動向と幾つかの注目点 

 

 さて、企業側のいわば「内発的」な要請

を超えて、その需要を開拓したとは必ずし

もいえまいが、医療者を中心とした研究会

や学会でも「産業精神衛生」を取り上げる

ことが多くなってきたのもこの時期であり、

その意味でも「創生期」といえる。先述し

た精神衛生普及会に「産業精神健康管理研

究委員会」ができたのは 1959 年であり、翌

年には同会名で『産業人の精神健康』とい

う 150 ページほどの手引き書を出版してい

る。加藤によると委員会ができたのは冊子

刊行前年であるが、「5年間の経験と研究」

を踏まえてとあるので、前節冒頭で触れた

研究会活動がベースになっていたようだ

（加藤,1993b:7）。 

 上記の委員会のメンバーは、院長が中小

企業研究所長の中島英信で、あとは日本鋼

管、三菱石油、旭硝子の常勤医師、その他

は国立精神衛生所の精神科医（加藤）と同

所の産業社会学者（横山定雄）、そして最

高裁家庭局の犯罪心理学者（土井正徳）と

いう顔ぶれであった。内容的には、まず第

Ⅰ部で、職場で生じるトラブルのパターン

とそれへの対応について概説的に述べてい

る。「行動・人格に関するもの」「情緒に

関するもの」「身体的欠陥に関するもの」

「庶務、身分及び作業環境に関するもの」

「集団現象に関するもの」というのがその

パターンである。 

 しかし、この本の特徴は、一種の啓蒙書

としての側面だろう。第Ⅱ部は横山が「産

業における精神健康管理の意義」と題して、

その導入が「能率的職場」になるために不

可欠と説くことから始まり、アメリカでの

“先進的”取り組みを紹介し、さらに社会

的背景の説明から経営上の理念として「経
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営者や管理者がまず、精神健康管理の必要

性、すなわち人間を人間として扱うことの

必要性と有効性を、実感をもって感じるこ

とが必要であること」を強調し（横

山,1960:93）、そのための組織論について

論じていく。 

 また最後の第Ⅳ部で、旭硝子の安井義之

が「産業精神健康管理プログラム」と題し

て、「予防的措置および増進対策」につい

て論じていくことになるが、「自己診断・

自己啓発」「採用、適正配置、給与、人事

考課」「コミュニケーション」「リクリエ

ーション」「リハビリテーション」「環境

整備」といった項目が並ぶ。第Ⅲ部「産業

精神健康管理の基礎技術」（カウンセリン

グ、コンサルテーション、精神療法の原則

など）を執筆した加藤は、この冊子につい

て、「精神障害の問題は前面に出さず、も

っぱら１次予防に重点が置かれた。…昭和

35 年に出た本として、かなりすぐれた手引

き書だったと思う」と後年述べている（加

藤,1993b:7）。この「１次予防」主義とも

いえる発想とその内容、実際的な比重の置

かれ方とその変遷は、「産業精神保健」と

いう領域を考える上で重要なポイントであ

ろう。理由の一つは、「心理主義化」とい

う観点から検討した場合には焦点となりう

るからである。 

 この時期で注目すべきもう一つの動きと

しては、日本産業衛生協会（1972 年より日

本産業衛生学会）の取り組みがある。1960

年は WHO および世界精神衛生連盟の提唱し

た「世界精神衛生年」であったことも作用

してであろうが3、産業衛生学会の年次大

会・産業医学会で「産業職場の精神衛生」

がシンポジウムの一つとして開かれた。精

神衛生普及会の冊子・第Ⅳ部を執筆してい

る旭硝子の安井が司会となり、翌年の『産

業医学』でシンポジウムのまとめを書いて

いる（安井 1960）。そこで、精神衛生問題

を「本学会にはじめてとりあげた主な理由」

を三点挙げている。 

 第一に「企業内の精神障害の発見、早期

治療、保護、送還、加療、後処置という一

連の健康管理活動がまず最初になされなけ

ればなるまい」、つまり「精神的非健康者

の予防とか対策」から始めるといい、第二

に「しかし問題の対象が精神ということで

あるならば、当然、人間の内部的環境と同

時に、外部的環境の背景を考慮に入れて考

えねばならない。すなわち問題の重点は裏

側にある。広い意味での労働条件の至適化

を行うことによって、よりより精神健康を

作り上げることが、究極の目的とされるべ

き」と続けている。第三に先述の世界精神

衛生年の実行計画に「産業精神衛生」が掲

げられていることに触れている。 

 このシンポジウムで一つ気がつくことは、

トップの講師役として経営学・産業心理学

者の名取順一（早稲田大学理工学部）が据

えられていることだ。上述の第二の理由―

―外部的環境の考慮――から入っていると

もみえるが、必ずしも精神科医がはじめに

講義を行わなかったことはこの集団の特性

を多少とも反映しているようにも思われる。

産業衛生協会（学会）は「産業医」を中心

とした集まりであり、精神科を専門とする

医師は少ない。結核や中毒への対応を中心

としてきた産業医学・産業医と、精神医学・

精神科医とでは発想法も方法論も異なると

ころがあるようで、この部分は産業精神保

健の歴史や現状を考える上で注意を要する
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ところである。 

 産業衛生協会は、1965 年にもシンポジウ

ム「職場の精神衛生」を開くが、同年に「産

業精神衛生研究会」を発足させている。こ

の研究会が 1年後に「産業精神衛生委員会」

（委員長は精神科医の小沼十寸穂）となり

2年かけて「産業精神衛生に関する答申書」

を協会に対して提出したことになる。この

「研究会」から「委員会」になる経過につ

いて、委員会を引き継ぐ形で開かれるよう

になった「職場不適応研究会」の代表であ

る大道明が次のように述べている。 

 

日本産業衛生協会で、精神衛生の問題が採り

上げられるようになったのは、昭和 38～39

年のことで、昭和 39 年 12 月の理事会で、精

神衛生研究会が昭和 40 年度から正式に発足

することが認められた。最初から委員会では

なく精神衛生研究会として発足したのは、理

事会としては必ずしも全員が賛成ではなく反

対の意見があったからで、…一年間研究会で

検討してみて、やはり委員会として採り上げ

る必要があるならば来年度から委員会とすれ

ばよい…（大道明,1979:171） 

 

 ここから伺えるのは、まず 1960 年にシン

ポジウムを開いてはいるのであるが、実は

3～4年間は協会としてとくに採り上げるこ

とがなかったということであり、そして「委

員会」にすることについても、なにがしか

の反対があった、文面をそのままに解釈す

れば、委員会にするほどのテーマではなか

ろうといった意見があったということであ

る。産業医学あるいは産業医集団において

「精神衛生」というのは 60 年代前半までは、

あまり市民権を得ていなかったと考えられ

る。 

 しかし、1968 年には「答申書」が出され

たわけであり、またその年の理事会で、「答

申はいわば総論というべきもので、さらに

具体的な問題を採り上げて深く研究すべき

である」との意見もあり、「理事会で、研

究会（職場不適応）の設置が認められた」

というように（大道,1979:171）、一定の認

知は協会内で得られるようになったわけで

ある。 

 「答申」についてみると、まず、「産業

従業員の心身健康に影響する要件」として

「Ａ．労働関係（地位の安定、賃金の安定、

退職後の生活保障、昇進の機会、労使関係、

仕事の評価の適正性）、Ｂ．作業関係（作

業様態、作業条件等）、Ｃ．環境関係（物

理的条件、社会的条件―人間関係を中心に

職制との関係など―、心理的条件―職場の

雰囲気、コムニケーションなど―）」とい

った項目が並び、委員長は精神科医の小沼

であるが、現在でいえば労働衛生の３管理

（作業環境管理、作業管理、健康管理。こ

れに総括管理と労働衛生教育を入れて５管

理とすることもあり）といった趣があり、

産業医学的な発想が示されているように思

われる。 

 少し先取りが過ぎるかもしれないが、次

のことを示しておきたい。1980 年代後半に、

労働省が THP（トータル・ヘルスプロモー

ション・プラン）運動を開始し、その中に

「メンタルヘルス・ケア」が含まれていた

わけであるが、この点についての一つの批

判がある。それは、これがもっぱら労働者

個々人レベルでなされるストレス・コーピ

ングに偏っていたというものであり、それ

がそれまでの労働衛生の考え方からすれば
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不可解でもあり問題含みだというものだ。

産業衛生学会 70 周年記念として編集され

た冊子(2000 年)に一つの座談会が収録され

ているが、現在もこの産業精神保健の分野

で中心的な人物の一人である、廣尚典の発

言である。 

本来、日本の労働衛生だと、まず環境を整備

して仕事の仕方を工夫して、その上での健康

管理がある。ところが積極的な心身の健康づ

くりについてだけは個への働きかけがあって、

そのあと快適職場指針、環境の調整が出てき

た。（皆川他 2000:90） 

 

 この発言に対して、他の参加者から「個

人アプローチを先にやってしまったという

感じですかね。最終的には両輪になったと

思いますが」と話が打ち切られる形となる

が、実はこの「なぜ精神保健については個

人アプローチが先に来たのか？」という問

いは、やはり残しておくべきことのように

も思われる。そうなっっている結果を批判

するのはたやすいが、なぜそうなるのかは

実はそれほど分かっていないのではないだ

ろうか。また、単に総花的に列挙すれば（最

終的に「両輪」になれば）、問題が解消す

るかのように考えることも楽観的に過ぎる

だろう。 

 興味深いのは、この 68 年の「答申」は上

述のようにまず多様な労働環境の問題を列

挙していくのであるが、途中のところで、

この考え方に限定をつける必要もあると示

唆していることだ。第Ⅱ節の「精神障害者

の発見、処理、社会復帰の基準のたて方」

の(1)理念と方針部分で、「健康以上に対す

る予防」の一般的区別として、１次予防（有

害な環境条件をなくすこと）、２次予防（早

期診断と積極的治療）、３次予防（長期の

未治患者の無能力ないし欠陥状態を改善さ

せること）4とした上で、答申は次のように

続ける。 

 

一部の精神障害者や軽度の適応障害を除けば、

その原因が十分明らかでない故、第１次予防

を活動の中心とするわけにはいかないし、産

業精神衛生全般は、その意味で考えられると

しても、ここで扱う精神障害にはあてはらま

らない。産業精神衛生全般の問題である。第

３次予防は、これも企業内で行う範囲のもで

はない。したがって第２次予防が精神障害の

予防の中心になるべきである。（小沼,1968:13） 

 

 障害と呼ばれるレベルの問題については、

原因が明らかではないので、１次予防はし

ようがなく、もっぱら事後的な対応に徹す

るよりないというものであり、原因が明ら

かでないということを前提にすれば無理の

ない議論であろう。ただし、「精神衛生全

般」と「障害」とが、かくも截然と区別で

きるものであるのか一抹の疑問が残る。そ

してまた、この答申の論理に従えば、THP

における「健常者」の「こころの健康の増

進」を趣旨とするような「メンタルヘルス・

ケア」は、環境調整を含む１次予防の対象

になりそうなものであるが、上述したよう

に、そうはならなかった。もちろん、この

答申から THP への影響関係のラインを引く

ことには無理があるが、「まずは作業環境

管理」という思考法では収まらない部分が、

「精神衛生」にはあると、いわば“わざわ

ざ”明示されているところに、このテーマ

の特異性があるかもしれない。 

 この答申には他にも興味深い点がある。
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近年論じられている方策や方針との違いが

それである。たとえば２次予防を企業内で

行う範囲と考えている点や３次予防が職場

復帰支援とは考えられていないことが指摘

できるだろう。また、第Ⅲ節に「採用基準

のたて方」という項目があり、当時企業と

関わった医師たちに対する企業の要請が、

やや赤裸々に語られている。 

 

採用担当者やライン管理者は、最近の職場不

適応者の漸増傾向と短期間の離職者増加に悩

み、採用時健康診断で何とかして、性格異常

者や入社後精神神経症障害発生のおそれのあ

る者を排除できないかという希望を強く要請

している。（小沼,1968:15） 

 

 こうした要請について、「すでに障害が

相当すすんでいるもの」であれば発見もで

きようし、また幾つかの手がかりから推測

される部分もあるが、「限界をよくわきま

えて参考程度にとどめておかないと、入社

後すぐれた成果をあげる者を逆にのがして

しまい、少数精鋭、高能率時代の人材不足

に拍車をかける」し、結論としては「とく

に危険な作業につける者を除いては、検診

時にとくに精神衛生の立場から排除するた

めの特別な検診は不要であろう」と結んで

いる（小沼,1968:16）。 こうした、見方

によっては企業の要請をやんわりとたしな

めるようなところは、『産業人の精神健康』

でも、またやはり前小節で引用した『中央

公論経営問題』の座談会でも認められると

ころであり、精神医学の歴史に鑑みてとい

うことになるか判断はできないが、慎重な

態度をとっているとも読めるのである。そ

して付言すれば、80 年代以降に出された関

連書籍でいかに様々な問題を扱っていよう

とも、こと「採用」について項目を立てる

ということは見られなくなっている。 

 

2.3 批判と反論、そして沈黙 

 

 産業衛生協会（学会）にみられるように、

1960 年代中期は医療者における「産業精神

衛生」への関心が高まった時期である。象

徴的なのは、精神医学関連ではもっとも規

模が大きく主導的な位置にある日本精神神

経学会が、1966 年の大会で「学校および職

場の精神衛生管理」という分科会を設け、

同年に職場・学校・地域をテーマとした「精

神衛生管理研究会」（会長として大阪大学

の金子仁郎教授）を発足させたことであろ

う。しかし、この研究会は 13 回、全国で研

究会を開いたのち、73 年から無期休会にな

った。精神神経学会で産業精神衛生（保健）

が再び採り上げられるのは、実に 14 年後の

1987 年に小此木啓吾が行った教育講演「産

業精神医学の課題」においてであった。 

 この「精神衛生管理研究会」の発足につ

いては多くの論者が言及するのであるが、

休会の経緯についてはあまり触れられてお

らず判然としない5。ただ、後年、やはりこ

の領域のパイオニアの一人である大阪府公

衆衛生研究所の藤井久和がひと言、「『管

理』という言葉が当時の趨勢と関連して問

題になり、消滅してしまいました」と述べ

ている（藤井,1993:7）。いうまでもなく、

この「当時の趨勢」とは、しばしば「学生

運動」として表現されるものであるが6、「反

精神医学」の議論も当然含まれた流れを指

しているものと思われる。 

 たとえば、当時、「東京医科歯科大無給
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医」であった三田正也は、『朝日ジャーナ

ル』に「若手精神科医は勝った―全理事を

不信任した精神神経学会―」という一文を

残している。1968 年 5 月に金沢で開催され

た日本精神神経学会の総会についてのこの

記事は、「学会認定医（専門医制度）問題、

既存の学会体制批判などから紛糾し、全理

事が不信任され、予定されたシンポジウム、

会長講演、一般演題がすべて中止されると

いう、学会はじまって以来の混乱状態」に

陥ったと始まり、とりわけ精神医学をめぐ

る様々な問題が問い返され、学会内部が深

い混迷・紛糾の状態へ突き進んでいく様子

が描かれている（三田,1969:46-48）。ただ

し以下では現時点で入手できた資料から、

あくまでも「産業精神衛生」に直接言及さ

れた当時の議論に的を絞って話を進めよう。 

 企業に精神科医が関わること、その内部

で臨床活動をすることについては、とくに

精神科医の集団内部で相当の批判があった

ようだ。この批判の矢面に立ち、公に反論

したのは大阪の松下電器・健康管理センタ

ーに 1964 年より着任していた小西輝夫で

あった。様々な批判が存在したようである

が、彼がその典型的なものとして挙げてい

る、精神科医で現在では精神科医療史の専

門家としても著名な岡田靖雄らの議論をま

ず引いておこう。岡田らは 1970 年に出版さ

れた著作の序章において、日本の精神障害

者が国家の差別的扱いによってきわめて貧

困な医療環境に止め置かれていることを批

判しているが、その上で以下のように述べ

ている。 

 

さらに、精神衛生の名のもとに差別を合理化

する動きさえでています。大企業で注目して

きている産業精神衛生がそれです。そこでな

されていることは、精神衛生的な職業環境の

整備などよりは、精神障害者を企業から排除

しようということで、そのためにあやしげな

チェック・リストがいくつもつくられていま

す。職場に不満をもつことも、精神障害と見

なすような項目をそれは含んでいます。さら

には、組合活動家に精神障害のレッテルを貼

って追い出すようなことも、産業精神衛生の

名でおこなわれています。（岡田・小坂,1970:8） 

 

 こうした批判は 60 年代、多々あったよう

で、加藤正明もそれに苦慮したこと、そし

てそれであるがゆえにますます職場復帰に

ついての取り組みに力がいれらたことを回

想している。小西の当時の反論や回想で語

られていることをみる前に、加藤の話を引

用しておこう。 

 

当時の産業保健活動は、精神障害者の治療と

社会復帰に重点をおかざるを得ず、労働組合

や一部の論者から精神障害者を職場から排除

しようとするものだという反論があった。職

場の労働条件の改善や人間関係の調整の活動

であり、健康人の精神健康の向上が基本的目

標だといっても、なかなか納得してもらえな

かった。勢い精神障害者の職場復帰に力を入

れる産業医が多くなった。特にナイトホスピ

タルによる通勤や部分出勤が取り上げられ、

職場内に復帰者のための指導センターが北欧

の例に倣って検討され、日本鋼管の復帰班活

動や国際電電のデイケア活動が注目された。」

（加藤 1993b:7-8）  

 

 加藤はすでに触れたように、自らも参

加・執筆した『産業人の精神健康』が「も
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っぱら１次予防に重点が置かれた」ことを

もって「かなりすぐれた手引き書だった」

と評しているように、１次予防こそが産業

精神保健の目指すべき地点と一貫して考え

ていたので「治療と職場復帰に重点をおか

ざるを得ず」という表現になっているが、

60年代にごく一部の企業に限られるとはい

え、日本でも職場復帰支援の試みが開始さ

れていたことを示すものとして興味深い7。

また、やはり加藤が 60 年代の後半、人事院

に設置された精神衛生委員会のメンバーと

して全国の現業・非現業の状況調査を行っ

た経験が語られているので、それも引いて

おこう。 

 

ある郵便局では、職場復帰した配達係の若い

男性が原職は無理なので、中年女性の職員と

一緒に郵便物を入れる郵袋の修理を糸と針で

やっていたり、会計事務をやっていた男性が

専ら宛名書きをやったり、電気工が所長室で

新聞の切り抜きをやったりしていた。意外だ

ったのは、組合側が「あの男が居たのでは待

遇改善の要求が出しにくいので、速やかに入

院させてもらいたい」という要求が出たこと

などであった。（加藤 1993b:8） 

 

 話がわき道に逸れるが、この復帰後に「原

職」以外の相対的に容易な仕事をしている

風景は、現在の困難を考える上で示唆的だ。

どの職務も機械化あるいは外部化され、も

はやこうした形での「復帰」が叶わぬこと

は想像に難くない。しかし、ここでの文脈

で重要なのは、やはり組合の要求の部分だ

ろう。岡田・小坂が産業精神衛生の批判と

して、組合委員にレッテルを貼って排除す

ることもあると――とくに実例は挙げられ

ていないままに――述べられている一方で、

逆に組合が「障害者」を排除するというこ

ともあったという回想がある。筆者はどち

らが事実的に正しいであるとか、どちらの

パターンが当時の職場でより多かったとい

ったことを判定するデータは持ち合わせて

いない。 

 そこで、敢えてどちらもありうるという

前提に立つのであれば、考えられるのは、

「経営者」「組合」といったカテゴリー自

体にその行動を予測させることは実に難し

いということであり、そしてまた「精神障

害（者）」、さらに「精神科医」が、様々

な思惑と力の交差する職場という現実の社

会的文脈のなかで、様々な意味付けと期待

のもとに置かれうること、ということにな

るだろう。松下電器に勤務した精神科医・

小西の以下の主張は、この複雑な状況に現

に身をおく者として、それでもなお一定の

方向で機能しようとした者の困惑と苦闘を

示すものであるように思われる。 

 さて、その小西の議論であるが、1969 年

1971 年に『精神医学』誌上で展開されてい

る。ちなみに 69 年の論考「企業と精神科医

の問題」は、精神神経学会の精神衛生管理

研究会（第 5 回）での発表に基づくもので

あり、小西らに対する批判がすなわち衛生

管理研究会の休会と直接的とはいえないか

もしれないが、かなりの程度関連していた

ことを推測させるものといえよう。それで

はまず 69 年の議論からみていきたい。これ

もすでに一部引用したが、小西は、職場の

健康管理の重点が「結核からいわゆる成人

病と精神障害に移行しつつ」あり、そうし

た社会的要請を背景にして企業に精神科医

が関わっていくことは、「社会精神医学―
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とくに地域精神医療の課題のひとつを担う

もの」とは思うが、そうした関わりができ

ることに「疑惑」をもつ精神科医も少なく

ないと始めている（小西 1969:17）。ここ

で、その批判の代表的なものであろうとし

て引かれるのは、ある座談会での土居健郎

の発言である。 

 この座談会は、同年（69 年）の『精神医

学』で「第７回 精神医学懇話会 精神科診

療所をめぐる諸問題 ディスカッションの

部」として掲載されている。1950 年に精神

衛生法が公布施行され私宅監置が廃止され

ると、50 年代の後半から 60 年代にかけて

民間精神病院も「開設ブーム」となる。そ

こに 64 年のライシャワー殺傷事件が起き

ると、これを機に法改正が行われ、さらに

入院措置への圧力が高まり、とりわけこの

60年代後半は病床数が激増する時期である

（浅井 2001:48-50）。この時代的趨勢のな

かで、診療所、すなわち病床数でいえば 19

以下の外来中心の医療施設がことさらにテ

ーマとなるのは、病院収容主義への批判が

底にあるものと思われる。 

 ただし、「ディスカッションの部」では、

まだまだ都市部であっても数も経験も少な

い精神科診療所が果たして経営的に立ちゆ

くのか、そうした問題もまた中心的な関心

点となっていた。2 年後に『甘えの構造』

を出版する土居健郎であるが、箱崎総一―

―診療所を開設している経験から懇話会で

演者となっていた――に対して、彼が次の

ように問うのは、そうした議論の流れの中

である。 

 

土居：（箱崎の書いたもののなかに）「各企業、

団体内における精神衛生の問題に関与できれ

ば診療所にとってよい結果を生む」と書いて

ありますが。これは患者をまわしてもらうと

いうことですか、患者をピックアップできる

ということですか。 

箱崎：そうではなくて患者個人から精神療法

の費用を徴収するのは、かなり困難なわけで

す。ですから会社のそういうふうな問題につ

いての顧問というかたちで、たとえばある会

社から患者の数に関係なく顧問料をもらうと

いう意味で、経済的にはそれが一番安定をは

かれるものではないかということです。 

土居：それはわかりましたけれど、しかしそ

のことに危険はないかと思うんです。それは、

その企業と医者が直接関係すると、患者のプ

ライバシーが侵害される危険がある。診断し

た医者が気をつけて侵害しないとしても、患

者は「自分の病名とか状態が会社側に医者か

ら報告されはしないだろうか」と勘ぐるでし

ょうし、また会社側の方も医者に「いったい

あの人はどうですか」と聞いてくることがあ

る。そこで医者がよほど注意していないと、

結局企業の利益を知らず知らずのうちに代表

して、精神科本来の仕事ができなくなるので

はないでしょうか。こういう危険が僕は非常

にあるじゃないかと思うんです。最近企業で、

非常に精神衛生をさかんにやっているところ

がありますけれど、どうもうっかりすると、

われわれは軍医なみに扱われるおそれがある

んじゃないか。        （下線部は

引用者、新福他 1969:23-24） 

 

 小西が代表的批判として抜き出したのは、

土居の発言における下線を付した部分であ

る。本論に入る前に小西が多少の反論を行

っているが、それは要するに、企業と精神

科医という組み合わせをあまりにも特別視
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しすぎるのではないか、というものだ。企

業の利益を代表というが、どの科の医師で

あれ、開業医なら自分の利益に、勤務医な

らその病院の利益に偏った医療行為をする

危険性は同様に存在しようし、また企業も

またひとつの「社会」であり、そこで精神

疾患にかかる人もいれば、寛解して復帰す

る人もある以上、「結核に産業医学的対策

が必要であったように、精神衛生管理も当

然必要」というシンプルな反論である（小

西 1969:17）。 

 その上で、「あえて自己弁明をこころみ

たい」と断りつつ、とくに二つの点に批判

を加えていく。第１に、精神衛生も含め企

業のおこなう健康管理一般は、所詮「企業

防衛にすぎない」という見方が根強い。し

かし、現在行われている結核検診も消化器

検診も、社員全体に行うため相当の費用的

負担が企業にかかるが、実際にそれで病気

が発見されるのはごく一部の従業員に限ら

れ、その早期発見の利益は基本的には当該

の労働者個々人のものと考えられる。した

がって、健康管理すなわち「企業防衛」と

考えるのは短絡にすぎるというものである。

この部分は、精神医学・医療の特性には触

れられていないので、再反論も多々可能で

あろう。しかし、次の第 2 の部分、つまり

「患者のプライバシー」に関わる問題につ

いては、精神医学・医療自体の（少なくと

も当時の、そしておそらくは現在において

もまた）現状に関わる議論が展開されてい

る。 

 それは、その種の産業精神衛生への批判

の論拠が、往々にして精神疾患に関わるス

ティグマを前提にしていることに向けられ

たものだからだ。精神科においては他科の

場合とは異なり、しばしば勤務先の診断書

に、たとえ本当は「精神分裂病（統合失調

症）」であれ、「汎神経症」とか「精神衰

弱」とか「体質性神経衰弱」などと書くこ

とが、「患者のプライバシーを守ることに

なっている」こと、つまりは「ほんとうの

ことを塗糊しなければプライバシーが守れ

ない（と思われている）」（小西 1969:18-19）

ことを問題にしている。なぜ他科で結核や

胃潰瘍と書けるのに、精神科では書けない

のか。差別があるからといえばその通りで

あるが、しかし「肺結核」もまた差別の対

象であったことはよく知られたことである。

実際、その病名を忌避して「肺浸潤」とか

「肺尖カタル」という診断書用病名が広く

使われていた。だが、現在は結核と書ける。

なぜか。それは、なによりも「いまや早期

発見・早期治療によって完全になおりうる

病気となったから」だと（小西 1969:19）。

そして小西は続ける。 

 

要するに精神病者のプライバシーがとくに問

題になるのは、治療医学としての精神医学が

まだまだ無力であることにも一因があるとい

えばいいすぎであろうか。もちろんなおりう

る病気ならだれに知られてもよいというので

はない。しかし…問題の本質は診断書にほん

とうの病名を書く書かぬということではなく、

病名をぼかすことで患者のプライバシーが守

られ、患者に利益を与えることができるとい

う考えかたの安易さにあると思う。（小西 

1969:19） 

 

 ここで彼は自分の見聞から一つの例を示

している。ある治療医が患者とともにエピ

プレシー（てんかん）であることを秘匿し
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ていたため、雇用主が何も知らずにプレス

作業に従事させた。その結果、発作時に手

関節切断の重症を負わせ、患者の「プライ

バシー」と引き替えに「とりかえしのつか

ぬ不利益」を患者に与えることになったと。

しかし、企業体にもよろうが、エピプレシ

ーが採用後に発覚したからといって馘首さ

れるとはまったく限らない。そう指摘した

上で、さらに彼は、企業側の反応や対応を

ことさらネガティブなものとして先取りし

てしまうのは、実は精神科医自身のなかに

ある偏見ゆえではないかと切り込んでいく。 

 

ほんとうの病名をふせることで患者の利益を

守ろうとする精神科医の伝統的な思いやりが

みられるが、一方、企業の態度はある意味で

は非常に合理的で、なおっていて仕事ができ

れば、既往症が分裂病であろうがなんであろ

うがいっこうに頓着しないというところがあ

る。みかたによればきわめて偏見のない態度

といえよう。疾患の特性で管理するより、適

応性で管理するほうがより実際的であること

を、精神医学にはしろうとである企業の労務

管理者が心得ているのである。皮肉なみかた

をすれば、精神病者を偏見の目でみているの

は、実は案外われわれ精神科医のほうではな

いかという反省が必要ではないだろうか。（中

略）精神病に罹患したことがまるで罪でも犯

したかのように、勤務先にも近隣にもひたか

くしにかくし、閉鎖的な拘束社会に閉じこめ

ても患者の秘密を守らなければならないとし

たら、これはもはや残酷物語である。患者の

利益や幸福と無関係な秘密保持は本末顛倒と

いうべきであろう。（小西 1969:19-20） 

 

 小西が言わんとするところを最後に要約

すれば、「企業」と関わるということでい

くつかの批判や危惧がでてくるが、実のと

ころそれは医療者や精神医学一般に関わる

危険性や現時点での限界に発するものであ

り、その点を過剰に強調することによって、

かえって開かれつつある可能性を閉ざすこ

とは得策ではなかろうということになる。

企業の操り人形に仕立てられるという批判

については、「このような大義名分が、現

在まだパイオニア的存在である精神衛生管

理医の気持ちを委縮させないか」と、プラ

イバシーについての指摘については「秘密

の侵害をおそれての精神衛生管理に対する

疑心暗鬼が、角を矯めて牛を殺すことにな

らないか」と、自らの危惧を述べている（小

西 1969:17,20）。 

 しかし、この反論では足りないほど、さ

らに産業精神衛生に対する批判が繰り返さ

れたのであろう。2年後の 1971 年、再度同

じ『精神医学』誌上で、「企業のなかの精

神衛生」と題して一部反論を試みることに

なる。この文章の出だしで典型的な批判と

して引用されたのが、上述の岡田・小坂の

「あやしげなチェックリスト」云々の下り

である。後年、小西は彼らの批判について

以下のように述べている。 

 

これを読んだときの私の衝撃と当惑は、今も

忘れることができない。組織（企業）の利益

と個人（病者）のそれとの板挟みになりなが

らも、懸命に病者の楯になっているつもりだ

ったのに、自分の仕事が精神科医仲間からは

このように見られていようとは……。（小西 

1993:20） 

 

 71 年の文章に戻ると、小西は「精神衛生
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に名を借りた組合活動への干渉など、およ

そ想像もできないこと」が疑惑・不信の例

証としてあげられていることに「産業精神

衛生のおかれている立場の難しさを痛感」

すると述べつつ、企業内での精神衛生活動

には確かに困難があるとして、三つの点を

上げている。 

 まず、病院精神医療と異なり、産業精神

医学や職業精神医学とは本来、予防精神医

学であり、そこにおける医療者の職務は「精

神疾患の治療対策よりはむしろ精神健康の

増進対策」であるべきだが、「しかしわれ

われ日本の精神科医は、そうした教育や訓

練をまったく受けていない」ことが言及さ

れる（小西 1971:40）。次に、初めの点と

重なるところがあるが、ジャンルとしての

未確立が問題にされる。「産業精神医学は、

一方では予防および社会精神医学と、他方

では産業医学と密接に関係しているが、現

状では産業医学のもつ伝統と実績にひきづ

られているといっても過言ではない」と（小

西 1971:40）。もちろん、たとえば産業医

学において結核対策から確立された集検法

（胃集検など）はその効果を示しており、

まねるべき点もある。しかし、それも容易

ではないとして以下のように述べている。 

 

CMI のごとき質問紙法による集団スクリーニ

ングも（中略）、単なるレッテル貼りか区分け

作業に終わる危険性を持っている。精神障害

という非実体的現象を対象に、しかも制度化

された健康管理というオートメーション作業

に個人を埋没させることなく、企業集団の中

の作業員ひとりひとりのかけがえのない精神

健康をケアしていくことは、健康管理それ自

体がみずからの健康に対する個人の自主決定

権を犯すおそれがあることを思うときまこと

に至難の業といわざるをえない。（小西 

1971:40） 

 

 批判に対する反論という色調が強くなる

のは、最後の困難に関する記述、すなわち

自ら「もっとも頭を悩ます」と認める、「企

業のポリシー」と関わることについての部

分である。精神衛生管理の第一目標が「生

産力向上」ではなく、あくまでも労働者の

健康の維持・向上であることを見誤れば、

人事管理の手段とされ、「精神障害者」を

排除するための手段にもされかねないとい

う指摘はその通りではある。だが、それは

「すべての産業精神科医が承知ずみのこと」

であろうし、またそうした指摘が「虚心坦

懐な忠告であるとき、われわれもまた虚心

にそれを受け容れなければならないが」と

しつつ（小西 1971:40-41）、かなり強い反

論が続けられている。 

 

たまたま手を汚さずにすむ立場にいるという

にすぎない人からの「産業精神科医は要する

に企業の御用医師ではないか」というような

評言ほど、われわれを悲しませるものはない。

（中略）企業という社会が現に存在し、その

中で精神障害になる人もあれば治って職場に

復帰する人もある以上、精神衛生管理対策が

ないよりはあった方がよく、また誰かがそれ

に従事しなくてはならないだろう。（中略）は

っきりいえることは、たとえ企業のポリシー

を越えることが困難であっても、精神科医が

企業に関与しないよりはしている方が、精神

障害者の利益になっているということである。

かりに企業の中に精神衛生管理体制がまった

くなかった場合、企業内に発生した精神障害
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者の扱いはそれこそ人事管理一辺倒で処理さ

れてしまうであろう。（小西 1971:41） 

 

 小西は「ベスト」というわけにはいかな

いが「ベターである方策を懸命に模索して

いるつもり」であり、妥協を伴うことはあ

っても、「批評家ではなく実践家であるこ

との重みに耐えてゆかねばならない」と続

けるが、「いささかみずからの苦衷を強調

しすぎたことを反省しなければならない」

と結んでいる。いささか激したことを恥じ

るかのような終わり方であったが、諸々の

批判に憤ることも多かったのであろう。 

しかし、こうして反論を続けた小西であ

るが、その後は退職する 80 年代半ばまで、

ほとんど公の場での発言をしなくなる。こ

の事情については、93 年の回想のなかで触

れている。時間的な前後関係に多少の混乱

がみとめられるが、当時の様相と渦中に置

かれた小西の苦渋を伝えるものとして読め

るだろう。 

 

しかし、産業精神保健に対する精神科医の眼

はきびしく、それが日本の精神医療界のなか

で市民権を得ていないことを痛感させられる

ような出来事に次から次へと遭遇した。（中略）

有名な某博士からは、「精神科医が企業に関与

すると、知らず知らずのうちに企業の利益を

代弁してしまう危険がありはしないか」とい

う趣旨のご指摘も受けた。それ受けて私は、

「産業精神科医のみならず、医師はすべて、

よほど注意しないと開業医なら自分自身の、

勤務医なら勤務先の利益を代弁する恐れがあ

るのではないか。要は医師個人の覚悟の問題

であろう」という趣旨の幼稚な反論を某誌に

投じた。（中略）某博士からはのちにあたたか

い励ましを頂いたのであるが、この時もまっ

たく別の方向から痛烈な横槍が突きつけられ

た。これまた高名な精神科医である某博士が、

如上の拙論を「居直り強盗の論理」ときめつ

けられたのである。大学紛争の余塵がさめや

らぬ頃であったから、それ以来私は、公の場

で産業精神保健について論じることをやめた。

病者にだけ、会社に精神科医がいてくれて助

かった――と思ってもらえるような仕事がで

きれば、それでよしとしようと思ったからで

ある。（小西 1993:21） 

 

 既に述べたように、こうした沈黙は小西

に限るものではなく、精神神経学会の研究

会も 1973 年で休会に入り、関連雑誌等でシ

ンポジウムなどが開かれることもなくなっ

た。さほど厳密に時期区分をする必要もな

かろうが、敢えて明確にすれば、1971 年と

翌年にも関連書籍が出されていることも考

慮すると（年表参照）、第Ⅰ期の終わりは

1973 年ということになるだろう。 

 

 

３．第Ⅱ期 「潜行期」 

―1970 年代前半～1980 年代前半― 

 

3.1 幾つかの足跡 

 

 「潜行期」と名付けたように、この時期

について書くことは少ない。実際、1970 年

代については、たとえば 2000 年に行われた

産業衛生学会のある座談会の場で、幾人か

の精神科医が「低迷期」、あるいは「沈滞」

と語っている（皆川他 2000:86）。しかし、

ただ「低迷」期、あるいは「沈滞」期とす

るのも躊躇われるところがある。それは、

分担研究報告書（荻野　達史）

－ 572 － 



 

 

第Ⅲ期をいつから始まるとするのかという、

いささか恣意的な線引きによっても変わる

が、少なくとも行政的な取り組みが着手さ

れる 1983 年以降を第Ⅲ期とする本稿の立

場からすると、それ以前にもわずかではあ

るが足跡が残されているからである。 

 具体的には、二つの点を挙げられるだろ

う。第 1 に、70 年代後半から 80 年代の初

頭にかけて、多少の関連書籍が出されてい

ることが指摘できる。たとえば、76 年には

小沼十寸穂『産業神経症』、81 年には小沼

十寸穂編著『職場の精神健康管理の実際：

諸家の知見と方策から』、82 年には内山喜

久雄・小田普『職場のメンタルヘルス』が

出版され、また 81 年に『教育と医学』で特

集「職場の精神衛生」が組まれていること

も補足できる。 

 小沼編著の『職場の精神健康管理の実際』

は、序論等の情報を綜合すると、労働科学

研究所発行の雑誌『労働の科学』の 32 巻 5

号（1977 年）で特集「精神健康管理の実際」

が組まれ、そこに掲載された文章がまず組

み込まれている。その上で、実際に企業と

の関わりで臨床活動をしている医師を中心

に 30 数名の執筆者に原稿が依頼されたも

のと推測される。このことは、出版のよう

な形で顕在化することは少なかったが、一

定数の企業や医師が「産業精神衛生」につ

いての取り組みを 70 年代を通じて継続さ

せていたということを示すものであり、留

意すべき点であろう。こうした現場での継

続性と次の第 2 の活動も合わせて考えると

き、「低迷」期とするよりは「潜行」期と

形容することが相応しいように思われた。 

 ただし、第１と第 2 の営みは別のものと

いうよりは、より連続的なものと考える方

が適当であろう。1968 年に産業衛生協会に

おいて「産業精神衛生に関する答申書」を

出した小沼十寸穂が上記書籍の主な執筆

者・編集者であるが、第２の取り組みとは、

その産業衛生協会（72年より産業衛生学会）

内で開かれていた「職場不適応研究会」で

あるからだ。この研究会については既に触

れているが、「答申」がまとめられた翌年、

1969 年に第１回が開かれ 1982 年に名称を

「産業精神衛生研究会」に変えているよう

に、70 年代も一貫して継続されていた。 

 産業衛生学会の学会誌『産業医学』に研

究会についての要約が報告されており、た

とえば 1982 年の改名直前には第 22 回が開

かれ、前節で多く言及した小西輝夫が「職

場における精神不健康者への対応」と題し

た報告を行っている。この期間の一部にな

るが、参加者数などを知る手がかりがやは

り同誌から得られる。研究会代表の大道明

が 79 年に過去 15 回について報告している

が、69 年から 74 年までは年１回開催であ

ったが、75 年より年 2回（77 年は 3回）に

なっている。参加者数は、多いときで 60 名

以上でときに 100 名に達しているときもあ

るが、20～40 名程度のときも 5回ほどみら

れる。大道によると「最近では、午前中を

個人研究発表にあて、午後はテーマを選び、

予定発言者、話題提供者を選んで、自由討

議を行い、参加者すべてが発言できるよう

にしている」とある（大道 1979:171）。 

 

3.2 職場不適応研究会の存続をめぐって 

 

 ところで、「部外者」からみると、ここ

に一つの疑問が生じる。なぜ「職場不適応

研究会」は存続しえたのか。上述したよう
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に、「精神衛生管理研究会」は「管理」と

いう言葉が問題にされ、ほぼ同時期に開始

されながら 73 年には休会に追い込まれた

という。では、「不適応」は問題にされな

かったのか。この点について、2000 年に産

業衛生学会 70 周年記念として編集された、

『日本の産業保健』に収録されている座談

会で言及されている部分がある。なぜ「不

適応研究会」が、82 年に「精神衛生研究会」

に名称を変更したのかが話題になったとき

である。発言したのは、70 年代中頃より富

士通に常勤で勤めているカウンセラー・福

井城次と、この領域でのキャリアが長く、

労働省が 1983 年に委託したストレス関連

の研究委員会（後述）にも参加した精神科

医・夏目誠である。夏目は、不適応という

言葉が「先生方や職場関係者にフィットし

なかった」といい、以下のように続けてい

る。 

 

夏目：端的に言えば、診断書に病名を書くと

き、「職場不適応」ではイメージが悪いという

意見があった。（中略）もう一つは時代の流れ

がメンタルヘルス、ポジティブヘルス、スト

レスというように変わってきて、それに合わ

せる形で「産業精神衛生」の方がいいのでは

ないかと。 

福井：今ある会社が完全にいいものかどうか。

「不適応」という言うと、「適応することがい

いことだ」という感じで受け取られたらまず

いのではないか。つまり「不適応」があまり

いい言葉ではないということで変わったのか

なと。 

夏目：その要素も確かにあると思います。適

応というのは非常に難しい概念です。適応す

ることがいいのか悪いのかということは、た

ぶん学生運動のなかでも問われたことがある

と思います。それに対するためらいも、どこ

かにあったのかなという気もしています。         

（皆川他 2000:86-87） 

 

 このやり取りは 70 年代後半から 80 年代

初頭にかけての関連言説の変容、とくに「ス

トレス」という概念のもちえた社会的作用

を考えるときには興味深いが、本稿のここ

での疑問にはあまり「フィット」しないよ

うだ。福井の意見に合わせる形で、「不適

応」という言葉が前提にするものへの批判

的見方が研究会の名称を変えた一因にされ

ているが、「学生運動」の影響というには

遅すぎる時期であろう。この改称の理由に

ついては、その 82 年に会代表の大道明がや

はり『産業医学』誌上で以下のように説明

している。 

 

この名称からは不適応という点が強調され、

ややもすれば臨床的となり、症状や経過など

不適応後の問題やそれの処理、回復期のケア

などに重点がおかれやすく、とらわれていて、

広く高い目的意識のものに進みにくくなって

いる。また最近は、（中略）精神衛生や心の健

康が人々の関心を惹くようになってきたので、

このような状況に即応する意味でも、名称を

（後略）（大道 1982:219） 

 

 いささか回りくどい議論の運びとなった

が、そうしたのは、これらの発言や説明は、

この「なぜ不適応研究会は存続しえたか？」

という問題を考える上で幾つかのヒントを

与えてくれると同時に、その点を通して、

「産業精神保健」において一貫して問題で

あり続けた事柄を照射できるからである。
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まず、名称の変更には福井の指摘したよう

な理由があった可能性も完全には否定でき

ないが、時期から考えると、むしろ夏目の

始めの発言や大道の後半の説明が指摘して

いるように「ストレス」や「心の健康」と

いった表現が流布してきたことを背景とし

ているとみるのがより適当であろう8。する

と、このことから推測されるのは、「職場

不適応研究会」は、実はさして「学生運動」

の影響を受けなかったということである。 

 そしてこの影響を免れた理由は、おそら

く大道の説明の前半に色濃く表れているの

ではないだろうか。つまり「臨床的」であ

ることや「回復期のケア」に重点を置くこ

とは「広く高い目的意識」に反するという

感覚を持ち得たということである。この感

覚は、精神科医のものではなく、「産業医」

のそれのようだ。実際、大道の専門は精神

科ではない。そして不適応研究会の母体で

ある産業衛生学会は「産業医」の集まりで

あり、精神科の医師はごく少数である。 

 論理的には精神科医であり、かつ産業医

であることは可能であり、もちろんそうし

た医師も一定数存在してきたわけであるが、

様々な資料で共通して述べられているのは、

そうした医師はごくわずかであるというこ

とだ。大方の文書資料では「産業医」とは、

明示することなく「精神科医」ではないこ

とが含意されている。産業医とは概ね内科

や外科、あるいは公衆衛生学などが専門で

あることが前提にされている。 

 たとえば、『産業医のための精神科医と

の連携ハンドブック』といった小冊子が編

集されているが、そのとき「産業医」には

精神科を専門とする医師はほぼいないこと

が前提にされていよう。序文にも「精神医

学の非専門家である産業医の先生方が常に

悩むのが、どのように専門の精神科医と接

触し、連携し、目的を達成するかというこ

とと思います」と述べられている9。このこ

とは、「精神科産業医」という呼称の存在

とも関連していよう。この呼称は、なによ

りも産業医活動から精神科部分だけを分節

し精神科医に一任してしまう態度や傾向を

象徴するものとして批判されることもある

が10、同時に産業医集団における精神科医の

少数性を現実的な背景ともしていよう。 

 ようするに、「学生運動」の影響は、反

精神医学の潮流を組み込んで激しい内部批

判となった精神医学関係者において、すな

わち精神神経学会とその内部に設置された

「精神衛生管理研究会」にとっては、巨大

な影響を及ぼしたが、他科の医師の世界に

おいては、そこまでの影響にはならなかっ

たと推測される。たとえば東大闘争の発端

には、医学部闘争があり、インターン制へ

の、そしてそれに代わるものとして導入さ

れようとしていた登録医制への批判や、教

授支配に象徴される医学部の体質への根底

的な憤懣があった11。それらは決して精神科

の問題に限られるわけではない以上、他科

においても大きな影響が生じたはずである

が、少なくとも産業衛生協会（学会）にお

いては「不適応研究会」を休会に追い込む

ような影響は生じなかったようである。そ

こには専門の違いだけではなく、学会メン

バーの年齢や身分上の構成などにも理由が

あるものと考えられるが、残念ながら現時

点ではそこまで資料収集が進まなかったの

で、その点についての検討にはここでは踏

み込まない。 

 しかしここで問題になった「精神科医」
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と「産業医」との相違という問題は、関係

者たちの間でも長らく意識されてきた点で

あるようだ。先述の座談会で、労働衛生コ

ンサルタントとしてやはりキャリアの長い

皆川洋二が関連する発言をしているが、歴

史的な観察も含まれたという意味で興味深

く引用しておきたい12。 

 

皆川：私はずっと傍観者で見ていたのですが、

産業医で産業保健をやった方と精神科医で精

神保健をやった方では、かなり考え方に違い

があったように思うのですが。（中略）ある意

味では対立していたのではないか。対立とい

うと語弊がありますが、一方は事例のみ、一

方は観念的に予防とか健康増進という……。 

夏目：（精神衛生管理研究会について言及して）

この研究会は主に精神科医が発表する場だっ

たと聞いています。そして「職場不適応研究

会」は主として産業医が中心になって発展し

たと思います。精神科医は、私自身もそうか

もしれませんが、たこつぼに入りやすい習癖

があります。一方、産業医の先生方は幅広い

視野で考える。その点で研究会というのは非

常に良かったのではないか。確かに精神科医

の中にはやや反発する雰囲気もあったと思い

ますが、（後略） 

皆川：バラバラというか、共通の場がなかっ

たように感じるのですが。精神科医と産業医

の間で、事例から予防対策へとつなげる共通

の場でのディスカッションを本当にしていた

のか。別々に、ただやっていたのではないか。 

夏目：（他の参加者の発言も挟んで）精神科医

は事例が出てくると目が生き生きする。…職

場の中でそれ（精神病理）がどんな意味を持

っているかとなると関心がやや希薄になる。

たとえば「職場不適応研究会」で産業医が主

体になったときのテーマはわりあい総論が多

いのですが、精神科医は総論になると元気が

なくなる。この視点の違いがズレといえばズ

レだし、その職種がもつ宿命のようなものは

あったと思います。                  

（皆川他 2000:88） 

 

 以上、第Ⅱ期について多少の活動を取り

上げることと同時に、「不適応研究会」が

「精神衛生管理研究会」とは異なり 70 年代

も存続してきたことに注目し、そこから「精

神科医」と「産業医」との組織的な歴史や

関心の持ち方における相違にも目を向けて

きた。現在に至るまで産業医と精神科医が

いかに有効に連携するかという問題は繰り

返しテーマ化されてきた。そして、とりわ

け第Ⅳ期になると産業医の法的な位置づけ

や責務が重くなる傾向があり、関連する問

題はさらに重要性を増しているように見受

けられる。後に再度論じるところではある

が、第Ⅱ期の着眼点として、「産業精神保

健」における一つの問題の在処を示唆する

こととした。 

 

４． 第Ⅲ期 「展開期」 

―1980 年代中期～1990 年代前半― 

 

4.1 関心の高まり 

 前節でみてきたように、1970 年代前半か

ら 80 年代初頭にかけての第Ⅱ期でも、産業

衛生に関心をもつとくに非精神科の医療関

係者による研究会は小規模ながら続けられ、

関連する書籍もいくつか出版されてはいる

13。しかしながら、精神科医の組織的な取り

組みもなく、なによりも行政による政策的

な取り上げがなかった。前後する時期と比
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較してみれば、やはり潜行期ないしは停滞

期と呼ぶのが適当であろう。 

 第Ⅲ期は、行政的な取り組みが始められ、

精神科医集団が再び職場における精神保健

を取り上げ出した時期であり、1990 年代に

も引き継がれていく側面はある。ただし、

第Ⅳ期とした 90 年代後半以降の切迫感や

濃密さと呼びうるものはなく、その意味で

「展開期」と名付けた。 

 行政が産業精神保健に関わる事柄を取り

上げたのは、1983 年からである14。70 年代

末頃より、労働省は、職業病をはじめとす

る健康障害の早期発見・早期対策から、健

康の保持増進を施策目標に転換した。1978

年には、とくに中高年齢層を対象にした「シ

ルバー・ヘルス・プラン（SHP）構想」を発

表した。この SHP 構想を進めるために、中

央労働災害防止協会（中災防）15に中高年齢

労働者ヘルスケア検討委員会が設置され、

1982 年からは、運動を中心にした身体面で

の健康づくり活動である SHP が展開された。 

ただし、この SHP のなかに精神保健に関

わる部分が組み込まれるのは、上述の通り

1983 年からである。ヘルスケア検討委員会

のなかに「ストレス小委員会」が、86 年ま

で設置された。1986 年には、中災防から『企

業におけるストレス対応―指針と解説―』

という 100 ページ程度の小冊子が発行され

ている。 

 また、やはり労働省の委託で、産業医学

振興財団に「メンタルヘルスケア企画運営

委員会」が 1984 年に設置されている。この

委員会の検討結果は、労働省労働衛生課編

として『労働衛生管理におけるメンタルヘ

ルス―職場における心の健康づくり』とい

う 400 ページを超える研究会用テキストに

まとめられた。 

 ここで多少とも興味深いのは、旧労働省

の踏み込み方である。1980 年から医系技官

として旧厚生省に入ったのち、1986 年に旧

労働省へ出向、上記の二つの取り組みから

後述するトータル・ヘルスプロモーショ

ン・プラン（THP）にも中心的に関わること

になった精神科医・河野慶三が回想として、

以下のようにことを述べていることだ。SHP

のなかで設置された「ストレス小委員会」

の作成した「企業におけるストレス対応の

指針」については、旧労働省はかなりその

関与の度合いを弱めたということである。 

  

当初は、労働省労働基準局通達として

出すことが考えられていた。しかし、

「メンタルヘルスの問題は、あくまで

も企業もしくは労働者個人が処理すべ

きもので、行政は直接関与しないほう

がよい」というそれまでの労働省の基

本的な考え方に押し切られ、国の定め

る指針とはならなかった。…（中災防

が冊子を発行し）…指針を広めるため

の講演会を北海道・東北・関東などブ

ロック単位で全国的に行ったが、行政

からの支援も乏しく、尻すぼみとなっ

た。（河野 2005:82-83） 

 

 だが、産業医学振興財団が同じく 1986 年

に出したテキスト『労働衛生管理における

メンタルヘルス』については、「『指針』

に比べるとはるかに行政主導的」であった

と述べている。 

 

これ（上記テキスト）を普及させるた

めに、医師会を含めた組織が都道府県
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単位でつくられ、労働基準局（当時）、

労働基準協会、医師会が協力して、そ

れぞれの地域で産業医、保健師、看護

士、衛生管理者、人事労務担当者を対

象とした研修会が開かれた。 

 

 こちらの研修事業「メンタルヘルスケア

研修」は、1988 年より、トータル・ヘルス

プロモーション・プラン（中高年齢層に限

定しないという意味でのトータル）が開始

されることで、「自然消滅」、いわば“発

展的に解消”したということであるが、ス

トレス小委員会の「指針」とその遇され方

の相違がどのように説明できるのかは判然

としない。旧労働省のメンタルヘルスには

国が直接関与しないという「基本的な考え

方」が一貫しているのであれば、『労働衛

生管理…』のテキストの普及を企図した研

修会も、決して「行政主導的」にはならか

なったであろう。 

可能性としては、旧労働省としては、ほ

ぼ同じテーマで二つの検討委員会を同時期

に走らせてしまった結果、どちらかを優先

せざるを得なくなったこと。そして、それ

ぞれの検討委員会を受託した母体の性格

（たとえば医師会に対する影響力）や参加

委員のもつ動員力の違いもあり、そうした

処遇の相違を生み出したことも考えられる。

しかし、それらは推測の域をでない。 

ただ、おそらく重要なのは、行政内部に

技官としていた医師が旧厚労省内部の「基

本的な考え方」として、「メンタルヘルス

の問題は…行政が直接関与しない方がよい」

という主張（しかも一定の強さをもつ主張）

がこの時期に存在したと証言していること

である。この、メンタルヘルスには行政が

関与しないというスタンスは、実際に、行

政内に長らく存在したように推測される。

2006 年に改正された労働安全衛生法（安衛

法）が施行され、同時にいわゆる「新メン

タルヘルス指針」が打ち出されたときに、

両者の決定過程にも関与が深かった行政官、

医師を集めた座談会が『産業医学ジャーナ

ル』で開かれたことがある。 

そこで、当時、厚労省の労働基準局安全

衛生部労働衛生課長であった阿部重一が、

改正された安衛法に「法文や規則レベルで

は結構微々たる部分」ではあるが、メンタ

ルヘルス対策が盛り込まれたことは画期的

であり、2000 年に策定された旧メンタルヘ

ルス指針にしても、「法令のバックグラウ

ンド」なしに、「何か遠慮がちにやってい

た」と語っている。 

 

どうしてもメンタルヘルス対策になる

と行政側が事業者を指導したり、監督

したりすると言いますか、どうしても

今までのような形で強力な指導・監督

はできないというような経緯は確かに

あったわけです。（櫻井他 2006:6） 

 

 非常に不明瞭な言い回しであるが、前後

の文脈からみれば、1980 年代の中期以降、

通達のようなかたちで「メンタルヘルス」

対策を指導はしていたが、強力にはできな

かった、その意味では、実際には不可侵の

領域であったことを示しているように思わ

れる。そこにはもちろん企業側の抵抗もあ

るという環境的な要因も考えられようが、

「メンタルヘルス」についての行政内的な

認識の仕方も作用していたのかもしれない。

少なくとも前出の河野は、80 年代における
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状況について、後述する事件（日航「逆噴

射」事故）の影響で旧労働省が一定の反応

を示したが、その切実さはごく弱いもので

あったと述べている。 

 

多くの事業者や人事管理担当者が、メ

ンタルヘルスの問題に直面し、何とか

しなければならないと切実に思ってい

たわけではない。行政サイドも同様で、

問題意識は将来に向かっての理念的な

ものであった。（河野 2005:83） 

 

 1987 年には、翌年に向けた安衛法改正の

作業が始まり、それと連動する形で、「シ

ルバー」ではなく労働者全体を対象とした、

つまり SHP の対象を拡大させることで、ト

ータル・ヘルスプロモーション・プランが

企画された。すでに、上記のストレス小委

員会や企画運営委員会の流れもあり、THP

に「メンタルヘルス」を組み込むことにと

くに異論はなかったようである。このプラ

ンにおけるその基本的な性格については後

述する。 

 

4.2 この時期の背景 

―その１：2つの事件― 

 ところで、なぜ 1983 年や 84 年という時

点で、労働省が精神保健に関わる取り組み

に踏み出したのだろうか。ここでは、二つ

の背景が指摘できる。まず、この時期、労

働者の精神面の失調が原因と考えられた事

件や関連する出来事が社会的に注目を集め

たこと。次に、まさに「メンタルヘルス」

という言葉が象徴する、より広い意味での

精神的・心理的な「健康」への関心の高ま

りがみられたこと、である。後者のより広

いとは、不具合のレベルが「疾患」や「障

害」というほどのこともないという意味で

多くの状態を含むことを、またそれゆえに

より広範な人々が関わる可能性があること

を含意している。 

 労働省の対応を促したものとして、主に

二つの出来事がしばしば言及される。1982

年 2 月に日本航空の旅客機が羽田沖に墜落

した事故がその一つである。この点につい

ては、当時労働省内部にいた前出の河野も

明言している。 

 

（旧労働省が委員会を設置した）背景

となったのは、1982 年に起こった日航

「逆噴射」事故であった。事故の原因

が機長のメンタルヘルス不全であるこ

と、日本航空のその機長に対する健康

管理が不十分であったことが明らかと

なり、労働者の心の健康を企業がどう

扱うかに国民の関心が集まるというや

や特殊な事情があったのである。（河

野 2005:83） 

 

 確かに、この墜落事故は、乗客 24 名の死

者と多数の負傷者を生み出した大惨事であ

り、メディアにおいても多大な関心を呼ん

だ。 

もう一つの「事件」は、メディアの取り

上げ方としてははるかに目立たないもので

あったが、旧労働省そして企業にとって、

きわめて大きなインパクトをもつものであ

ったと思われる。それは、1984 年 2 月とな

るが、ある労働者の自殺未遂による負傷が

労働災害と認定されたことである16。この被

災者は、1978 年より上野駅の新幹線が乗り

入れる地下プラットフォームを設計する技

分担研究報告書（荻野　達史）

－ 579 － 



 

 

師であり、その事実上の責任者であった。

技術的な難易度がきわめて高い上に、発注

者による設計条件の度重なる変更があり、

しかも与えられた期間は半年と短かった。

周囲からの支援も少ないなかで身体的にも

不調が現れ、翌年には大学病院等で「うつ

病」あるいは「心因反応」と診断され、通

院・入院もしていた。同年の 7 月には復職

したが、通勤中に駅ホームより電車に飛び

込み、両下肢切断の重傷を負い長期入院と

なった。 

 労災申請がなされたが、判断が困難であ

るとして、労働本省（当時）で検討される

こととなった。その結果、業務には「反応

性うつ病」の原因となるだけの強度の精神

的ストレスがあったこと、業務以外のスト

レスは主たる発病原因とはみなせないこと

などが認められ、また自殺企図は、そうし

て発症したうつ病が原因として認められた。

つまり、自殺未遂による負傷も業務上の災

害と認定されたわけである。 

 この事例が行政や企業に対してもったイ

ンパクトについては、日本産業衛生学会が

編集した『日本の産業保健』に収められて

いる座談会「知的労働と心の健康」で、複

数の参加者が言及している。医師の原谷隆

史（当時、旧労働省の内部にあった産業医

学総合研究所に勤務）は、以下のように述

べている。 

 

労働災害として認められた 1984 年の

事例は、労働省が精神疾患に対する対

策が必要だと示した点で画期的である。

それまでは精神疾患、たとえばうつ病

などに関して業務起因性はほとんど考

えていなかった。それがあの事例によ

って労働省の対象とする業務上の傷病

として認められ、自殺もそれに結びつ

いた労働災害として認められたという

のは画期的な事件だったと思います。

（皆川他 2000:87） 

 

 また、1975 年に富士通に常勤のカウンセ

ラーとして入社した福井城次（座談会当時

は、富士通川崎病院勤務）は、企業に対す

る影響を回想している17。 

 

（この労災認定は）企業にとってもの

すごくインパクトが強かったと思いま

す。うつ病の問題でも、会社の責任が

問われることになったわけですから、

私のいる富士通でも、それまで課長へ

のメンタルヘルスの研修はやっていた

のですが、1984 年度から、さらに若い

主任クラスまで全社的にやり始めまし

た。これも労災認定が追い風になった

のだろうと思います。（皆川他 2000:87） 

 

 やはり参加者の医師（当時、岐阜大学医

学部公衆衛生学に勤務）・川上憲人も「1985

年前後は、産業精神科医などがどんどん職

場に入って、精神分裂病やうつ病など精神

的な病気に対応し始めた大きな時期だと思

います」と述べている（皆川他 2000:87）。 

 このように、1984 年の労災認定はとりわ

け大きなインパクトを行政や企業に与えた

ようにも思われる。ただし、それは端緒を

開くきっかけになったという表現がよりふ

さわしいのかもしれない。というのは、労

災申請に対して判断が難しいと、東京労働

基準局（現・東京労働局）から本省に判断

が委ねられ、最終的には中央労働基準監督
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署長が業務上と認定するという経緯を経な

がら、後述するような自殺についての認定

基準を見直すようなことはなかったからで

ある。1984 年 2 月に、事務連絡として、「反

応性うつ病等の心因性精神障害の取扱いに

ついて」が出されたのみであった。 

認定基準が見直されたのは、実に 15 年後

の 1999 年だ。こちらは、あきらかに後述す

る「電通の事例」（過労自殺をめぐる民事

訴訟で 1996 年には一審判決で会社側の賠

償責任が認められている）などのインパク

トによるものと考えられる。そうである以

上、すでに引用したが、80 年代に労働省に

いた医師・河野の観察が妥当であったのだ

ろう。すなわち、事故等による社会的関心

の急激な高まりに押される形で着手はした

が、さほどの「切実さ」が行政にも企業に

もあったわけではなく、いたって「理念的」

なものにとどまっていたということだ。 

 

4.3 この時期の背景 

―その２:「メンタルヘルス」への関心― 

そして、そのいわば「理念的」なゆるや

かさと対応関係にあったと思われるのが、

考えられる第二の背景である。それは、社

会学者の佐藤(2007)の表現を使えば「日常

的なメンタルヘルス」への関心の高まりと

いうことになる。ただし、この種の関心の

高まりは、行政的な取り組みを促す原因と

いうよりも、相互的な影響関係をもちつつ、

行政的取り組みが社会的に受容される条件

としての時代的な背景というべきだろう。

さらにいえば、旧労働省が取り組みを始め

たことも、より広範な「メンタルヘルス」

への関心も、いわばより深い部分で生じて

いた社会的変化の現れと考えるべきではな

いだろうか。 

佐藤(2007)は、1950 年代以降の「心の病」

についての語り口や意味づけのされ方を新

聞・雑誌等の資料から辿っているが、1970

年代の後半が大きな転換期であったとして

いる。1950～70 年代初頭は「ノイローゼの

時代」であり、それはときに犯罪や事件へ

と結びつく問題とされた。「受験勉強のノ

イローゼ」で学生が放火などをする、「育

児ノイローゼ」の末に主婦が「子殺し」や

「心中」をする、といったパターンである。 

 佐藤(2007)では、1970 年代後半以降は、

「ノイローゼ」といったキーワードは急速

に姿を消し、「うつ病」「心身症」「自律

神経失調症」「アルコール依存」など、診

断名が細分化された時代であるとされる。

ただし、「ストレス」という言葉の使われ

方とその変遷に注目した津久井(2007)の研

究では、1980 年頃に、まさに「ノイローゼ」

と入れ替わる形で「ストレス」が頻繁に用

いられるようになったことを、新聞記事の

データベースに基づいて明らかにしている。

「ストレス」はそうした細分化された症状

や疾患の原因と位置づけられることも多い

ことを考えれば、「心の病」を語るキーワ

ードは細分化されたというよりも、「スト

レス」に集約されつつ転換したといえるだ

ろう。また、津久井が指摘するように、そ

の言葉の大衆化された使われ方をみると、

「ノイローゼ」が精神的な状態を限定的に

記述する言語であったことに対して、「ス

トレスの多い社会」といった、「精神」と

「社会」が繋がっている形で、つまり両者

を同時的に表象する装置として「ストレス」

は機能しているところがある（津久井 

2007:119-121）。社会・時代認識とセット
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になった「メンタルヘルス」への関心の高

まりは、「ストレス」という言葉とその大

衆化に象徴されるだろう。 

そして、重要なことは、佐藤の議論に戻

れば、「心の病」に関する報道が、事件や

犯罪としてではなく、誰もが日常的に留意

すべき「健康問題」や「メンタルヘルス」

それ自体として取り上げられるようになっ

たことである（佐藤 2007:194-206）。「ス

トレス」をタイトルに含む書籍も検討した

津久井によれば、ストレスをいかに解消し、

競争社会を勝ち抜くかを説く指南書も多く

見られるようになる。後者は、病気になら

ないという意味での「健康」を通り越して、

より「充実」した、より「幸福」な「生き

方」を志向するものである（津久井 

2007:126-128）。本稿の文脈で注意してお

きたいのは、80 年代の中頃には、ストレス

という言葉を媒介にして、非病気としての

「健康」だけでなく、今日に至る「勝ち組」

フレームと「メンタルヘルス」の問題がす

でに一体化してきていたことである。 

さて、佐藤(2007)の研究からも伺える、

80 年代の変化でもう一つ興味深いことは、

事件報道などで取り上げられる属性が、そ

れ以前の「学生」「主婦」といったもので

はなく、「会社人間」や「サラリーマン」、

つまり、とくに高度成長期以降、日本社会

においてはその数量的な大きさだけでなく、

往々にして社会的存在としての中核性や正

統性を付与された企業従業員（しかも中高

年の）がクローズアップされたことである。

たとえば、佐藤がとくに言及しているのは、

「テクノストレス」という議論だ。 

この用語は、もともとは、アメリカの精

神療法家である Craig Brod が 1984 年に

Technostress を著し、同じ年の 8月には訳

書が新潮社から出版されたところから広ま

った。Brod の著書では必ずしも職場や中高

年層に限った議論をしているわけではない

が、日本では「オフィスオートメーション

（OA）」化の進展という職場環境の変化に

適応できない、とくに中高年の勤労者の問

題としてもっぱら注目されたところがある。

そして、これは佐藤が指摘しているように、

1986 年に通産資料調査会から出版された

『テクノストレスとメンタルヘルス―職場

の対応策』では、従業員の精神的失調は生

産性を低下させるという意味でも問題であ

り、経営的な視点から企業が取り組むべき

課題とされている（佐藤 2007:205）。 

職場におけるメンタルヘルスへの注目や

対応が、働く人々へのケア（福利厚生）の

ためか、それとも生産性向上という企業経

営のためかという議論は、また最後に取り

上げたいが、ここではもう少し、当時の関

心の広まりについて触れておきたい。たと

えば、書籍に注目してみよう。1984 年に精

神科医の小西輝夫が『サラリーマンと心の

健康』を、1985 年にはやはり精神科医の笠

原嘉が『朝刊シンドローム―サラリーマン

のうつ病操縦法』を、そして 1986 年に再び

小西が『バンカー・シンドローム―サラリ

ーマンの心の危機』を出版している。 

小西については、本稿の時期区分では第

Ⅰ期のところで、その議論を多く引用して

いる。企業で精神科医が医療活動を行うこ

とへの批判を多々受けながら、1960 年代中

頃より松下電器で専属の精神科医として勤

務していた小西は、自説を展開し反論もし

た。しかし、強硬な批判が次々と寄せられ

るなかで、専門誌や一般誌においては口を
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閉ざしたという経緯も紹介した通りである。

その小西が 80 年代に一般書を世に出した

経緯については、2 冊目の前書きに記され

ている。 

 

退職の歳、20 年間の経験をまとめて

『サラリーマンの心と健康』という本

を上梓しました。産業精神衛生のガイ

ドブックのつもりでしたから、産業医

や、企業で働く保健婦さん、看護婦さ

ん、ならびに職場の衛生管理者などを

読者に想定してペンを進めました。と

ころが、その書名のせいか、思いのほ

か多くの一般サラリーマンの方々にも

購読していただいたようです。 

サラリーマン生活に役立つ精神健康

増進法のノウハウを期待されたのでし

ょうか。そうだとすれば、そのご期待

には十分添い得なかったのではないか

――と思います。 

そこで、本書は、サラリーマンの精神
メンタル

健康
ヘ ル ス

を、……とくにサラリーマン生活

の危機克服という視点に立って考える

ことを目的に…（後略）。（小西 1986:10） 

 

前著で一般の読者が多かったこと、そし

て「精神健康増進法」が期待されたのでは

ないかという小西の推測は、当時の雰囲気

を推測する上で重要な部分だろう。 

ところで、笠原も著名な精神科医である

が、注目しておくべきことは、両者が「シ

ンドローム」と銘打っている事柄は、ほぼ

限定的に「うつ病」に焦点においているこ

とだ。笠原は、当時の職場の精神保健にお

ける重要なトピックとして、とくに「軽症

うつ病」を挙げており、その早期発見のた

めのサインとして目をつけたのが「朝刊」

であった。 

 

あなたは、今朝、いつものように朝刊

をお読みになったか。……ごくごく初

期の段階ですでに、本人にも、周囲の

第三者にも、ともに早期発見用となる

目印がないものか。そう思って、ごく

ふつうの（中年）サラリーマンの軽い

精神的不調の初期症状に注意をこらし

ていたところ、どうやら「何はともあ

れ朝刊を」という朝の生活パターンの

乱れが一番共通しているのではないか、

と 思 う よ う に な っ た 。 そ こ で

「 朝 刊
モーニングペーパー

症 状
・シンドローム

」などとかってに名

前をつけて、十年くらい前からごく内

輪で使っていたところ、それが弘文堂

の重松編集長のお耳に入って…（後略）。

（笠原 1985:1-8,括弧内は引用者） 

 

 臨床家が内輪で使っていた表現が一般書

の形で取り上げられた経緯にも触れてあり、

その点でも興味深いところがある。また、

小西の「バンカー・シンドローム」も、そ

れまで順調にゴルフコース（それは会社の

比喩といってもよいであろう）を回ってい

た中高年サラリーマンが、中年期に「ふと

した迷いやつまずき」から（小西 1986:12）、

「うつ」という「バンカー」にはまり込む

ことを指している。 

 次節以降で確認することになるが、1990

年代後半以降の「うつ病」の取り上げられ

方が、明瞭に、帰結としての自殺や原因と

しての過重労働あるいはハラスメントと関

連づけられていることを考えれば、「ふと

した迷いやつまずき」という表現は、その
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リスクや環境負荷のもつ強度の一般的な認

識として、まだ緩やかな印象を受ける。実

際、小西に限らず、笠原においてもそうし

た職場における原因がとくに取り上げられ

ることはない。しかし、そうした相違があ

りつつ、すでにこの時期に、職場で十全に

機能し続けることへの不安や、いかにして

機能不全に陥ることを回避するかという関

心が、「うつ」についての精神科医の議論

が求められ消費される形で表出されていた

ことが伺われる。第Ⅲ期の「展開期」を特

徴付けるものとして重要な部分である。 

 

4.4 THPにおけるメンタルヘルスケアをめ

ぐって 

 トータル・ヘルスプロモーション・プラ

ン（THP）は、「事業場における労働者の健

康保持増進のための指針」18にその活動内容

が示されたものである。基本的には、シル

バー・ヘルス・プラン(SHP)の考え方を全年

齢層に適用するものであるが、1988 年に労

働安全衛生法が改正され、その第 69 条に基

づくことで、その実施が事業者に努力義務

として課されることになった。そして先述

したように、SHP に途中から「メンタルヘ

ルス」の項目が加えられたことで、THP に

もその部分が組み込まれることになった。

その指針のなかで示された活動内容は第 4

節（３）メンタルヘルスケアに示されてい

る。 

 

健康測定の結果、メンタルヘルスケ

アが必要と判断された場合又は問診の

際労働者自身が希望する場合には、心

理相談員（改訂後は心理相談担当者）

が産業医の指示のもとにメンタルヘル

スケアを行う。 

なお、本指針の「メンタルヘルスケ

ア」とは、積極的な健康づくりを目指

す人を対象にしたものであって、その

内容は、ストレスに対する気付きへの

援助、リラクセーションの指導等であ

る。（括弧内は引用者。） 

  

 様々な現象や問題を社会的な原因や条件

に関連づけて解釈したり、解決策を考えた

りするのではなく、もっぱら個々人の心理

的な水準に結び付けて記述し解釈していく

傾向を、社会学では心理学化、あるいは心

理主義化という言葉で表現してきた。こう

した視点から見た場合、重要なのは、この

指針はあくまでも個人的な水準で行われる

セルフケアを問題としているということに

なるだろう。実際、このことは産業衛生や

産業精神保健に関わる専門家たちにも指摘

されている。労働衛生に長く関わってきた

皆川はある座談会の席上で THP 自体の問題

性として指摘している。 

 

産業保健活動とは、職場の健康阻害因

を明らかにして、さらにその対策とし

て職場改善を進めていく活動です。THP

という公衆衛生活動は、この産業保健

の基本的なところが抜け落ちる危険が

ある。それが THP の功罪。（皆川他 

2000:90） 

 

 また、同じ座談会で、労働衛生・産業精

神保健を専門とする医師の廣尚典も、労働

環境の整備や作業方法の改善を飛び越して、

THP では「個への働きかけ」が先にきたこ

とを問題として指摘している（皆川他 
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2000:90）。 

こうしたことは確かに確認しておくべき

ことである。また、それに比べれば、セル

フケアを勧奨するのがどのような資格や肩

書きの行為者であるかは、さして重要では

ないかもしれない。しかし、いくつかの理

由から、ここでは「心理相談員」、あるい

は「心理相談担当者」（後に呼称だけ変更

されたが同じ資格）に注目しておこう。 

理由の一つ目は、産業精神保健の取り組

まれ方についての歴史的な変化をみる上で、

よい切り口であるからだ。たとえば、後述

する 2000 年に策定された「労働者の心の健

康づくりのための指針」（旧メンタルヘル

ス指針）では、期待される担い手はまた別

のアクターに移行しており、そのことは少

なくとも行政サイドが取り組むべきと想定

した事柄が相当に変化していることを示し

ている。二つ目の理由は、「心理相談員」

とその役割については、関係する専門家―

―とくに精神科医――集団における見解の

相違が現れやすいところがあり、第Ⅰ～Ⅱ

期でも記述してきた、産業精神保健につい

てのいわば内在的な葛藤を理解する上で意

味があると思われるからだ。 

心理相談員とは、中災防の心理相談研修

（3 日間）を受講すれば取得できる資格で

ある。受講資格もとくに制限されたもので

はなく、「素人でもすぐ取れる。とにかく

3 日間黙って座っていれば資格をくれると

いうもの」と語られるものでもある19。なぜ、

これほど安易とさえ思われる資格の保有者

をメンタルヘルスケアの中核に位置づけた

のだろうか。この点については、まず、SHP

のストレス小委員会から THP の策定にも関

わっていた精神科医・夏目誠の座談会（同

上）での発言が参考になるだろう。 

 

（メンタルヘルスを）やらなあかんと

思っているけどなにをしていいかわか

らへんというのが企業の本音だと思い

ます。その時に「心理相談員」という、

資格ではないけれど資格らしきものが

できたのが一番大きなポイントになっ

た。主に保健婦、看護婦などを対象に、

……「心理相談員」という名称を作っ

た。この名前がエポックだったのでは

ないか。そして心理相談員が担う役割

が「メンタルヘルス・ケア」だと。…

…メンタルヘルスは、……漠然として

いるがゆえに何から始めたらいいかわ

かりにくい面もあった。特にストレス

への気づきへの援助をメンタルヘルス

の大きな柱にしたことが、このストレ

スの時代をかさ上げしたように思いま

す。私も THP のカリキュラム委員を後

半になってやりましたが、心理相談員

の講習会は回線がパンクするくらい申

し込みがたくさん来る。（皆川他 

2000:89） 

  

 端的にいえば、分かりやすさのためであ

った、ということになる。メンタルヘルス・

ケアといわれてもイメージがわかない企業

人たちにとって、心に不調がありそうな人

が相談をする特定の人を職場に配置してお

くといのはきわめて分かりやすい。おそら

く、その先に何がなされるべきであるのか

は未規定であっても、ひとまずの分かりや

すさは生じるだろう。また、企業にとって、

「その人」も特別に雇い入れる必要はさし

あたりなく、最低限の受講条件をみたせば
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誰かが三日間で資格をとってくればいい、

ということであれば受け入れやすい話でも

あるだろう20。 

 もちろん、この 3 日間研修については批

判が多い。やはり同じ座談会で精神科医の

島悟は「『こんなものしようがない』と思

っていた」と述べており、夏目自身も「問

題点をひとつ挙げれば、玉石混淆だという

こと。たった 3 日間の研修で果たして何が

できるかという問題がある」と語っている

（皆川他 2000:89-90）。 

ただし、ここで問題になるのは、そもそ

も心理相談員の役割として何をどこまで期

待するのか、ということだろう。夏目は、

「心理相談員はカウンセリングはしないの

が原則です。最初から、それほど深いとこ

ろを狙ってはいない」と明言している

（ibid:90）。したがって、心理相談員をめ

ぐって意見が分かれるとすれば、そもそも

職場のメンタルヘルスのためには何が本質

的に求められているのか、という部分での

見解の相違にもつながるところがある。 

この部分を多少とも検討しておく上で、

次の資料が参考になるだろう。旧厚生省の

委託研究として産業精神保健研究会（後述）

を中心に、1991 年より「職場における精神

保健医療ネットワーク検討委員会」が組織

されたが、その数度の全体会議で交わされ

た議論が、『産業精神保健』誌上に収録さ

れている。この中でとりわけ、THP の心理

相談員制度を作った「張本人」と自ら述べ

ている河野慶三と、やはりすでに言及した

笠原嘉とのやりとりが注目される（おもに

1992～1993 年の会議）。それは、職場のメ

ンタルヘルスとしてどのような部分がとく

に問題になるのか、問題の性質によって誰

が担うべき事柄なのかといった点について

の議論であるが、両者の議論はほぼ平行線

のまま第 2 回の全体会議まで続けられてい

る。 

筆者なりに両者の噛み合わないポイント

を整理していけば以下のようになるだろう。

河野の立場は、心理相談員が対応できるの

は、ごくごく軽い部分―多少の気疲れとい

ったところ―に限られるし、それ以上の部

分に自ら関与すべきではない。ただ、その

軽い部分について、リラクセーションなど

ストレスコーピングの方法を、つまりは「自

己管理」を教えるだけでも21、職場の取り組

みとしては新しいし、一定の（予防）効果

を期待できる、というものだ。笠原が、心

理相談員というのは「少し軽いケースを対

象にしていると考えていいですか」と問う

たところから、以下の一連の河野の発言に

なる。 

 

笠原先生は「軽いケース」と言われま

したが、我々は「軽いケースもやらな

くていい」と言っています。要するに、

原則として THP では病的な人を対象に

やらなていい。……「健康測定の有所

見者を外せ」と初めから言っているわ

けです。 

 

病人を直接の対象にしないと言ってい

ます。ですから、メンタルヘルスで一

番中心にしているのはストレス対策な

んです。病人じゃないんです。何らか

の問題があっても働いていて、その解

決をはかりたい。その手助けをする仕

組みをつくろうということです。（大

西編 1994a:119） 
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こうした河野の立論に対して、笠原は疑

問を呈する。『朝刊シンドローム』で紹介

したように、笠原は「軽症のうつ病」が職

場において発生頻度においても重要な問題

と考えているので、まずその部分を掬えな

いシステムにどれほどの意味があるのか、

懐疑的であるように読める。 

 

笠原：問題は、そんなに重くない軽症

の精神障害、あるいは軽うつ病患者、

理由もなく無断欠勤する人、会社で

はちゃんとしているが家に帰るとア

ルコールばかり飲んでいる人など、

一昔前とは違う精神障害者への対策

になりつつあるわけです。（大西編

1994c:268） 

 

河野：我々は病気の視点からの対応の

必要性を否定しているわけではあり

ません。企業に専門家が少ないので、

できるところから対応しようとして

いるのです。具体的には、ストレス

をテーマとして取り上げ、その自己

管理を教える仕組みを事業場のなか

に作ろうと考えています。これだと

精神科医や心療内科医もたくさんは

いりません。 

笠原：それは企業が昔からやっていた

ことでは… 

河野：やってないですよ。（大西編 

1994d:340） 

 

このように、「正常」範囲の問題につい

て、ことさらに医療者が「健康」増進的な

体制を構築する必要性について疑問をもつ

と同時に、さらに、むしろそうしたことに

主導的な役割を果たす危険性について憂慮

している。この最後の憂慮の部分が、決し

て十分に論じられてはいないのであるが、

第Ⅲ期において記憶にとどめられるべき部

分だろう。 

 

河野：（対象として健康なのか病気な

のかといえば）労働衛生の現場はや

はり health からです。その場合のタ

ーゲットはストレスです。 

笠原：何度も申し上げて恐縮ですが、

メンタルなストレスマネジメントに

関しては、企業家の方が上ではない

かという気がします。医者のメンタ

ル・ヘルス談義、メンタル・ストレ

スマネージ談義はどうも素人くさい

という懸念を持っているのです。（大

西編 1994d:344） 

 

河野：教育が基本だと思います。……

health oriented な立場では、スト

レスコントロールは一つの方向です。

……職場におけるストレスの要因は

大まかに言えば、仕事の量、仕事の

質、人間関係が重要です。 

笠原：それは何で分かるのですか？ 

河野：アンケートです。 

笠原：私が敢えてくどくど言っている

のは、医者が health oriented な面

から問題に入っていく時には、慎重

に慎重である必要があるということ

なのです。（大西編 1994d:346） 

 

 この笠原の懸念ないしは憂慮は、「疾病

対応を通じて健康に寄与」するのではなく、
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「健康な人間がより健康に」という意味で22、

health oriented である THP とは、実のと

ころ、労働者のためというよりは、「基本

的には、企業のためにあるのですか」とい

う問いかけに端的に表れている。当然、河

野は即座に「いや、違います。しかし、結

果的には企業にも役立つことが必要です」

と答えるわけであるが（大西 1994d:345）、

そうした論理が成り立つ条件や危うさにつ

いて笠原が腑分けして見せることはなかっ

た。そのため、笠原の「慎重に慎重である

必要」とはどこから生じてくるものである

のかは判然としないままであり、河野と議

論は噛み合わないままに終わった感がある。 

補足すれば、この会合のちょうど 2 年後

にやはり同じ検討委員会が開かれ、そこで

また同種の問題が論じられている。「疾病

モデル」ではなく、「健康モデル」で職場

の精神保健を進めようという議論もあるが、

実際にはそうした発想は臨床的にはないと、

ある精神科医が発言したことに対して、河

野は以下のように語っている。 

 

健康モデルが、実は危険だということ

は皆さん身体的な面で分かっていると

思います。WHO も健康を規定すること

をやめてしまいました。政策的に見た

場合、例えば、成人病という病気をタ

ーゲットに据えて、成人病でない状態

にする、糖尿病にならないようにする

ことが一つの健康の方向だと考え、ラ

イフスタイルの問題、運動の問題、栄

養の問題などを考えるわけです。です

から、メンタルな面でも何かを持って

くる必要があります。行政はストレス

を持ってきて、ストレスによる健康障

害が幾つか想定され、それを防ぐため

に具体的に何をしたらいいかを考える

のです。したがって、健康モデルとい

う考え方はあまりとりたくない。 

 

 この発言においては、様々な成人病に共

通するような因子や状態が挙げられてはい

ないので、その対応関係が捉えにくいが、

基本的には、ストレスは成人病に当たる回

避すべき状態とされているようだ。そして、

こう解釈すると THP は健康モデルではない

ということになるようであるが、「ストレ

ス」がマジックタームになってはいないだ

ろうか。 

議論を戻そう。おそらく、疾病から入っ

ても、健康から入っても、生産性を維持・

向上させるという意味では企業に「役に立

つ」ことになるであろう。だが、とくに健

康から入ってより仕事ができることへと駆

り立てられるならば、それは働く人々にと

って「役に立つ」ことになるのか、むしろ

消耗へと導くことになるのではないか、そ

してその駆動力として医学や医者が機能す

ることになるのではないか。もし、笠原が

憂慮した理由がこのようなものであれば、

それはたとえばセルフ・コントロールの強

化に関する社会学的な議論とほぼ重なって

くるものであろう。 

 

4.5 専門家集団における活性化と議論の

特徴 

 行政による取り組みやストレスへの社会

的関心の高まりと呼応する形で23、メンタル

ヘルスに関わる専門家集団の産業精神保健

についての取り組みが活性化してきたのも

この時期である。とくに注目しておきたい
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のは、日本精神神経学会が再び「産業精神

医学」や「職場における精神保健」を 80 年

代中期以降に取り上げ出したことと、90 年

代前半には多職種の会員を集めた日本産業

精神保健学会が発足したことである。 

 日本精神神経学会では、1966 年に職場の

精神衛生をテーマとした「精神衛生管理研

究会」をその内部に立ち上げたものの、第

Ⅰ期で詳述したように、様々な批判のなか

で、1973 年以降は自然消滅させてしまった

経緯がある。1985 年には、小此木啓吾を中

心に『産業精神医学』が編集・出版され、

50名以上の多くの精神科医が執筆者として

加わっており、その意味では、10 年以上の

時を経て、いわばタブーが解除されたよう

にも思われる。 

 ただし、学会としてこのテーマを取り上

げたのは、その 2年後の 1987 年であり、小

此木啓吾が学会総会において教育講演「産

業精神医学の課題」を行ったのは、一つの

画期を成しているのではないだろうか。翌

年の総会になるとシンポジウムの一つとし

て「産業における精神医療とその問題点」

が企画され、その年の『精神神経学雑誌』

には、報告者 4 名の論文と討論の模様が掲

載されている。 

 2000 年代以降の議論、たとえば、同じく

精神神経学会の 2005 年総会で、荒井稔が

「産業領域におけるメンタルヘルス対策と

精神障害」と題して教育講演を行い、翌年

の総会でシンポジウム「労働者のメンタル

ヘルスの現状と課題」が開かれたが、それ

らの報告論文を読むと、1980 年代のものは

当然のことながら顕著な違いがある。 

比喩的な表現になるが、80 年代の議論に

は、「職場の精神保健活動」といういわば

円の内側に踏み込む直前の、まだ外側の視

点がなんらかの形で保持され、提示される。

それは、60 年代末に顕著であった批判――

「企業の御用精神科医」といった――を意

識せざるをえないという面もあろうが、こ

の時期における重要な内省的な視点といえ

るだろう。たとえば、小此木は 1987 年の教

育講演のなかで、精神科医が産業場面に求

められるようになった時代認識を示してい

る。 

 

世の中の時代風潮の大きな変化と同時

に、高品質・高管理という言葉で示さ

れるような、職場の職員がストレスに

負けないような、それを乗り切って生

産性を向上することができるような活

力をいかにして開発するかといった、

旧来ならば産業心理学や人事管理面で

行っていたはずの精神面のかかわりを、

メンタルヘルスの名のもとに、精神科

医や心理学者にも協力を期待するよう

な動向が高まっている。（小此木 

1987:933） 

 

 小此木はそうした時代認識を示した上で、

「産業精神医学の問題点」を二つに分けて

論じているが、共通する問題意識としては、

なんらかの精神的不調を抱えた者を職場か

ら排除する装置になってしまう危険性を指

摘することにある。旧国鉄の常勤精神科医

としてキャリアの長い春原の議論を参照し

た部分を引用しておこう。 

 

春原氏は、精神障害者に対する管理

と、広義の精神健康管理について明確

な区別を行うことがとても重要だとい
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うことを指摘している。精神障害者の

管理に対しては、あくまでも精神医学

的な判断と処理が第一義的であり、し

たがって、直接に労務管理の対象とな

る事柄ではない。この点を誤ると、精

神健康管理が人事管理の手段として利

用され、精神障害者や不適応者をただ

職場から排除するために悪用されるお

それがあるという事実を厳しく警告し

ている。 

 この戒めは、恐らく産業精神医学と

いうものの機能をわれわれ精神科医が

考える上で最も重大な指摘ではないか

と考えられる。（小此木 1987:935） 

 

 もっとも、第一義とされる「精神医学的

な判断と処理」が、もとより近代的な排除

の論理であるという批判もありえよう。た

だ、この講演で小此木も言及しているが、

加藤正明24の「疾病性と事例性」という議論

がある。疾病であることと事例となること、

つまり職場で問題とされることとは別の事

柄でありえ、両者は区別されるべきである

というものだ。後者を規定するのはその職

場の価値基準となる。この職場基準に精神

科医が抵抗する、あるいはそうできるかは

場合によるとしかいえないが、少なくとも

医学的な正常／異常の線引きが一般的に社

会生活の可能性を決定するとは、当の医療

者たちも考えてはおらず、むしろ医学的線

引きが職場の価値基準に合わせて援用・濫

用される危険性が反省的に再三論じられて

いたことには注意を向けておきたい。 

 また、1988 年のシンポジウムで報告役を

務めた広瀬徹也は、この時点でも、また現

在からみても注目に値する指摘をして報告

を終えている。 

 

最後に産業精神科医の任務は精神衛生

管理にあるとするこれまでの一般的な

姿勢は誤解と危険を招くだけであり、

代わってメンタルヘルスサービスを旨

とすべきことを提唱したい。産業精神

医学はあくまでも第一次予防を本務と

すべしとの意見もあるが、現状では精

神衛生管理となる怖れがあるので、第

二次、第三次予防につながる相談・治

療・復職サービスを中心に行うことが

現実的で実り多いものと考える。（広

瀬 1988:892） 

 

 先ほど言及した加藤は、産業精神保健に

ついて 1960 年前後から積極的に論じ、その

なかで先ほどの危険性について注意を喚起

しながら、一次予防を長らく称揚してきた25。

また後述する山田(2008,2011)が検討して

いる EAP 企業などは、まさに生産性向上に

結びつくことを謳う「精神衛生管理」を売

り物にしているわけである。このなかで、

広瀬が医療者として関わるのは、二次・三

次、つまり治療や復職支援を中心にすべき

だと論じたことは興味深く、また、前小節

で問題にした、health oriented であるこ

とに対する笠原嘉の憂慮と重なるものであ

ると考えられよう。 

 さて、本節の最後に、「日本産業精神保

健学会」について触れておこう。初代会長

の加藤(1993)によれば、1989 年に、当時日

本鋼管の産業医であった島悟から「産業精

神保健研究会」を作ろうという申し出があ

り、それがきっかけとなったという。THP

が開始された翌年ということになる。第Ⅰ
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期でその回想録から引用した人物も多いが、

1992 年まで、早期から企業に産業医として

勤めた経験のある精神科医らによる講演会

を、ほぼ隔月のペースで開催している。 

1991 年より、旧厚生省が委託し、国立精

神・神経センター精神保健研究所の藤縄昭

が班長を務めた「職場の精神保健に関する

研究」が、主にこの研究会によって担われ

ることになった。12 企業の労働者を対象に、

ストレスモデルに従った要因分析を行うな

どの調査研究がなされたが、前小節で言及

した笠原と河野のやりとりは、この委託研

究の一環として開かれた会合の記録である。

そして、1993 年には研究会が学会となった。

研究会の当初より委託研究等を通じて行政

との関わりも深く、第Ⅳ期に入るが大部の

ハンドブックやマニュアルも編集しており、

産業精神保健の領域では現在に至るまで中

心的な組織となっている26。 

同じく 1993 年には、やはりこの分野のも

う一つの中心的存在といえる「日本産業ス

トレス学会」も発足しており27、産業精神保

健をめぐる取り組みがさらに興隆していく

組織的な条件がこの時期に相当程度準備さ

れたといえるだろう。 

 

 

５．第Ⅳ期「拡充期」 

―1990 年代後半～2000 年代― 

  

5.1 行政による取り組みの加速化と高密

度化 

 前節で言及したように、1990 年代前半に

産業精神保健研究会が中心となって受託し

た「職場の精神保健に関する研究」は、旧

厚生省が委託したものであったが、80 年代

末に THP を策定した旧労働省も委託研究を

行っている。とくに、1995 年より 1999 年

まで「作業関連疾患の予防に関する研究」

の一部として、本稿でもたびたび言及して

きた加藤正明が班長を務めた「労働の場に

おけるストレス及びその健康影響に関する

研究」は大がかりなものであった。付言す

れば、この委託研究を継続時期からみて時

期区分としてはⅣ期に含めたが、少なくと

も委託当初の課題意識としてはⅢ期に属す

ると見てもよいだろう。 

さて、この班内に「健康影響評価グルー

プ」「ストレス測定グループ」「ストレス

対策グループ」などが組織され、2000 年 3

月には 400 ページを超える報告書が出され

ている。この報告に基づいて作成された「職

業性ストレス簡易調査票」や「仕事のスト

レス判定図」は、その後に使用マニュアル

も作成され、現在でも厚労省が「具体的取

組で活用するためのチェックリスト」とし

て掲げているものである。 

この研究班に属したメンバーが、たとえ

ば日本産業精神保健学会の学会あるいは学

会誌において、90 年代後半には盛んにスト

レス関連のシンポジウムを企画・開催して

おり、いわば政策的にストレス研究（とく

に医療者を中心とした）が推し進められた

ことが見てとれる。事実、上述の研究班で

副班長を務めた下光輝一（東京医科大学）

が、2007 年の『日本医師会雑誌』に収録さ

れた座談会で次のように述べていることは

注目されよう。 

 

国などの行政の施策と学会の研究活動

の間に大きなギャップがある。つまり、

ポリシーとサイエンスのギャップが大
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きいということがどの分野においても

いつも言われていることですが、この

ストレスとメンタルヘルスの領域では

サイエンス、ポリシーギャップがほか

の領域に比べてかなり少ないのではな

いかと私は思っています。メンタルヘ

ルスに関して国の施策を立案する行政

を行う人たちが、ストレス研究者たち

に対して政策を進めるうえで解決すべ

き諸問題を投げかけ、そのための研究

費を助成するなどしております。また、

研究者のほうも施策の立案や展開に役

立つような研究成果を出すよう努力す

るというように、学会の研究活動と国

の施策との連携が比較的うまくいって

いるのではないかと思います。（久保

他 2007:12-13） 

 

この傾向は、たとえば、自殺予防対策と

して、厚生労働科学研究費補助金に基づき、

2005 年より「自殺関連うつ対策戦略研究」

（のちに「自殺対策のための戦略研究」に

名称変更）が始められたことに象徴的に現

れている。とりわけその出発点においては、

山田(2008)がまとめているとおり、「自殺

とうつ病について調査によって実証的に明

らかにし、自殺率の減少とうつ病予防に寄

与すること」を目的にしたものであるが、

この研究には、5年間で 10 億円程度の予算

が投入されている。 

 さて時間の流れをもとの地点に戻せば、

委託研究という一般的には目に触れにくい

取り組みから、行政による取り組みがより

顕在的になり、加速化・高密度化していく

のは、1990 年代の末からである。羅列的に

なるが、公表された指針や法令について簡

略に確認しておきたい。 

まず、1999 年 9 月、旧労働省から「心理

的負荷による精神障害等に係わる業務上外

の判断指針」が公示された。これはそれま

での「心因性精神障害の業務上認定に際す

る留意事項」に比べると、精神障害そして

それに起因する自殺について労働災害とし

て認定される要件を緩和したものといえる

28。 

翌 2000 年の 8月には、「事業場における

労働者の心の健康づくりのための指針」が

公表される。前年 5 月より検討会が組織さ

れ、その報告に基づくものである。企業内

（外部資源も取り入れた形での）のメンタ

ルヘルスケアの「メニューを包括的に示し

た」もの、言い方をかえれば「総花的とも

取れるような感じ」の指針ではあるが、「こ

れからがメンタルヘルス元年みたいな感じ

かなという印象を持っています」と検討会

のメンバー自身が語っている29。内容につい

ては再度言及するが、関連事業も多く、た

とえば「職場におけるメンタルヘルス対策

の事業者等支援事業」などが翌年には創設

されている。 

さらに 2001 年の暮れには『職場における

自殺の予防と対応』という小冊子を公表し

大量に配布している。ただし、この自殺を

テーマにした取り組みは、職場に限られる

ものではなく、厚労省社会・援護局に設置

された有識者懇談会が検討したものとして、

2002 年には『自殺防止対策有識者懇談会報

告』が、同じく社会・援護局から 2004 年に

は『地域におけるうつ対策検討会報告書』

が公表されている。そして、2006 年には、

NPO 法人ライフリンクが牽引役となり議員

立法によって「自殺対策基本法」が 6 月に
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成立30、10 月に施行された。2005 年には大

型の研究プロジェクトが立ち上がったこと

は既に記したとおりである。 

 より職場に限定された議論に戻れば、

2004 年に厚労省より「心の健康問題により

休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

が公表された。それに先立つことになるが、

2002 年には、障害者職業綜合センターにお

いて、「在職精神障害者の職場復帰支援プ

ログラム」（通称リワークプログラム）が

開始されている。職場のメンタルヘルスと

いうことでは、おそらくもっとも実際的に

関心の高いトピックではないだろうか。 

 そして、第Ⅳ期の山場といえる「労働者

の心の健康の保持増進のための指針」が、

2006 年 3 月に公示される。この指針（新メ

ンタルヘルス指針）は、2000 年の「心の健

康づくりのための指針」（旧指針）を基本

的には踏襲しているが、2005 年に改訂され

た労働安全衛生法に基づく指針として打ち

出されるなど顕著な特徴をもつものである。

その後も、2011 年 3 月に至るまで、労災認

定基準として新たに考慮すべき項目の検討、

心理的負荷評価表の再検討などが続けられ

てはいる。しかし、その実効性などについ

ての評価は分かれるところであろうが、こ

の新メンタルヘルス指針は、この時期の行

政的な関心の高まりの主たる帰結でもあり

象徴でもある。この指針について関係者た

ちが論じたことは、重要な観察ポイントを

形成しているといえるだろう。 

 

5.2 この時期の背景 

―その１：自殺者数の急増― 

 この時期に、なぜ行政対応が急速に進め

られたか。その背景については、各種検討

会などに参加した複数の委員や行政官が語

る通り、1990 年代後半における自殺の急増

と、やはり同時期に「過労自殺」裁判で行

政側あるいは企業側が最高裁で敗訴するケ

ースが相次いだことが挙げられるだろう31。

後者について補足すれば、精神疾患につい

ての労災申請件数は 90 年代に入って急上

昇するが、1996 年の 2件の原告側勝訴によ

って申請数はさらに倍増する。 

 自殺件数の推移について多くを述べる用

意はないが、図１・２に示したように、と

くに 1998 年に生じた件数の突然ともいえ

る増加は、社会的に大きな反響を呼んだ。

警察庁の統計をみると、1970 年代末には 2

万 1千件ほどで、90 年代初頭まで、ほぼそ

のレベルで推移していた。そこから徐々に

増加し、1997 年には 2万 4千件を超えてい

る。ところが、1998 年には一挙に 3万 3千

件に迫っており、翌 99 年には 3万 3千件を

突破している。その後、多少の増減はある

が、ほぼこのレベルが維持されてしまって

いる32。 
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 この激増の背景については、たとえば内

閣府経済社会総合研究所が京都大学に分析

を委託している。その報告書によれば、多

角的な統計解析の結果、バブル崩壊後、こ

の時期になって顕著な形で具現化した雇

用・経済環境の悪化である可能性が高い。

1998 年 3 月決算期前後の失業・倒産の増加

と平行して男性自殺者数が急増したことが

確かめられている。そのメカニズムとして

は、1997 年から 1998 年にかけて、経営状

態の悪化した金融機関による「貸し渋り・

貸し剝し」が中小零細企業を多く破綻に追

い込んだことが、自営層の自殺に大きく影

響したこと。あるいは、経営状況の悪い企

業が人員削減により無職者を増加させると

ともに、被雇用者へのリストラ圧力となり、

そのことも自殺率を高めたであろうこと、

これらのことが結論的に述べられている

（京都大学 2006:83-84）。 

 こうした分析は、当然、1998 年に自殺件

数が激増した男性、そして中高年層の置か

れた社会的状況を捉えたものであるが、こ

の「構造的」な把握に対して、厚労省が「職

場における自殺の予防と対応」に関連して

打ち出していったことが、とりわけ「うつ

病」に照準した「メンタル・ケア」であっ

たことは、確かに批判的な評価も招くもの

ではあろう33。ただし、産業・労働に関わる

行政的取り組みの総体がここに一元化され

ていたと断定できる経験的な裏付けも筆者

は持たないため、この角度からの評価は、

少なくとも現時点では留保しておきたい。 

 ここでは、次の 2 つの点を確認しておこ

う。まず、自殺件数の急増は、国の対応を

求めるメディア論調を生み出したことだ。

たとえば、1998 年内の統計が出る前に、朝

日新聞は「働き盛りの男性自殺急増 国レ

ベルの予防体制急げ」と論じている。その

中で、日本での予防対策は進んでおらず、

「『自殺予防は重要なテーマ』という厚生

省だが、研究は一件しかない。……労働省

も、『自殺が急増する中高年へのアプロー

チは必要と考えている』（労働衛生課）と

関心を示すが、職場でのメンタルヘルスに

関する研究などがあるのみだ」と批判的に

書かれている（朝日新聞 1998/6/12）。 

 では、その世論の圧力は、対応策として

「うつ病」の予防・対応を求めたものであ

ったのか。この点が確認しておきたい二つ

目の事柄になる。結論からいえば、当時そ

うした圧力は必ずしもなく、むしろ厚労省

と厚労省がこの問題について「専門家」と

認めた精神科医を中心とした集団が、自殺

と「うつ」をセットで認識するフレームを

先導するように打ち出していったところが

ある。 

図 3 は、見出しに「自殺」と「うつ」が
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ともに含まれている新聞記事の件数を 1997

年から 2010 年までカウントしたものであ

るが、90 年代にはほとんどなく、2003 年頃

より、「うつ」が「自殺」と強くリンクさ

れ出したものと思われる。ただし、先述の

朝日新聞の記事も含め、「倒産やリストラ」

が中高年を襲ったという経済動向への言及

もありつつ、コメントを求めた専門家とし

ては、主として精神科医やカウンセラーで

あり、この問題をメンタルヘルスケアとい

うフレームに収めていく条件は確かに存在

していた。図 3 から推測されるのは、行政

対応のフレームと一般メディア上のフレー

ムが、顕在的な行政対応が進められるよう

になったこの 10 年ほどの間に、「うつ」と

いうキーワードにおいてよりコンパクトに

収斂してきたことであろう。 

 

 

このことには、やはり注意を向けておくべ

きだろう。NPO 法人ライフリンク代表の清

水康之が自らのブログで興味深い経緯と重

要な指摘を行っている。清水は、先述した

5 カ年の研究プロジェクトである「自殺関

連うつ対策戦略研究」に、研究評価委員の

一人（唯一の「非医療関係者」）として参

加した。プロジェクト開始時の 2005 年 11

月の評価委員会に出席した清水は、そこで

プロジェクト名を改称することを強く提案

することになる。 

当初より、研究テーマは「地域特性に応

じた自殺予防地域介入研究」と「うつによ

る自殺未遂者の再発防止研究」の二本立て

であるにも関わらず、現在の名称は、簡略

化すれば「うつ研究」にしかならない。し

かし、自殺が起きない地域社会づくりに関

する研究が「うつ」研究に限定されるべき

ではなく（このことは WHO や厚労相諮問機

関がまとめた提言などでも明らかだ）、あ

たかも「自殺対策はうつ対策がすべて」の

ような誤解を与える名称は適当ではない、

というのが清水の主張の骨子である。その

上で清水は、精神医学的な個人対応モデル

の席捲は、社会総体的な対応の必要性への

感度を押し下げるものであり、「精神医学

にできることの限界をもっと周知していれ

ば、こうした研究だってもっと早くに実施

され、自殺で亡くなる人を少しでも減らす

ことができてきたかも知れない」とも述べ

ている。このとき、評価委員長からは「う

つよりも自殺対策」に重点があること、そ

して厚労省の行政官からは「うつ対策から

自殺対策に重点がシフト」していった経緯

に関する説明もあったという34。 

その結果、この研究プロジェクトでは、

翌年の 3月に「自殺対策のための戦略研究」

へと名称が改められた。しかし、図 3 にみ

られるように「自殺」と「うつ」をセット

にするフレームはより一般化されてきたよ

うに考えられるところもある。そのなかで、

「職場における」対策としては個人対応モ

デルを超えるものが打ち出されているのか、
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図３ 「自殺＆うつ」の見出

し記事件数

(朝日新聞と読売新聞）
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あるいは今後そうした方向にさらに議論が

進むのか、そうした問題は注視していくべ

き事柄といえよう。 

 

5.3 この時期の背景 

―その２：過労自殺裁判― 

5.3.1 最高裁判決とその影響 

 2000年前後より行政対応を加速化させた

背景としては、90 年代に「過労自殺」裁判

が急増、そして行政や企業が立て続けに最

高裁等で敗訴となったことがより重要かも

しれない。「心理的負荷による精神障害に

係わる業務上外の判断指針」が 1999 年に発

表されたことは既に述べた通りであるが、

そのための「精神障害等の労災認定に係わ

る専門検討委員会」は、1997 年 2 月に発足

している。その後の改訂に関わる検討委員

会にも参加しており、この問題に詳しい精

神科医の黒木が経緯を明瞭に述べている。 

 

平成 8年度(1996 年度)に 2件の新入社

員の自殺が大々的にマスコミ等で報道

されたが、この 2 事例に関しては、当

初労働省は労災認定を否定したにもか

かわらず、訴訟事件にまで発展した結

果、……自殺労災申請急増の契機とな

った。……この二つの事案を契機に労

働省労働基準局補償課職業病認定対策

室は本省内に平成 9 年以後精神疾患に

関する委員会を発足させ、事例ごとに

業務上外の検討を行ってきたのである。

（黒木 2001:104-105） 

  

 ここで述べられている事例とは、「神戸

製鋼所・短期反応精神病自殺事件」と「電

通・うつ病自殺事件」を指している。多少

とも正確を期せば、前者は、黒木が別所で

述べている通り、「労働基準監督署、労働

基準局、労災審査会で一貫して業務外」と

判断されたが（黒木 2000:5）、行政訴訟に

よって業務外の一連の判断が違法とされた

事例である。しかし、後者については、労

災申請に対する判断が下される前に、企業

の責任を問う民事訴訟の一審で原告側が勝

訴し、さらに二審でも原告側勝訴（ただし

過失相殺を適用）したのちの三審、最高裁

に係属中に、東京労働基準監督署が労災と

認定している35。 

 すでに、これらの事例やその他の過労

死・過労自殺に関する経緯や訴訟における

主要な論点を解説する記録・研究は多い。

とりわけ熊沢(2010)は、膨大な資料に基づ

き、多くの事例を問題ごとに整理しつつ紹

介し、この「過労」の背景に横たわる企業

そして社会全体の問題を説得的に描き出し

た大変な労作である。ここでは、こうした

優れた先行研究に依拠しつつ、とりわけこ

の二つの事例と、それによって新たに策定

されることになった「業務上外の判定指針」

について、産業精神保健をめぐる議論とそ

の動向に与えた影響という観点から説明を

加えておきたい。 
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影響の大きさという点については、精神

障害等の労災補償状況に関する厚労省発表

データに基づく図４・５をみるだけで、ひ

とまず確認できるだろう。労災請求の件数

は、様々な要因によって変化しようが、労

働現場の実態とともに、請求という行為を

可能にする条件、さらにそのなかに含まれ

るともいえるが請求の結果として認定され

うる可能性についての認識が大きくかかわ

っているものと考えられる。とくに二つ目

を可能にする条件についていえば、1988 年

6 月より、労働関係の弁護士たちが「過労

死 110 番」活動を開始したことによって大

きく変化した。しかし、「精神障害」にか

かわる部分では、請求件数もごくごく限れ

たものであり、1994 年になって年間 10 件

を超える状況であった（ちなみに、脳・心

臓疾患の労災請求は同年 400 件を超えてい

る）。1996 年でも 18 件に限られる。しか

し、上述の 2 事例で原告側が勝訴した翌年

の 1997 年には、41 件と一挙に二倍以上に

なる。 

そして、「業務上外の判断指針」がその

年の 9 月に公表された 1999 年には、実に

155 件となる。その後は図 5 にみる通り、

少なくとも請求件数は急増の一途を辿り、

2009 年には 1136 件となる。このことは、

国はその監督責任を問われると同時に、認

定の判断にかかわる膨大な行政コストを背

負い込むことを意味し、企業はたとえ損害

賠償の形でないにせよ、確実にその責任と

社会的妥当性を、かつてとは比較にならな

い頻度で問われることになることを意味す

る36。この圧力を抜きにして、国や企業のそ

の後の「メンタルヘルス」についての関わ

り方やその変化を解釈することはできまい。 

 

 

また、次の点も補足が必要であろう。図

4をみると、前節でも紹介した 1984 年の設
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計技師の自殺未遂が労災として認定されて

以降、1996 年まで、5件の認定事例がある37。

こうした事例があると、翌年の申請件数は

多少増えることもあるが、しかし神戸製鋼

所や電通の事例のような急増を惹起するこ

とはなかった。それは、この 5件の職種（騎

手、運転手 2 名、溶接工、潜水工）と密接

にかかわるが、どの事例も物理的な事故が

精神障害の原因と認定されたものであり、

いわゆる精神的ストレスや長時間に渡る過

重労働といった事柄が要因として認定され

たわけではなかった。その意味でも、1996

年に判決が出た神戸製鋼所と電通の事例に

ついては、他の事例とは異なる点を中心に、

ごく簡略にではあるが説明を加えておく必

要があるだろう。 

 

5.3．2 神戸製鋼所事件とその含意 

まず、神戸製鋼所の事例であるが、被災

者の山川さん(24 歳)が自殺を遂げたのは

1984 年のことであった38。入社後 1 年も経

たない研修中に、本社と電話による通信も

困難であるインドのとある地域に赴任する

ことになるが、現地企業とのトラブルに一

人で対応せざるをえない状況に追い込まれ

る。遺族は、その年の 11 月には、この自殺

を業務上の災害として遺族給付支給の申請

を行った。しかし 1985 年には労基署は不支

給処分の決定をし、1988 年に審査請求棄却、

1991 年には再審請求も棄却された。同年、

この行政の判断を不服として、遺族は行政

訴訟を提起する。この当時、行政判断を覆

す判例はなく、なによりストレス自殺への

労災適用は先例がなかった。 

争点としては、被災者が精神障害に罹患

していたか、それが業務に起因するものか

という点がまず問われ、さらに問題になる

のは、この「自殺」が労災と認定されるか

という点であった。労災保険法 12 条のなか

で、労働者の「故意」による事故は労災の

対象としない旨規定している。つまり、そ

こに労働者の自由な意思が介在する限り、

その行為（たとえば自殺）は労働者に帰責

されるべき事柄であり、業務に起因すると

は判断しえないということである。それゆ

えに労働省の通達においても、心身喪失状

態（自由意思の不在）での自殺のみ例外的

に労災と認めるとされていた39。この点につ

いて、遺族側は、たとえその自殺が「外形

的には労働者の意思的行為と見られる行為」

であっても、その行為が業務に起因する「精

神障害の症状」として認められる場合には、

自由意思に基づくとは言えず、それはあく

までも業務に起因する災害として認められ

るべきであり、「『心神喪失』の状況にあ

ることを絶対的要件」とすべきではない、

と主張した。 

この点について、裁判所は、本件の自殺

は「精神障害により心神喪失状態にあった

ということができる」とすることで、「心

神喪失」の有無は本質的な問題ではないと

いう意味での要件論についての判断はしな

かった。もちろん、この判断によって、行

政の業務外認定を覆して労災と認めた初の

事例となったわけである。しかし、「あっ

さり」と心神喪失状態と認定してしまうこ

とで、従前の労働省基準を超えるものでは

なくなり、それゆえに「精神障害等に係わ

る業務上外の判断指針」が出されるまでに、

3 年以上の時間が過ぎることにもなった、

と宗万=川合(2000)は述べている。この宗万

らの意味するところは、専門外の者からみ
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るといささか分かりにくいが、裁判所が要

件論を少なくとも結果的には回避したこと

で、その点の法的解釈の変更に水路付けが

なされなかったゆえに時間がかかったとい

うことになるのかもしれない。山川さんの

精神的失調が業務上とされた時点で、労働

省は認定基準の見直しに乗り出さなければ

ならなくなった――翌年からそのための検

討委員会が招集される――ものの、「心神

喪失状態」が従来通り要件とされたという

ことで、この点についての議論のいわば余

地ができてしまったということであろうか

40。 

しかしまずこの事例について注目すべき

は、自殺に関する論議ばかりでなく、宗万

らが「判例」として高く評価しているとお

り、「裁判所の具体的できめ細かな認定方

法」になるであろう。これも宗万らが述べ

ているが、被災者の直面したトラブルだけ

を抜き出せば、「客観的には自殺の原因と

なるような重大なトラブルとは言いにくい」

ものであった（宗万=川合 2000:57-58）。 

筆者は、この点は、明瞭なる過重労働が

背景となる電通事件以上に、労働省に対し

て大きなインパクトを持ち得たのではない

かとさえ推測する。この一見すると軽く思

えるトラブルについて、裁判所が示したの

は、通信にも事欠く異文化の地でビジネス

を行うことの負荷の大きさが――諸他の企

業の経験や取り組みに鑑みても――きわめ

て大きいこと、そして研修期間中に過ぎな

い若手社員がサポートも得られない場合に

置かれる苦境とストレスがやはり甚大なも

のであることであった。このように、自殺

が生じた文脈を十分に配慮することで、「業

務上」であることが認定されたわけであり、

労働省としてはここに対応していく必要性

に迫られたはずだ。 

 

5.3．3 電通事件とその含意 

さて、次の事例に移ろう。電通事件は、

1991 年に 24 歳の男性が、記録でわかる範

囲でも、8 ヶ月間ひたすら長時間労働を強

いられ、最後の一ヶ月には 3 日に一度は徹

夜という「常軌を逸した長時間労働」（一

審判決の表現）の結果、疲労困憊し、うつ

病を発症し、そして自死に至った事件であ

る。その間には、上司からの明らかなハラ

スメントもあった。遺族は 1996 年に電通に

損害賠償を求める民事訴訟を起こす。この

事例でやはり注目すべきは、企業の安全配

慮義務が精神疾患について従来より広く、

かつ厳しく問われたことだろう41。 

被災者の長時間労働と体調不良や精神的

変調を知りながら、なんら実質的な対応を

とることなく、なおざりな指導をしただけ

の、否、その後も仕事を増やしさえした上

司が複数いた。一審では、企業に対して、

「（上司たちの）安全配慮義務の不履行に

起因して、一郎（被災者）が被った損害を

賠償する義務があるというべきである」と

明瞭に断じている。1997 年の二審では、原

告勝訴としながらも、被災者の性格や遺族

の対応にも問題をみとめる過失相殺を適用

した。しかし、2000 年の最高裁判決では、

改めて企業の安全配慮義務違反が強調され、

さらに二審の過失相殺適用には「違法があ

る」と完全にこれを否定している。この裁

判の画期的意義として、弁護士の岡村親宣

は次のように述べている。 

 

事業者の労働者に対する蓄積疲労等に
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よる労働者の心身の健康破壊を防止す

べき注意義務を肯定し、この注意義務

の懈怠である過失と被災者のうつ病罹

患・自殺との相当因果関係を認め、我

が国裁判史上初めて過労自殺の企業責

任を認めたことにその画期的意義があ

る（岡村 2002:423） 

 

 電通事件の最高裁判決が下って間もない

頃、『産業精神保健』誌上に、この判決を

めぐって開かれた座談会の様子が、「特別

企画」として収録されている（大西他 

2000:83-97）。この事例がもつインパクト

を象徴するものでもあるが、そのインパク

トを内容的により明確に理解するためにも、

そして産業精神保健に関わる一部ではある

が有力な精神科医たちにとって、それがど

のような意味をもつものであったのか――

より厳密にはどのような語りを引き出すも

のであったのか――を知るためにも、この

座談会の席上で交わされた議論に注目して

おきたい。ここで特記すべきは、電通事件

の最高裁における最終局面で、企業側弁護

人を務めた安西愈が出席していることであ

る。 

 まず、最高裁の判断が安全配慮義務の範

囲を拡大したことがやはり議論の導入とな

った。前節で 80 年代の労働省で THP 策定に

関わった河野慶三が、この当時は富士ゼロ

ックスの産業医として切り出している。 

 

現場で健康管理をしている立場では厳

しい判決だと受け止めています。こう

いう判断がされると、最高裁の判決で

すから企業・事業者にはこれを順守す

る義務が生じます。それに対して私た

ちは産業医としてどう技術的なサポー

トをしていくかが問われます。……「業

務と密接な関連を有する」ものの「直

接起因はしていない」健康上の問題に

対しても、この判決では新しい考えが

示されています。安全配慮義務からみ

ると、その範囲が非常に拡大したとい

うことです。（大西他 2000:87） 

 

配慮義務の対象が「業務起因」性から「業

務関連」性に拡張されたことにまず目を向

けたものであるが、弁護人であった安西が

発言を始めると、会社側の管理責任と労働

者の自己管理責任との対立軸が一気に議題

の中心になっていく。 

安西の発言には、筆者からみると、様々

な項目が入り交じるところがあり、いささ

か論理構成がわかりにくいところがある。

しかし、論旨としては、およそ以下のよう

になるだろう。会社側責任が問われるポイ

ントとして、労働者が精神疾患になる可能

性についての所属長の予見可能性の問題と、

予見できた場合の結果回避可能性、この二

つが問題となる。しかし、どちらも困難で

ある。 

予見可能性についていえば、本人からの

業務軽減要求や「健康管理上の対応」要求

といった明確な申し出がなければ、「プラ

イバシーの問題」もあるので、業務と関連

づけて予測することは困難である（大西他 

2000:88）42。そして、そもそも、被災者本

人が精神面とは思わず耳鼻咽喉科で治療を

受けていたが、「一流の病院でも気づかな

かったのに、どうして会社の上司に予見可

能性があるのか」が問題であるが、「最高

裁では一顧だにされませんでした」と述べ
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る（大西他 2000:89）。結果回避可能性に

ついていえば、上司に本人がうつ病である

という認識がない――つまり予見可能性が

ない――以上、自殺についても予見できな

いのは当然であると語る（大西他 2000:88）。 

そして、安西が発言のなかで織り交ぜな

がら繰り返し語るのは、労働者本人の「自

己管理」責任である。長時間労働とはいう

が、「自由裁量的な労働」であるのだから、

自己管理すべきである。また、電通には三

六協定に基づき、時間外労働が一定基準を

超えれば、「なぜそのような長時間労働に

なったのかを検討し健康診断をするミニド

ッグという制度」もある。それを利用しな

かった以上、それは本人の責任の問題が問

われるべきだと。しかし、こうした制度が

利用しにくいことを安西自らが説明してい

る。 

 

ところが、本人がたくさんの時間申告

をすると、そういう労使の委員会に呼

び出されたり、上司がなぜそういう仕

事をさせたのかと問われ面倒になるの

で、自己規制したのです。本人自身が

そのようになると面倒だから申請はし

ない。……裁判所は、「そういう制度

があるだけでは駄目だ。利用させなけ

ればいけない」という判断なのです。

制度があるのにそれを利用しない人に

ついて、手取り足取りやらなければな

らないというのが大問題だと思います。

（大西他 2000:88-89） 

 

上司とのトラブルが十分に予見され利用

しにくいという事情を語りつつ、それで自

己規制するのは自己利益のためであるから、

それは自己責任としかいえない、というこ

とであろうか。筆者はこの論法に唖然とす

るものも感じるが、様々な立論の仕方はあ

るだろう。しかし、こうした労働者側の「自

己管理」責任に問題を還元していく企業側

の論理は、後述する安衛法改正における「医

師との面接義務」についても現れるもので

あり、産業精神保健が営まれる職場の概念

操作上の文脈として重要であり、ここであ

えて引用をした次第である。 

ところで、安西のこの発言について、精

神科医の荒井稔が――精神神経学会で 2005

年に産業精神保健について教育講演をして

いる――発言をしており、自己管理につい

ての精神科医から示された一つの見解とし

て興味深い。 

 

健常者でも自分の不調に気づくように

自己管理・自己責任を負っていただく

ことは、これからの社会の基本的な流

れになると思います。とくに精神医学

の分野では、父権主義といいますかパ

ターナリスティックな対応が批判の対

象になっており、患者の自己決定権と

か、そういうものが尊重される時代に

なってきます。その点でいえば、（最

高裁判決は）時代に逆行した意見にな

るだろうと思います。 

……上司は医者でもないのに、部下の

私的な部分も含めて聞き、かつ精神的

な変調があるかないかを評価して、医

者に受診させたり薬を飲ませたり、休

養をとらせるといったことまで責任を

負うのか、上司の役目は非常に重いわ

けです。（大西他 2000:89,括弧内引用

者） 
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 この発言にいわば勢いづけられる形で、

安西の「病院でもわからないものを上司が

わかるのか」といった上記の発言が出てく

る。しかし、精神科医の河野は、それは極

端に過ぎる誤解であると指摘している。 

 

最高裁でも上司に病気の有無の判断を

しろとは考えているわけではないと思

います。病気の判断をする必要はない

が、おかしさには気づいてほしい。こ

の点については、産業医として教育の

なかで事業者にも言わなければいけな

いことだし、事業者が雇っているマネ

ジャーに「そこまでは、して欲しい」

と言うべきなのだという意味です43。

（大西他 2000:89） 

 

 その後、1999 年に公示された業務上外の

判断指針も含め、産業医の求められる事柄

――従業員の精神健康面についての把握力

――が大きくなってきているという話題も

挟むが、最後に「企業防衛」について議論

が及ぶことになる44。 

司会の大西（精神科医）が、今回の判例

によって、企業にとって従業員は明確にリ

スク管理の対象になったということかとの

問いかけに、荒井が「その通りです」と答

える。たとえば、電通の事例の賠償額と自

殺の発生率から年間のリスクを金額として

計算すると 6 億円であり、「そういう金額

的なところで、まずは会社の動機付け」が

必要であり、そこで企業として産業医に何

を求めるか、どのぐらい投資をしておくべ

きかが理解されてくるであろうと発言して

いる。大西が端的にまとめているが、「福

利厚生ではなく、いまやリスクマネジメン

トの時代になった」という認識になる（大

西他 2000:93）。 

 そのマネジメントの仕組みとして、労働

者本人が自分の健康情報を産業医にまず開

示すること、産業医はそうできる条件を

日々の活動を通して構築していくべきこと

などが論じられる。そして、そうした仕組

みをサポート体制として十分に実行してい

れば、「労災は認められても民事の過失責

任は認められないということもあるかもし

れません」という発言があり、あるいは本

人と上司との不調をめぐるやりとりを文書

記録として逐一残しておくことがリスクマ

ネジメントにつながるし、そうしたことが

企業に必要な投資であると認識されていく

ことが望ましいという発言などが参加者か

らなされた45。 

 

5.3．4 「精神障害等に係る業務上外の判

断指針」について 

 いささか 2 事件に関わる議論が長くなっ

たが、それら判例への対応として出された

「業務上外の指針」の特性について、黒木

(2001)や、この指針についての検討委員会

の座長を務めた原田(2000)、そして熊沢

(2010)の議論に従って記しておこう。第 1

に、労災認定の対象となる精神障害の範囲

が広げられた。それ以前の労働基準法施行

規則のなかに「その他業務に起因すること

が明らかな疾病」の項（1987 年より）や、

「心因性精神障害の業務上認定に際する留

意事項」では、精神障害を心因性、器質性、

内因性に分け、内因性はあくまでも個体側

の要因が主要因であるとしてこれを除外し

ている。しかし、1999 年の指針では、業務
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による心理的負荷、業務以外の心理的負荷、

個体側要因を比較考量して、業務上外を判

断するもので、障害の対象は国際疾病分類

ICD-10 で取り上げられているすべてのもの

になった。 

第 2 に、この業務上外の判断のためにス

トレス評価表が作成された。これは、まず

「『あらゆる精神障害は外界からの刺激と

それを受ける個体の反応性との両方の要因

によって生じる』という常識的な考え方」

に基づくものである（原田 2000:276）。仕

事上で生じうる出来事の侵襲強度に重み付

けをし、さらにそれぞれの出来事について

心理的負荷の強度を三段階に分けて、質的

変化や持続時間などにも留意して判定する。

その上で、責任や環境の変化なども検討し

て総合評価を行うというもので、幾つかの

点で曖昧さや恣意性の入り込む余地はある

が（熊沢 2010:28）、従前に比べればはる

かに系統的な評価手続きが導入されたこと

になる。 

第 3 に、自殺についての認定基準も、上

記の変更に応じて変化した。神戸製鋼所の

部分でも述べたように、それまでは「心神

喪失」状態、つまり罹患した精神障害から

自殺という行為までの間に「故意」が、い

わば主体としての判断が介在しない場合だ

けが労災と認定されるとしてきた。「遺書」

を残すという正常な判断能力を伺わせるも

のがあれば認められないという、恐らく一

般的には奇妙とも思える基準があった。こ

れに対して、検討会は、故意がない自殺と

いう設定に無理があるとし、心神喪失概念

に代えて、「精神障害によって正常の認識、

行為選択能力が著しく阻害され、あるいは

自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が

著しく阻害されている状態」で行われた自

殺は「故意にあたらない」との見解を示し

た（原田 2000:277）。そのため、「判断基

準」においても、その「希死念慮」を生み

出した精神障害が業務に濃厚に関連したも

のである限り、労災と認められることにな

った。 

検討会座長の原田自身は、こうした検討

結果（そして判断基準）について、精神障

害によらない自殺（たとえば「引責自殺」）

が業務上にならないことの問題、あるいは

そもそも障害についての要因の現実的な割

合から考えれば、労災補償が上／外の二者

択一でしかないことが公平性を著しく欠く

こと、さらに業務上外という発想を超えて、

本人あるいは遺族の生活保障という観点こ

そが基本であるべきではないかといった問

題を提起している（原田 2000:278）。それ

でも、熊沢も「やはり画期的だったのだ」

と評価するように（熊沢 2010:28）、この

新基準によって認定件数は大幅に増えてい

くことになる。 

 

5.4 新旧メンタルヘルス指針とその周辺 

5.4．1 「旧指針」とその特徴 

 さて、ここまで、第Ⅳ期の行政的対応の

加速化を説明する背景として、とくに 1990

年代後半に生じた自殺件数の増加と過労自

殺裁判に注目した記述を行ってきた。その

ため、とくに労災認定の判断基準について

多く言及することとなったが、ここでは

2000 年に策定・公表された「事業場におけ

る労働者の心の健康づくりのための指針」

（旧指針）と 2006 年の「労働者の心の健康

の保持増進のための指針」（新指針）につ

いて、とりわけ関係者たちがどのように論
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じているのかに注目して、その基本的な性

格や経緯について論じておきたい。 

 

 労働省は、1999 年 5 月に「労働者のメン

タルヘルスに関する検討会」を設置し、1

年後に出されたこの検討会の報告をもって

旧指針としている。後述するように、新指

針は改訂された安衛法に法的根拠を持って

いるのに対して、この旧指針は、あくまで

も対応を促す程度のものであり、検討会の

座長を務めた櫻井の表現を使えば「事業場

に対しては、それぞれの実態に応じて実施

可能な部分から取り組むことを求めた」も

のである（櫻井他 2000:6）。 

そしてその構成としては、先に述べたよ

うに「総花的」ともいえるし、「総合的」

ともいえる。メンタルヘルスケアとして、

①労働者によるセルフケア②ラインによる

ケア③事業場内産業保健スタッフによるケ

ア④事業場外資源によるケアの“4 つのケ

ア”を明記しており、1988 年に出された THP

が基本的にはセルフケア中心主義であった

ことに比べれば、より系統的に職場環境の

改善や職場におけるケア・システムの構築

を指向したものといえる。ただし、この検

討会のメンバーを集めた座談会において、

産業医（精神科）の廣尚典は、この指針が

あくまでも努力義務であることからくる危

惧を述べている。 

 

正直なところ、この 4 つが並列で並べ

られるということに少し違和感を持っ

ております。……ここに書かれている

内容を、各企業はできるところから取

り組めばいいということに関連してで

す。例えば、「ラインによるケアがあ

まり出来ない、難しい。それではセル

フケアに重点を置いて進めよう。」そ

ういった方向にいく恐れはないか。管

理監督者の役割よりも、そのセルフケ

アの部分が強調されて、「わが社は、

メンタルヘルス対策としてセルフケア

を全面に出しています」ということに

なったとしたら（後略）（櫻井 2000:9） 

 

 この廣の「若干の懸念」に対して、疫学

的アプローチを専門とする川上憲人は、異

なる見通しを述べている。 

 

それは、むしろ少し逆で、これまでメ

ンタルヘルスは手がつけ難い、精神問

題だからセルフケアだけしておけばい

いや、という会社もあったと思います

が、そういう会社は、今回の報告書を

セルフケア以外にもラインによるケア

があるという意味で理解されるでしょ

う。……むしろセルフケアだけやって

誤魔化そうという企業は少なくなるで

はないかと期待をもっています。（櫻

井 2000:10） 

 

 楽観的に過ぎるとも思えようが、この

2000 年という時期における関係者たちの期

待を示すものとして、そして行政的な取り

組みとしての「職場のメンタルヘルス」と

いうものが、ある一定のパターンで対応を

形象化し、推進を図ろうとする象徴的な語

りとして、ここに引用してみた。期待の対

象とは、ライン＝現場の管理監督者である

が、旧指針をめぐるこうした座談会では、

議論の中心がラインによるケアに集められ

る傾向があり、ラインへの「期待」の大き
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さを示しているように受け取れる。 

そして、いま引用した川上が、「ライン

によるケアがある」と理解される、と述べ

たように、あるアクターが担うものとして

形を与えることで理解しやすくなる、とい

う予見がある。これは、THP のときの「心

理相談員」と基本的には同じ構図ではない

だろうか。実際、2006 年の新指針になると、

そのアクターが今度は「産業医」になる。

これが、筆者が「一定のパターン」という

意味である。 

そしてさらにいえば、このパターンには、

“本当のところ、もっと組織的な取り組み

を企業に求めたいのであるが、そうもでき

ないので、ひとまず考えられるアクターが

よき担い手となって成長・奮起してくれる

ことを大いに期待する”という背景的な事

情も見え隠れする。新指針の「産業医」の

意味づけにもっとも顕著なところであるが、

旧指針についても、やはりそうした側面は

見受けられる。 

たとえば、この検討委員会にも参加して

いた河野慶三が、このあたりの経緯につい

て示唆的なことを述べている。4 つのケア

については、どれか一つをやればよいとな

らないように注意を促す文言はいれている。

「これらの実施事項はひとつのシステムと

して機能すべきものである」と、「はじめ

に」の最後に書いてはいる。 

 

ただ、「この順番でやれ」という言い

方は難しいので「出来るところから」

（「実態に応じて実施可能な部分から

取り組むこと」）という表現にしたわ

けですよね。 

 

実は、報告書の最後の図「心の健康づ

くりの基本的な考え方」に記載されて

いる最初の文章に、「それ（ひとつの

システムとして機能すべし）を必ず入

れるように」と言ったのですが、落ち

ていますね。そういう意味では、若干

…（櫻井 2000:10,括弧内引用者） 

 

 報告書の最終段階では、検討委員が「必

ず入れるように」と言っても、それがなぜ

か落とされてしまい、表現は弱められてい

る。新指針が法令のバックグランドをもっ

て出されたときに、主たる担当行政官であ

った労働衛生課長の阿部重一が「今までも

指針はあったわけでございますが、……む

しろこれは何か遠慮がちにやっていた」、

あるいは「どうしてもメンタルヘルス対策

になると……強力な指導・監督はできない

というような経緯は確かにあった」と述べ

ている（櫻井 2006:6）。たとえば、その「出

来るところから」といった一文は、「遠慮

がち」であることの一つのエピソードであ

るのであろう。 

 それでは、「ラインによるケア」につい

ての、検討委員たちの認識はどのようなも

のであったのだろうか。そこには、メンタ

ルヘルスをセルフケアに還元しないという

意味でかなり高い評価を寄せる発言もあり、

この検討委員会参加者たちによる座談会で

も、他のケアについてよりも多くのことが

語られ、期待の高さも伺える。司会の櫻井

がラインによるケアとして「労働環境の評

価と改善」を打ち出したことが、この指針

の特色であると述べているが、それに対し

て川上からは次のような発言がある。 
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ラインによるケアに職場環境が入って

いるということは非常に画期的だと思

いまして、これが今まで抜けていたた

めに、どうしても心の健康、メンタル

ヘルスというと個人向けの対応で終わ

っていたのですが、これが入ったこと

で、組織的な対応に変化しつつありま

す。（職場環境には仕事量だけではな

く、自由度や裁量権の問題、さらに人

間関係も入ってくること、それらが心

理的ストレスにすべからく影響してく

ることが諸研究で確かめられているが、

そうした視点を）かなり盛り込んでい

ただいたという形になっていると思い

ます。職場環境の定義が急に広がった

ので、読む方が多少の戸惑いを感じら

れるかもしれません。（後略,括弧内は

引用者による発言の要約）（櫻井他 

2000:13） 

 

 様々な論文や座談会で、産業衛生の専門

家という立場から、セルフケアが先に来る

ことに批判を唱えていた廣も、この川上の

発言を受けて語る。 

 

職場環境というものを幅広くとらえた

ということは、やっぱり非常に大きい

と思います。これまでの管理監督者教

育は、問題の人を早く見つけて適切な

対応をとるということが中心でしたか

ら、それに加えて、一次予防的なもの

がしっかりと盛り込まれたというのは

大きな意味があります。（櫻井他 

2000:13） 

 

 この上で、それでは管理監督者に対して

どのような研修が必要であるかといったこ

とが議論されている。たとえば、まず部下

の健康面についても配慮する必要性のある

ことを認識させること46、そのために人の話

が聴けるというスキルとしての素養が求め

られること、ただし話を聴いて自分で抱え

込むことはせず適切に専門の産業保健スタ

ッフにつなぐことができること、こうした

事柄である。 

 ただし、スタッフによるケアについて、

幾つかの難点も語られている。主に二つあ

るが、一つは事業者がトップとして従業員

の健康について基本的な考え方を明確に示

しておかないと「管理監督者はいろんなと

ころで困ります」ということ。もう一つは、

管理監督者という存在が、縮小されていく

傾向もあれば、業務・組織形態によって部

下と日常的に接するとは限らないという問

題もあることなど、管理監督者に期待する

ことが実際的な条件に照らしてどこまで一

般的に可能であるか、という問題である47。 

後者の問題は、組織によっては人事管理

部門に機能を集約するなど技術的に対応可

能な側面もあるが、前者の問題、事業者が

この予防的取り組みについて、どれだけ、

そしてどのような形で関与すべきなのかと

いうことは、この問題を考える上でさらに

重要な点であろう。この指針内では、「事

業者自らが、事業場におけるメンタルヘル

スケアを積極的に実施することが効果的で

ある」とは記されており、指針を作成した

検討会の座長も務めた櫻井は、別所でこの

点が従来にはない重要なことであると評価

している（唐沢他 2000:16）。しかし、こ

れはもちろん責任を問うものではない。こ

うしたケアの体制を構築し実効性を持たせ
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ていく上で、事業者がどのような役割を果

たすべきなのかは、いたって漠然としたも

のである。この指針ではライン（管理監督

者）の役割が、後で見るように新指針では

産業医の役割が強調されるものの、かれら

の役割の遂行に対して事業者が果たすべき

事柄は曖昧なままであれば、そのことは一

つの困難を構成することになるのではない

だろうか。 

 ところで、この座談会では、③事業場内

産業保健スタッフによるケアと④事業場外

資源によるケアについての言及はいたって

少ない。『産業医学ジャーナル』という産

業医が多く読者であるはずの雑誌上に掲載

が予定された座談会である。しかし、産業

医がメンタルヘルスに主体的に「係わるべ

き重要な問題であるという認識はきちんと

持っていなければいけない」と河野が述べ

てはいるものの、現状では関心の低い人が

多く、「一番中心になっているのは保健婦

さん」で、「保健婦さんを支えることが一

番現場では役に立つかな」といった山本（当

時、労災病院の心療内科部長）の発言にみ

られるように、産業医の役割についての議

論はとくに深化することはない。後者の④

についても、ネットワーク構築が必要であ

るが、可能性があるのはどの組織・機関で

あろうかといった調子で話は終わっている。

やはり、この旧指針においては、②のライ

ンによるケアが、検討委員たちにとっても

主要な論点であったことが確認されるとこ

ろである。 

 

5.4．2 「脳・心臓疾患の認定基準の改正」

から「総合対策」まで 

 それでは、2006 年に公表された新指針に

ついての議論に移ろう。旧指針との相違が

まず興味の向くところではあるが、それを

列挙していく以上に、ここではその策定の

経緯になによりも注目しておきたい。同年

に施行された、改正・労働安全衛生法（安

衛法）の改訂過程から考えなければ、メン

タルヘルス指針が改訂される文脈は理解し

得ないが、この改訂過程を通してこそ、新

旧指針の相違点がもつ多分に政治的な意味

を確認していくことができるからである。 

 この一連の過程のとくに“直接的”な発

端を求めるとすれば、2000 年 7 月に、脳・

心臓疾患に関わる労災認定をめぐる 2 件の

行政訴訟で、最高裁が原告側勝訴の判決を

立て続けに下したことになるだろう。大阪

淡路交通事件と東京海上横浜支店長事件で

あるが、ここではその内容については省略

する。一点だけ重要なポイントを挙げると

すれば、発症前のどのぐらいの期間からの

業務の過重性を判断の対象とするか、その

点で国側の基準が完全に覆されたことにな

るだろう。 

この点について、労災認定基準の変遷を

振り返れば48、1961 年から 1986 年まで、「発

病の直前、少なくとも当日」の間だけが因

果関係を認める期間（という表現がそぐわ

ないが）であり、1987 年の基準改訂によっ

てようやく「発症前一週間以内」になった。

はじめて蓄積疲労が評価の対象になったわ

けである。しかし、後に暴露されるように、

87 年改訂とともに「認定マニュアル」が労

働省から労基署に出されていた。それは、

当日業務量が日常の 3 倍、あるいは一週間

前から無休で日常の 2 倍の業務量であれば

業務上と認定という、熊沢(2010)の表現に

従えば「酷薄きわまるマニュアル」であっ
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た。1995 年になると、「発症前一週間以内

の業務が日常業務を相当程度超える場合に

は、発症前一週間より前の業務もふくめて

総合的に判断する」とさらに基準が緩和さ

れ、認定率も 87 年基準のもとで数％であっ

たところから、10%を超えるようになった。

しかし、労働時間の目安もないなど、過労

という問題の実情からはまだまだ乖離して

いたといえる。 

しかし、上記の 2000 年に最高裁判決が下

った事例については、どちらについても半

年あるいはそれ以上に渡る過重負荷とそれ

による慢性疲労を業務上と判断したのであ

る。労働省はその年の 10 月には認定基準の

見直しを検討していくことを発表し、11 月

には和田攻（当時・埼玉医科大学）を座長

とする医療者 8 名、法律家 2 名からなる検

討会が設置された。2001 年 11 月には検討

会の報告書が出され、厚労省から「脳・心

疾患の認定基準の改正について」が通達さ

れる。 

座長の和田によると、検討会では、主と

して複数の疫学調査を根拠として、「睡眠

時間と脳・心臓疾患の発症リスクの関係」

を中心に検討し、そこから時間外労働の時

間数の増大が脳・心臓疾患のリスクをどの

ように高めるかを推定する作業を行った。

その結論として、月 100 時間以上の時間外

労働がある場合はリスクが 2～3 倍になる

こと、あるいは、2 ないし 6 ヶ月の平均で

80時間以上になると調査によって結果が分

かれるところがあったが、「安全サイドに

立ちまして、それも一種の要件として」認

めるということになったという（櫻井他 

2005:6-7）。この検討会が算定した数値は、

労災認定基準だけではなく、2002 年に厚労

省が事業主に対して、やはり通達として示

した「過重労働による健康障害防止のため

の総合対策」（以降、総合対策）に反映さ

れることになり、さらに 2006 年の改正・安

衛法および労働安全衛生規則（安衛則）に

も取り込まれていくことになる。この点で

も、一連の過程の直接的な発端は、脳心疾

患の認定基準見直しと考えられよう。 

 

ここから、さらに安衛法の見直しへと進

む背景としては、厚労省を中心とした関係

者のなかに、上記の「総合対策」という通

達、つまりあくまでも努力義務を課す「お

願い」でしかないものでは不十分である、

という認識があったようだ。たとえば、先

述の和田は、認定基準の検討会から、さら

にこの法律の見直しの原案を作成した検討

会「過重労働・メンタルヘルス対策の在り

方に係る検討会」の座長も務めているが、

その和田や当時の安全衛生部労働衛生課課

長であった阿部重一らの共通の語りとして

見られるのは、この通達では不十分であっ

たというものである。 

具体的に挙げられるのは、2002 年に「総

合対策」を通知したが、2003 年に厚労省で

行った調査では、大企業も含め実施率は 62%

にとどまり、労災認定患者も増えている（認

定基準の改正の部分を勘案しても増えてい

る）、ストレスや不安を持つ労働者も増え

ている、といったものである。そこから、

「総合対策には限界がきたのではないか、

ぜひとも法改正を行って努力義務から義務

にしていただけないかという空気がでてき

たわけです」49、あるいは「お願いベースで

できる対応はやっているのですが、このよ

うな悲惨な過重労働・メンタルヘルス障害
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を防ぐためには、法制化した上でもっと広

く対策をとらなければならないという認識

があったわけです」50ということになる。 

この点をいささかくどく引用するのは、

後述するように、法改正に当たっては企業

経営者側からの強い反対があり、そのサイ

ドからの言い分としてまずあったのは、「総

合対策」の通達後 1～2年で効果を云々する

のは拙速ではないか、というものであった

からだ。確かに、全企業に網をかけて時間

外労働を――三十六協定でそれ以上が認め

られてはいても――45時間に収まるように

努力せよ、労基署はそれを指導せよと通達

を出しても、実施率が 100%に近くなり、健

康面での効果も目に見える形で上がるとい

うことは、いささか難しいのかもしれない。

しかし、法制化に対する厚労省の構えは相

当に強いものであったと推測される。いさ

さかうがった見方になるが、脳・心臓疾患

の労災請求・認定数の推移（図 6）や、精

神障害等についての労災補償状況（図 5）

をみる通り、認定基準が現実に緩和されて

そこでの財政支出に対する歯止めがきわめ

て困難になった以上、問題のいわば元の部

分へ踏み込まざるをえなくなったという側

面もあったのではないだろうか。 

 

 

 
 

 

5.4.3 「在り方に係る検討会」と一つのア

イデア 

 ともあれ、こうした厚労省の構えのもと

に、2004 年 4 月から「過重労働・メンタル

ヘルス対策の在り方に係る検討会」（以降、

在り方検討会）が開始される。ただし、衛

生課長・阿部が座談会で述べているが、安

衛法を「過重労働対策中心に改正するとい

う議論を最初にしたときは、実はメンタル

ヘルス対策というのはそれほど大きなテー

マとして意識はされていなかった」という

ことである（櫻井他 2006:5）。実際、この

在り方検討会のメンバー10 名のうち、精神

科医は 2 名のみであり、座長の和田も含め

6 名が他科の専門医、あと 2 名が法律の専

門家である。しかし、最終的には、とくに

長時間労働を続けた者については医師によ

る面接においてメンタルヘルスについても

チェックするという形で、法令のレベルに

乗ってくることになる。まず検討会の議事
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録をもとにそこでの流れを概観しておこう

51。 

 この流れの大まかな論理構成を、一部筆

者の推測も含めて、先にまとめておこう。

この検討会におけるメンタルヘルス対策と

は、80 年代の THP におけるような「健康増

進」主義では当然なく、むしろ明確に自殺

予防に焦点を合わせざるをえないものであ

った。そのため、どこかの時点で、とくに

うつ病の発症をチェックし必要な対応がと

れるようにすることが、とくに精神科医の

メンバーから求められるわけであるが、そ

の方法が問題となる。他科の医師メンバー

からは、チェックリストを用いた従業者全

面に網をかける必要も論じられたが、その

記録をどのようにプライバシーの観点から

問題のない形で――企業側の労務人事の視

点から利用されない形で――利用できるか

は、とくに慎重に検討を要する問題であっ

た。その難点をある程度回避した形で、「メ

ンタルヘルス不全に早期に対応する方策」

として、厚労省側が作成した案は、「長時

間労働者等に対する医師等による面接指導」

であった52。つまり、もともとは過重労働対

策として「疲労の蓄積によるリスクが高ま

った場合」に講じられる措置としての医師

面接において、メンタルヘルスについての

チェックも行うようにすればよいという案

である。 

 この点について、衛生課長（当時）の阿

部は、ある座談会で、過重労働に対する医

師面接の制度を作ろうといったときに、「面

接するのであればきちんとメンタルヘルス

もチェックをするという必要がある。議論

が始まった途端に、『いや、面接の意義は

メンタルヘルスのチェックにこそあるんだ

よ』というようなお話も出まして…」と語

っている（櫻井他 2006:5）。しかし、議事

録を読む限り、参加メンバーからそうした

発言があったようには必ずしも読み取れな

い。 

第 2 回の検討会の時点では、精神科医の

黒木宣夫から、「医療機関にかかっていな

いで自殺する」労働者が多々いることが大

きな問題であること、やはり精神科医の大

野裕から、ライン（管理監督者）では分か

らないが、産業保健スタッフまで行かない、

その中間的なところでチェックできる相談

室のようなものがあるとよい、そうした発

言がなされた。だた、黒木は、とくにうつ

病とは限定しない形で、調査結果からみる

と 100 時間以上の長時間残業をしている群

では、発病後 3 ヶ月内でかなりの割合で亡

くなる方が多いが、そこにも医療的介入が

ないままというケースがあることが問題と

補足的に語っている。この時点での関連す

る発言はこの程度である。 

第 3 回の企業関係者からのヒアリングに

ついては議事録が公開されていないので分

からないところがあるが、第 4 回の直前ま

でには、厚労省は先述の案を作成して配布

している。そこにはすでに、健康診断時等

にストレス状況の把握が求められるところ

であるが、プライバシーの保護について考

慮する必要があり、さらに「その際、チェ

ックリスト等による形式的な点数評価にな

らないよう産業保健スタッフによる評価や

事後措置を適切に実施できる体制にあるこ

と」が前提であると断り、その上で、「長

時間労働者」に対する「医師等面接」では、

「メンタルヘルス面にも留意して行うこと

が有効と考えられる」と、根拠となる調査
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情報も添えて書かれている。 

この第 4 回の席上で、その案に対して他

科医師から、むしろ健診で「しっかり検討

されたチェックリストだったら大いにやる

べきではないか」、あるいはうつ病などは

とくに病識を持ちにくい不調についてこそ

一律のチェック体制がなければ意味がない

ではないか、と強い意見も出される。しか

し、むしろ精神科医の黒木からは、「産業

医が直に面接する分には構わない」と思う

が、「ただ、チェックリストで○×がどこ

かに残ってしまうと、それをどう使うかと

いう問題が出てきますので、その辺はちょ

っと難しい」という慎重論が語られている。 

こうした各回での関連する発言と、「議

論のまとめ（案）」が出てきたタイミング

を合わせて考えると、この「医師面接」に

よる「メンタルヘルス」のチェックという

アイデアは、むしろ厚労省関係者から主導

的に出されてきたもののように思われる。

そしてこの案は、そのまま 8 月には報告書

となり、次の段階である、労働政策審議会

安全衛生分科会（以降、分科会）へと持ち

込まれる。検討会での細かな経緯に拘った

が、これはこれから紹介する「産業医」の

役割に関する議論を考える上で記憶してお

きたいポイントである。 

 

5.4.4 「安全衛生分科会」の攻防 

 この分科会は、公益代表、労働者代表、

使用者代表の各 7名、計 21 名からなる審議

会であるが、ここでの討議の結果が建議と

して国会の審議にかけられる。やはり公開

されている議事録を参照すると、上述の検

討会の報告書については2004年9月に報告

され、実質的な審議は 10 月の第 13 回分科

会より始められ、12 月末まで 6回の会合が

もたれた。先ほどから登場している安全衛

生課長の阿部は、翌年に開かれた座談会に

おいて、「非常に喧々諤々の議論があって

ですね、年末までずれ込んで予定の期間を

はるかにオーバーいたしまして相当きつい

やり取りがあったといことです」と語って

いる（櫻井 2005:11）。たしかに、使用者

代表からは、とくに医師面接の法制化をめ

ぐって、相当の批判・抵抗がみられた。 

2002 年の「過重労働」についての「総合

対策」でも、「労働者の健康管理に係る措

置の徹底」の項目があり、そのなかに次の

ような記載が認められる。 

 

月１００時間を超える時間外労働を行

わせた場合又は２か月間ないし６月間

の１か月平均の時間外労働を８０時間

を超えて行わせた場合については、業

務と脳・心臓疾患の発症との関連性が

強いと判断されることから、事業者は、

上記アの措置に加えて、作業環境、労

働時間、深夜業の回数及び時間数、過

去の健康診断の結果等の当該労働をし

た労働者に関する情報を産業医等に提

供し、当該労働を行った労働者に産業

医等の面接による保健指導を受けさせ

るものとする。また、産業医等が必要

と認める場合にあっては産業医等が必

要と認める項目について健康診断を受

診させ、その結果に基づき、当該産業

医等の意見を聴き、必要な事後措置を

行うものとする53。 

 

 そして、この「総合対策」の記載に加え

て、面接時には、脳・心臓疾患だけでなく
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精神的な不調・疾患のチェックを加えた上

で、厚労省は法制化を試みたわけである。

しかし、第 13 回のときに、阿部からこの説

明・提案がなされると、ただちに経団連の

讃井暢子から、総合対策の通知からわずか

の時間しか経過していないところで、これ

を法律において義務化する根拠はなにか、

そうすることで効果が上がるというデータ

はあるのか、という質問が発せられる。あ

るいは、日本 IBM の金子多香子（産業医）

からは、面接しても医師の指導に従わない

従業員もいるので、「本人の自覚の責任、

正直にいうと責任も一緒にないとうまくい

かない」といった発言がなされる54。 

 第 15 回のときには、商工会議所の伊藤雅

人から、時間外労働について一律に算出す

るコストが大変なものになるといった論理

まで持ち出され、伊藤はこれを年末まで主

張し続けることになる。さらに、伊藤が、

100 時間という根拠は薄弱だというと、検

討委員会の座長で公益委員として入ってい

た和田が詳細に反論する一幕もあった。伊

藤の反論は、経営サイドの考え方、あるい

はレトリックをある意味では率直に伝えて

いる部分があり、先ほどのコスト問題に接

続して次のような発言もなされている。 

 

仕事の量が管理部門の経営者側の人間

にとって、増えてしまうのです。そこ

の労働が増えてしまって、いま世界的

な日本の製造業、企業がどのような立

場に置かれているかということを考え

てみればわかると思うのですが、100

円ショップを考えてみてください。100

円ショップへ行って皆さん安いと思い

ますね。あれはどういう環境で作られ

ているか。外国からの異常な労働によ

って生まれてきた産物以外の何もので

もないのです。コストなど全然あって

ないようなものです。そういう人たち

と我々は闘って、日本の国を支えてい

るのです。仮にこういうことが積み重

なって、管理ばかり増えて、企業が経

営できなくなるとなると、もう廃業し

てしまいましょう。廃業してしまって

外国の人にすべてお任せしたら、結果

的に一体どういうことが起きてくるか。

我々は、日本の中で空洞化が起こって

物が作れなくなってしまうような、１

つの危惧を抱いているためにこういう

話をさせていただいています。 

 

 こうした使用者サイドからの主張と折り

合いを付けるということになろうが、公益

代表で日本クレーン協会会長（当時）の北

山宏幸からは、法制化は必要であると思う

が、時間外労働の時間だけを基準にするの

ではなく、「疲労が非常に蓄積していると

いう自覚をするような、特にリスクの高い

労働者に限って」法制化、つまり面接を義

務化すればよいのではないかという意見も

出される。これに対して、やはり公益代表

で医師の和田は、検討会座長としても当然

反論する。 

 

過労を自覚をした人ということが出て

いるわけですが、過労を自覚したこと

はこの前もお話しましたが二次予防に

入るわけです。すでに何らかの病気が

あって、それをきちんとチェックしま

しょうということで、本来であれば 100

時間で一次予防をやるべきである。す
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べてについてチェックすべきであると

私自身考えていますが、そういった意

味で、皆さんの合意でそういう自覚症

状がある人だけということであれば、

特にリスクの高い人を選んだことにな

るわけです。すべて二次予防でいくこ

とになると考えられるわけです。いま

の世の中、大体一次予防に全部移行し

ているところへ、二次予防を入れると

いうのも、ちょっと残念な気がするこ

とはします。もし、二次予防を重視す

るのであれば、ただ疲労の自覚症状が

ある人だけではなく、やはり産業医が

健康診断の結果や個別の事例、そのほ

かの情報によって、この人はちゃんと

した相談をすべきであると判定した人

を、是非入れていただきたいと考えて

います。 

 

 この和田の発言は、この後の議論の進行

に一定の影響を与えたようにも思われる。

「自覚症状」がある人にだけ限られるとい

う条件付けが結果としてなされること、そ

してその場合には、産業医が必要性を認め

た人には面接を行うようにすべきこと、こ

うした発想は、次の第 16 回分科会で、厚労

省（事務局）から提示された「取りまとめ

素案」に盛り込まれることになる。「申出」

と「勧奨」がキーワードだ。結局、この案

が法令になるので、労働衛生課長（阿部）

からの説明を記しておこう。 

 

時間外労働が「100 時間を超え、疲労

の蓄積が認められるものであって、面

接指導に係る申出を行った者に対して、

面接及び事後措置を義務づけること」

とさせていただいています。……もう

一つ重要な点ですが、……「イ 産業

医は必要があると認めたときは、労働

者に対してアの面接指導の申出を行う

よう勧奨できるものとすること」とい

うところを入れております。 

 

 これに対しても、使用者側からの抵抗は

続けられ、特に商工会の伊藤からは、総合

対策の時間外労働 45 時間内の指導をして

いけば、100 時間などにはならないはずだ

からそれでよいではないかいう発言もなさ

れる。このときには、計画課長から、45 時

間ではやはり収まらない部分もあるから

「若干抜け道的な部分」も大事にしてほし

いといったのは「使用者側の皆さん」であ

り、100 時間の基準にさらに「申出」をつ

けたのはその意をいわば汲んだわけである。

しかるに、今の伊藤氏の発言は、45 時間内

での管理を徹底すればよいといった発言と

受け取れるが、「その辺は使用者側の皆さ

ん方で、少し意見の相違があるということ

でよろしゅうございますか」と、書き起こ

された文言からもその場の緊張が伝わる発

言があった。それでも、讃井などからは、

やはり法制化することの効果について説明

がないといった反論は続けられる。 

 こうした使用者代表の主張に対して、労

働者代表の一人、全国建設労働組合総連合

書記次長（当時）の徳永国安の語りには、

無念と諦念が滲むかのようである。 

 

いままで議論してきた中身がかなり後

退しているという印象です。……きち

んとした一定の歯止めをかけておく必

要がいま必要ではないかと私は思って
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議論に参加しておりました。このなか

で産業医の面接指導の義務づけについ

てはいろいろ議論があって、とりあえ

ず申出があった者というところを読ん

で、後退しているのだと思っています。

申出があった者についてその辺をきち

んと把握して、過重労働から救ってい

くという方向でむしろ前向きにこれを

とらえていく姿勢がないと、これを受

け身にとってしまうと、結局は労働者

がしんどい思いをして…… 

 

 徳永は、第 17 回分科会でも使用者側から

反論が続けられたあとで、「あえて申し上

げたいのですが、労働側の立場からすれば

ここはぎりぎり、逆に言うとこれ以上の後

退は困るというのが率直な感じなのです。

言ってしまいましたが、そのような議論が

ありますので控え目に申し上げておきます。

できれば、この辺でまとめたらいかがでし

ょうか」と、この回の最後を締めくくるこ

とになるが、少なくとも公開の審議の場で

の実質的な議論はこれで終了し、医師面接

については素案の形で法令となる。 

 

5.4.5 改正安衛法と新指針 

 ―「期待」される産業医― 

 それでは、2005 年 3 月に閣議決定され、

翌 2006 年 4 月から大部分が施行された改

正・安衛法と安衛則の内容で、とくに「メ

ンタルヘルス」と関わってくる部分をまず

確認しておこう55。第 1に、月 100 時間を超

える時間外勤務を行った労働者で、疲労の

蓄積が認められ、面接指導を希望する者に

対し、医師による面接指導を受けさせるこ

とを義務化した56。これは事業者の義務とな

るが、第 2 に、労働者に事業者が行う面接

指導を受けることを義務化している。第 3

に、100 時間以下の時間外労働の場合につ

いては、やはり申し出を行った者について、

医師面接を努力義務化した。第 4 に、長時

間労働者に対する面接指導を産業医の職務

として明記した。第 5 に、産業医は、必要

を認める場合は、面接指導の申し出を行う

よう、勧奨できることを明記した。 

以上は、過重労働一般についての対策で

あり、メンタルヘルスにのみ関わることで

はないが、とくにメンタルヘルス対策の部

分として次の安衛則の改正点を挙げておく。

第 1 に、長時間労働を行った者に対する医

師の面接指導では、心身の状況、つまりメ

ンタルヘルスも含めたチェックを行うこと

が明記された。第 2 に、安全衛生委員会の

調査審議事項として、労働者の精神的健康

の保持増進を図るための対策の樹立に関す

ることが明記された。その対策を枠付けす

るということになるが、第 3 に、「労働者

の心の健康の保持増進のための指針」を、

法に基づく指針として策定した。この法と

は、安衛法の「第七十条の二 厚生労働大臣

は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき

健康の保持増進のための措置に関して、そ

の適切かつ有効な実施を図るため必要な指

針を公表するものとする。 ２ 厚生労働大

臣は、前項の指針に従い、事業者又はその

団体に対し、必要な指導等を行うことがで

きる。」というものである。 

 安全衛生課長（当時）の阿部が強調する

ように、「法文や規則レベルでは結構微々

たる」ものではあるが、メンタルヘルス対

策が法令ベースに乗ってきたのは初めての

ことであり（櫻井他 2006:6）、確かに日本
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の産業精神保健の歴史を考える上で一つの

画期点であることは間違いない。とくに、

明確に義務化された部分として、残業 100

時間以上の医師面接が入ってくることは関

係組織の取り組みに一定の影響を与えるこ

とになるだろう。たとえば訴訟の場面で企

業側が問われるクリティカルなポイントに

なりうるであろうし、行政も明確に監督責

任を問われるポイントになるだろう。この

点については阿部が語っている。 

 

これ（医師面接の義務化）を入れるこ

とによって今度は監督行政がきわめて

しっかりしたものになるであろうとい

うような期待が実はあったわけです。

申し出の書式、それから窓口、それか

ら証拠ですね、そういうものをきちん

と外形的に監督行政の側からするとき

ちんと監視できることになりますので

……（櫻井他 2006:12） 

 

 ただし、こうした側面での実効性は、さ

らに経験的に検討されなければ確認のしよ

うのないところが大きい。たしかに、とり

まとめ案の時点では「産業医等」という形

で、医師以外の面接が解釈的に許容される

ところがあったのを、最終的な法文におい

ては「医師」に限定したことで、健康面で

のチェック機能と過重労働に対する規制力

が増すところもあるかもしれない57。しかし、

分科会で労働者代表の徳永が繰り返し述べ

たように、「申出」があった場合という条

件が入ることで、大きく後退したことはい

うまでもない。 

 自ら職場のなかで医師面接を望むことを

労働者が申し出なければ、事業者側の義務

は発生しない。当然、労働者が受診するこ

となく健康上に問題が生じた場合には、本

人が申し出をしなかったということで自己

責任を問われて終わる可能性が大きくなる。

そこで、医師、とくに想定されているのは

産業医であるが、産業医の「勧奨」に多大

な期待が寄せられることになる。2005 年に

『産業医学ジャーナル』で企画された座談

会の席上では、そのことが繰り返し強調さ

れる。日本 IBM の産業医・浜口伝博が、申

し出と義務との関連について問いかけると、

まず阿部が答えている。 

 

（申し出をしてとはいうものの）なか

なか実際の議論のなかでは申し出られ

ない雰囲気、環境にあるのではなかと

いうところを担保するために、……産

業医は面接を勧奨することができると

いう、分かりきった話だと思うんです

が、念を入れて書き込むということで

合意ができているわけですね。……つ

まり産業医がきちんと職場を……見て

回って、あなたもう相当疲れているみ

たいだから 1回私のところにきなさい

と、じっくり話を聞いて中身調べてや

りましょうというような勧奨をしてそ

ういう面接機能を働かせてくれるとい

うことを期待して入れているわけです

ので、そこのところもよくご理解いた

だいてがんばっていただきたいと思い

ます。（櫻井他 2005:13，括弧内引用

者） 

 

 その座談会には、在り方検討会から分科

会まで参加してきた医師の和田も出席して

おり、その点は使用者側の「強い要望」で
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後退せざるをえなかった事情があると前置

きした上で、やはり以下のように語ってい

る。 

 

それを担保するものとしては……産業

医は申し出をしない人に対して受診を

勧奨できるとか、あるいは労働者は受

診する義務があるんだとか、その他努

力義務として……そういったことをや

ってくださいということでなるべく補

完したつもりです。そのへんの後退し

たところを広く医師が活躍して面接指

導に準じた対応をしてほしいと思いま

す。（櫻井他 2005:14） 

 

いずれにしても、産業医の職務がより

明確になると同時に、義務と責任がか

なり強くなってきたことがありますか

ら、その辺をきちんと考えられてぜひ

全力で活躍して欲しいと希望している

わけです。（櫻井他 2005:18） 

 

この「後退」は、なによりも使用者側の

圧力によって生じたものであり、阿部や和

田がその責任を問われるものでは当然ない

が、メンタルヘルスも含めて労働者の健康

に関する「職場」ゆえの困難や難問は、や

やもすると産業医に“丸投げ”されてしま

った印象が強い58。 

振り返ると、80 年代の THP のときには、

セルフケアとその分かりやすさから「心理

相談員」が強調された。2000 年の旧指針で

は、職場環境の改善についての実行責任者

としてライン＝管理監督者に期待するとい

う意味で、ラインによるケアが強調された。

そして、後述するように、安衛法の改正と

セットで改訂された新指針の文面おいても

産業医の面接指導が追加されているが、な

によりも指針を根拠づける法令において、

その職務に面接指導等の実施が追加されて

いる以上、産業医がよりクローズアップさ

れることになる。 

たとえば、新指針について、やはり『産

業医学ジャーナル』で座談会が開かれ、こ

の指針改定に関わる検討会にも参加してい

た医師数名も参加している。このなかで管

理・監督者に議論が及んでも、そこで強調

されるのは「基本的な知識としてセクハラ、

パワハラの問題について周知徹底させるこ

と」であり、むしろ「最大の環境要因」で

ある「直接の上司」はケアをする主体とい

うよりは、加害の側に回らない――加害者

にならせない――ということの方に注意が

むけられるようになったといってよいだろ

う（櫻井他 2006:15-17）。 

あるいは、なるほど、櫻井(2007)で指摘

されているとおり、新指針でも「事業者の

（メンタルヘルスケアへの）積極的な意思

表明」が社内における取り組みの効果を上

げるために必要であることが繰り返し述べ

られてはいる。しかし、それはやはり責任

に関わる言明ではないし、具体的な水準で

役割を明記しているわけでもない。そうし

てみると、「メンタルヘルスケア」につい

ての少なくとも日常的取り組み――またそ

れを可能にする体制の構築――に関する帰

責の構図は、管理・監督者が後景に退き、

産業医が法的にも前景化されることで、た

とえ医師が企業の被雇用者であるにせよ、

企業の外側へと漏れ出す形になりはしない

だろうか。 
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ここで、旧指針と新指針との主な相違点

についてまとめておこう59。新指針は、2004

年末に安全衛生分科会建議がまとめられた

あと、2005 年 4 月より「職場におけるメン

タルヘルス対策のあり方検討委員会」が設

置され、翌年 1 月まで計 9 回の会合を経て

策定された。既に本論で言及した事柄も多

いが、ごく簡略に新指針の特徴を示せば以

下のようになる。第 1 に、法律に基づく指

針になったこと。第 2 に、労使、産業医、

衛生管理者等で構成される衛生委員会等に

おいて調査審議の上、メンタルヘルスケア

について実効性ある対応体制を樹立するこ

との強調しており、そのための章が設けら

れたこと。第 3 にメンタルヘルスケアの進

め方についてより包括的かつ詳細に記され

たこと。具体的には、旧指針では 1 つの章

にまとめられていたものが 2 つの章に分節

された。第 4 に、産業医の職務に面接指導

が追加された。第 5 に、事業場内メンタル

ヘルス推進担当者が新設されたこと。保健

師等看護職や衛生管理者が候補となる。第

6 に、職場復帰における支援について新た

に項立てされた。第 7 に、個人情報の保護

について、より詳細に記されるようになっ

た。第 8 に家族との連携について言及され

た。主な点としては以上である。 

 

6．その後の動向 

6.1 安衛法一部改正法案をめぐって 

 

 ここまで、概ね 2006 年までの状況を辿っ

てきたが、それ以降から近年の動向につい

て少しく触れておこう。 

 第 6 節の前半部でも述べたとおり、1998

年の自殺件数の急増もきっかけとして自殺

予防への関心が高まり、2006 年には自殺対

策基本法が成立している。厚労省の委託研

究として、2005 年から「自殺対策のための

戦略的研究」という大型プロジェクトが

2009 年まで継続された。その直後 2010 年 1

月から、厚労省は「自殺・うつ病等対策プ

ロジェクトチーム」（以下、「プロジェク

トチーム」）を組み、上記プロジェクト関

係者などを対象にヒアリングや意見交換を

行い、5 月にはとりまとめとして『誰もが

安心して生きられる、温かい社会づくりを

目指して：厚生労働省における自殺・うつ

病等への対策』を発表している。 

そして、この報告で職場のメンタルヘル

スが重点課題の一つとされたということで、

その 5 月末から「職場におけるメンタルヘ

ルス対策検討会」（以下、「対策検討会」）

が設置され、6 回の会議を経て 9 月には報

告書も出されている。この検討会では、新

たに求められる枠組み――精神的不調を職

場で定期的にチェックし、より適切な医療

的対応がなされるようにする――からみる

と、産業医の現状は量的・質的に不十分で

あり、また経済的負担から事業所が専門領

域を異にする複数の産業医を雇うことを期

待すること出来ない。そこで、「メンタル

ヘルスに対応できる産業医等で構成される

事業場外の組織（外部専門機関）を整備・

育成」60し、そのことを通してメンタルヘル

ス不調者への対応が各事業場で適切になさ

れるようにすることが現実的であり、さら

に検討する必要があることなどが提言され

た。これを受ける形で、同年のやはり 9 月

より「事業場における産業保健活動の拡充

に関する検討会」（以下、「拡充検討会」）

が 4 回開かれ、事業場の従業員規模に即し
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たメンタルヘルスへの対応の“受け皿”―

―新たな、あるいは既存の地域内組織――

について議論され 11 月には報告書がまと

められている。 

こうした検討を踏まえる形で、2010 年の

12月には労働政策審議会建議がまとめられ、

翌 2011 年 10 月、厚労省は「労働安全衛生

法の一部を改正する法律案要綱」を労働政

策審議会安全衛生部会に諮問する。そのま

ま部会が答申し法律改訂案は同年 12 月の

臨時国会に提出された。結果的には、この

時点でも翌年 9 月の通常国会でも審議未了

で継続審議となっている。ここまで述べて

こなかったが、この法律改定案に繋がる一

連の流れについては、各方面から批判が寄

せられることになった。日本産業衛生学会

（以降、産衛学会）は、上記「メンタルヘ

ルス検討会」が開催されている 2010 年 6 月 

の段階で、「一般的健康診断の一部として、

全事業場で一律にうつ病のスクリーニング

を実施することには現状では問題」が多い

とする見解を表明している61。その後、2012

年に至るまで、産衛学会も含め幾つかの団

体から批判がなされる62。 

こうした一連の動向は、そもそも 2010 年

の「自殺・うつ病等対策プロジェクトチー

ム」の議論とその報告書において明記され

たものを起点としている。自殺防止の厚労

省対策 5 本柱として示されたものの一つ

（柱 3）に「職場におけるメンタルヘルス

対策・職場復帰支援の充実」が掲げられて

いる。さらにその 3 番目に「職場における

メンタルヘルス不調者の把握及び対応」が

あり、チームメンバーであった内閣府参与

の清水康之（NPO 法人自殺対策支援センタ

ー・ライフリンク代表）の意見として「定

期健康診断項目の追加検討が必要」と記さ

れている。これがプロジェクトチームのと

りまとめのなかにある「鳥瞰図」になると、

「職場の体制整備」のブロック内に「定期

健康診断を実施する際のメンタルヘルス不

調者の把握とその後の対応の検討」とプロ

ジェクトチームのいわば結論の一部と読め

る形で示されている63。また、この鳥瞰図の

該当部分で、定期健康診断の項目の下には、

「メンタルヘルスの専門家等を有する外部

機関の活用と質の確保のための措置の検

討」、「メンタル不調に対応できる産業医

等の養成」といった項目が続く。外部機関

の部分も、とくに産衛学会から強い批判が

なされるところであるが、上記二つの検討

会から安衛法改定案までの議論や内容を、

この「プロジェクトチーム」の議論が強く

枠付けたことは伺えよう。 

実際に厚労省が法案改正の概要として示

したものを、一部文章を簡略にしつつ以下

に示しておこう。①医師又は保健師による

労働者の精神的健康状況を把握するための

検査を行うことを事業者に義務づける。②

労働者は、事業者が行う当該検査を受けな

ければならないこととする。③検査結果は

検査実施者から労働者に通知されるが、実

施者が労働者の同意を得ずに結果を事業者

に提供してはならないこととする。④検査

結果によって労働者が（事業者に）医師の

面接指導を申し出たときには、事業者にそ

れを実施することを義務づける。⑤面接指

導の申出をしたことを理由に、（事業者は）

不利益な取扱いをしてはならないこととす

る。⑥事業者は、面接指導の結果、医師の

意見を聴き、必要な場合は、作業の転換、

労働時間の短縮その他の適切な就業上の措
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置を講じなければならないとする。 

では、どのような点がとくに批判の対象

となったのであろうか。様々な論点が提起

されているが、主な点について大きく切り

分けると以下のようになるだろう。(1) メ

ンタルヘルス不調を把握するためのスクリ

ーニングテスト（医師面接を含まない労働

者による自記式問診票）自体の有効性をめ

ぐる問題、(2)検査の結果、不調とされた労

働者に対して生じる可能性のある不利益に

関する問題（およびそれを回避するための

方法に関する問題）、(3)医療的対応の担い

手をめぐる問題、 (4)事業主責任の曖昧性

をめぐる問題、以上の 4点である。 

 

(1)については、実は「対策検討会」報告

書でも指摘されていることなのだが、現在

さほど精度の高い調査票があるわけでない

こと――とりわけ偽陽性者の、あるいは(2)

の理由による偽陰性者がかなりの頻度で生

じうること――が、諸団体から指摘されて

いる。とくに産衛学会は、厚労省が事業場

に義務づけることを検討している「精神的

健康の状況を把握する検査」について、「そ

の妥当性や有効性は未だに確認されていま

せん」と、2012 年 1 月公表の意見書にも明

記している。この「検査」は、もともと「対

策検討会」の報告の提言を具体化するため

に、厚労省からの要請で(独)労働安全衛生

総合研究所が2010年9～10月に検討を行い

――「ストレスに関連する症状・不調とし

て確認することが適当な項目等に関する調

査研究」（座長：下光輝一）――、報告書

にまとめた結果に基づくものである。具体

的には、本稿の時期区分では、第Ⅲ期から

第Ⅳ期をまたぐ形で行われた旧労働省の委

託研究の成果として作成された「職業性ス

トレス簡易調査票」（質問総数 57）から、

とくに 9つの項目――「ひどく疲れた」「不

安だ」「何をするのも面倒だ」など――を

抜き出したチェックリストである。同研究

所が翌年に「試行的実施」を行い、厚労省

としてはこの報告をもって 9 項目チェック

方式の妥当性を主張してはいるのであるが

64、その報告書ではより大規模な調査でその

精度を確認する必要があるとも述べられて

おり、これが産衛学会の批判の論拠とされ

ている。 

 

(2)の労働者に生じる不利益については、

「プロジェクトチーム」でも指摘され、「対

策検討会」の報告書でも、たとえば「心の

健康問題には、これ自体に対する誤解や偏

見等解決すべき問題が存在しており、うつ

病であることが分かった途端に解雇される

事例も見られる」と記載されている。この

点は、2010 年 6 月の産業精神衛生研究会報

告書でも、まず問題にされるところである。

かつてほどではないにせよ、メンタルヘル

ス不調には偏見や誤解があり、それは不調

を不治のものと考えたり、当人の能力自体

と結び付けたりするような傾向に現れる。

こうした状況があるため、「安易なスクリ

ーニングの導入は、精神疾患に関する不適

切なレッテル貼り（誤解に基づく差別化等）

につながり、まさに過去に問題視された精

神障害者の企業からの排除を誘発するリス

クも少なくない」と考えられると述べられ

ている。 

それゆえ、この報告書では続けて、質問

票の結果情報が企業内で当該労働者に不利

益を生まないための取扱い方も含め、適切
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な事後措置がなされる体制が明確に整備さ

れていなければ、スクリーニングの導入は

見合わせるべきだと主張される。また、そ

うした十分な事後措置の体制がないところ

では、労働者が不調と判断されるような回

答を避けることになり、虚偽の回答が増え、

スクリーニングテストを実施する意味はさ

らに無くなると指摘する。むしろマイナス

の「副作用」が大きくなるばかりであると。 

ところで、この労働者のメンタルヘルス

に関する個人情報の取り扱いについては、

安衛法一部改正案でも上述のとおり一定の

規則が盛り込まれている（③～⑤）。しか

し、④で、労働者が医師による面接指導を

申し出る対象は、厚労省の「法律案の概要」

では明示されていないが、「事業者」にな

るところは注意が必要だ。実際、「対策検

討会」の報告書の段階では、医師の面接指

導を受けるのに、労働者が事業者に申出を

行うことが必要とは書かれていない。 

健診をした――「ストレスに関連する症

状・不調の確認を行った」――医師は、産

業医など「就業上の措置について意見を述

べる医師」との面接が必要と判断すれば、

労働者にその旨通知する。ここで事業者に

対して、健診をした医師が、ある労働者が

面接を必要とするといったことを事業者に

伝わらないようにすることは法案と同じで

ある。だが、労働者が産業医等と面接する

こと――さらに産業医などから勧められて、

より専門的な外部医療機関を受診すること

――を、事業者に願い出る必要など無い。

事業者が当該労働者の医師面接を受けたこ

とを知るのは、ただ産業医などが就業制限

（時間外労働の制限や作業の転換等）や休

職が必要であり、そのために労働者の同意

が得られた限りで、事業者に意見を伝えた

ときである。少なくとも「対策検討会」の

報告書では、そのような形が「新たな枠組

み」として提示されていた。 

なるほど、「改正案」では、面接指導の

申出それ自体を理由に、事業者が労働者に

対して不利益となる扱いはしてはならない

とされてはいる。しかし、まず、スクリー

ニングテストの結果、なんらかの不調（の

疑いがあること）は事業者に伝わらざるを

得ない。そして、これは全日本民主医療機

関連合会が主張するところであるが、そも

そも不調の主な原因がそれこそ職場環境に

存する場合、申出は困難であるという批判

もなされる。「長時間労働を強要しまたは

ハラスメントを行っている上司等に面接希

望を申し出る事は、困難である」と（同連

合会が2012年1月に公表した意見書より）。

厚労省の「改正案」は、本稿の第 6 節で取

り上げた 2006 年施行の改正安衛法・則で、

一定の長時間労働を行った者が医師面接を

希望ないし申出した場合に事業者は面接を

受けさせる義務があるとしたことに合わせ

たものとも考えられるが、そうなれば当然、

そのときと同様の批判も生じよう。それは

(4)の問題となる。 

 

(3)の医療的対応の担い手をめぐる問題

とは、なによりもこれまでの産業医の産業

保健活動上の位置付け、もっといえばその

揺らぎに関する批判である。最終的な安衛

法改正案では、「プロジェクトチーム」案

にあった一般健診と一緒にメンタルヘルス

不調のチェックも行うという方式は取り下

げられ、「精神的健康の状況を把握するた

めの検査等」については別の条文が新たに
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作られ、あくまでも別の健診として行われ

る方針が打ち出されている。 

この含意はなにであろうか。産業医が行

う職務について規定した労働安全衛生規則

の第 14 条内に記されている「健康診断及び

面接指導」が既存の安衛法の条文に対応し

ている以上、新たな条文によって指示され

る「精神的健康…の検査等」は、産業医の

職務から外れることになる。実際、改定案

では、安衛法の既存の第 66 条第 1項中「健

康診断」について、括弧書きとして「精神

的健康の状況に関わるものを除く」ことを

加えることを明記している。そして、新た

に加えられる条文――第 66 条の 10――の

なかで、事業者が「医師又は保健師による

精神的健康の状況を把握するための検査」

を行わなければならないとする。メンタル

ヘルスの健診は必ずしも産業医の職務であ

る必要はなく、他の医師や保健師が行って

もよいことになる。言い方を変えれば、他

の医師や保健師が行うこともできるように

なる。 

産衛学会の2012年1月の意見書の冒頭に

くるのは「（Ⅰ）心身の健康を分離して健

康診断を行うことを強いる施策は、対象を

全人的に捉える『医の倫理』を無視してお

り、…労働者のためになりません」という

下りであるが、健康診断の分離方式がもっ

ぱら「医の倫理」に抵触するがゆえに問題

とされたともいえないように思われる。い

ささか穿った見方のようではあるが、「プ

ロジェクトチーム」以降の一連の流れとそ

れに対する産衛学会の声明を一読すればそ

れは明らかだろう。 

「プロジェクトチーム」の報告書および

その鳥瞰図で、メンタルヘルス不調者の把

握及び対応の受け皿として、「メンタルヘ

ルスの専門家と産業医を有する外部機関の

活用」「外部機関の質を確保するための措

置」が今後の検討課題として明記された。

この外部機関についはとくに「拡充検討会」

で、産業医の選任義務のある事業場（労働

者数 50 人以上）について、メンタルヘルス

に関して医療的なサービスを提供する「外

部専門機関」として、その構成や役割につ

いて構想されることになった。本論でも既

に述べた通り、精神科を専門とする産業医

は少なく、その産業医と外部の主治医の連

携が困難であることは長らく問題とされて

きた。こうした現状に対して専門性や関係

医師間の連携・調整を高めることが狙いと

されるが、拡充検討会の報告書では、外部

専門機関の位置づけについて以下のような

提言を行っている。 

 

嘱託産業医と同様の職務に責任をもっ

て従事させるため、外部専門機関に属

する産業医有資格者のうち 1 名を事業

場に対する業務を総括する医師として

当該事業場が定めた上で、総括する医

師が主担当となり他の産業医有資格者

との間で事業場や個々の労働者につい

ての情報共有などによる連携を図りな

がら、産業医の職務を提供する契約を

外部専門機関との間で結ぶことが必要

である。（拡充検討会報告書 2010 :5） 

 

 補足すれば、報告書に付されている外部

専門機関のイメージをみると、総括医師は

一つないし数社ごとに組織される医療チー

ムのリーダー役であり、さらに複数のチー

ムを束ね統括する役割として「産業医長」
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（「一定の見識を有する産業医有資格者」）

が設定される65。 

 こうした構想に対して、産衛学会からは

2010 年 12 月の時点で強い懸念と反対が表

明されている。懸念とは、この構想の流れ

で、外部専門機関と事業者が契約すれば産

業医の選任義務を果たしたことになる、つ

まり「産業医選任義務の実質的撤廃」が法

制度化に向けて「提議される恐れが極めて

高い」というものだ。理由としては、こう

した専門機関との契約には、現行の嘱託医

制度よりはるかに高額の負担が事業者にか

かる。また既に嘱託産業医が選任されてい

るような場合、総括医師の存在は「権限責

任の所在」について混乱を招く。そうなれ

ば、事業者をして外部専門機関のみに産業

保健活動を任せられるように法的改訂が求

められざるを得ないということだ。 

そして、それは職場でなされる産業保健

活動の質を低下させるという。なぜなら、

外部専門機関が拡充検討会で求められるよ

うな人員構成と活動を満たそうとすれば膨

大な費用を事業者は支払わなければならず、

それが回避されればむしろ低コストで劣悪

なサービスしか受けられなくなるからだ。

また、そもそも産業保健は、産業医や保健

職が巡視や安全衛生委員会への参加を通し

て時間をかけて事業場との連携を深めるこ

とでその質を向上させられるものであり、

ここに外部専門機関が割ってはいるような

ことをすれば、嘱託産業医などの「これま

での努力が雲散霧消しかねない」とも述べ

られている。 

日本医師会が 2012 年 2 月に公表した「産

業保健委員会答申」にも、外部専門機関方

式については、「安全衛生分科会において、

国がメンタルヘルス対策を急ぐあまり、産

業医とメンタルヘルス対策に対応できる医

師との連携の一つの方法として建議された

者であり、日本医師会が発意したものでも

ない」とし、「日本医師会は…事業場を熟

知する医師が産業医として選任される現行

の制度を堅持していくよう提言すべきであ

る」と述べられている。 

 こうした医師の団体からのきわめて強い

反対が存在したことも作用してのことであ

ろうが、上述したように安衛法一部改定案

のなかには、外部専門機関や産業医選任義

務に関わる項目は含まれなかった。そのた

め、一部改訂法案についての意見書では、

産衛学会としては、健診における心身の分

離が「医の倫理」に反するという形でのみ

言明しているが、この言明の背後には上述

の過程と問題が張り付いているとみるべき

であろう。 

 その他、担い手をめぐる論点としては、

医師不足の問題がある。外部専門機関が拡

充検討会の報告書にあるような要件を満た

すことになれば、大量の産業医（そして精

神科の産業医）が必要である。あるいは、

外部専門機関によらずとも、メンタルヘル

ス検査の結果、実際よりも多く陽性と判定

される労働者が出て来ることで多くの面接

希望者に対応できるだけの精神科専門医が

必要となるし、事業者に必要かつ適切な就

業措置を具申できるだけの医師もさらに多

く必要となる。このため法案改定を急げば、

現状の質・両面での医師の不足ゆえに大き

な混乱が生じるであろうし、医師の供給体

制の整備こそがまず急がれるべきだという

批判である66。 
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 最後の(4)事業主責任の曖昧性をめぐる

問題に移ろう。(2)でも言及した通り、この

改定案では、労働者からの申出がある場合

にのみ、事業者はからの不調を知ることに

なる。そうなると不調および不調の結果と

して生じたことについて、事業者は申出が

ない場合には、知り得なかったという理由

で免責される可能性が高い67。働くもののい

のちと健康を守る全国センター理事会の意

見書(2011.12)でも、むしろ面接を「希望し

なかった労働者個人の責任とされ、事業所

の安全配慮義務に対する責任を免罪するこ

とに」なると指摘される。同意見書では、

長時間労働に関する面接指導受診の申出が

50%にすぎないこともあげて、上記の問題が

大きくなる可能性を示唆している。 

 また、事業者責任と関係してくると考え

られるもう一つのこととして、この改定案

で示されたメンタルヘルス不調についての

検査結果は、職場の環境改善に結び付けら

れる形になっていないという批判がある。

確かに、たとえば職場の単位ごとに集計し

たものを事業者が参考にして職場改善に取

り組むといった主旨の文言は改定案にはな

い。上記の全国センターの意見書では、そ

もそも厚労省が考えているチェックリスト

9 項目には、「本人の気づきを促す」とい

う目的の通り、個人のハイリスクチェック

にはなりえても、「職場分析」に繋がるも

のではないと指摘している。 

 産衛学会の報告書（2010.6.26）でも、こ

の点が問題にされており、労働者が特定さ

れないことや当該職場管理者の責任追及に

ならぬように配慮しながらも、回答結果を

職場単位で集計し、環境改善に結び付けら

れるべきことが語られている。また、スク

リーニングが重視されることによって、手

間暇のかかる職場改善活動（一次予防）や

不調者の早期発見のためになされる管理監

督者への教育研修、あるいは随時利用でき

る相談窓口の整備などが軽視されるのでは

ないかと危惧を述べている。 

 

 以上、安衛法改定案に対するいわば内在

的批判あるいはその背景になった検討会案

への批判を中心にみてきた。しかし改定案

では書かれていない部分で重要な事柄を補

足しておく必要もあるだろう。この案は、

基本的に産業医の選任義務のある規模の企

業に関する議論であり、外部機関などと契

約できる経済力のない小規模企業の問題や、

非正規労働者へのメンタルヘルスケアの供

給に関する問題についてはなんら触れられ

ていないと、やはり各方面から指摘されて

いる68。拡充検討会などでは 50 人に満たな

い事業場については、地域産業保健センタ

ーの体制強化などが語られているが、検討

会が開かれていた同じ 2010 年には厚労省

内の仕分けによってその予算は削減され、

それまでの労働基準局単位(347 カ所)から

都道府県単位に縮小された。また都道府県

レベルで設置されてきた産業保健推進セン

ターも多くが廃止され 15 センターにまで

減らす方針が閣議決定されている。こうし

てみると、現在もっともメンタルヘルスケ

ア、あるいは産業医活動総体から遠ざけら

れている層についての取り組みは、やはり

疑問の付されるところであろう。 

 

6.2 リワークプログラムの興隆 

 

 精神医療者の側での近年の動向として一

つ注目しうるのは、職場復帰支援に関わる
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ものである。第Ⅰ期でも復職支援について

の言及が精神科医の回想のなかでみられた

ように、この取り組みは一部企業では意外

に長い歴史を持っているともいえる。しか

し、やはり 2000 年代に入って急激に注目さ

れるようになり、医療機関等で「リワーク

プログラム」が多く実践されるようになっ

たといえるだろう。 

この拡がりをただ行政の主導によるもの

とはいえまいが、2004 年には厚労省が「心

の健康問題により休業した労働者の職場復

帰支援の手引き」を公表し、2009 年には改

訂版を出しているように、行政としてもこ

の 3次予防の取り組みについては関心が高

いところがある。2004 年の手引きから、病

気休業開始から職場復帰後のフォローアッ

プまでを 5段階に分けて、それぞれの段階

で基本的に踏まなければならない手続きや

留意点が示されている。2009 年の改訂版で

は、支援の対象者に対する復職までの流れ

（プログラム）や事業場外で利用できる資

源や制度について十分な情報提供を行うこ

と、そして休職に関わる、あるいは「試し

出勤」に関わる対象者の身分上の規定につ

いてあらかじめ整備しておくこと、さらに

主治医と職場とが相互的な情報提供を含め

連携を強化することなどが盛り込まれた。 

医療関係者においては、とくにうつ病罹

患者に対する復職支援のリハビリテーショ

ンが、とりわけ事業場外での復職プログラ

ムとして急速に普及した。この起点は、1997

年 NTT 東日本関東病院の精神科で秋山剛を

中心に始められたリハビリを、東京のオフ

ィス街で精神科クリニックを開業していた

五十嵐良雄がアレンジして実践し始めたと

ころに求められよう。デイケアを含む「リ

ワーク・カレッジ」と名付けられたプログ

ラムは、うつ病罹患者が回復して家庭生活

を過ごせるようになったレベルから、実際

に職場で働けるレベルになるまでの間を埋

めていくことを目標とする。医師だけでは

なく心理士、精神保健福祉士などからなる

多・他職種チームによる様々な取り組みが

あるが、作業療法的なものばかりでなく、

個人そして集団の認知行動療法も導入され

ている。五十嵐は、この経緯について、「診

断書を発行して休職させて十分な休養をと

らせた後に、復職を試みても、失敗する患

者が続出し」、かつて勤務していた「病院で

の経験がほとんど役に立たなかった」と語

っている（五十嵐 2007:56）。ここには、彼

がクリニックで診るようになったうつ病の

様相が病院で診てきたものとはかなり異な

るという認識もある。いわゆる現代型うつ

と呼ばれることもある問題に関わるところ

であるが、復職リハビリ・プログラムがう

つ病治療の文脈でもつ意味についてはここ

では省略する。 

上述の秋山によると、2006 年時点では、

都内近県でこうしたリハビリ・プログラム

を実践していたのは 3カ所のみであった

（秋山 2006:13）。しかし、秋山や五十嵐を

中心に 2008 年に「うつ病リワーク研究会」

が発足し、2009 年 5 月には正会員がすでに

48 機関であり、2012 年 2 月時点で、「同研

究会会員であるリワークを行う医療機関は

32 都道府県 118 施設」とされている（五十

嵐 2012:2）。実際、近年開催される産業精

神保健学会やデイケア学会をみても復職支

援の報告は非常に多く、この 5年ほどの間

に急速に取り組みが普及していることが伺

われる。 

ただし、ここで「リワーク・プログラム」

とされるものは、あくまでも事業場外のそ

れ――就業前リハビリテーション――であ

り、事業場内のもの――就業リハビリテー

ション――ではない69。後者については、そ

のときの身分や処遇について制度的に整備

しておく必要があり、また職場と医療関係

者との協働体制もより密に求められること

から様々なコストもかかるものの、その有

効性が高いことは指摘されている70。就業リ

ハビリのための制度整備や実際の取り組み

がどの程度行われているのか、こうした点

も注視する必要があり、既存の調査結果を

後ほど紹介したい。なお、復職支援につい

ては重点的に調査研究を進めており、詳細

な議論は項を改めて展開する予定である。 

 

6.3 EAP 企業 

 本稿では第Ⅳ期を産業精神保健の拡充期

とし、それが過労自殺裁判についての画期

的な最高裁判決によって開始されことは既

に述べた通りである。また、そのことによ
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って企業にとってメンタルヘルスケアの問

題は、福利厚生の問題からリスクマネージ

メントの問題になったということが、関係

者の間で明言されていることも、ある座談

会を紹介するなかで触れた。2000 年以降、

行政から各種指針が出され、より日常的で

多面的な取り組みがなされることも求めら

れるようになった。こうした中で、企業に

生じた新たな需要に注目した「産業」も成

立してくる。 

『日本医師会雑誌』で 2007 年に「職場の

メンタルヘルス」の特集が組まれた。この

とき、その「現状と課題」について論じた

精神科医で、この分野の主導者的存在であ

った島悟は、「課題」に関連して、「非専

門家が『職場のメンタルヘルス対策』を有

望なビジネスチャンスとみなして、参入し

ていること」を挙げている。そして、こう

したビジネスの「乱立」状態に抗して、「医

師が、経営層や人事担当者などがメンタル

ヘルスに関する正しい理解をもつように働

きかけること、……メンタルヘルス活動を

適切にリードすること」を課題の一つとし

て訴えている（島 2007:24）。島が危惧し

ていた対象とは、非医療者からなり経営コ

ンサルタント的に EAP（employee assistant 

program）を提供するという民間企業（EAP

会社）である。周知のように EAP 会社は、

もともとアメリカで発達・確立したもので

あるが、日本では 1998 年に日本 EAP 協会が

設立され、設立者である市川によると、2007

年時点で企業数は約 50 社ということであ

る（市川 2007:◇）。 

この時点では企業数としてさほど多いわ

けではないが、厚労省は 2008 年には既に一

定の対応をみせる。この年の 6 月、都道府

県労働局労働基準部長に対して「メンタル

ヘルス対策における事業場外資源との連係

の促進について」という通達を出すが、こ

のなかでメンタルヘルス相談の専門機関に

ついて、「一定の要件を満たしたものにつ

いて登録・公表」することで、「優良な事

業場外資源の確保を図り、その利用を促進

する」と記している71。相談機関の登録基準

では、「事業者と契約を結び有料でその労

働者に以下のサービスを提供する機関であ

って医療法上の医療提供施設以外のものを

対象とする」と冒頭部にある。「相談対応

者」としては、「心理職」として一定の経

験を有することを条件とはしているが、第

Ⅲ期で取り上げた THP の心理相談担当者も

含まれ、必ずしも臨床心理士や精神保健福

祉士である必要はなく、かなり緩やかであ

る。 

ただし、「精神科医の関与」とうい項目

が目を引くところである。相談機関は精神

科医又は精神科医が所属する医療機関と契

約していることがまず要件とされる。そし

て関与する医師は、「臨床歴を 5 年以上有

すること」が必要であり、たとえば「相談

対応者による面接に先立ち面接を行い、そ

の結果を相談機関に報告すること」、ある

いは「（すべての労働者について相談内容

を）相談対応者から報告を受け、その内容

について医学的な観点から審査する」とい

った形で様々に関与していくことが求めら

れる。医師の関与によって、EAP 会社の質

を担保しようということであるが、登録と

いう制度によってどこまでそれが可能であ

るかは未知数である。また、EAP 会社の提

供するサービスは面接相談と医療機関への

仲介に限られるわけではなく、社会学的な
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視点からこうした企業活動が有する機能に

ついて、きわめて批判的な議論も存在する。

この点は考察部分で取り上げてみよう。 

 

6.4 企業の取り組みと規模格差 

 企業の取り組みについては、厚労省の労

働者健康状況調査などにより、1990 年代後

半以降の動きがある程度把握できる。ごく

簡略に触れておきたい。 

 

たとえば、新旧のメンタルヘルス指針に

「ラインによるケア」という項目が含まれ

ているが、そのために「管理・監督者への

教育研修」が求められている。こうしたも

のは、比較的“取り組みやすい”事柄に属

するであろうが、その実施率の推移を確認

したものが図７である。企業規模（従業員

数）により相当に異なるが、とくに 1997 年

から 2002 年の間で大きな上昇が認められ

る。電通事件の一審判決が出た翌年から、

旧指針の公表された 2000 年を挟んでの時

期であり、やはりこの時期に取り組みへの

圧力が急激に増したことを示すものであろ

う。 

 
 

 

この調査は 5 年間隔で行われており、2012

年実施分の結果はまだ公表されていないの

で、2010 年 9 月～10 月に行われた(独)労働

政策研究・研修機構(JILPT)の｢職場におけ

るメンタルヘルス対策に関する調査｣の結

果も見ておこう。図７で示したものと全く

同様の質問があり、事業所規模別にみると

10～49 人(36.4%)、50～299 人(44.4%)、300

人以上(64.9%)であった。50 人未満の事業

所を除けば、低めの結果が出ている。JLPT

の調査設計は厚労省調査とほぼ揃えている

が72、事業所調査に限定し、労働者調査は並

行して行ってはいない。厚労省調査の有効

回答率が 70.8%であることに対し、JILPT 調

査は 37.5%であり、こうした点も作用した
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図７ 企業における取り組みの

推移
―管理監督者への教育研修・情報

提供を手がかりに―

（厚労省 労働者健康状況調査より

作成）
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ものと思われるが、とくに解釈はできない。 

 精神医療者集団の動向で言及した職場復

帰支援に関わる項目については、JILPT 調

査がより詳細な設問をしているので、そち

らの結果を参照しておこう。 

 

 

 
 

復職に当たっての手続きがルール化されて

いるかという設問についてみると、ルール

化されていると回答している事業所は全体

的に少ない現状が伺える。50 人未満の事業

所で 30%強であり、300 人以上の事業所でも

40%程度である。これが｢試し出勤｣制度のル

ール化状況についてみると、さらに少なく

なる。300 人以上でも、ルールとして決め

ていると回答している事業所は 17%程度に

止まり、それより小規模になると 8%かそれ

より小さな値となる。 

 

 
 
慣行上行われているという回答を含めれば、

二倍程度にはなるが、復職支援においては

ルールの透明性が当事者である労働者の、

そしてその家族の安心に対してもつ意味が

大きいことは、多く復職支援に関わってき

た医師などからつとに指摘されることであ

る。その意味では、やはりルール化されて

いることが、より望ましく、その視点から

みればやはりそれだけ憂慮すべき現状とい

えるだろう。 
 企業の取り組みについては、当然、より

詳細で踏み込んだ検討が必要であるが、よ

り多くの調査資料に基づき検討すべき課題

であるので、これ以上の概略的紹介は止め

ておきたい。ただ、以下の考察部分で必要

に応じて、既述の調査結果を改めて参照す

ることもあるだろう。 

 

 

 

 

 

 

0% 50% 100%

10～49人

50～300
人

300人～

図8 復職に当たっての

手続きルール

社内で復職

に関する手

続きルール

が定められ

ている

人事担当者

がその都度

相談してや

り方を決め

ている

復職はそれ

ぞれの職場

の上司・担

当者に任せ

ている

無回答
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図9 「試し出勤」制度

のルール化

ルールとし

て決めてい

る

ルールでは

ないが、慣

行上行われ

ている

その都度検

討して対応

を決めてい

る

「試し出勤

制度」はな

い
無回答
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Ｄ．考察 

 ここまで、1950 年代から近年に至るまで

の産業精神保健に関わる様々な動向や、そ

れに関連して論じられた事柄を辿ってきた。

冒頭部で述べた通り、本稿は文献資料に拠

りながら歴史的な記述を行うことを目的と

したものであり、これまでの作業で議論は

概ね終えたといえる。しかし、今一度、こ

の歴史を振り返り、幾つかの論点にまとめ

ながら考察を加えてみたい。 

 

１．精神科医が企業に雇用されることにつ

いて 

 まず、第Ⅰ期に問題となった、精神科医

が企業と契約を結び、その労働者に対して

精神医療活動をすることについて取り上げ

てみよう。主治医としてではなく、嘱託な

いしは専属の産業医として産業保健活動を

することについて、他科の医師では問題に

ならなかったことが、こと精神科医につい

ては、強い疑いの目をもって批判されるこ

とになった。精神疾患・障碍に対する社会

一般あるいは企業内に存する差別意識を背

景にして、治療とはいいつつ、精神科医は

不調者を結局は排除する役割を担い、企業

の経営合理性に利するものにしかならない

のではないか。さらに、むしろ企業にとっ

て不都合な人員を恣意的な診断によって放

逐するようなことにさえ手を染めているの

ではないか、という批判や疑いである。 

 こうした批判は、近代以降、精神医学が

「正常／異常」の線引きを行いつつ、「異

常」に分類された者を病院に隔離・監禁し

てきた主要な社会的装置であることを論じ

たフーコーや、それに続くとくに英国を中

心にした反精神医学の動きが日本にも波及

してきたこと、またこの時代、それが企業

という存在に批判的な学生運動と交錯した

ことによって確実に増幅された。しかし、

本論で実際に産業医として企業と関わって

きた医師たちの語りやそうした批判に対す

る反論などを多く引用して示したように、

精神科医が企業に関わることが、あたかも

自動的あるいは不可避的に労働者の不利益

に繋がるというのは短絡に過ぎた。 

 反面、我々は現在、「ブラック企業」「追

い出し部屋」という言葉に象徴される現象

として、一定数の企業が人員削減をとくに

「自己都合退職」の形で進めるために様々

な“手法”を用いていることを改めて知る

ようになった73。こうした状況のなかで、産

業精神保健に関わる活動やその知識・情報

が、不適切に利用される、もっといえば“悪

用”される危険性について考えないとすれ

ば、それも楽観的に過ぎるだろう74。これは

なにも産業医となる精神科医に限った話し

ではなく、他職種の専門家、あるいは EAP

会社としての活動、そして精神医学・心理

学に関する知識についても注意が求められ

る。 

 知識・情報については、次の論点で問題

にすることにすれば、ひとまず産業精神保

健活動に関わるスタッフの問題となる。労

働安全衛生規則第 14 条第 4 項においては、

産業医が企業担当者に対して作業環境や管

理について勧告・指導・助言をしたことを

理由に、事業者が産業医に対して「解任そ

の他の不利益な取扱いをしないようにしな

ければならない」とある。その点で産業医

には一定の身分保障がなされているとみる

べきかもしれない。しかし、医師はもとも

と高い権威を付与された資格職であり、当
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該企業から解雇されたことが即座に経済生

活上の困難に結びつく可能性は比較的低い

ように思われる。問題は、医師が企業側の

利益供与に抗し得る条件――倫理性は別に

――と、医師よりも経済・社会的に身分保

障の弱い他職種が不適切に企業側利益に誘

導されない条件なのかもしれない。いずれ

にしても、契約者としての企業と、ときに

患者としての労働者の間において産業保健

スタッフがより自律的でありうる制度的条

件が、精神保健の問題がクローズアップさ

れることで改めて問題になるのではないだ

ろうか。 

この点でいささか気になるのは、総じて、

近年の議論を第Ⅰ期から第Ⅲ期までの議論

と比較したときに目立つ相違として、とく

に産業医として職場に関わる精神科医の果

たす――その意図とはときに関係なく生じ

るものも含め――機能そのものをめぐる議

論がかなり少なくなったことである75。第Ⅳ

期に入って以降は、かつて「入り口」で問

われていた問題は後景に退き、職場のメン

タルヘルスに関わる各職種に求められる技

量や注意点76、あるいは企業内で実効的な対

応方法などが議論の中心になっている。確

かに、さしたる根拠も示さず危惧するとい

うだけで、企業現場で臨床活動を行う者を

批判することは控えられるべきであるし、

逆に現場にいる者は法律と自らの倫理に照

らして、最善の方途を探っていくよりない

という部分もあろう。しかし、どのような

企業や実際の状況が、たとえば精神科の産

業医の自律性を脅かすものであるのか――

もちろん守秘義務はあろうが――、その経

験が何らかの形で公に伝えられ蓄積されて

いく必要あるだろう。 

２．一次予防と「感情管理」について 

 次の論点は、労働者個々人に対してなさ

れるストレス・コーピングなどの感情のコ

ントロール法に関わる、あるいはラインに

よるメンタルヘルス不調者の早期発見に関

わる指導や教育研修の問題である。THP で

セルフケアが強調されたときに、産業衛生

の専門家からは、環境改善・管理の思考が

脱落していることに多く批判や反省の声が

あったことは本論で見たとおりである。

2000 年に公表された旧指針が総合的になっ

たということで評価された所以でもあった。

しかし、とくに労働者個々人がストレスを

含め自らの感情を統制する方法が普及する

ことについては、先鋭な批判もある。たと

えば社会学者の山田陽子は、その一連の論

考で、労働領域での精神保健活動の拡がり

について批判してきた(2008,2011a,2011b)。

そのエッセンスは次の一文によく現れてい

る。 

 

労働者一般の普遍的利益を代弁するよ

うな主張や運動が展開されにくい状況

の中で、労働問題が個々人のストレス

の問題や健康問題として再定義され、

医療的・心理学的介入が可能な個別的

問題へと加工されている。（山田 

2011a:224） 

 

 この文の主張には、とくにメンタルヘル

ス不調者が治療対象になったり、復職支援

の対象になったりすることも医療化・心理

学化を示す現象として含まれようが、こう

した問題については、また次の最後の論点

で扱いたい。ここでは山田の議論の本体、

すなわち労働者をして、より生産性の高い
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主体として、自らの感情を有効にコントロ

ールすることのできる存在へと駆り立てる

こと、そこに医学的・心理学的な知と活動

が動員されているという主張ないし問題に

ついて、多少の検討を加えてみよう。 

 山田が注目している産業精神保健活動と

は、なにより民間の EAP 会社である。企業

経営からみれば「従業員のメンタルヘルス

ケアとはリスクマネジメントであり経営コ

ス ト の 抑 制 を 意 味 」 す る が （ 山 田 

2011b:223）、EAP のコンサルタントは労働

条件にはタッチせずに、上司と部下のコミ

ュニケーションの取り方や労働者個々人の

ストレス・マネージメントの方法を伝授す

ることでリスクを回避させ、生産性の向上

が図られると謳う。 

また既にして「仕事を自己実現の手段と

して見なす趨勢」があり、「大衆化された

心理学的知識によって職業人として自己を

語ったり人間関係や職場環境を観察したり

すること」が広まっている。諸々の状況か

ら生じる感情に自ら気づき冷静に取扱い、

「高い生産性を維持する感情状態の鋳型―

―たとえば、明るく快活に前向きに職務に

邁進する――に流し」込むことは、企業の

側だけでなく、個々の労働者もまた求めて

いる（山田 2011:224-225）。だから、そこ

には十分な「商機」がある。少なくとも山

田は批判的にそう見た。 

 こうした「感情の管理」が、改善される

べき職場環境に存する問題を常に隠蔽する

ものとして強化されるものであるのか、あ

るいは意図はともかく隠蔽するものである

のかは、経験的に検討される必要がある。

しかし、一定の感情――とりわけネガティ

ブな――が常に職場環境についての集合的

な改善を求められる問題に起因するとは限

らず、また感情そのものの取扱いとはまた

別に、当該の環境への介入がなされうる可

能性も仕組みとしてはありうる。したがっ

て、まずは「感情管理」そのものの持つ意

味が検討されるべきことになるだろう。 

 現代社会がとりわけ職業的な場において、

適切な感情状態を作りだし、適切な感情表

現を行うこと――感情管理であり、それが

商品となりうるために感情労働と呼びうる

もの――を求めることを最初に問題化し分

析したのはホックシールド(1983=2000)で

ある。サービス部門など働きかける対象が

直接的に人である職業に顕著であるが、職

業的場面において生産的・機能的であるこ

との起点が「ポジティブ・シンキング」で

あることに求められるようになるとき、そ

うでありたいと願う人々にとって感情管理

は半ば義務化するだろう。このより深いレ

ベルでの自己統制――深層演技――は人に

強度の負荷を与える。あえて私見を加えれ

ば、深層演技の方法論を説くのも心理学的

知識であるのなら、それによって生じる負

荷を言語化しうるのも心理学的知識である

ことはいささか皮肉な事態といいうるかも

しれない。 

 こうした現代社会的趨勢と現代人にかか

る負荷については、晩期フーコーの自己の

テクノロジーに関する議論を引き継いだロ

ーズも、精神医学的・心理学的知識との関

係において詳細に論じており、これらの議

論からも EAP 企業などの行うセルフ・マネ

ジメントについて批判的に評価することも

可能ではあろう。しかし、本稿の主旨とし

ては、むしろ産業精神保健に関わり、その

具体的な文脈の中で関係者たちが論じたこ
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とを今一度振り返っておきたい。 

第Ⅲ期の後半部で、「職場における精神

保健医療ネットワーク検討委員会」におい

て THP の心理相談員（心理相談担当者）の

役割をめぐって、その策定に中心的に関わ

った河野慶三と笠原嘉との間にあった議論

をかなり詳しく取り上げた。ここで笠原は、

「疾病対応を通じて健康に寄与」するので

はなく、「健康な人間がより健康に」とい

う health oriented な方策というのは、労

働者ではなく、あくまでも企業のためでは

ないかと問う。そして、「医者が health 

oriented な面から問題に入っていくときに

は、慎重に慎重である必要」があるとも述

べている。 

実は、こうした問題は、2000 年の旧指針

が公表されたときに、やはり河野が出席し

ている、ある座談会でも語られている。こ

こでは企業で日々労働者と向き合っている

保健師から、非現実的なほど「健康」な精

神状態を目標値にすることで、かえって労

働者が思い悩むとろこがあり、メンタルヘ

ルスに取り組む必要は十分認めつつも、そ

のときの「健康」概念の設定の仕方には注

意を要すると語られた77。これに対して河野

は、会社として掲げるスローガンは何でも

よいが、健康状態についての設定は個々人

が自覚している必要があり、それからのズ

レをさらに自覚できるようになることがセ

ルフケアの目標と答えた（唐沢 2000:17）。

保健師である野田悦子は、「悩みもなくて

いつも元気でニコニコ」といったゴールを

掲げてしまうと、「そうなれない自分を悩

んだり責めたりということが起こってくる

のではないでしょうか」と重ねて問いかけ

るが、この点についての議論はそこで終わ

りとされてしまう（唐沢 2000:18）。 

このときの河野の言い分としては、「ゴ

ール」はともかく、個々人が適度に健康で

ある状態を自分で認識できていればよく、

その状態との差において現状を把握できる

ことがセルフケアだということになるのか

もしれない。しかし、その適度に「健康」

である状態とは何か？そこにはどれほど

「健康」であることが求められているのか、

という社会的期待値が、どうしても入り込

んでくるだろう。そしてその期待値の形成

に医師は大きな影響を与えるし、それが必

ずしも必要のないゴールであっても負の影

響を生み出すことになる78。上記の座談会で、

笠原は、医師のもつ社会的権威とそれが発

する言葉が社会的に及ぼす（ときに思わぬ）

影響について意識し、危惧したのではない

だろうか。そしてとりわけ、よりよく機能

することに人を駆り立てる、「健康」とい

う理想値を定めることの危険性を指摘して

いたように思われる。すでに座談会から 20

年ほど経過した今、より機能的であれとい

う社会的圧力は当時よりもはるかに上昇し

ているが、他専門職や関係者の議論も含め、

自らの設定する理想値のもつ社会的意味を

問い直す議論が、産業精神保健の領域であ

まり見られなくなっているように思う。 

ここで健康モデルの議論からは離れるが、

専門家たちの生み出す知や情報がもたらす

影響について議論を加えておきたい。たと

えば、Rafalovich(2005)は、アメリカのあ

る州でのフィールドワークをもとに、学校

で「言うことをきかない児童」が発達障碍

と認定されるプロセスには、医師よりも学

校の教師や親がより大きく関与している様

相を描き出している。発達障碍についての
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知識が普及してきた日本でも同様のことは

指摘されている。また、筆者は、ある EAP

企業の代表者から、「現代型うつ」につい

ての情報が、近年、職場で普及するように

なった結果、むしろ混乱を招いている――

「百害あって一利なし」と表現していたが

――という話しを講演で聴いたことがある。

確かに、「他罰的」傾向などの断片的な知

識や情報が安易に利用されることがあれば、

それは単なるスティグマになりうるだろう。 

メンタルヘルスに関する管理監督者等に

対する教育研修は、多くの企業でなしうる

取り組みであり、また復職支援のような保

健スタッフ自身が多く難しさを感じるもの

ではないのかもしれない。そのためであろ

うか、そこで伝達された知識・情報がどの

ような意味を職場的に持つものであるのか

を捕捉した研究は関係誌等で見ることはあ

まりない。しかし、上述の感情管理や健康

モデルの規範的設定と同様に、診断名など

の医療的・心理学的な言葉が職場的文脈で

もつ意味や作用について、検討する必要も

あるのではないだろうか。 

 

３．職場環境改善について 

 第 2 の論点で引用した議論にあるように、

精神医学・心理学の知識にもとづくメンタ

ルヘルスケアが職域に浸透していくことに

よって、労働問題、すなわち労働者の不調

をもたらした、労働環境自体に存する原因

が特定・除去されることなく、個人的水準

の治療に回収されてしまうという批判があ

る。これは、シュナイダー＝コンラッドに

よる「逸脱の医療化」という議論から展開

された「医療化論」の直系にあるといえる

だろう。彼らの著書では、非行や学校にお

ける子どもの多動、あるいは同性愛などが

精神医学的な疾患・障害とみなされてきた

こと、あるいは政治的抗議者が精神障害と

され病院に監禁されるようなことが国によ

ってなされてきたことなどが例として論じ

られている。このように、彼らの医療化論

で論じられる「医療」とは精神医療である。

そして、その問題性とは、大きくは、「病」

とされた者の指向や主張が無効化されると

いう意味での「脱主体化」と、社会的背景

が度外視されるという意味での「問題の個

人化」との二つに分けられる（進藤 2003）。 

 前者については、本稿の辿ってきた歴史

でいえば第Ⅰ期に企業と関わった精神科医

に対して投げかけられた批判のなかにあっ

た議論ともいえ、その点については、はじ

めの論点で扱った。後者の問題については、

労働者のメンタルヘルス不調がすべから職

場環境に起因すると断定できない以上、産

業精神保健活動のすべてについてそのフレ

ームで扱うことはできない。業務に起因な

いし関連することの有無や程度とは一旦切

り離して、「労働問題の個人化」とは別の

水準でなお問題として検討できる事柄につ

いては、それとして扱えばよいだろう。本

稿では「感情管理」については、そのよう

に判断し、第二の論点で扱った。しかし当

然、職場環境の問題が個人水準のケアにも

っぱら還元されるということの可能性は十

分に検討されなければならない。 

繰り返しとなるが、他科産業医と精神科

医師とのアプローチの違いは長らく関わっ

てきた関係者の間で意識されてきた。他科

産業医からみれば、職場環境や作業工程に

存する因子の特定と除去が産業衛生の基本

であるはずだが、メンタルヘルスケアにつ
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いての議論にはそこが抜けているのではな

いか。たとえば、THP の指示するものがス

トレスについてのセルフケアに限定されて

いたことに対してなされた疑義であり批判

であった。しかし、2000 年に旧指針が公表

されて以降、とくに産業精神保健に関する

議論のなかで、この種の問題はさらに踏み

込んで論じられてきただろうか。 

確かに、新旧のメンタルヘルス指針には

職場環境改善の議論は含まれている。新指

針でみれば、第 6 項メンタルヘルスケアの

具体的進め方の（２）に職場環境等の把握

と改善とある。その「ア 職場環境等の評

価と問題点の把握」では、事業場内産業保

健スタッフ等が中心的役割を果たすものと

あり、観察、聞き取り調査、調査票による

ストレスチェックなどにより、職場環境を

多面的に評価することが求められている。

その評価結果に基づいて産業保健スタッフ

は管理監督者に助言しつつ、自らも協力し、

次の「イ 職場環境等の改善」を図ること

になる。助言と協力を得て、管理監督者は、

「労働者に過度な長時間労働、過重な疲労、

心理的負荷、責任等が生じないようにする

等…配慮を行うことが重要」とある。 

実際には、2010 年以降のメンタルヘルス

健診に関わる議論に見たように、プライバ

シーの問題に多く配慮すれば、ストレスチ

ェックの結果を職場改善の情報に容易には

流用できないなど困難は多い。しかし、こ

うして指針等で描かれる流れは、逆に「医

療化論」に対して重要な含意もあるだろう。

精神医療化は、必ずしも問題を「個人化」

するとは限らない。むしろ、環境側にある

メンタルヘルス不調の因子をそれとして解

釈してみせることができるのは、とくによ

り公式的な、つまりはより対立的な場にな

ればなるほど、現在の専門家システムにお

いては、医師――場合によっては他特定専

門職もありうるであろうが――だけなのだ。

労災をめぐる訴訟はもちろん、企業内にお

いても、損傷と因子を言語化し、環境条件

を「問題化」しうるポテンシャルは、精神

保健スタッフとその知に準拠した解釈作業

に（も）あるはずだ。たとえば、予防的調

査によるばかりでなく、メンタルヘルス不

調者が繰り返し出現するような場合、その

職場の在り方を問題化することは、少なく

とも論理的には可能であろう79。というより、

むしろ労働安全衛生規則（第 14 条）で定め

られた産業医の職務からいえば、衛生管理

者等に勧告・指導・助言する立場にある。

そのことにより事業者が産業医に対して不

利益な扱いをしてはならいないともある。 

しかしながら、たとえばこの数年の関連

学会大会を傍聴してきても、そうした事例

報告を聴くことはまずないように思われる。

むしろ医師を中心とした学会で、職場環境

を劇的に改善し、不調者の数を激減させた

事例として聴けたのは、あくまでも傑出し

た経営者の取り組みについての報告であっ

た80。医師はじめ心理・看護等の専門職を集

めた学会で、こうした経営者の取り組みが

関心を持たれること自体は、この領域があ

る重要な局面を迎えていることを示すもの

かもしれない。と同時に、精神保健スタッ

フが職場環境改善に踏み込むことの難しさ

も伝えているようにも感じられた。 

印象論が過ぎたが、たとえば新メンタル

ヘルス指針が公表されたとき、『産業医学

ジャーナル』誌で座談会を開いている。そ

こで参加者の医師から、管理・監督者に対
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して「セクハラ、パワハラの問題について

周知徹底させる」ことが 1 次予防として重

要であると発言があった。加えて、「過重

労働的などどうにも避けられない面のある

労働の厳しさはある」けれども、そうした

ことに関することであれば「常に予防可能」

というコメントが付く。つまり医師の立場

からも介入可能な方法と地点として、管理

監督者研修とハラスメントが挙げられたわ

けである（櫻井 2006:15-16）81。経営状況

も含めて、労働現場の「現実」を目の当た

りにすれば、医師が長時間残業などに口を

挟むことはできないという実感があるよう

にも思われる。であれば、過重労働の結果

として生じるメンタルヘルス不調について

も、個別のケアで対応するよりないという

ことにもなるだろう。心ある医師等スタッ

フにとっては不本意な結果に過ぎないが、

確かに「問題は個人化される」ことになる82。 

しかし、筆者の立場として確認しておき

たいことは、個別のケアは確実に重要であ

り、事業場内での取り組みは極めて貴重で

あるということだ。多くは環境改善を回避

するために個別的ケアが導入されているわ

けでもなければ、そうした意図を持って保

健スタッフたちがケアに取り組んでいるわ

けではなかろう。「医療化論」からすれば

関係者の意図ではなく、社会的機能が重要

という立論もありえようが、意図を無視す

れば、｢問題の個人化｣が生じる力学を見誤

るところもある。また、たとえば復職支援

の方法の蓄積と普及は、新たな社会保障制

度の構想――その一部は福祉領域と労働領

域を相互浸透させるところに求められる―

―を具体的な形で補強するものにもなるだ

ろう83。 

議論を締めよう。個々の事業場で産業医

等が、必要に応じて職場の環境改善の起点

になることが可能であるとすれば、具体的

にはどのような条件が必要であるのか。あ

るいは現状では、限りなく困難であるとい

うことであれば、それはどのような点に求

められるのか。特定物質や作業の問題に取

り組んできた他科産業医の経験なども含め、

こうした事柄が改めて論じられることを求

めるのは、現場を知らないナイーブな意見

に過ぎるだろうか。 

また、上述のいわばボトムアップ式の職

場環境改善の可能性も探りつつ、やはりこ

の問題はトップダウン式に対応されるべき

側面があることも忘れてはならないだろう。

本稿でも、2004 年に開かれた安全衛生分科

会で長時間労働と医師面接をめぐって、そ

れが使用者側の義務になるのか、労働者側

の義務となるのか、かなりのやりとりがあ

ったことを紹介した。結局、労働者側の申

出が条件になり、安全衛生の面から長時間

労働に対する縛りを――たとえば 2002 年

公表の「総合対策」で示された時間外労働

45時間で――徹底するということにもなら

なかった。 

その後、2010 年以降の動向で「自殺・う

つ病等対策プロジェクトチーム」で論じら

れ、以降の議論の中心になるのも、あくま

でも要注意者を早期に発見するための健診

の問題であった。2006 年施行の安衛法改訂

のとき以来、危機的状況にある労働者をい

かにチェックできるかということが厚労省

の関心の中心にあったといえるかもしれな

い。ちなみに、上記のプロジェクトチーム

でも、長時間労働・過重労働対策の強化を

求める意見は出されている。しかし、鳥瞰
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図になると、それは「企業文化の醸成」と

いう枠の中に収められているように、実効

的な法的規制を設けるという意向にはなっ

ていない。こうした部分での法制度的枠組

みの在り方と、産業精神保健スタッフを起

点とした職場環境改善の可能性とは相即的

な関係にあるはずである。産業領域におけ

る精神医療的・心理学的ケアの浸透が、「問

題の個人化」に終わらない大きな条件をや

はり考える必要があるだろう。 

 
 
 
Ｅ．結論 
 
本稿は、日本における産業精神保健の取

り組みがいかに始められ、その後どのよう

な展開を辿ったのかを、まずは時系列的に

整理することを目的とした。また、この流

れの中で、どのような事柄が関係者におい

て問題とされたのか、そしてまたそれはど

のような社会的状況と関連していたのかを

適宜検討していくものである。 

関連する専門誌、書籍、行政文書等を中

心に検討した結果、1950 年代以降から現在

までを四つの時期に区分して整理すること

になった。以下、各期の概略を示してみよ

う。第Ⅰ期「創生期」は、1950 年代中頃よ

り 1970 年代初頭までになる。戦前期にめぼ

しい産業精神保健活動の記録はなく、50 年

代より、一部の医師たちが研究会を立ち上

げるなどの動きが出てくる。ただし、より

重要なのは、疾病構造の変化――結核罹患

者の激減――もあり、職場における精神障

碍者への対応が企業としてより問題とみな

され、一部大企業で精神保健の専門家を導

入するようになったことである。関わった

医師たちは、社内の偏見に対峙しながら復

職支援に取り組むなどしていた。しかし、

1960 年代後半になり、反精神医学の潮流と

学生運動とが交錯するなかで、精神科医が

企業に関わることについて激しい批判が向

けられるようになり、個々の企業内活動以

上の営みは下火となる。 

第Ⅱ期は「潜行期」は、1970 年代前半か

ら 80 年代前半までとなる。行政的な取り組

みもまだなく、医療者関係の学会的な取り

組みもほとんどない時期である。唯一、内

科や公衆衛生学を専門とする医師の多い産

業医の集まりである産業衛生学会内の研究

会が規模は小さいながら継続されていた。 

第Ⅲ期「展開期」は、1980 年代中頃より

90 年代前半までとした。一件の事故とある

労働者の自殺未遂・負傷に至ったうつ病が

業務に起因すると労働本省で認められたこ

とがきっかけとなり、行政的な取り組みが

開始される。ただし、この時期は労災認定

基準の見直しに至ることもなく、「健康作

り」運動に含められた対策もごく軽いスト

レスを念頭においたものであった。社会一

般においても「ストレス」という言葉が多

用され、関心が高まってきた時期でもある。

それでも、立ち上げも含め関連学会の動き

が再び見られるようになり、行政委託の大

規模なストレス研究なども開始された時期

である。 

第Ⅳ期「拡充期」は、1990 年代中頃から

現在までである。1996 年に年若い労働者 2

名の「過労自殺」について、民事訴訟で企

業が、行政訴訟で国が敗訴したこと、また

1998 年に自殺者が急増したことなどを引き

金として、なによりも行政が主導的に動き

出し、労災認定基準の見直し、各種指針や

手引きの公表、安衛法の改定などが急ピッ
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チに進められた。関連学会や企業での取り

組みもさらに活発化する。自殺防止が強く

意識されたことは第Ⅲ期の雰囲気とは大き

く異なる。企業使用者代表側と労働者・公

益代表側とのせめぎ合いも見られたが、結

果としては、過重労働に対する法的規制よ

りも産業医等による不調者の早期発見がな

される仕組み作りがひとまず進められたと

ころもある。しかし、たとえば復職支援に

関する各種実践など、短期間で多くの取り

組みがなされたことも含め、産業精神保健

にとってやはり画期的な時期であったとい

えよう。 

なお、本稿の主たる目的は上述の範囲に

収まるものであるが、考察として、この間

の歴史とそこであった議論を振り返りつつ、

社会学における「医療化論」とも絡めなが

ら 3 つの論点を検討した。一つ目の論点と

して、第Ⅰ期にとくに議論され、第Ⅲ期ま

では一定の言及がありながら、近年ではあ

まり目にしなくなった問題、すなわち企業

に精神科医が関わることで企業側利益に追

従することになるのではないかという問題

を扱った。この危惧については一律に否定

も肯定もできないわけであるが、医師等保

健スタッフの対企業的自律性を担保する条

件について、さらに検討も求められるとし

た。 

二つ目の論点としては、社会学における

「労働問題の精神医療化」という批判的議

論を導線として、とくに一次予防として展

開され、労働者個々人のレベルで行われる

ストレス・マネージメントなど「感情管理」

と呼びうる問題を取り上げた。第Ⅲ期に行

政的に導入された時期には、精神科医内部

で health oriented な介入には慎重である

べきという議論もあったが、現在ではほと

んど問題にされていない。しかし、このセ

ルフケア教育も含め、精神医学的・心理学

的知識の導入は、「健康」「正常」のゾー

ンを個人水準あるいは職場水準で狭めてい

き、かえって統制ないし管理的まなざしか

ら生じる心的負荷を高める可能性もある。

こうした点についても専門家の注意が改め

て向けられることを期待した。 

最後の論点は、職場環境に存する問題が、

個人水準のケアに還元されて不問に付され

るという批判である。医療化論では「問題

の個人化」とされるところであるが、この

点は、精神科医や行政の取り組み・施策に

ついて、とくに 2000 年頃まで産業医や産業

衛生管理の専門家からも指摘されてき問題

である。ただし、個別的なケアが必然的に

環境改善への取り組みを排除するわけでは

ないことは踏まえるべきだろう。すると、

メンタルヘルス不調の確認から保健スタッ

フが環境改善に向けた勧告などを行うこと

が、現実的に困難であるということが改め

て問われるべきことなのかもしれない。た

とえば産業医が、法的な権限や身分保障と

は別に、そのポテンシャルを生かして環境

改善に対して柔軟に関われる条件とはなに

か。現在に至るまで、こうした報告や検討

はかなり少ないように思われ、この点を指

摘した。 
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1 安井義之のこうした経歴については安井(1993a)を参照。安井の軍医の経験については本

文中でも触れているが、加藤によると 1960 年に刊行された『産業人の精神健康』に執筆し

ている医師のうち本人も含め 4 名が軍医の経験者であり（加藤 1993b:7）、また 55 年以降

（昭和 30 年代）に始められた企業における精神障害者対策の中心にいた産業医たちは、「当

時マッカーサーの命令によってパージとなった国立病院の精神科医であり、大企業での職

場メンタルヘルスの基礎をつくった先覚者たちであった」と記されている（加藤 1993a:5）。 
2 社団法人・精神衛生普及会は、2001 年に解散しているが、その折り、常任理事であった

精神科医で国立精神神経センター精神保健研究所名誉所長である吉川武彦が一文を残して

いる。そこでは、普及会について「精神障害者の医療と保護のその先にある精神障害の発

生予防のみならず人々の精神健康の保持増進を図るため」に設立された団体であり、「職場

の人間関係や職場のモラール向上を図るなどコンサルテーションを行ってきた。これらは

職場のメンタルヘルス講習会や産業精神保健セミナーを企業からの依頼で行うなどしてき

たが、今日的にいえば職場におけるストレス問題の解消を図るためのメンタルヘルス活動

であり時代の先端を歩むものであった」と回想している（吉川,2002:114）。また、その解散

の理由が運営資金の不足にあることも書かれており、普及会の「運営は個人会員と団体会

員および賛助会員による会費および寄付金で行われてきたが…残念ながら退会される企業

が多く円滑な運営に支障」が生じる見通しがでてきたことによるとしている（吉

川,2002:115）。 
3 この点については飯田(1998)でも言及がある。 
4 現在、３次予防をこの領域で分かりやすく表現すると「職場復帰支援」とされているが、

この答申内における３次予防は異なる状況を想定してたものと考えられる。 
5 たとえば、1950 年代より三菱重工で精神衛生活動を行ってきた池田政雄は戦後の歴史に

ついて辿るなかで精神衛生管理研究会に触れているが「数年間の熱心な活動を経たのち諸

般の事情で無期休会となってしまった」とだけ述べている（池田 1993:10）。 
6 たとえば、日本産業衛生学会 70 周年を記念して出版された本に、産業精神保健に関する

座談会が載せられているが、歴史を振り返る部分の一つに、「学生運動の興隆と産業精神保

健の停滞」と見出しが付けられている（皆川他,2000:86）。 
7 ただし、むしろ企業側が復職の問題への対応を主な理由として精神保健の専門家を導入し

たという証言もある。1960 年代から松下電器で専従の産業医を務めてきた精神科医の小西

は、「企業が職場の精神衛生管理に着目したそもそもの理由も、精神障害から回復した従業

員の復職希望にどう対処したらよいか、というきわめて現実的な問題にあったことは否定

できない」と述べている(小西 1984)。 
8 この時期の言説上の変化―精神医学・医療に関わる言説が「障害者」に限定されたものか

ら「健常者」一般を含めたものへと拡張されたこと―については佐藤(2007)が新聞記事等を

データとして論じている。 
9 この引用は、中村・吉村・和田監修で 2009 年に刊行された改訂新版から行った。 
10 この「精神科産業医」という表現に明確に批判を行っているのは、精神科専門の産業医

である廣尚典であり、たとえば「『精神科産業医』という表現は（中略）精神疾患など精神

科臨床医が専門とする健康問題に限って事例対応や教育に携わる産業医の存在を認めるこ

とになるのである。これは、その産業医の対応とそれ以外の対応の間でバランスを欠くこ

とになる恐れがある（後略）」と論じている（廣 2002:335）。 
11 60 年代末の「学生運動」に関する文献は多いが、たとえば東大闘争についても、小熊に

よる当時の医学部が孕んでいた問題に関する周到な資料収集に基づく記述が参考になる

（小熊 2009:665-692）。 
12 皆川のように「対立的」に語るものではないが、池田政雄が 1960 年代中頃について回想
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するなかで以下のように述べている。「昭和 40 年前後になると、この問題に着手する企業

が輩出するが、当時の内情は常勤・非常勤を問わずに企業に身を投じた精神科医を中核に

する群と、この問題に熱意を持つ産業医を中核とする群とに大別され、その間に多少の違

いがあった。しかし、精神科医の確保が容易でなかったという事情もあって、結果的には

後者の態勢が大半を占めることになる。そして、これに常勤の保健婦ないし看護婦と、常

勤もしくは非常期の臨床心理の専門家（いわゆる産業カウンセラーを含む）が加わる形が、

おおよその基本的な体制であったといえよう」（池田 1993:10）。 
13 本論考の前半部である荻野(2010)に掲載した年表を参照されたい。 
14 この点については、皆川など(2000)の座談会における産業医学研究所（当時）の原谷の

発言、廣=島(2004)、河野(2005)を参照し綜合した。 
15 1964 年に公布された「労働災害防止団体等に関する法律」（現「労働災害防止団体法」）

に基づき同年に設立された団体。労働省、そして厚生労働省所管の認可法人であったが、

2000 年には特別民間法人となっている。 

16 この件の労災認定については、厚生労働省の HP 内「働く人のメンタルヘルス・ポータ

ルサイト」において「事例 7-1」として説明・紹介されている（2011 年 3 月 31 日閲覧）。 
17 福井の経歴については、福井(2005)を参照。 
18 この THP 自体は現在も存在しており、指針は 1988 年に策定されて以来、1997 年と 2007
年に改訂されている。 
19 皆川他(2000)の座談会における福井の発言で、「あれは退屈でした」と結んでいる。 
20 実際、労働省にいて、THP 策定に関わった河野は、「法で『事業主が負担してやれ』と

言えるのは限度があります。それ以上言えば、『お金は誰がもつのですか』という問題が必

ず出てきます」と、ある会議の場で発言している（大西編 b 1994b:203）。 
21 河野は会議の席上で図を示しながら、中間管理職が行うのがストレスマネージメントで

あり、ストレス耐性を養うために本人が自ら行うのがストレスコーピングである。そして

マネジメントを前提にして、一人一人の労働者がコーピングを行える教育システムを事業

場に作ることをストレスコントロールと呼んでいる、と説明している（大西編 
1994d:340-341）。 
22 この笠原の表現は、同じ会議のなかで旧厚生省の精神保健法の基本的な考え方も health 
oriented ではないのではないかと述べたところで使われた。これに対して河野は、精神衛

生法の時代は「疾病から」だが精神保健法では違うと反論した（大西 1994d:344-345）。 
23 本稿の前半部（荻野 2010）で掲載した年表にあるとおり、日本ストレス学会は 1983 年

に発足している。 
24 精神科医・加藤正明は日本産業精神保健学会の初代会長であるが、本稿の前半でたびた

び言及している。 
25 この点については第Ⅰ期についての本稿の議論を参考にされたい。 
26 大西(1998)によれば、当時の会員数は約 700 名で、職種別には医師（多くは精神科医、

心療内科医）が半数ほどで、その他では看護士・保健師が多く、臨床心理士などは少ない。 
27 こちらの学会は、主に産業医、公衆衛生・産業衛生の専門家によって構成されていると

いう（久保他(2007)の座談会における東京医科大学の下光の発言より）。 
28 この点は、黒木(2001)などを参照にした。 
29 櫻井他(2000)の座談会での、川上や廣の発言。 
30 毎日新聞 2006/4/17「自殺対策 新法で「遺族支援を」」など参照。 
31 たとえば『自殺予防』（岩波新書）などでも著名な精神科医・高橋祥友は、自殺関連の検

討委員も多くつとめているが、ある座談会の席上で、やはりこれらの背景を指摘して、「こ

の 2 つが大きく影響して、ようやく行政も重い腰をあげはじめました。そこで厚生労働省

の…」と語っている（櫻井他 2004:5）。また、新指針の策定などに中心的に関わった、厚労
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省労働基準局安全衛生部労働衛生課長(当時)の阿部重一は、また別の座談会で、「いろいろ

な統計がありますけれど、私たちが一番よく使うのは、労災補償状況でございまして、…」

と、行政官としてどのような数値の推移に注目して対応の必要性を測っているのかについ

ても語っている（櫻井他 2006:5）。 
32公式統計の常で、なにが自殺としてカウントされるのか、その点での検討も求められるか

もしれないが、90 年代後半におけるこの件数の変化に関する社会学的研究は管見の限りで

は見あたらなかった。 
33たとえば、『職場における自殺の予防と対応』の第 3 章「自殺の予兆」の書き出しは次の

ようなものだ。「自殺が起きる背景には、うつ病、統合失調症、アルコール依存症、薬物乱

用、パーソナリティ障害などの心の病が隠れていることが圧倒的に多いのです。……心の

病の中でも、うつ病がもっとも自殺との関連が強いのですが、うつ病の治療には、…」。そ

の後につづく内容をみても、あきらかに「うつ病」が関心・対応の中心にあるといってよ

いだろう。 
34 清水康之「ライフリンク代表日記」(2005 年 11 月 3 日および 2006 年 3 月 17 日）より。 
35 この 2 事例については、原告の弁護士が裁判の経過や要点などを説明している、ストレ

ス疾患労災研究会・過労死弁護団全国連絡会議編『激増する過労自殺』を主として参照し

た。 
36 労災と認定された場合に生じる、企業（経営側）にとってのコストについては、熊沢が

他の論者の洞察として 3 つの点をあげている。(1)社内における管理責任の問題。(2)同様の

条件下で働いている従業員から労働条件改善の要求が噴出すること。(3)労働協約などの規

定による企業保障が、労災認定によって上積みされること。とくに第 2 の点が大きく、企

業が行政訴訟に対してもとかく非協力的、さらにいえば妨害的である理由として指摘して

いる（熊沢 2010:178）。 
37 この件数と後述の職種については、岡村(2002)第 3 部の表 3-8 を参照した。 
38 この件についての説明は、宗万=川合(2000)に依拠するものである。 
39 この説明には、筆者の解釈が入っており、より厳密な法律論が求められるところであろ

う。 
40 もちろん、この事例の判決が下る一ヶ月前に、電通事件の一審判決が下されており、そ

のことが検討委員会の招集に大きく影響したので、この神戸製鋼所の事例だけで論ずるわ

けにはいかない。 
41 電通事件については、川人(2000)を主に参照した。 
42 安西は、明瞭な申し出がなければ、「積極的に対応」できないと語っているが、あくまで

も結果回避可能性についての議論ではなく、予見可能性についての話のなかで行われてい

るので、業務との関係での失調と予見できないと論じているものと思われる。 
43 河野がこう述べるのは、あくまでも現行法の枠組みにおいてそうならざるをえないとい

う認識による。業務起因ではなく業務関連の疾病についても配慮せよというのは、1996 年

の安衛法改正によるものであるが、そもそも安衛法とそれにもとづく産業医制度は日本に

特殊なものであり、たとえばアメリカには産業医制度自体がないと述べている（大西 
2000:94）。これに反応してのことと思われるが、安西は、「グローバルスタンダード」は自

己管理・自己責任であり、日本の安衛法や安全配慮義務は「世界的な契約からいうとおせ

っかい」にすぎず、「本来は自分でやることなんです」と語り、「電通の事件にしても、別

に残業や徹夜を強制していたわけではないんです」と最後に結んでいる（大西他 2000:97）。
しかし、川人(2000)や熊沢(2010)などで多く指摘されてきたことであるが、電通のいわば「社

風」（たとえば「鬼十則」に象徴される）がもつ拘束力を度外視して、「強制していたわけ

ではない」と断言することに、やはり筆者は違和感を抱かざるを得ない。 
44 「企業防衛」という表現は、安西が使用したもの（大西他 2000:93）。 
45 前者の発言は、とくに労災認定の問題の専門家として知られる精神科医・黒木宣夫によ
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るものである。後者は荒井によるものである（大西他 2000:95-96）。 
46 河野は別の座談会席上でも、「管理監督者が、部下の健康状態を把握することは自分の仕

事なのだという認識をもつことが必要です。安全配慮義務の実行責任者は管理監督者なの

ですから」と強調している（唐沢他 2000:19）。 
47 これらの問題は、主に河野から指摘されることで話題になっている（櫻井 2000:12-16）。 
48 この認定基準についての概略については、熊沢(2010)を参照した。 
49 ある座談会での和田の発言（櫻井他 2005:7）。 
50 同上の座談会での阿部の発言（櫻井他 2005:8）。 
51 この検討会は、2004 年 4 月末から 7 月末まで 5 回開かれた。第 3 回は企業関係者のヒア

リングのため個別事案を取り扱うことになるので非公開であるが、他の 4 回については逐

語的におこされた議事録が公開されている。 
52 この厚労省側が作成した案とは、第 4 回の検討会で配布された「過重労働・メンタルヘ

ルス対策検討会 議論のまとめ（案）」であり、括弧内はそこからの引用である。 
53 2002 年 2 月 12 日付けの通達、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」の別添

4(2)イの記載である。 
54 これらの発言は、第 13 回の議事録より引用した。第 14 回のときには、同じく金子から、

メンタルヘルスについていえば、長時間労働によって発症するというよりは、うつ病の結

果として生じてくることもあるといった指摘もなされる。ただし、この論理であれば、む

しろ長時間労働者をチェックすることの意味が大きいことにもなろうが、労災ではないと

いう点を強調する意図によるものと思われる。 

55 安衛法の改正点および新旧指針の相違点も含め、本稿で言及してきた安全衛生分科会や

2005 年に設置された関連検討委員会（後述）の座長を務めた櫻井が関連雑誌誌上で整理を

行っており参考になった(櫻井 2007)。 
56 この疲労の蓄積が認められるというとき、それを「誰が」認めるのかが問われる。検討

委員会には委員として参加もしていた産業医制度の法律に関する専門家である保原は、こ

の点について、文脈上「事業者」以外になく、その認定の手続きを定めておく必要がある

と述べている（保原 2006:89）。 
57 やはり阿部は「医師」面接であること座談会で強調している（櫻井 2006:12）。 
58 ただし、本論では言及していない重大な問題として、そもそも 50 人未満の事業場では産

業医を指定することが法的に求められておらず、また 50 人以上～500 人未満の事業場では

嘱託産業医でよいことになっていることである。このため、70%程度の労働者は産業医と無

縁ないしあまりその制度の恩恵を受けられないところにいる。そのために、産業保健推進

センターや地域産業保健センターが期待されることになるが、2005 年以降の座談会などで

も、これから充実が必要と語られることが多かった。 
59 櫻井(2007)の他に、島(2007)も参照した。 
60 この文は、検討会に続き組織された「事業場における産業保健活動の拡充に関する検討

会」の開催要項から抜粋した。 
61 これは、2010 年 6 月 26 日付けで、メンタルヘルス対策検討会（座長 相澤好治）に対し

て、産業性衛生学会理事会 理事長 大前和幸の名で送られた見解にある一文であるが、参

考資料として「産業精神衛生研究会報告書」が付されている。報告書の代表世話人は廣尚

典であり 40 名ほどの世話人には、この問題に関連してよく名のしられた医師あるいはカウ

ンセラーが多く見られる。 
62 他の団体としては、たとえば、働くもののいのちと健康を守る全国センター、あるいは

全日本民主医療機関連合会などが挙げられる。しかし、「検討会」メンバーを通じて厚労省

に働きかけ、繰り返し声明を発表するなど、もっとも強力に抗議を行ったのは産業衛生学
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会である。 
63 こうした資料は厚労省 HP で参照した。鳥瞰図になると書かれていないが、報告書内で

は、定期健康診断追記検討の意見の下に、「定期健康診断におけるメンタルヘルス不調の把

握に当たっては、労働者が不利益を被らないようにすることが必要」と、弁護士・生越照

幸（外部有識者としてヒアリングされた）の意見が併記されている。 
64 たとえば 2012 年 2 月 10 日に労働基準局安全衛生部労働衛生課長・椎葉茂樹が行った報

告のスライドでは、この 9 項目と他のストレス傾向を測る項目との間に高い相関があるこ

とが繰り返し示されている。 
65上記引用のすぐ後に、次の但し書きがある。「なお…現時点において、産業医に代わりう

るものとして外部専門機関との契約を認めることについては、現場の混乱が危惧されると

して、その影響を見極めた上で慎重に判断すべきという意見があった」と記されている。 
66 この点は、産衛学会の 2010 年 12 月の意見書にも明確に述べられているが、他に日本精

神神経学会・精神保健に関する委員会が 2012 年 9 月に表明した見解において大きな位置を

占めている。 
67 この点は、たとえば全日本民主医療機関連合の意見書（2012.1.20 付け）でも指摘されて

いるし、産衛学会は拡充検討会が終了した時点の意見書(2010.12.25 付け)で「検診時のスク

リーニング結果を事業種は直接知る必要がなく、これによって、たとえ問題が発生しても、

知らぬ、存ぜぬ、という立場が公然と許容される危険性をはらんでいる」と記している。 
68 この点については検討会の段階から産衛学会が指摘しており(2010.12.25)、その後、働く

もののいのちと健康を守る全国センター(2011.12)や全日本民主医療機関連合会(2012.1.20)、
さらに日本精神神経学会(2012.9.15)からも批判点として挙げられている。 
69五十嵐による 2011 年実施の調査報告では、復職時の勤務先業の産業医・産業保健スタッ

フおよび人事労務担当者に対する連絡・調整について行っているとした割合が、もっとも

簡便な方法（書面による）においても 5 割程度であり、そして前年調査よりも減少してい

たとされている（五十嵐 2012:12）。復帰する場である職場とのより協働的な支援への展開

は、より困難な課題といえよう。 
70 たとえば精神科医の玉井(2006)は、事業場外リハビリが有効でありうるのは、疾患が限

定的であること、復職後の業務が外部で模擬的になしうるほど一般化しやすいものである

こと、あくまでも復帰準備段階までが期待できる回復の水準であることなどをもって、事

業場内の就業リハビリがやはりより実効的であると論じ、その課題について検討している。 
71本節で度々言及してきた産衛学会の産業衛生研究会報告書(2010 年 6 月)では、このことに

ついて「背景には、必ずしも良質とは言えないサービスを提供する民間のメンタルヘルス

サービス期間が増加してきたこと」があると述べている。  
72 相違として、厚労省の 2007 年実施調査では、2004 年事業所・企業統計調査を母集団と

しているが、JLPT2010 年実施調査では帝国データバンクの事業所データベースを母集団

にしていることも書き添えておこう。 
73 それは、たとえば、達成不可能なノルマを課しながら、特定社員に対して低能力・無能

力のラベルを貼り、一定の時間をかけて、当該社員の自己否定感を強めさせ、自分から退

社を選択させるような方法である。労働相談等を行う NPO 法人 POSSE 代表の今野は、そ

れを「違法にならないハラスメント」「ソフトな退職強要」によって解雇規制が無効化され

ている状況として告発している（今野 2012:85-92）。 
74 たとえば、近年、内部通報したことで不当に異動させられたとして、某大手企業社員が

起こした裁判では原告側が勝訴した。この案件に絡んで、会社と顧問弁護士が産業医と共

謀して当該社員を「精神障害者」に仕立て上げ「合法的」に排除しようとしたと一部メデ

ィアで伝えられている。このようなことがあるとしたら、本稿では、雇い主である企業に

対する産業保健スタッフの自律性の問題として論じたが、それ以前に医師等の元々の倫理

性をどのように確保するのかという問題も確かに存在するだろう。2010 年の「拡充検討会」
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での議論にも本論で言及したが、総括医師および複数の産業医からなるチームで企業と関

わる外部専門機関の方式は、医師相互のチェックが働くことによって、ある程度はこうし

た危険性を減じるものであるのかもしれない。 
75 この変化は、やはり 1960 年代末から 70 年代初頭にかけての“時代的特殊性”と、それ

がいわば記憶として影響力を保持しえた時代という視点から考えるべきことのように思わ

れる。たとえば、1974 年 2 月に臺弘、土居健郎を呼びかけ人として、本稿でもその発言な

どを度々引用した加藤正明や笠原嘉などを含む、11 名の精神科医が、3 日間に渡って「精

神医学における疾病概念」について討議集会を行っている。事前に論考を用意し、回覧し

た上での集会であったが、その理由として、疾患概念が大きく動いてきていること、そし

て「伝統的な医学モデルによる疾患概念は社会モデルに挑戦されており…」という一文も

見られる。実際、参加者の一人、荻野恒一は「精神医学における社会学的視点」と題して

レインやフーコーに言及した議論を提起しており、精神科医たちが直面した時代の雰囲気

を伝えている。 
76 たとえば、大西・近藤(2008)では、リワークに関連して、職場はリハビリ施設ではなく

多くを期待するのは筋違いであること、リハビリ期間中の労災の扱いにも事前の取り決め

が必要なこと、あるいは心理カウンセラーが守秘義務を重視しすぎて、雇い主である企業

の利益に反すること（とくに他の社員への他害の怖れを必要な部署に伝えないなど）は問

題であること、医師もうつ病などが完治してもとのように働けるとは限らないことを、企

業側にきちんと伝えないことなどについて、「叱って」いる。 
77 雑誌『働く人の安全と健康』誌上に収録されている「座談会 どう進めるメンタルヘル

ス」において、住友金属工業に勤める保健師で心理相談員の野田悦子が「毎日にこにこ…

…で働けるようになることを目指そうとしてやり出すと、行き着く先もないところを目指

して走っているようなもので、それを持ちかけること事態、働く人にストレスを与えると

いうことになるのではないかという気がしています」と発言している（唐沢 2000:17）。 
78推測にすぎないが、笠原は対談時に優生学に関わる歴史を意識していたのかもしれない。 

79 もちろん、問題化の「主体」は、労働組合などであってもよいし、そうであるべきかも

しれない。しかし、そうした申し立てには、「医学的」論拠も求められることもあろう。た

とえば、個人加盟労組での相談経験をもとに、団体交渉の過程を可能にした、相談者本人

の休職や経済保障を引き出す上で、精神医療の言語が有効であったことを橋口(2012)が指摘

している。また、産業医の経験をもつ精神科医・天笠祟が、とくに成果主義とメンタルヘ

ルスとの関係について論じた著書の冒頭で、労働組合の組合員に向けて書いていると述べ

ていることも、この文脈で示唆的である。 
80 日本産業精神保健学会の 2012 年度大会で、筆者はオリンパスソフトウェアテクノロジー

の代表取締役として社内改革に当たった天野常彦氏の報告を傍聴した。 
81 もちろん、現実問題として、ハラスメントへの対応が大きな部分を占めるというところ

はある。たとえば、2009 年のことであるが、日本産業精神保健学会の会長講演として中山

和彦は、「産業精神保健の課題は、『過重労働』と『パワハラ』に集約されていた」と話を

切り出している（中山 2009:29）。ただし、パワハラに関するルポルタージュなどによれば、

パワハラのいわば常習者のような人物を一定の地位に就けるところには、当該企業の「社

風」ともいうべき問題もままみられるようであり、ラインへの研修によって制御可能な範

囲は限られるところもあるのではないだろうか。 
82 不調者の「個人環境」にのみ働きかける方法は様々に論じられている。たとえば、産業

医が上司や人事担当者をコーディネートして、当人を復職後に別の部署に移す「適正配置」

は（松崎 2007a:138-139）、企業全体としてみれば仕事量も人件費もさして変えることなく

なしうる有効な方法ということにはなるだろう。 
83 社会保障制度の構想として、ここでは宮本太郎(2009)のアクティベーション論を筆者は
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イメージしている。2000 年代に入って以降に多くの議論と実践が生み出されている職場復

帰支援は、これまで精神保健福祉領域では統合失調症者にとっての福祉的就労が多く論じ

られてきた社会的文脈からみても、また異なる試みとして評価できるのではないだろうか。

たとえば、白波瀬らによる、事業場内リハビリテーションにおいて、職場集団そのものも

支援対象とすることで、支援対象者の試行錯誤を高度に可能にしていくようなプログラム

には、支援システムを設計していく上で多くのアイデアが含まれているように思われる。

詳細は、白波瀬(2011,2012)などを参照されたい。 
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Ⅽ． 社会調査の結果 
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メンタルヘルス対策従事者向け調査結果の整理・分析 

―質問票のドラフト作成者の立場から― 

 

分担研究者 三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 

 

 

研究要旨 

 ・初年度と次年度の２年間にわたる諸外国の関連法制度の背景・特徴・効果に関する調

査（及び関連分野の専門家による法制度調査への示唆）の成果を踏まえ、妥当性のある（法）

政策提言を行うこと、そのために必要な限りで日本の企業等におけるメンタルヘルス及び

対策の実情を明らかにすることを目的として、企業等でメンタルヘルス対策に直接・間接

に携わっている者を対象に、WEB による社会調査を実施した。 

 その結果、以下のような事柄が判明した。 

＜回答者及び回答者所属先の属性＞ 

 ・回答者の所属産業部門別の割合は、国勢調査（産業等基本集計）の結果に比べ、５ポ

イントほど３次産業が多かった。また、大企業に所属する者が多かった。回答者にインタ

ーネット愛用者で、なおかつ、メンタルヘルス問題に関心の高い方が多かったことの帰結

と解される。 

 ・回答者の所属業種の中では、製造業、サービス業、医療・福祉が突出して多く、この

問題への関心の高さがうかがわれた。また、公務従事者の回答者割合も比較的高かった。

 ・回答者の職種は、人事・労務・総務スタッフが過半数を占めたが、産業医学推進研究

会（産推研）の協力を得たこともあって、産業医等の産業保健スタッフが約１割を占めた

ほか、その他の職種（経営、営業・営業管理、生産管理、財務・経理、教職など）も３５％

を超えており、人事労務スタッフを中心に企業等の戦力となっている幅広いスタッフの意

見が反映されている可能性が高い。 

＜不調者発生の状況＞ 

 ・過去３年間の回答者に認識されたメンタルヘルス不調者が１００人に１～３人いる状

況が一般的であった。 

＜対策の概況＞ 

 ・回答者所属先で、メンタルヘルス対策を講じて「いる」と「いない」がほぼ拮抗し、

事業規模が大きくなるほど「いる」の割合が高まる点などは JIL 調査（日本労働研究研
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修機構（担当：郡司正人、新井栄三）「職場におけるメンタルヘルス対策に関する調査」

（平成２４年３月３０日））とほぼ同様の結果となったが、クロス集計の結果から、医療・

福祉事業で講じていない割合が高い（６８％）ことが判明した。 

 ・講じられている対策の内容は、相談窓口の設置（約７０％）、管理職対象の研修（約

６０％）が多く、メンタルヘルス担当の専任職員の配置（約１１％）、強いストレス要因

の調査と対応（約１７％）、雇用や所得の維持（へ向けた努力）（約１８％）などが少なか

った。このうち担当職員の配置は、兼任では約３割と高かったため、たとえ配置する場合

にも兼任が適当と考えている企業等が多いことが明らかとなった。 

＜対策の効果＞ 

 ・対策の効果について、本調査では、「現れているかもしれないが、認識できていない」

が６５．３％で最も多く、「現れている」は約２７％にすぎなかった。JIL 調査では、「あ

ると思う」が７割で最も多く、「わからない」は２６．４％にすぎなかった。この相違の

理由は不明だが、JIL 調査での肯定の選択肢が「あると『思う』」とされていたことにあ

る可能性は否定できない。 

＜対策の具体的内容＞ 

 ・衛生委員会等でメンタルヘルス対策に関する審議を行っているか、との問いには、約

３割が「審議している」と回答し、そのうち約７割が個別事例への対応方法を協議してい

ると回答し、同じく８割強が１次予防策について協議していると回答した。しかし、これ

に教育研修が含められている可能性もあり、労働条件の調整などに関わる本質的な１次予

防策がイメージされていなかった可能性もある。 

 ・メンタルヘルスに関する組織内規定の整備状況に関する調査から、規定項目として割

合が高かったのは、不調者への人事上の措置や就業上の配慮に関すること（約５８％）、

産業医との面談や同人への受診に関すること（約５５％）、不調者の休復職管理に関する

こと（約５３％）などで、逆に低かったのは、主治医との連絡に関すること（約２割弱）、

個々人のストレス耐性の強化に関すること（約２割弱）であることが判明した。 

就業管理に関することを積極的に規定し、個人的事柄と解されることへの介入を避ける

傾向がうかがわれるが、メンタルヘルス問題のように、実効的対策に際してその両者への

介入の連携が求められる可能性の高い問題に適応するかには疑問も生じる。 

 ・また、組織内規定において、発症増悪事由の業務上外で対応を区分しているか否かを

尋ねたところ、２３．５％の回答者が「区分している」と回答した。メンタルヘルス不調

をすべからく私傷病として取り扱う組織が殆どとも言える状況下、存外に区分有りの組織

が多いと感じられるが、他の業務上傷病にも適用される規定があればそう回答している可

能性もあり、早計な解釈はできない。 

 ・規定の効果については、回答者の約４１％が不調者の減少に「貢献している」と回答

した。生じた問題（損害賠償問題等）の解決ではなく、不調者の減少への貢献を問うたに

もかかわらず、４割以上が肯定したことは軽視できない。 
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＜対策に関与すべき者～労働組合＞ 

 ・所属先がメンタルヘルス対策に労働組合を関与させているとの回答は、回答者全体の

３割弱にとどまった。関与させているところでの具体的な関与の内容は、不調者からの相

談の受付と関係者間の人間関係の調整（約６割）、長時間労働防止のための諸活動（４７％）

などの回答が多かった。退職者の転職支援（約８％）を含め、比較的高いエフォートや知

識を要する個別対応（に関する事柄）については、低い割合にとどまったが、関与がもた

らした効果については、「効果があると感じている」が４割を超え、「効果がないと感じて

いる」は約１５％に過ぎなかった。 

＜対策の効果指標＞ 

 ・組織ごとに実施されている対策の効果指標として適当と考えるものを尋ねたところ、

群を抜いて選択割合が高かったのは、従業員の休業率（５１．５％）だった。イギリスの

ストレス管理基準によるアプローチ（MSA）等が、従業員の休業率の低下を主たる目的

として開始されたこととも整合する結果と言える。 

＜問題回避のための組織の対応～心因的素因を持つ者等のスクリーニング～＞ 

 ・性格傾向などの本人要因から不調に至り易いと解される者を採用段階でどのようにス

クリーニングしているのかを尋ねたところ、「特に対策を講じていない」が最も多く４割

強、「面接の中で顔色・姿勢・受け答え方などの非言語的な情報を得る」が約２６％でこ

れに続いた。回答者所属先の多くは、そもそも心因的素因を持つ者等のスクリーニングを

行うという発想自体を有していないか、仮に可能性を検討していても実際には困難と考え

ている可能性が高い。 

＜職域で講じるべき対策のポイント～人事労務管理の基本事項との関係～＞ 

 ・回答者に、①採用、②人事配置（適材適所）、③職務についての教育訓練、④職務の

設計と配分、⑤動機付け、⑥その他の６項目とメンタルヘルス対策の関係について尋ねた

ところ、他を圧して②の選択者が多かった（約６８％）。①③④も３割以上が選択し、そ

の他の選択者は殆どいなかったため、職域でできるメンタルヘルス対策は、概ね①～⑤の

５項目に関わると考えられていることが判明した。 

＜法的規制が適当な対策＞ 

 ・過重労働やメンタルヘルス不調に関する従前の判例や諸外国の法制度等に照らし、新

たな規制について検討に値すると解される事柄を５つ挙げ、法的規制の賛否を尋ねた。そ

の結果、①一定の質量の業務を遂行するために必要な人員の確保が最も多くの賛成を得た

が、過半数には至らなかった（約４４％）。その他、②上司の好き嫌いによる部下への差

別的な取り扱いの禁止（約３７％）、③終業と次の始業の間のプライベートな時間（いわ

ゆる「休息時間」）の確保（約３３％）、④労働条件が急激かつ大幅に変化した場合の支援

体制の構築（約３７％）も、賛成者が３割を超えるにとどまった。 

・Q４１や Q１３への回答結果と総合すると、法的規制が果たす役割に期待はするもの

の、事柄の性質との関係からも、法律で具体的な事柄を一律的に義務づけられることには
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慎重と考える回答者が多かったものと察せられる。 

＜効果的な誘導策とは＞ 

 ・個々の事業所の自律性、個別性を尊重しつつ、対策の効果を高めるための誘導策を立

法化することへの賛否を尋ねた。その結果、①個々の組織のメンタルヘルス状況の良い点

と悪い点を総合評価して対応策の実施を促進させる方法につき約８割、②有効なメンタル

ヘルス対策を実践している組織と手法を調査して公表する方法につき約８５％、③多くの

不調者を生み出していながら充分な対策を講じていない組織を公表する方法につき約８

２％の賛意が示された。 

 中でも、③の方法に８割以上の賛意が示されたことが特筆される。単に「叱る」施策で

なければ、「叱る」場合があっても法政策として受け入れられる可能性が示唆される。 

＜パーソナリティや発達に問題を抱える労働者その他職務への定着が困難な労働者の割

合と対応法＞ 

 ・調査の結果、過去３年間にメンタルヘルス不調者が発生した組織でも、背景に本人の

パーソナリティや発達の問題があると解され、なおかつ職務への定着が難しい労働者の全

従業員に占める割合は、０．１％程度である場合が多いことが判明した。 

 ・リワーク施設等の利用の結果については、「症状はいったん快復したが、パーソナリ

ティなどの問題が改善せずに再発再燃し、けっきょく職務に定着できなかった」が過半数

を占め（約５３％）、複数回答可の前提ながら、「症状が改善せず、けっきょく職務に定着

できなかった」も約３９％に達した。「症状もパーソナリティの問題も改善し、職務に定

着できるようになった」は３２％だった。 

 ・こうした労働者への対策を誰が行うべきかを尋ねたところ、「労働者自身、家族、公

的機関、医療機関、福祉関係機関、企業などの関係者全て」との回答が最も多く、約６８％

を占めた。たとえ本人要因の強い不調者に関する問題であっても、企業を含めたステー

ク・ホルダー全ての対応課題と考える回答者が多いことがうかがわれる。 

＜発症増悪事由の業務上外で（法的）対応を分ける考え方の是非＞ 

 ・業務上外に応じて法的に求められる対応を分ける日本型の仕組みと、原則として両者

を分けないヨーロッパ型の仕組みのいずれが良いと考えるかを尋ねたところ、「日本型の

方が良い」が約４割、「ヨーロッパ型の方が良い」が約２２％で、一応日本型に軍配があ

がったが、「どちらともいえない」が約３８％にのぼり、判断に迷う回答者が多かったこ

とをうかがわせる結果となった。 

＜組織と精神科主治医の関係＞ 

 ・精神科主治医の休復職に関する診断について、不調者や職場の実態を踏まえていない

と感じた経験があるかを尋ねたところ、「ある」が約４割にのぼり、「ない」の約２６％を

大幅に上回った。 

 ・他方、精神科主治医への主な面談申込者は、産業医が約５２％で過半数を超え、医療

職以外の者が主治医にコンタクトすることに一定の抵抗感を感じている可能性がうかが
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われた。 

 ・また、面談を申し込んだ後の主な結果に関する回答から、主治医側で組織からの面談

申し入れを断る例はさほど多くなく、申し入れを躊躇する組織側に杞憂が生じている可能

性が示唆された。 

＜不調者管理に際して組織側の関係者が知るべき情報＞ 

 ・少なくとも診断名や典型的症状については、種々の人事措置に際しても最低限必要な

疾病性に関する確認事項と考えられている可能性がうかがわれた。逆に、処方薬の如何は

原則として医療マターであって、使用者の管轄外と認識する傾向がうかがわれた。 

もっとも、ＳＳＲＩ（選択的セロトニン再取り込み阻害薬）を好例として、処方薬と人

事労務管理を分断することが難しい場合もある。 

 ・従前の判例でも、専門医による疾病性の確認は一種の手続的要件として重視されてお

り、人事労務管理において疾病性を無視することはできないため、使用者が適正な手続の

もとで一定範囲の医療情報を取り扱うこと自体は肯定されざるを得ないと解される。 

＜メンタルヘルス対策における産業医の役割＞ 

 ・総じて、産業医が産業（精神）保健に関する組織（集団）への働きかけ、主治医との

連絡、職場の観察や従業員との個別面談を含めたコミュニケーター的な役割を担っている

場合が多いこと、とはいえ、不調者に寄り添ったり、その環境調整にエフォートを割くよ

うな直接的な関与はできていない場合が多いこと、他方で、社内規定など組織の秩序の基

本づくりへの関与や、経営上層部への就業条件の本質的な改善提案などは殆どできておら

ず、法政策上果たすべきとされているメンタルヘルス情報の管理も実施されていない場合

が多いことが看取された。 

・本調査において、国の統計に比べて産業医の選任率がかなり低く見積もられたことの

背景にこうした事情が無かったとは言えない。 

＜メンタルヘルス対策における嘱託精神科医の役割＞ 

 ・メンタルヘルスに関しては、総じて産業医よりも高い介入効果を認められているが、

そのポイントは、不調者の早期発見、診断及び治療、主治医との情報交換、主治医の診断

の相対化など、精神科の専門性を活かした医療的な面にあったと解されるため、産業医と

はそもそも期待される役割が異なっていると考えられる。 

＜メンタルヘルス情報（メンタルヘルスに関する個人情報）に関する法的規制の周知度合

い及び規制内容への納得度合い＞ 

 ・先ず、関連する法規制（憲法、刑法、特別刑法、民法、個人情報保護法などの法律と

その解釈例規、裁判例など）について知っているかを尋ねたところ、「業務に関わる部分

の一部は知っている」が最も多く２８％強、「ほとんど知らない」が２８％弱でこれに続

いた。「よく知っている」と「おおむね知っている」は合わせても２９％弱に過ぎなかっ

た。 

 ・また、「よく知っている」と「おおむね知っている」と回答した方を対象に現行の法
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規制のありようについての所感を尋ねたところ、「おおむね妥当」が最多で約６４％を占

めた。 

 ・拙速に結論は出せないが、現行の法規制については、集約（特に複数の法規に共通す

る原則や、各法規の背景にある原則、各原則間の調整原理の抽出）と周知が課題であると

解される。 

＜精神障害者雇用（の観点でのメンタルヘルス対策の）普及度合い＞ 

 ・調査の結果、他の類型の障がい者に比べ、精神障がい者を雇用している組織は未だ少

なく、他方、既に採用済みの労働者が発症して精神障がい者となった場合にも、処遇の枠

組み自体を変更する組織は少数派にとどまることが判明した。 

 ・現に精神障がい者を雇用している組織の多くが、精神障がい者と承知の上で雇用をす

る以上、一定の個別的配慮は必要だと認識していること、ただしその内容は、いわゆる就

業上の配慮を中心とするもので、出退勤時間の自由化や人的措置など、職場秩序に一定以

上の影響を与えたり、付加的な手間ないしコストのかかる措置を避けようとする傾向にあ

ることがうかがわれる。 

 ・未だ少数派ではあるが、福祉系の資格者を選任する組織が出て来ていること、選任し

ているところでは、主に組織内でのコミュニケーションや実作業の支援を行っていること

がうかがわれ、社会保険・社会福祉給付の受給支援など、社会保障制度に関わる支援はさ

ほど多く実施されていないことがうかがわれる。もっとも、福祉系資格者を選任している

企業には相当大規模な事業所が多いと解されることから、社会保障関係の手続は既に内製

化されている可能性もある。 

 ・回答者の全体傾向としては精神障がい者雇用について消極的ながら、過去に雇用経験

がある組織に所属する回答者の中には、多様な人材を受け入れられる風土やキャパシティ

が組織に醸成され、至局、メンタルヘルス不調者一般や健常者の人事労務管理にも貢献す

ると考えている者が半数近く存在することが判明した。 

＜今後１０年間のメンタルヘルス不調者の増減傾向の予測＞ 

 ・今後１０年間のメンタルヘルス不調者の増減傾向の予測を尋ねたところ、「増加する」

が約５６．４％、「ほぼ横ばい」が約３７．３％で、両者を合わせると実に９割を超え、

JIL 調査と概ね符合する結果となった。 

＜国の施策の認知度＞ 

 ・国が苦心して立案し、周知を図って来た施策が、充分に浸透しきれていないことがう

かがわれる。また、労災補償の認定基準は、予防のための行為規範にも広く影響すること

を想定して策定されていると解されるが、実際には必ずしもそうなっていない可能性があ

る。このことは、組織の経営者が一般的にメンタルヘルス対策をさほど重視していないこ

との証左である可能性もある。 

＜職域におけるメンタルヘルス対策の促進に法律が果たす役割＞ 

 ・「今後、メンタルヘルス対策の促進を図るための新たな法律条文や法律ができれば、
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企業（団体）で実際に役立つ対策が進むとお考えになりますか」との問いに対して、「そ

う思う」との回答が約８割（７８．８％）に達し、「そうは思わない」との回答（１３．

８％）を大きく凌駕した。 

 ・他方、Ｑ１３～１６による調査から、法的規制が果たす役割に期待はするものの、事

柄の性質との関係からも、法律で具体的な事柄を一律的に義務づけられることには慎重と

考える回答者が多く、個々の事業所の自律性、個別性を尊重しつつ、対策の効果を高める

ための誘導策の立法化を支持する回答者が多かった。 

・以上の結果などから、国の法政策に対しては、基本的な目標設定、目標を実現するた

めの主な手続の設定、手続に関与する重要な主体（利害関係者、専門家等）の設定、適性

に手続を果たす事業者へのメリットの付与とそうでない事業者への制裁、不調者への差別

禁止などの最低限の基準設定などが求められていると解される。 

 

 

A.研究目的 

 ①過去２年間にわたる諸外国の関連法制

度の背景・特徴・効果に関する調査（及び

関連分野の専門家による法制度調査への示

唆）の成果を踏まえ、妥当性のある（法）

政策提言を行うこと。 

 ②その目的に必要な限りで日本の企業等

におけるメンタルヘルス及び対策の実情を

明らかにすること。 

 

B.研究方法 

 ①過去２年間にわたる諸外国の関連法制

度の背景・特徴・効果に関する調査（及び

関連分野の専門家による法制度調査への示

唆）の成果を踏まえ、諸外国にあって日本

にないか不充分な法政策、諸外国との比較

で顕在化した日本の法政策の特徴などを意

識しつつ、日本の法政策への暫定的な示唆

を列挙した。 

 ②その示唆が日本で妥当性、実効性を持

つかを調べるため、日本の現状、今後の方

向性に関する質問票のドラフトを主任研究

者が作成し、研究班員全員で討議して、大

問４１から成る最終案に至るまで洗練させ

た。ただし、加筆修正削除等の作業は、基

本的に主任研究者が担当した。 

 ③WEB による社会調査（電子調査）を専

門に行う民間業者（ネオ・マーケティング

社＜http://www.neo-m.jp/＞）を選定し、Ｗ

ＥＢ上で回答可能な質問画面の作成、調査、

単純集計、クロス集計等を依頼した。調査

対象者は、(i)当該業者と関係を持つモニタ

ー（業者の公表では２００万人強）の中で、

企業等の組織でメンタルヘルス対策に直接

又は間接に携わっている者、(ii)産業医学推

進研究会（＊）に所属し、メーリングリス

トに加入している者、の２種類とした。(i)

については、委託前に実施した出現率調査

により４００サンプル程度の回収が見込ま

れていたところ、実際にも４００サンプル

を得ることができた。(ii)は、同研究会のご

協力により、上記民間業者がＷＥＢ上に設

置した画面を同研究会に所属する方々に案

内し、回答を依頼する方式により、２９サ

ンプルを得られた。その殆どは産業医だっ

た（２９サンプルのうち約９割は産業保健
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スタッフで、その９５％が産業医だった）。 

 (i)(ii)のいずれもＷＥＢ上での個人向け

かつ匿名の調査としたことで、率直な回答

を導けたと解される。 

 

 ＊産業医学推進研究会（会長：宮本俊明

（新日鐵住金（株）君津製鐵所安全環境防

災部安全健康室上席主幹（産業医・診療所

長）））：１９８９年に産業医科大学医学部出

身の産業医が中心となり設立した、産業医

学に関する研究会。２０１３年９月時点で、

顧問２名、正会員５７２名（医師４５５名、

保健師等１１７名）、準会員１２名が所属す

る。 

 

C.研究結果 

１ 回答者及び回答者所属先の属性

（Ｑ１～２関係）  

 ・平成２２年国勢調査産業等基本集計（総

務省統計局）によると、産業別の就業者数

は、１次産業（農林水産業・鉱業：本調査

の設問項目では１～４に相当）２６７万４

００人、２次産業（建設業・製造業：同じ

く５、６に相当）１７３８万９９００人、

３次産業（本調査の設問の選択肢では７～

１９に相当）４４１９万９６００人で、割

合は、１次産業約４．２％、２次産業約２

７％、３次産業約６８．８％である。本調

査の回答者の所属産業部門別割合は、概ね

それに一致するものの、１次産業で３ポイ

ントほど少なく、逆に３次産業が５ポイン

トほど多かったことになる。 

 調査方法がＷＥＢによる調査であって、

回答者にインターネット愛用者が多く含ま

れていると思われること、メンタルヘルス

対策に関わっており、なおかつ大問のみで

も全４１問にのぼる設問の全てに回答して

頂ける程度にこの問題に関心がある方であ

ったことの帰結と解される。 

 ・なお、回答者の所属業種の中でも突出

して多いのは、製造業、サービス業、医療・

福祉であり、これらの業界での、この問題

への関心の高さがうかがわれる。日本労働

研究研修機構（担当：郡司正人、新井栄三）

「職場におけるメンタルヘルス対策に関す

る調査」（平成２４年３月３０日）（以下、

JIL 調査という）でも、メンタルヘルス不

調者を抱える事業所の業種は、突出して医

療・福祉が多く（７６．６％）、製造業は情

報通信業に次いで第３位（６７．９％）、サ

ービス業（学術研究、専門・技術サービス

業：６２．１％、宿泊業、飲食サービス業：

５９．５％、生活関連サービス業、娯楽業：

５５．５％）も相対的に高い割合にのぼっ

ていた。他方、JIL 調査では対象となって

いない公務従事者の回答者割合が比較的高

かったことは、本調査結果の特徴の１つと

言える。 

 ・回答者所属先の従業員数は、正社員数

１０００名以上が約３割と最も多く、同じ

く１００～４９９名が約２割でこれに続い

ていた。この規模傾向は、JIL 調査の対象

者の所属先の最頻値（会社全体の正社員数

１００～９９９名で全体の６割を超える）

に比べ、明らかに大きい。また、Ｑ９で、

回答者所属先に労働組合があるとした方が

約４５％にのぼることからも、大企業の回

答者が比較的多かったことがうかがわれる。

この結果にも、回答者がＷＥＢによる調査

への協力者であることが影響していると解

される。 

 ・回答者所属先の男女比は、JIL 調査の
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それとさほど変わらない。 

 ・回答者の職種は、人事・労務・総務ス

タッフが全体の約５６％を占めた。本調査

では、産業医学推進研究会のご協力を頂き、

概ね産業医から成る２９サンプルが加わっ

ていることもあり、メンタルヘルスに関す

る他の調査より産業保健スタッフの回答者

が若干多くなっていた（約１０％）と思わ

れるが、その他の職種（経営、営業・営業

管理、生産管理、財務・経理、教職など）

も３５％を超えており、人事労務関係者を

中心に、企業等の戦力となっている幅広い

スタッフの意見が反映されている可能性が

高い。 

  

２ 不調者発生の状況（Ｑ３関係） 

 ・過去３年間に所属先で不調者が発生し

たとする回答者の割合は約６３％で、その

割合は、従業員の１％以上～３％未満が約

３割と最も多く、３％未満全てで約７７％

にのぼった。厚生労働省の患者調査では、

平成２３年の気分（感情）障害の推計罹患

者は１０万３６００人で、人口１０万人当

たりの受療者が入院・外来を含めて８２人

とされていることと比べても、人事労務に

関わる方の多い本調査の回答者に認識され

たメンタルヘルス不調者が１００人に１～

３人いる状況が一般的となると、決して軽

視はできない。 

 ・過去３年間の不調者割合の増減につい

ては、「変わらない」（約４２％）と「増え

ている」（約５０％）を合わせて９割を超え

ていた。JIL 調査では、合わせて７８．８％

だったので、概ね同様の傾向ながら、本調

査の回答者の所属先の方が若干不調者を抱

える割合が高かったことになる。故にこそ、

大部の質問に回答して頂けたとも考えられ

る。 

 

３ 対策の概況（Ｑ５、Ｑ４関係） 

 ・回答者所属先でメンタルヘルス対策を

講じているか否かについては、「いる」「い

ない」がほぼ拮抗し、事業の規模が大きく

なるほど講じている割合が増える点を含め、

JIL 調査とほぼ同じ結果となった。クロス

集計の結果からは、医療・福祉事業で講じ

ていない割合が高いこと（６８％）が判明

した。JIL 調査でも、医療・福祉の約５４％

がメンタルヘルスケアに取り組んでいない

とされており、この業種での対策の必要性

の高さがうかがわれる。 

 ・講じられている対策の内容は、JIL 調

査とほぼ同じく、相談窓口の設置（約７

０％）、管理職対象の研修（約６０％）、一

般職対象の研修（約５０％）が多かった一

方、少なかったのは、メンタルヘルス担当

の専任職員の配置（約１１％）、強いストレ

ス要因の調査と対応（約１７％）、雇用や所

得の維持（へ向けた努力）（約１８％）であ

った。このうち、強いストレス要因の調査

と対応は、JIL 調査では概ねストレス調査

票による調査に相当すると思われるが、や

はり実施率は約２割程度と少なかった。担

当職員の配置は、兼任では約３割と高かっ

たことから、たとえ配置する場合にも兼任

が妥当とのレベルで捉えられていることが

うかがわれる。 

 ・他方、対策の必要性を感じるか、との

問いには、約７６％の回答者が「感じてい

る」と答えていることから、現在所属先が

対策を講じていなくても、講じるべきと考

えている方が多いことがうかがわれる。な
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お、JIL 調査では、現在取り組みを行って

いない事業所でも、今後、社内相談対応窓

口の設置（２５．７％）、管理監督者への教

育研修（２３．８％）といった、いわば定

番とも言える措置を講じたいとするところ

は約４分の１あり、ストレス状況等に関す

る調査票による調査も１７％を超えていた。 

 

４ 対策の効果（Ｑ５ＳＱ２関係） 

 ・所属先で講じられている対策の内容が

概ね JIL 調査の結果と一致したことは上述

した通りだが、その効果については異なる

結果となった。すなわち、本調査では、「現

れているかもしれないが、認識できていな

い」が６５．３％で最も多く、「現れている」

は約２７％にすぎなかった。他方の JIL 調

査では、「あると思う」が７割で最も多く、

「わからない」は２６．４％にすぎなかっ

た。この相違の理由は不明だが、JIL 調査

での肯定の選択肢が「あると『思う』」とさ

れていたことにある可能性は否定できない。 

 

５ 対策の具体的内容～要員配置～

（Ｑ６関係） 

 ・所属先でメンタルヘルスのための要員

を配置していると回答した方の割合は約３

割、そのうち専任スタッフを配置している

と回答した方の割合は概ね３５％程度であ

った。JIL 調査では、専門スタッフの有無

を尋ねる設問に対し、約５８％の事業所が

「あり」、約４０％の事業所が「なし」と回

答していたが、専任か否かは問われていな

かった。なお、専門スタッフの主な職種は

産業医やカウンセラーだが、職種から専

任・兼任を推定することはできない。 

 

６ 対策の具体的内容～衛生委員会

等での審議～（Ｑ７関係） 

 ・衛生委員会等でメンタルヘルス対策に

関する審議を行っているか、との問いには、

約３割が「審議している」と回答し、その

うち約７割が個別事例への対応方法を協議

していると回答し、同じく８割強が１次予

防策について協議していると回答した。JIL

調査では、メンタルヘルスケアに取り組ん

でいると回答した約５割の事業所のうち約

３割が衛生委員会等での調査審議を挙げて

いたものの（＊となると、回答事業所の約

１５％のみが審議を実施していたことにな

り、本調査の回答者（所属先）の実施率の

約半数にとどまることになるが）、審議内容

についての設問はなかった。 

 なお、本調査では高い割合で協議してい

ると回答された１次予防策の具体的内容ま

では調査が及ばなかったが、上記＜対策の

概況＞との関係では、教育研修が含められ

ている可能性もある。となると、回答者に

Ｑ１２やＱ１３で示した本質的な１次予防

策がイメージされていなかった可能性もあ

る。 

 

７ 対策の具体的内容～組織内規定

の整備～（Ｑ８関係） 

 ・所属先がメンタルヘルス対策のための

組織内規定を整備していると回答した方は、

全体の約３５％で、その約５７％が就業規

則内での規定整備、同じく約３４％が就業

規則の一環としての健康管理規程内での規

定整備を実施していると回答したが、就業

規則とは別個の規定整備をしているとの回

答も２割強あった。 

 ・JIL 調査でも、メンタルヘルスに関す
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る組織内ルールの有無に関する質問が設け

られていたが、対象は情報管理や復職管理

（復職の手順、復職判定基準など）に関す

るものに限られていた。調査の結果、情報

管理に関するルールを策定している事業所

は２８％余りで、それもメンタルヘルス関

連情報の規制に特化したものではなかった。

「特段のルールはないが、気を付けて対応

するようにしている」が最も多く、約４５％

を占めていた。復職管理については、社内

に手順のルールが定められている旨回答し

た事業所が約３３％（従業員数１０００人

以上では約５４％、過去１年間に１か月以

上休職又は退職した者がいる事業所では約

４割）、判定基準がルールとして定められて

いる旨回答した事業所が約２割、慣行があ

る旨回答した事業所が約１割であった。情

報管理は１次予防を含め、不調の予防と表

裏一体の課題であり、復職管理は３次予防

の要なので、これらの点に調査対象を絞っ

たこと自体が合理的と解されるが、メンタ

ルヘルスにおける事業所自治の重要性にか

んがみると、他の関連事項に関する規定や

規定の効果も明らかにすべきと考え、本調

査の対象に加えた経緯がある。 

 ・その結果、規定項目として割合が高か

ったのは、不調者への人事上の措置や就業

上の配慮に関すること（約５８％）、産業医

との面談や同人への受診に関すること（約

５５％）、不調者の休復職管理に関すること

（約５３％）などで、逆に低かったのは、

主治医との連絡に関すること（約２割弱）、

個々人のストレス耐性の強化に関すること

（約２割弱）だった。就業管理に関するこ

とを積極的に規定し、個人的事柄と解され

ることへの介入を避ける傾向がうかがわれ

るが、メンタルヘルス問題のように、実効

的対策に際してその両者への介入の連携が

求められる可能性の高い問題に適応するか

には疑問も生じる。 

 ・また、日本の法制度及びその運用では、

不調の発症増悪事由が業務上か業務外かで

法的に求められる対応が異なるため、所属

先の組織内規定における区分の有無を尋ね

たところ、２３．５％の回答者が「区分し

ている」と回答した。JIL 調査において、

メンタルヘルス不調者が現れる原因につい

て尋ねたところ、本人の性格の問題を挙げ

た事業所が最も多かった（約６８％）こと

とも連動し、メンタルヘルス不調をすべか

らく私傷病として取り扱う組織が殆どとも

言える状況下、存外に区分有りの組織が多

いと感じられるが、他の業務上傷病にも適

用される規定があればそう回答している可

能性もあり、早計な解釈はできない。 

 ・規定の効果については、回答者の約４

１％が不調者の減少に「貢献している」と

回答している。生じた問題（損害賠償問題

等）の解決ではなく、不調者の減少への貢

献を問うたにもかかわらず、４割以上が肯

定したことは軽視できない。 

  

８ 対策に関与すべき者～労働組合

～（Q９関係） 

 ・先述した通り、本調査では、所属先に

労働組合ありとした回答者の割合が約４

５％にのぼったことから、回答者に大規模

事業所属者が多かったことがうかがわれる

（JIL 調査でも労組の有無を尋ねているが、

回答会社では３８％が「有り」と回答して

いるため、こうした課題に関する調査に協

力する方には、大規模事業所属者が多くな
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る傾向があるように見受けられる）。 

 ・しかし、所属先がメンタルヘルス対策

に労働組合を関与させているとの回答は、

回答者全体の３割弱にとどまった。 

 ・「関与させている」と回答した方に具体

的な関与の内容と効果を尋ねたところ、前

者について最も多かった回答は、不調者か

らの相談の受付と関係者間の人間関係の調

整（約６割）で、続いて長時間労働防止の

ための諸活動（４７％）であった。不調者

の休復職管理、労働時間以外のメンタルヘ

ルス関連事項に関する規定整備についても

１５％以上の回答があったが、不調者への

ジョブコーチのあっせん（約５％）、退職者

の転職支援（約８％）、同じく公的支援制度

のあっせん（６％）、メンタルヘルス専門ス

タッフの選任（約５％）といった、比較的

高いエフォートや知識を要する個別対応

（に関する事柄）については、低い割合に

とどまった。 

 ・特筆すべきは、労組の関与がもたらし

た効果についての回答で、「効果があると感

じている」が４割を超え、「効果がないと感

じている」は約１５％に過ぎなかったこと

である。 

 ・なお、JIL 調査における労組に関する

データは、メンタルヘルス不調者の最初の

把握者に関するものに限られ、なおかつ、

労組と回答した事業所がわずか０．１％で

あったことが示されている。 

 ・総じて、今後のこの課題にかかる労組

の関与の拡大の可能性を感じさせる。 

 

９ 対策の効果指標（Q１０関係） 

 ・組織ごとに実施されている対策の効果

指標として適当と考えるものを尋ねたとこ

ろ、群を抜いて選択割合が高かったのは、

従業員の休業率（５１．５％）だった。そ

の他は、質問紙でのストレス調査の結果か

ら、作業関連疾患の罹患率、自発的な離職

率、職務満足感、（守秘条件下での）従業員

への聞き取りの結果に至るまで、全て２割

台にとどまった。 

 イギリスのストレス管理基準によるアプ

ローチ（MSA）等が、従業員の休業率の低

下を主たる目的として開始されたこととも

整合する結果と言える。 

 

１０ 問題回避のための組織の対応

～心因的素因を持つ者等のスクリー

ニング～（Q１１関係） 

 ・JIL 調査でも、メンタルヘルス不調者

の発生の最大の原因は本人の性格的問題と

考えている事業所が多いことは前述した。

そこで、そうした問題を持つ者を採用段階

でどのようにスクリーニングしているのか

を尋ねたところ、「特に対策を講じていない」

が最も多く４割強、「面接の中で顔色・姿

勢・受け答え方などの非言語的な情報を得

る」が約２６％でこれに続いた。 

割合は少なかったが、①「過去の既往歴

などの情報の確認」（約１９％）、②「過去

の欠席率・欠勤率などのデータの確認」（約

１８％）、③「紙面での心理テスト的なツー

ルの活用」（約１７％）などにも２割程度の

該当があった。④「関係者などへの身上調

査」も約１３％が該当した。 

このうち、②には特段の法的問題はない

と解される。④も、三菱樹脂事件最大判昭

和４８年１２月１２日民集２７巻１１号１

５３６頁の判示（例えば、「企業者が雇傭の

自由を有し、思想、信条を理由として雇入
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れを拒んでもこれを目して違法とすること

ができない以上、企業者が、労働者の採否

決定にあたり、労働者の思想、信条を調査

し、そのためその者からこれに関連する事

項についての申告を求めることも、これを

法律上禁止された違法行為とすべき理由は

ない」、とする部分等）に照らし、違法とま

では言えない（もっとも、特に有名企業が

そうした行為を行っていることが顕在化す

れば、社会的批難は免れないであろう）。他

方、①③には本人同意があれば違法とまで

は言い切れないが、プライバシー保護の要

請等との関係上、望ましくはないと解され

ている（平成５年５月１０日付け事務連絡

「採用選考時の健康診断について」、平成１

３年４月２４日付け厚生労働省職業安定局

雇用開発課長補佐から都道府県労働局職業

安定主務課長宛事務連絡を参照）。 

 ・以上のデータの中でも注視すべきは、

「特に対策を講じていない」との回答が最

も多かったことである。本調査は、インタ

ーネットを利用した匿名調査であって率直

に回答し易い条件にあったと解される（だ

からこそ、割合は少ないながら①～④の回

答が導かれたと察せられる）。にもかかわら

ずこの結果になったということは、回答者

所属先の多くは、そもそも心因的素因を持

つ者等のスクリーニングを行うという発想

自体を有していないか、仮に可能性を検討

していても実際には困難と考えている可能

性が高い。 

 

１１ 職域で講じるべき対策のポイ

ント～人事労務管理の基本事項との

関係～（Q１２関係） 

 ・過重労働やメンタルヘルス不調に関す

る日本の判例の中には、人事労務管理の基

本事項にかかるミスやミス・コミュニケー

ションを業務上の過重負荷ないし法的な過

失と認めたものが多い。また、行政の発出

した精神障害の労災認定基準でも、こうし

た事柄に深く関わる出来事が多く捕捉され

ている。さらに、本調査研究の過程で、イ

ギリスの行動科学分野の有力な研究者から、

人選、教育訓練、モチベーション、職務設

計の４点がメンタルヘルスに深く関わる旨

の示唆を受けた。 

そこで、組織内でメンタルヘルス対策に

関わっている回答者に、①採用、②人事配

置（適材適所）、③職務についての教育訓練、

④職務の設計と配分、⑤動機付け、⑥その

他の６項目とメンタルヘルス対策の関係に

ついて尋ねたところ、他を圧して②の選択

者が多かった（約６８％）。①③④も３割以

上が選択し、その他の選択者は殆どいなか

ったため、職域でできるメンタルヘルス対

策は、概ね①～⑤の５項目に関わると考え

られていることが判明した。 

 

１２ 法的規制が適当な対策（Q１３

関係） 

 ・過重労働やメンタルヘルス不調に関す

る従前の判例や諸外国の法制度等に照らし、

新たな規制について検討に値すると解され

る事柄を５つ挙げ、法的規制の賛否を尋ね

た。その結果、①一定の質量の業務を遂行

するために必要な人員の確保が最も多くの

賛成を得たが、過半数には至らなかった（約

４４％）。その他、②上司の好き嫌いによる

部下への差別的な取り扱いの禁止（約３

７％）、③終業と次の始業の間のプライベー

トな時間（いわゆる「休息時間」）の確保（約
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３３％）、④労働条件が急激かつ大幅に変化

した場合の支援体制の構築（約３７％）も、

賛成者が３割を超えるにとどまった。 

 Q４１で、「メンタルヘルス対策の促進を

図るための新たな法律条文や法律ができれ

ば、企業（団体）で実際に役立つ対策が進

むと考えるか」との質問に、約８割が肯定

的回答をしたこと、他方、本設問（Q１３）

において、我々が列挙した５つの事柄以外

に法的規制に適するものがあるとの回答は

約３％、「特になし」の回答も約１８％に過

ぎないこととの関係では、「総論賛成・各論

反対」の感も否めないが、要は、法的規制

が果たす役割に期待はするものの、事柄の

性質との関係からも、法律で具体的な事柄

を一律的に義務づけられることには慎重と

考える回答者が多かったということではな

いかと察せられる（このことは、Q４２FA

（自由記述）２の回答からもうかがえる）。 

 

１３ 効果的な誘導策とは（Q１４～

１６関係） 

 ・現在の法政策上、法律に与えられる性

格、果たす役割は多岐にわたっており、Q

１３の回答からもうかがわれる通り、特に

メンタルヘルス対策では、具体的な事柄の

一律的義務づけが国民の合意を得、奏功す

るとは限らない。そこで本調査では、個々

の事業所の自律性、個別性を尊重しつつ、

対策の効果を高めるための誘導策を立法化

することへの賛否を尋ねた。その結果、①

個々の組織のメンタルヘルス状況の良い点

と悪い点を総合評価して対応策の実施を促

進させる方法につき約８割、②有効なメン

タルヘルス対策を実践している組織と手法

を調査して公表する方法につき約８５％、

③多くの不調者を生み出していながら充分

な対策を講じていない組織を公表する方法

につき約８２％の賛意が示された。 

 中でも特筆すべきは、③の方法に８割以

上の賛意が示されたことである。信賞必罰

を想起させる順に質問が並べられていたこ

とも影響した可能性はあるが、単に「叱る」

施策でなければ、「叱る」場合があっても法

政策として受け入れられる可能性が示唆さ

れる。 

 

１４ 業務上外判定の公的支援に対

するニーズの有無（Ｑ１７関係） 

 ・上述した通り、日本の法制度及びその

運用では、不調の発症増悪事由が業務上か

業務外かで法的に求められる対応が異なる

ため、両者を区分する必要があるが、たと

え行政から認定基準が示されていても、実

際の区分に困難を来すことは少なくない。

かといって、事業所関係者に対して、すべ

からく労働基準監督署への相談等を求める

ことは、現実的には難しい。そこで、職場

にメンタルヘルス不調者が発生した場合に、

その要因の業務上外判定を守秘条件下、廉

価で支援する公的機関があれば利用する可

能性を尋ねたところ、「可能性あり」との回

答が過半数（約５２％）に達した。あえて

「わからない」（約３６％）を加えると、実

に９割近くの回答者が利用の可能性を示唆

したことになる。 

 

１５ パーソナリティや発達に問題

を抱える労働者その他職務への定着

が困難な労働者の割合と対応法（Ｑ１

８～２２関係） 

 ・先述した通り、JIL 調査において、メ
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ンタルヘルス不調者が現れる原因について

尋ねたところ、本人の性格の問題を挙げた

事業所が最も多かった（約６８％）。そこで、

その実相を確認するための設問を４問用意

した。 

 ・先ず、過去３年間に、メンタルヘルス

不調者の中で職務への定着が難しい労働者

が何割程度いたかを尋ねたところ、１～

９％との回答が最も多く（約４６％）、「い

なかった（いない）」が約３２％、１０～２

９％が約１４％でこれに続いた。 

 ・次に、その背景に社会的未熟さなどの

本人のパーソナリティや発達問題が主な原

因となっていることがうかがわれる労働者

が何割程度いたかを尋ねたところ、１～

９％との回答が最も多く（約４９％）、１０

～２９％が約１６％、「いなかった（いる）」

が約１３％でこれに続いた。 

 ・すると、メンタルヘルス不調者のうち、

背景に本人のパーソナリティや発達の問題

があると解され、なおかつ職務への定着が

難しい労働者の割合は、わずか１％程度に

過ぎない場合が多かったということになる。 

 ・また、そもそも、Q３につき、過去３

年間に所属先でメンタルヘルス不調者が発

生したと回答した方は約６３％であり、そ

の割合は、全従業員の１～３％程度が最も

多かった（約３２％）ことからすると、メ

ンタルヘルス不調者が発生した組織でも、

こうした労働者（：背景に本人のパーソナ

リティや発達の問題があると解され、なお

かつ職務への定着が難しい労働者）の全従

業員に占める割合は、０．１％程度である

場合が多かったということになる。 

 ・加えて、そうした労働者に利用させた

ことのある施設や制度を尋ねたところ、①

「地域障害者職業センターや医療機関が開

設しているリワーク施設」（約３割）、②「そ

れ以外に民間団体が開設しているリワーク

施設」（約１６％。複数回答可としたため、

①②の回答は重複している可能性が高い）

との回答があったものの、「利用させたこと

のある施設や制度はない」との回答が約６

割を占めた。 

 ・焦点となる施設や制度の利用の結果に

ついては、「症状はいったん快復したが、パ

ーソナリティなどの問題が改善せずに再発

再燃し、けっきょく職務に定着できなかっ

た」との回答が過半数を占め（約５３％）、

複数回答可の前提ながら、「症状が改善せず、

けっきょく職務に定着できなかった」も約

３９％に達した。「症状もパーソナリティの

問題も改善し、職務に定着できるようにな

った」が３２％だったが、これを多いとみ

るか少ないとみるかは、識者により見解が

分かれるように思われる。 

 ・この質問項目の最後に、こうした労働

者への対策を誰が行うべきかを尋ねたとこ

ろ、「労働者自身、家族、公的機関、医療機

関、福祉関係機関、企業などの関係者全て」

との回答が最も多く、約６８％を占めた。

これらの関係者のうち、企業のみを外した

選択肢については約１４％、「労働者自身と

家族」との選択肢については約１７％の回

答にとどまったことからも、たとえ本人要

因の強い不調者に関する問題であっても、

企業を含めたステーク・ホルダー全ての対

応課題と考える回答者が多いことがうかが

える。 

 

１６ 発症増悪事由の業務上外で（法

的）対応を分ける考え方の是非（Ｑ２
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３関係） 

 ・上述した通り、日本の法制度及びその

運用では、不調の発症増悪事由が業務上か

業務外かで法的に求められる対応が異なる

ため、両者を区分する必要があるが、たと

え行政から認定基準が示されていても、実

際の区分に困難を来すことは少なくない。 

 そこで、業務上外に応じて法的に求めら

れる対応を分ける日本型の仕組みと、原則

として両者を分けないヨーロッパ型の仕組

みのいずれが良いと考えるかを尋ねた。 

 結果、「日本型の方が良い」が約４割、「ヨ

ーロッパ型の方が良い」が約２２％で、一

応日本型に軍配があがったが、「どちらとも

いえない」が約３８％にのぼり、判断に迷

う回答者が多かったことをうかがわせる結

果となった。 

 

１７ 組織と精神科主治医の関係（Ｑ

２４～２５関係） 

 ・今回調査対象としたヨーロッパ諸国で

は、雇用者と主治医の連携的対応の必要性

を示唆する政策や文書の存在が認められた

が、この点に関する日本の実情については

JIL 調査でも質されていなかった。 

・そこで先ず、精神科主治医の休復職に

関する診断について、不調者や職場の実態

を踏まえていないと感じた経験があるかを

尋ねたところ、「ある」が約４割にのぼり、

「ない」の約２６％を大幅に上回った。 

 ・次に、組織側から精神科主治医に面談

を申し込んだ経験の有無を尋ねたところ、

「ある」は約３割にとどまり、続いて主な

面談申込者を尋ねたところ、産業医が約５

２％で過半数を超え、本人の直属の上司が

約２４％、人事労務部員が約２３％でこれ

に続いた。 

 医療職以外の者が主治医にコンタクトす

ることに一定の抵抗感を感じている可能性

がうかがわれる。 

 ・また、面談を申し込んだ経験有りと回

答した方にその主な結果を尋ねたところ、

「面談でき、主治医と連携できるようにな

り、不調者の快復に貢献した」との回答が

最多で約２８％、次に「面談はできたが、

その後の連携が進まなかった」と「面談で

き、その後の連携もできたが、不調者の快

復には貢献しなかった」がほぼ同ポイント

の約２５％強、「主治医に面談を断られたり、

回避され、連携が進まなかった」は約１６％

にすぎなかった。 

 このことから、主治医側で組織からの面

談申し入れを断る例はさほど多くなく、申

し入れを躊躇する組織側に杞憂が生じてい

る可能性が示唆される。 

 

１８ 不調者管理に際して組織側の

関係者が知るべき情報（Ｑ２６関係） 

 ・メンタルヘルス不調者の管理に際して

人事労務担当者や直属の上司が知るべき医

療関連情報を尋ねたところ、診断名（約５

８％）、必要な就業上の措置（約５８％）、

発症の背景事情（約５６％）の３つが過半

数を超えた。その他、典型的な症状（約４

４％）、禁忌事項（約４１％）が４割を超え

たが、処方薬については、３割弱にとどま

った。 

 ・これまで、行政の発出ないし公表して

きたガイドラインや文書等では、使用者は、

原則として診断名等の生データを取り扱う

べきではないとのスタンスが示されてきた

が、少なくとも診断名や典型的症状につい
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ては、種々の人事措置に際しても最低限必

要な疾病性に関する確認事項と考えられて

いる可能性がうかがわれる。逆に、処方薬

の如何は原則として医療マターであって、

使用者の管轄外と認識する傾向がうかがわ

れる。もっとも、ＳＳＲＩ（選択的セロト

ニン再取り込み阻害薬）の服用者について

自動車の運転の制限を検討する企業も出て

来ており、また、用法や分量によってはそ

れが不適当と言い切れない面もあるため、

処方薬と人事労務管理を完全に分断するこ

とも難しい。 

 労働者の傷病（が影響した業務遂行能力

の低下や非違行為）を理由とする解雇等の

不利益措置に関する従前の判例でも、専門

医による疾病性の確認は一種の手続的要件

として重視されており、人事労務管理にお

いて疾病性を無視することはできないため、

使用者が適正な手続のもとで一定範囲の医

療情報を取り扱うこと自体は肯定されざる

を得ない。 

 

１９ メンタルヘルス対策における

産業医の役割（Ｑ２７関係） 

 ・この点には JIL 調査でも力点が置かれ

ている。同調査の結果を簡潔に示せば以下

の通り。 

 ①メンタルヘルスケアの担い手として事

業所が最も重視しているのは、「職場の上

司・同僚」（３８．３％）であり、産業医等

の健康保健スタッフとの回答は６％にとど

まった。 

 ②メンタルヘルスケアに取り組んでいる

事業所のうち、過半数（約５８％）が専門

スタッフを配置しており、そのうち７６．

５％は「産業医その他の医師」をもって充

てていた。 

 ③一人の産業医が身体の健康に加え、メ

ンタルヘルスを扱うことは難しいと感じた

ことがあると回答した事業所の割合は全体

では約４割だったが、実際に産業医を選任

し、この問題について考えたことのある事

業所では約６割を占めた。産業医として勤

務する医師に内科医や外科医が多く、精神

科医が少ないことの帰結とも言えるが、産

業医としての勤務に一般的なメンタルヘル

スの知識が必要との認識が浸透していない

ことの証左とも考えられる。 

 ④複数の産業医で構成され、応分の経

費・手間をもって専門的対応ができる社外

の産業医チームの利用可能性については、

大規模事業所ほど可能性ありと回答し（１

０００人以上規模では約５割）、全体では約

４割が可能性ありと回答した。 

 ・本調査の結果の要点を示せば以下の通

り。 

 ①回答者所属先の産業医の選任率は３７．

５％であった。国の調査では、事業所規模

５０人以上での産業医選任率は８７％（平

成２２年労働安全衛生基本調査）であり、

他方、本調査の回答者所属先に大規模事業

場が多いことを考えると、回答者にとって

産業医の活動や存在を実感できておらず、

外形上選任されていても、されていないと

回答した可能性も否定できない。 

 ②所属先が産業医を「選任している」と

回答した方のうち、専属産業医がいると回

答した方は約４７％、複数いると回答した

方は約１６％であった。 

 ③メンタルヘルスに関連して産業医にし

てもらっている業務は、健康相談（約５５％）

が最も多く、健診での問診（５４％）、長時
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間労働者対象の面接指導（約４８％）、職場

巡視（約４２％）、休復職判断（４３．５％）、

休復職判断のための面接（約４０％）など

がこれに続く。その他、不調者に関する就

業上の措置の勧告（３６％）、衛生委員会へ

の参加（３６％）、専門医の紹介（約３５％）、

復職後の経過観察（約３３％）なども実施

率が３割を超えている。 

 他方、回答者の中では実施率が低かった

のが、法律問題が生じた場合の弁護士との

連携（約９％）、関連する社内規定（就業規

則や健康管理規程等）の整備、改定への関

与（約１５％）、経営上層部に対する改善施

策（特に１次予防策）の提言（約１７％）

で、残念ながら、不調者をめぐる関係者（人

事、ライン管理職、産業保健スタッフ、主

治医など）間の連携のかなめの役割も、約

２２％にとどまった。 

その他、医学的診断や治療が約２１％、

従業員のメンタルヘルス情報の管理が約２

７％であったことも注視に値する。 

④産業医の選任によるメンタルヘルス面

での効果については、「感じている」との回

答（約４３％）が最も多かったものの過半

数には達せず、「どちらともいえない」との

回答（約３８％）と拮抗していた。 

⑤「効果が出ていると感じている」とし

た回答者に対し、そのポイントを尋ねたと

ころ、「従業員がメンタルヘルス問題につい

て理解するようになった」（約７４％）との

回答が最多を占め、「不調者を早く発見でき

るようになった」（約６割）、「不調者の適正

な管理ができるようになった」（約５４％）、

「主治医とのコミュニケーションがとれる

ようになった」（約５２％）がこれに続いた。 

 逆に回答率が低かったのが、「病にかかる

者が減った」（約１２％）、「心身の両面で働

き易い職場づくりが進んだ」（約１２％）、

「従業員の生産効率があがった」（約６％）

であった。 

 ・総じて、産業医が産業（精神）保健に

関する組織（集団）への働きかけ、主治医

との連絡、職場の観察や従業員との個別面

談を含めたコミュニケーター的な役割を担

っている場合が多いこと、とはいえ、不調

者に寄り添ったり、その環境調整にエフォ

ートを割くような直接的な関与はできてい

ない場合が多いこと、他方で、社内規定な

ど組織の秩序の基本づくりへの関与や、経

営上層部への就業条件の本質的な改善提案

などは殆どできておらず、法政策上果たす

べきとされているメンタルヘルス情報の管

理も実施されていない場合が多いことが看

取される。 

本調査において、国の統計に比べて産業

医の選任率がかなり低く見積もられたこと

の背景にこうした事情が無かったとは言え

ない。 

 

２０ メンタルヘルス対策における

嘱託精神科医等の役割（Ｑ２８関係） 

 ・この点に関する JIL 調査の結果の要約

は以下の通り。 

 すなわち、メンタルヘルスケアに取り組

んでいる事業所のうち、過半数（約５８％）

が専門スタッフを配置しており、そのうち

７６．５％は「産業医その他の医師」をも

って充てていた。更にその７６．５％（専

門スタッフとして医師を配置している事業

所）のうち、精神科医などメンタルヘルス

を専門とする医師を配置している事業所は、

約３割であった（調査対象事業場全体のう
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ち約６．７％）。 

 ・本調査結果の要約は以下の通り。 

 ①所属先が嘱託精神科医または指定医と

なる精神科医を選任していると回答した方

は約１６％であった。 

 ②実施してもらっている業務としては、

「不調者の医学的な診断」が最多で約５

８％、「不調者との定期的または一定条件を

充たした際の面談」が約５５％でこれに続

いた。その他、「不調者の治療」が約３９％、

「不調者の休復職判断」が約３７％で３割

を超え、「主治医との情報交換等」も約３割

に達した。他方、「法律問題が生じた場合の

顧問弁護士などとの連携」は約６％、「組織

のメンタルヘルス体制づくりの企画立案」

も約１８％と少なかった。 

 ③選任によるメンタルヘルス面での効果

については、「感じている」が約６割に達し

た。その内容については、「不調者の適正な

管理ができるようになった」が最多で約５

８％に達し、「主治医の診断を相対的にみら

れるようになった」が４割、「主治医とコミ

ュニケーションがとれるようになった」が

約３８％、「不調者を早く発見できるように

なった」が約３３％でこれに続いた。 

 ・以上の調査結果を産業医に関するもの

と比較すると、以下のようにいえる。 

 すなわち、メンタルヘルスに関しては、

総じて産業医よりも高い介入効果を認めら

れているが、そのポイントは、不調者の早

期発見、診断及び治療、主治医との情報交

換、主治医の診断の相対化など、精神科の

専門性を活かした医療的な面にあったと解

されるため、産業医とはそもそも期待され

る役割が異なっていると考えられる。 

 

２１ メンタルヘルス情報（メンタル

ヘルスに関する個人情報）に関する法

的規制の周知度合い及び規制内容へ

の納得度合い（Ｑ２９～３０関係） 

 ・メンタルヘルス情報は極めて機微な情

報である反面、関係者が一定範囲で知って

おく必要性があり、正当性や妥当性の判断

に困難を伴う場合が少なくない。また、関

わる法規や行政が発出・公表して来たガイ

ドライン等が複数にわたること、内容が複

雑かつ相対性があること等も、関係者によ

る判断の困難さを増しているように思われ

る。 

 他方、メンタルヘルス情報の取り扱いの

ありようは、メンタルヘルス対策と表裏一

体の重要課題といえる。適正な取り扱いル

ールが設定、周知されていれば、不調者か

ら組織への情報の流通が進み、適正な健康

管理に貢献する可能性が高いこと、上司と

部下の信頼関係が強ければ、本人同意のも

とに必要な情報が流通し易くなり、２次・

３次予防が進むと共に、そうした関係性が

ある職場では、そもそも心因的な不調が生

じにくくなる点で一次予防にも貢献する可

能性が高いこと等が好例といえる。 

そこで本調査では、先ず、関連する法規

制（憲法、刑法、特別刑法、民法、個人情

報保護法などの法律とその解釈例規、裁判

例など）について知っているかを尋ねたと

ころ、「業務に関わる部分の一部は知ってい

る」が最も多く２８％強、「ほとんど知らな

い」が２８％弱でこれに続いた。「よく知っ

ている」と「おおむね知っている」は合わ

せても２９％弱に過ぎず、「全く知らない」

も１５％強あった。 

 ・また、「よく知っている」と「おおむね
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知っている」と回答した方を対象に現行の

法規制のありようについての所感を尋ねた

ところ、「おおむね妥当」が最多で約６４％、

その他は、「複雑すぎて、現場での実際の対

応方法が分かり難い」、「厳しすぎるところ

と甘すぎるところがちぐはぐ」、「甘すぎる」、

「厳しすぎる」のいずれも１０％前後にと

どまった。 

 回答者の法規制についての実際の理解の

範囲や程度が不明なため、拙速に結論は出

せないが、以上の結果から、現行の法規制

については、集約（特に複数の法規に共通

する原則や、各法規の背景にある原則、各

原則間の調整原理の抽出）と周知が課題で

あると解される。 

 

２２ 精神障害者雇用（の観点でのメ

ンタルヘルス対策の）普及度合い（Ｑ

３１～３８関係） 

 ・精神障害者雇用に関する規制（差別禁

止規制、雇用促進・福祉的規制の双方を含

む）は、主に３次予防面でメンタルヘルス

に貢献すると共に、障害とは何か、何が問

題であり、なぜ救済の必要があり、どうす

れば救済できるのかについての歴史的経験

を踏まえた社会秩序的な価値判断を示すた

め、それらが職場の行為規範となれば、２

次予防や１次予防にも貢献する。そこで本

調査では、組織における精神障害者雇用の

普及度合いに関する質問項目を設けた。 

 ・先ず、所属先が公的に障がい者認定を

受けている精神障がい者を雇用しているか

（但し特例子会社での雇用を除く）を尋ね

たところ、「雇用している」が約２３％であ

った。政府の統計（平成２４年「障害者雇

用状況の集計結果」）でも、雇用されている

精神障がい者の数は約１万７千人で、身体

障がい者（２９万千人）、知的障がい者（７

万５千人）に比べ、割合がかなり少なくな

っており、符合する結果といえる。次に、

障害者用の雇用管理区分（いわゆる障がい

者枠）を設けているかを尋ねたところ、「設

定している」が約２９％であった。また、

もともと健常者枠で採用したが、その後発

症して障がい者枠へ変更された者がいるか

を尋ねたところ、「いる」と「いない」がほ

ぼ４割ずつで拮抗する結果となった。さら

に、「いる」と回答した方に彼らへの処遇に

ついて尋ねたところ、「（全員）健常者とし

ての処遇のまま」と「健常者として処遇し

ている者と障がい者として処遇している者

が混在している」共に４４．４％で拮抗す

る結果となり、「（全員）障がい者としての

処遇に変更済み」は７．４％にとどまった。 

 ・以上の結果から、他の類型の障がい者

に比べ、精神障がい者を雇用している組織

は未だ少なく、既に採用済みの労働者が発

症して精神障がい者となった場合にも、処

遇の枠組み自体を変更する組織は少数派に

とどまることが看取される。 

 ・現在、所属先が精神障がい者を雇用し

ていると回答した方を対象に、同じく通常、

健常者には実施しない特別な配慮（いわゆ

る合理的配慮）を実施しているかを尋ねた

ところ、「実施している」が約６割に達し、

続いてその具体的内容を質したところ、「負

荷のかかる仕事を指示しない」が約５１％

で最も多く、「労働時間の制限」（約４８％）、

「定期的な面談と状態確認」（約３４％）、

「本人に話や行動のペースを合わせる」（約

３２％）がこれに続いた。「ジョブコーチの

選任」、「相性の合う人物との隣接配置」も
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３割を超えた。逆に少なかったのは、「フレ

ックス・タイム制の適用か、出退勤時間の

自由化」（約１４％）、「医師との面談」（約

１４％）、「心理専門職との面談」（約１０％）

などであった。 

 ・以上の結果から、現に精神障がい者を

雇用している組織の多くが、精神障がい者

と承知の上で雇用をする以上、一定の個別

的配慮は必要だと認識していること、ただ

しその内容は、いわゆる就業上の配慮を中

心とするもので、出退勤時間の自由化や人

的措置など、職場秩序に一定以上の影響を

与えたり、付加的な手間ないしコストのか

かる措置を避けようとする傾向にあること

がうかがわれる。 

 ・回答者全員を対象に、所属先において、

社会福祉士（ＳＷ）、精神保健福祉士（ＰＳ

Ｗ）などの福祉系の資格を持つ職員を選任

しているかを訪ねたところ、「選任している」

との回答が約１割（１１．２％）あった。

その内訳を尋ねたところ、ＳＷが約６７％、

ＰＳＷが約２５％であった。さらに、して

もらっている業務を尋ねたところ、「本人と

職場の上司や同僚などとのコミュニケーシ

ョンや人間関係の調整・支援」が約４８％

で最も多く、「本人が仕事上出会う人々との

コミュニケーションの支援」（約４２％）、

「本人の職務のサポート」（約４２％）がこ

れに続く。その他、２割を超えたのは、「本

人に合った適切な精神科医の紹介」（約２

７％）、「社会保険や社会福祉給付の受給支

援」（２５％）、「不調者のメンタルヘルスに

関する相談受付」（約２３％）であった。 

 ・以上の結果から、未だ少数派ではある

が、福祉系の資格者を選任する組織が出て

来ていること、選任しているところでは、

主に組織内でのコミュニケーションや実作

業の支援を行っていることがうかがわれ、

社会保険・社会福祉給付の受給支援など、

社会保障制度に関わる支援はさほど多く実

施されていないことがうかがわれる。もっ

とも、福祉系資格者を選任している企業に

は相当大規模な事業所が多いと解されるこ

とから、社会保障関係の手続は既に内製化

されている可能性もある。 

 ・以上の質問・回答の手続を経たうえで、

回答者全員を対象に精神障がい者雇用につ

いての率直な存念を尋ねたところ、「消極的」

（約３３％）が最多を占め、「どちらかとい

うと消極的」（約２９％）と合わせると約６

２％にのぼった。逆に、「積極的」は僅か４．

７％、「どちらかというと積極的」（約１２％）

と合わせても２割に達しなかった。 

 消極方向の回答者に理由を尋ねたところ、

「社内に適当な受け入れ体制が整っていな

い」が約６１％で最も多く、「適当な支援要

員がいない」（約３９％）、「周囲の従業員に

迷惑や負担をかける」（約２９％）と続いた。

しかし、「過去に受け入れた結果、大きな負

担を被ったことがある」は、約７％にすぎ

なかった。 

 積極方向の回答者に理由を尋ねたところ、

「精神障がい者の雇用が、メンタルヘルス

不調者一般や健常者の人事労務管理の参考

になる」（約４９％）、「組織のダイバーシテ

ィ（：人材の多様化）が進む」（約４７％）

がほぼ拮抗し、「過去に受け入れた経緯があ

り、業務上問題なく働けていた」も２５．

４％にのぼった。 

 ・以上の結果から、回答者の全体傾向と

しては精神障がい者雇用について消極的な

がら、過去に雇用経験がある組織に所属す
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る方の中には、多様な人材を受け入れられ

る風土やキャパシティが組織に醸成され、

至局、メンタルヘルス不調者一般や健常者

の人事労務管理にも貢献すると考えている

方が半数近く存在することが判明した。 

 

２３ 今後１０年間のメンタルヘル

ス不調者の増減傾向の予測（Ｑ３９関

係） 

・今後１０年間のメンタルヘルス不調者

の増減傾向の予測を尋ねたところ、「増加す

る」が約５６．４％、「ほぼ横ばい」が約３

７．３％で、両者を合わせると実に９割を

超えた。 

 JIL 調査でも、「メンタルヘルス問題は、

今後どのような状況になると考えているか」

との設問により調査が行われ、「深刻になる」

が１３．２％、「やや深刻になる」が３２．

８％、「ほぼ現状のまま」が４２．１％で、

合計８８．１％にのぼっていたため、ほぼ

符合する結果といえる。 

 

２４ 国の施策の認知度（Ｑ４０関係） 

 ・通称メンタルヘルス指針、同じく職場

復帰の手引き、同じくＴＨＰ、事業場にお

ける健康保持増進のための指針、心理的負

荷による精神障害の労災認定基準、雇用管

理分野における個人情報保護に関するガイ

ドラインなど、主要な１６の行政施策を列

挙し、回答者が知っているかを尋ねたとこ

ろ、「知っているものはない」が３５．７％

で最も多く、通称メンタルヘルス指針（労

働者の心の健康の保持増進のための指針）

を知っているが３４．５％、パンフレット・

職場における自殺の予防と対応を知ってい

るが２７．７％、パンフレット・こころの

健康気づきのヒント集などがこれに続いた。

意外だったのは、平成２３年の「心理的負

荷による精神障害の労災認定基準」が１

４％、平成１３年に改訂された「脳・心臓

疾患の労災認定基準」が１１．７％にとど

まったことである。 

 ・国が苦心して立案し、周知を図って来

た施策が、充分に浸透しきれていない。ま

た、労災補償の認定基準は、予防のための

行為規範にも広く影響することを想定して

策定されていると解されるが、実際には必

ずしもそうなっていない可能性がある。こ

のことは、組織の経営者がメンタルヘルス

対策をさほど重視していないことの証左で

ある可能性もある。 

 

２５ 職域におけるメンタルヘルス

対策の促進に法律が果たす役割（Ｑ４

１関係） 

 ・「今後、メンタルヘルス対策の促進を図

るための新たな法律条文や法律ができれば、

企業（団体）で実際に役立つ対策が進むと

お考えになりますか」との問いに対して、

「そう思う」との回答が約８割（７８．８％）

に達し、「そうは思わない」との回答（１３．

８％）を大きく凌駕した。 

 ・とはいえ、Ｑ１３～１６による調査か

ら、法的規制が果たす役割に期待はするも

のの、事柄の性質との関係からも、法律で

具体的な事柄を一律的に義務づけられるこ

とには慎重と考える回答者が多く、個々の

事業所の自律性、個別性を尊重しつつ、対

策の効果を高めるための誘導策の立法化を

支持する回答者が多かったと解されること

は、前述した通りである。 

 ・なお、JIL 調査でも、国の関連施策に
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対するニーズについて調べられており、結

果を要約すれば以下の通り。 

 ①不調を理由とする不利益取扱いを抑制

させる施策・制度の設置については８割近

くが賛成していた。 

 ②不調の事実を産業医等の医療職以外に

は知らせないようにする施策・制度の設置

については約６割が賛成していた。 

 ③ストレスに関連する症状や不調を呈す

る労働者が、適宜（てきぎ）専門家による

対応を得られるようにする施策・制度の設

置については約８７％が賛成し、産業医や

精神保健の専門医等が事業者に就業上の措

置を勧告できるようにする施策・制度の設

置についても約７７％が有効と回答してい

た。 

 ・以上から察するに、国の法政策に対し

ては、基本的な目標設定、目標を実現する

ための手続の設定、手続に関与する重要な

主体（人選）の設定、差別禁止などの最低

限の基準設定などが求められていると解さ

れる。 

 

D 及び E.考察及び結論 

 ・本調査の結果判明したことがらを整理

すれば、以下の通り。 

＜回答者及び回答者所属先の属性＞ 

 ・回答者の所属産業部門別の割合は、国

勢調査（産業等基本集計）の結果に比べ、

５ポイントほど３次産業が多かった。また、

大企業に所属する者が多かった。回答者に

インターネット愛用者で、なおかつ、メン

タルヘルス問題に関心の高い方が多かった

ことの帰結と解される。 

 ・回答者の所属業種の中では、製造業、

サービス業、医療・福祉が突出して多く、

この問題への関心の高さがうかがわれた。

また、公務従事者の回答者割合も比較的高

かった。 

 ・回答者の職種は、人事・労務・総務ス

タッフが過半数を占めたが、産業医学推進

研究会（産推研）の協力を得たこともあっ

て、産業医等の産業保健スタッフが約１割

を占めたほか、その他の職種（経営、営業・

営業管理、生産管理、財務・経理、教職な

ど）も３５％を超えており、人事労務スタ

ッフを中心に企業等の戦力となっている幅

広いスタッフの意見が反映されている可能

性が高い。 

＜不調者発生の状況＞ 

 ・過去３年間の回答者に認識されたメン

タルヘルス不調者が１００人に１～３人い

る状況が一般的であった。 

＜対策の概況＞ 

 ・回答者所属先で、メンタルヘルス対策

を講じて「いる」と「いない」がほぼ拮抗

し、事業規模が大きくなるほど「いる」の

割合が高まる点などは JIL 調査（日本労働

研究研修機構（担当：郡司正人、新井栄三）

「職場におけるメンタルヘルス対策に関す

る調査」（平成２４年３月３０日））とほぼ

同様の結果となったが、クロス集計の結果

から、医療・福祉事業で講じていない割合

が高い（６８％）ことが判明した。 

 ・講じられている対策の内容は、相談窓

口の設置（約７０％）、管理職対象の研修（約

６０％）が多く、メンタルヘルス担当の専

任職員の配置（約１１％）、強いストレス要

因の調査と対応（約１７％）、雇用や所得の

維持（へ向けた努力）（約１８％）などが少

なかった。このうち担当職員の配置は、兼

任では約３割と高かったため、たとえ配置

分担研究報告書（三柴　丈典）

－ 675 － 



 
 

する場合にも兼任が適当と考えている企業

等が多いことが明らかとなった。 

＜対策の効果＞ 

 ・対策の効果について、本調査では、「現

れているかもしれないが、認識できていな

い」が６５．３％で最も多く、「現れている」

は約２７％にすぎなかった。JIL 調査では、

「あると思う」が７割で最も多く、「わから

ない」は２６．４％にすぎなかった。この

相違の理由は不明だが、JIL 調査での肯定

の選択肢が「あると『思う』」とされていた

ことにある可能性は否定できない。 

＜対策の具体的内容＞ 

 ・衛生委員会等でメンタルヘルス対策に

関する審議を行っているか、との問いには、

約３割が「審議している」と回答し、その

うち約７割が個別事例への対応方法を協議

していると回答し、同じく８割強が１次予

防策について協議していると回答した。し

かし、これに教育研修が含められている可

能性もあり、労働条件の調整などに関わる

本質的な１次予防策がイメージされていな

かった可能性もある。 

 ・メンタルヘルスに関する組織内規定の

整備状況に関する調査から、規定項目とし

て割合が高かったのは、不調者への人事上

の措置や就業上の配慮に関すること（約５

８％）、産業医との面談や同人への受診に関

すること（約５５％）、不調者の休復職管理

に関すること（約５３％）などで、逆に低

かったのは、主治医との連絡に関すること

（約２割弱）、個々人のストレス耐性の強化

に関すること（約２割弱）であることが判

明した。 

就業管理に関することを積極的に規定し、

個人的事柄と解されることへの介入を避け

る傾向がうかがわれるが、メンタルヘルス

問題のように、実効的対策に際してその両

者への介入の連携が求められる可能性の高

い問題に適応するかには疑問も生じる。 

 ・また、組織内規定において、発症増悪

事由の業務上外で対応を区分しているか否

かを尋ねたところ、２３．５％の回答者が

「区分している」と回答した。メンタルヘ

ルス不調をすべからく私傷病として取り扱

う組織が殆どとも言える状況下、存外に区

分有りの組織が多いと感じられるが、他の

業務上傷病にも適用される規定があればそ

う回答している可能性もあり、早計な解釈

はできない。 

 ・規定の効果については、回答者の約４

１％が不調者の減少に「貢献している」と

回答した。生じた問題（損害賠償問題等）

の解決ではなく、不調者の減少への貢献を

問うたにもかかわらず、４割以上が肯定し

たことは軽視できない。 

＜対策に関与すべき者～労働組合＞ 

 ・所属先がメンタルヘルス対策に労働組

合を関与させているとの回答は、回答者全

体の３割弱にとどまった。関与させている

ところでの具体的な関与の内容は、不調者

からの相談の受付と関係者間の人間関係の

調整（約６割）、長時間労働防止のための諸

活動（４７％）などの回答が多かった。退

職者の転職支援（約８％）を含め、比較的

高いエフォートや知識を要する個別対応

（に関する事柄）については、低い割合に

とどまったが、関与がもたらした効果につ

いては、「効果があると感じている」が４割

を超え、「効果がないと感じている」は約１

５％に過ぎなかった。 

＜対策の効果指標＞ 
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 ・組織ごとに実施されている対策の効果

指標として適当と考えるものを尋ねたとこ

ろ、群を抜いて選択割合が高かったのは、

従業員の休業率（５１．５％）だった。イ

ギリスのストレス管理基準によるアプロー

チ（MSA）等が、従業員の休業率の低下を

主たる目的として開始されたこととも整合

する結果と言える。 

＜問題回避のための組織の対応～心因的素

因を持つ者等のスクリーニング～＞ 

 ・性格傾向などの本人要因から不調に至

り易いと解される者を採用段階でどのよう

にスクリーニングしているのかを尋ねたと

ころ、「特に対策を講じていない」が最も多

く４割強、「面接の中で顔色・姿勢・受け答

え方などの非言語的な情報を得る」が約２

６％でこれに続いた。回答者所属先の多く

は、そもそも心因的素因を持つ者等のスク

リーニングを行うという発想自体を有して

いないか、仮に可能性を検討していても実

際には困難と考えている可能性が高い。 

＜職域で講じるべき対策のポイント～人事

労務管理の基本事項との関係～＞ 

 ・回答者に、①採用、②人事配置（適材

適所）、③職務についての教育訓練、④職務

の設計と配分、⑤動機付け、⑥その他の６

項目とメンタルヘルス対策の関係について

尋ねたところ、他を圧して②の選択者が多

かった（約６８％）。①③④も３割以上が選

択し、その他の選択者は殆どいなかったた

め、職域でできるメンタルヘルス対策は、

概ね①～⑤の５項目に関わると考えられて

いることが判明した。 

＜法的規制が適当な対策＞ 

 ・過重労働やメンタルヘルス不調に関す

る従前の判例や諸外国の法制度等に照らし、

新たな規制について検討に値すると解され

る事柄を５つ挙げ、法的規制の賛否を尋ね

た。その結果、①一定の質量の業務を遂行

するために必要な人員の確保が最も多くの

賛成を得たが、過半数には至らなかった（約

４４％）。その他、②上司の好き嫌いによる

部下への差別的な取り扱いの禁止（約３

７％）、③終業と次の始業の間のプライベー

トな時間（いわゆる「休息時間」）の確保（約

３３％）、④労働条件が急激かつ大幅に変化

した場合の支援体制の構築（約３７％）も、

賛成者が３割を超えるにとどまった。 

・Q４１や Q１３への回答結果と総合する

と、法的規制が果たす役割に期待はするも

のの、事柄の性質との関係からも、法律で

具体的な事柄を一律的に義務づけられるこ

とには慎重と考える回答者が多かったもの

と察せられる。 

＜効果的な誘導策とは＞ 

 ・個々の事業所の自律性、個別性を尊重

しつつ、対策の効果を高めるための誘導策

を立法化することへの賛否を尋ねた。その

結果、①個々の組織のメンタルヘルス状況

の良い点と悪い点を総合評価して対応策の

実施を促進させる方法につき約８割、②有

効なメンタルヘルス対策を実践している組

織と手法を調査して公表する方法につき約

８５％、③多くの不調者を生み出していな

がら充分な対策を講じていない組織を公表

する方法につき約８２％の賛意が示された。 

 中でも、③の方法に８割以上の賛意が示

されたことが特筆される。単に「叱る」施

策でなければ、「叱る」場合があっても法政

策として受け入れられる可能性が示唆され

る。 

＜パーソナリティや発達に問題を抱える労
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働者その他職務への定着が困難な労働者の

割合と対応法＞ 

 ・調査の結果、過去３年間にメンタルヘ

ルス不調者が発生した組織でも、背景に本

人のパーソナリティや発達の問題があると

解され、なおかつ職務への定着が難しい労

働者の全従業員に占める割合は、０．１％

程度である場合が多いことが判明した。 

 ・リワーク施設等の利用の結果について

は、「症状はいったん快復したが、パーソナ

リティなどの問題が改善せずに再発再燃し、

けっきょく職務に定着できなかった」が過

半数を占め（約５３％）、複数回答可の前提

ながら、「症状が改善せず、けっきょく職務

に定着できなかった」も約３９％に達した。

「症状もパーソナリティの問題も改善し、

職務に定着できるようになった」は３２％

だった。 

 ・こうした労働者への対策を誰が行うべ

きかを尋ねたところ、「労働者自身、家族、

公的機関、医療機関、福祉関係機関、企業

などの関係者全て」との回答が最も多く、

約６８％を占めた。たとえ本人要因の強い

不調者に関する問題であっても、企業を含

めたステーク・ホルダー全ての対応課題と

考える回答者が多いことがうかがわれる。 

＜発症増悪事由の業務上外で（法的）対応

を分ける考え方の是非＞ 

 ・業務上外に応じて法的に求められる対

応を分ける日本型の仕組みと、原則として

両者を分けないヨーロッパ型の仕組みのい

ずれが良いと考えるかを尋ねたところ、「日

本型の方が良い」が約４割、「ヨーロッパ型

の方が良い」が約２２％で、一応日本型に

軍配があがったが、「どちらともいえない」

が約３８％にのぼり、判断に迷う回答者が

多かったことをうかがわせる結果となった。 

＜組織と精神科主治医の関係＞ 

 ・精神科主治医の休復職に関する診断に

ついて、不調者や職場の実態を踏まえてい

ないと感じた経験があるかを尋ねたところ、

「ある」が約４割にのぼり、「ない」の約２

６％を大幅に上回った。 

 ・他方、精神科主治医への主な面談申込

者は、産業医が約５２％で過半数を超え、

医療職以外の者が主治医にコンタクトする

ことに一定の抵抗感を感じている可能性が

うかがわれた。 

 ・また、面談を申し込んだ後の主な結果

に関する回答から、主治医側で組織からの

面談申し入れを断る例はさほど多くなく、

申し入れを躊躇する組織側に杞憂が生じて

いる可能性が示唆された。 

＜不調者管理に際して組織側の関係者が知

るべき情報＞ 

 ・少なくとも診断名や典型的症状につい

ては、種々の人事措置に際しても最低限必

要な疾病性に関する確認事項と考えられて

いる可能性がうかがわれた。逆に、処方薬

の如何は原則として医療マターであって、

使用者の管轄外と認識する傾向がうかがわ

れた。 

もっとも、ＳＳＲＩ（選択的セロトニン再

取り込み阻害薬）を好例として、処方薬と

人事労務管理を分断することが難しい場合

もある。 

 ・従前の判例でも、専門医による疾病性

の確認は一種の手続的要件として重視され

ており、人事労務管理において疾病性を無

視することはできないため、使用者が適正

な手続のもとで一定範囲の医療情報を取り

扱うこと自体は肯定されざるを得ないと解
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される。 

＜メンタルヘルス対策における産業医の役

割＞ 

 ・総じて、産業医が産業（精神）保健に

関する組織（集団）への働きかけ、主治医

との連絡、職場の観察や従業員との個別面

談を含めたコミュニケーター的な役割を担

っている場合が多いこと、とはいえ、不調

者に寄り添ったり、その環境調整にエフォ

ートを割くような直接的な関与はできてい

ない場合が多いこと、他方で、社内規定な

ど組織の秩序の基本づくりへの関与や、経

営上層部への就業条件の本質的な改善提案

などは殆どできておらず、法政策上果たす

べきとされているメンタルヘルス情報の管

理も実施されていない場合が多いことが看

取された。 

・本調査において、国の統計に比べて産業

医の選任率がかなり低く見積もられたこと

の背景にこうした事情が無かったとは言え

ない。 

＜メンタルヘルス対策における嘱託精神科

医の役割＞ 

 ・メンタルヘルスに関しては、総じて産

業医よりも高い介入効果を認められている

が、そのポイントは、不調者の早期発見、

診断及び治療、主治医との情報交換、主治

医の診断の相対化など、精神科の専門性を

活かした医療的な面にあったと解されるた

め、産業医とはそもそも期待される役割が

異なっていると考えられる。 

＜メンタルヘルス情報（メンタルヘルスに

関する個人情報）に関する法的規制の周知

度合い及び規制内容への納得度合い＞ 

 ・先ず、関連する法規制（憲法、刑法、

特別刑法、民法、個人情報保護法などの法

律とその解釈例規、裁判例など）について

知っているかを尋ねたところ、「業務に関わ

る部分の一部は知っている」が最も多く２

８％強、「ほとんど知らない」が２８％弱で

これに続いた。「よく知っている」と「おお

むね知っている」は合わせても２９％弱に

過ぎなかった。 

 ・また、「よく知っている」と「おおむね

知っている」と回答した方を対象に現行の

法規制のありようについての所感を尋ねた

ところ、「おおむね妥当」が最多で約６４％

を占めた。 

 ・拙速に結論は出せないが、現行の法規

制については、集約（特に複数の法規に共

通する原則や、各法規の背景にある原則、

各原則間の調整原理の抽出）と周知が課題

であると解される。 

＜精神障害者雇用（の観点でのメンタルヘ

ルス対策の）普及度合い＞ 

 ・調査の結果、他の類型の障がい者に比

べ、精神障がい者を雇用している組織は未

だ少なく、他方、既に採用済みの労働者が

発症して精神障がい者となった場合にも、

処遇の枠組み自体を変更する組織は少数派

にとどまることが判明した。 

 ・現に精神障がい者を雇用している組織

の多くが、精神障がい者と承知の上で雇用

をする以上、一定の個別的配慮は必要だと

認識していること、ただしその内容は、い

わゆる就業上の配慮を中心とするもので、

出退勤時間の自由化や人的措置など、職場

秩序に一定以上の影響を与えたり、付加的

な手間ないしコストのかかる措置を避けよ

うとする傾向にあることがうかがわれる。 

 ・未だ少数派ではあるが、福祉系の資格

者を選任する組織が出て来ていること、選
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任しているところでは、主に組織内でのコ

ミュニケーションや実作業の支援を行って

いることがうかがわれ、社会保険・社会福

祉給付の受給支援など、社会保障制度に関

わる支援はさほど多く実施されていないこ

とがうかがわれる。もっとも、福祉系資格

者を選任している企業には相当大規模な事

業所が多いと解されることから、社会保障

関係の手続は既に内製化されている可能性

もある。 

 ・回答者の全体傾向としては精神障がい

者雇用について消極的ながら、過去に雇用

経験がある組織に所属する回答者の中には、

多様な人材を受け入れられる風土やキャパ

シティが組織に醸成され、至局、メンタル

ヘルス不調者一般や健常者の人事労務管理

にも貢献すると考えている者が半数近く存

在することが判明した。 

＜今後１０年間のメンタルヘルス不調者の

増減傾向の予測＞ 

 ・今後１０年間のメンタルヘルス不調者

の増減傾向の予測を尋ねたところ、「増加す

る」が約５６．４％、「ほぼ横ばい」が約３

７．３％で、両者を合わせると実に９割を

超え、JIL 調査と概ね符合する結果となっ

た。 

＜国の施策の認知度＞ 

 ・国が苦心して立案し、周知を図って来

た施策が、充分に浸透しきれていないこと

がうかがわれる。また、労災補償の認定基

準は、予防のための行為規範にも広く影響

することを想定して策定されていると解さ

れるが、実際には必ずしもそうなっていな

い可能性がある。このことは、組織の経営

者が一般的にメンタルヘルス対策をさほど

重視していないことの証左である可能性も

ある。 

＜職域におけるメンタルヘルス対策の促進

に法律が果たす役割＞ 

 ・「今後、メンタルヘルス対策の促進を図

るための新たな法律条文や法律ができれば、

企業（団体）で実際に役立つ対策が進むと

お考えになりますか」との問いに対して、

「そう思う」との回答が約８割（７８．８％）

に達し、「そうは思わない」との回答（１３．

８％）を大きく凌駕した。 

 ・他方、Ｑ１３～１６による調査から、

法的規制が果たす役割に期待はするものの、

事柄の性質との関係からも、法律で具体的

な事柄を一律的に義務づけられることには

慎重と考える回答者が多く、個々の事業所

の自律性、個別性を尊重しつつ、対策の効

果を高めるための誘導策の立法化を支持す

る回答者が多かった。 

・以上の結果などから、国の法政策に対し

ては、基本的な目標設定、目標を実現する

ための主な手続の設定、手続に関与する重

要な主体（利害関係者、専門家等）の設定、

適性に手続を果たす事業者へのメリットの

付与とそうでない事業者への制裁、不調者

への差別禁止などの最低限の基準設定など

が求められていると解される。 

 

F.研究発表 

１．論文発表 

 なし 

２．学会発表 

 なし 

 

G.知的所有権の取得状況 

１．特許取得 

 該当せず。 
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２．実用新案登録 

 該当せず。 

３．その他 

 該当せず。 

 

H.引用文献 

 なし 
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分担研究報告書 

 

メンタルヘルス対策従事者向け調査結果の示唆に関する一考察 

－社会学的観点から－ 

 
分担研究者 荻野 達史   静岡大学 人文社会科学部・教授 

 

本報告では、このプロジェクトが実施した「今後のメンタルヘルスに関する法政策に

関する企業（団体）調査」から得られたデータについて、社会学的な視点に基づき検討

を加えるものである。分析方法としてはクロス集計が主となるため、たとえば各変数の

独立効果を測定するには至っておらず、多変量解析を用いた検討がさらに必要となる。

しかし、現段階においても幾つかの注目すべき事柄は見いだせた。 

まず、基礎的な認識として、企業規模が企業における諸々のメンタルヘルス対策のあ

り方に基底的な影響を与えていることを確認し、まず小規模企業で顕著に実施が低率に

なっている取り組み（メニュー）を明示した。これは地域産業精神保健の観点から重要

な問題である。 

その上で、社会学的な視点として、とりわけ医療化的な議論を紹介した。産業精神保

健の文脈に限定していえば、この医療化論的議論とは、職場領域におけるメンタルヘル

スに関わる精神医学的・心理学的な専門知の普及や臨床実践の浸透は、本来的には環境

改善が図られるべき「労働問題」が、個人を対象とした治療やケア、ないしは「啓発」

活動にすり替えられてしまうという批判ないしは危惧である。 

結論からいえば、この批判・危惧は当たっていない部分もあり、反面、可能性として

否定出来ない部分もあったということができる。当たっていない部分としては、メタル

ヘルス対策として実施されているメニューを見れば、たとえば個人的ストレス耐性の強

化に取り組んでいるという企業は少数派である。また、本調査の一つの特色ともいえる

が、メンタルヘルス対策への労働組合の関与を聞いた設問があり、正規社員 500 名以上

の企業では 45%程度が労組を関与させている。さらにその関与内容を確認すると、個別

事例についての取り組みばかりでなく、労働条件・職場環境のチェックや関連社内規定

整備への参加がある。これらは、メンタルヘルス対策が必ずしも個人水準に還元されて

いるとはいえず、そこには環境改善に繋がる回路もまた形成されていることが示されて

いる。そして、労組の問題とは、当該企業がメンタルヘルス対策にどれほど取り組む姿

勢を有しているのか、それを知る象徴的な局面であることも検討から伺われた。 

逆に、医療化論的な危惧が一定の現実性を持つことも示された。本報告では、とくに
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メンタルヘルス対策への取り組み方と、不調者あるいは潜在的不調者の発生因を個人的

資質や性向に求める傾向との関係を検討した。後者については、具体的には、採用時対

策のあり方（とくに既往歴等のチェックの有無）とパーソナリティ障害や発達障害（と

回答者が認識する）社員の比率（不調者で社内サポート困難な者の中での）を、その指

標として取り上げた。結果としては、各種メンタルヘルス対策を実施している企業ほど、

既往歴等チェックを行う傾向があり、同様にパーソナリティ障害や発達障害の発生率が

高いと認識する傾向があった。この解釈は幾通りか可能である。取り組むほどに「真実

の数値」に近づいた結果かもしれない。しかし、たとえば取り組むほどに、対応に要す

るコスト感覚が強まり、過去の罹患等を採用時に問題にするようなことがあれば、それ

は制度的な対応も要する問題ともいえよう。より質的な調査・検討が要請されるところ

であり、報告では、問題の所在を示すに止めた。 

最後に、医療化論的な関心も保持しつつ、どのような対策や取り組みがメンタルヘル

ス不調者の減少に貢献しているのかを検討した。具体的には、対策として実施されてい

るメニュー（相談窓口の設置や休復職管理、社内規定の整備など）と、とくに産業医の

果たしている役割を取り上げた。これについては、とくに各実施メニューや各役割の独

立効果を測定することが求められるところであったが、一定の知見は得られた。端的に

言えば、個々の臨床的な取り組みもさることながら、一次予防に資するような職場環境

整備にまで施策や産業医の役割が及んでいることが、やはり重要なポイントであること

が伺われた。 

こうした検討から改めて指摘できること、あるいは今後の課題を示しておく。産業精

神保健については臨床的な取り組みの強化と、その営みや経験を労働条件・職場環境の

改善にフィードバックさせる有効な回路を形成すること、その双方が求められていると

考えられる。回路形成の方途としては、本調査に基づけば、労働組合や産業医を社内的

取り組みにおいてどのように位置づけるのか、社外的には法制度としてどのような権限

をそうした行為者に付与するのか、といったことが問題になるだろう。また、医療化論

的危惧（問題の個人化）が一定の現実味を帯びる場合、そこにはいかなるメカニズムが

働いているのかを実際に調べていく必要があり、その上でそれを抑制する制度的対応が

求められるだろう。 
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Ａ．研究目的 

 

 「今後のメンタルヘルスに関する法政策

に関する企業（団体）調査」から得られた

データについて、社会学的な視点から特筆

すべき点を示すことを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

 この調査の方法については、代表者の報

告書を参照されたい。得られた 400 サンプ

ルを超えるデータについて、報告者は単純

集計表と幾つかのクロス集計表を作成し、

計量分析としては不十分な点を残すが、さ

らなる検討が期待される点を抽出した。 

 ただし、今回、社会学的な視点から主に

注目したのは、企業等がメンタルヘルス対

策（以下、MH 対策）として実際に講じて

いる事柄（以下、実施メニューと呼ぶ）、

実施メニューの間の関係、そしてそれらと

メンタルヘルス不調者の 3 年間での増減と

の関係である。そのため、回答者（人事・

労務・総務関係者 56%、産業保健スタッフ

10%、その他）による法政策的な指向性に

ついては、他の分担者の検討に委ねる。 

 

Ｃ．研究結果 

１．基礎的事項（企業規模の与える影響）

についての確認 

 

1.1.企業規模の基底的な影響 

 日本においても、産業精神保健に関する、

企業を対象とした比較的大規模な計量的調

査はいくつか存在する。たとえば、JILPT

が 2010 年に実施した「職場におけるメンタ

ルヘルス対策に関する調査」（以下、JILPT

調査）は、14000 の事業所に配布し、37.5%

の回収率に達した点においても、本調査と

結果を比較する好適な調査といえるだろう。 

 さて、JILPT 調査でも明らかであるが、

実施メニューについては、なによりも企業

規模（本報告では正規社員数）による偏差

が大きい。これは、後述する労働組合の MH

対策への関与にしても、あるいはそもそも

労組の有無についてみても、企業規模によ

る相違が大きいことにも表れるが、どのよ

うな変数間の関係にせよ、そこには常に企

業規模による統制が必要であることは間違

いあるまい。つまり、どのような変数間の

関係であれ、企業規模の影響を付加して読

み込む必要がある。表記の煩雑さから、企

業規模を逐次クロス集計に含めなかったが、

まずこの点に留意する必要がある。 

 

1.2.企業規模と MH 対策実施メニュー 

 ここでは、直接、企業規模が MH 対策の実

施に対して与える影響を確認しておきたい

（質問項目 Q5SQ1，表１・図１を参照）。 

まず、本調査の結果を JILPT 調査と比べ

ると、各種対策メニューの実施率は幾つか

の共通する項目で、低い傾向がある。正規

社員数 1000 名以上に限って、たとえば、相

談窓口の設置についてみると、本調査 64%

程度であるが、JILPT 調査 78%である。同様

に、管理職対象の研修（本調査 54%／JILPT

調査 63%）、メンタルヘルス担当職員（専

任）の配置（本調査 14%／JILPT 調査 27%）

といった結果になる。ただし、ストレス状

況の調査では（29%／27%）、強いストレス

要因の調査と対応（JILPT 調査では「職場

環境の評価と改善」）では（17%／16%）と

ほぼ同様の結果が得られている。こうした

異同が、たとえば回答企業の産業構成（3
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次産業について本調査 75%／JILPT 調査 67%）

に起因するのか否かは現時点では分からな

い。ともあれ、調査による結果の揺れが存

在することは注意しておきたい。 

その上で、本調査から得られた結果に即

してみると、幾つかの点が注目される。①

どの項目でも企業規模が大きくなれば、実

施率は上がるが、とくに 100 名未満の企業

で、それ以上の規模の企業と比べて、顕著

に低い実施率になっている項目が幾つか存

在する。相談窓口の設置、管理職対象の研

修、一般職対象の研修、不調者への人事上

の配置や就業上の配慮、メンタルヘルス問

題を想定した社内規定の整備といったメニ

ューである。規模が小さくなることは資本

や職種の少なさも意味するであろうが、ど

れもいわばいたって「基礎的」なメニュー

であることを考えれば、地域産業精神保健

的な取り組みがまず補完しなければならな

い部分を示唆するものである。 

②1000 名以上企業含めて、実施率 30％に

届かない項目もまた多い。専任に限らず兼

任でも MH 担当職員の配置は低調である。職

場のストレス要因自体を調べ対応する取り

組みは、1000 名以上企業でさえ 17％に満た

ない。ストレスチェック調査でさえ、1000

名以上企業で 27%弱である。以下、羅列す

れば、個々人のストレス耐性を強化する教

育・研修、MH 問題を想定した社内規定の整

備、雇用や所得との維持（へ向けた努力）

となる。  

 

２．「医療化」論について 

 ここで、以下の検討を水路づける視角に

ついて、ごく簡略に述べておきたい。社会

学には、社会的に「問題」と見なされたこ

とが、どのような問題として解釈され、対

応されていくのか、そうした解釈枠組や過

程に注目してきた伝統がある。 

 その重要な検討対象として、なんらかの

行為や性向（たとえば道徳的な逸脱と見な

される行動や嗜好性）が医療（とくに精神

医療）の対象、つまり病と解釈され、治療

対象化されるような現象がある。そこには

幾つかの系譜も認められるが、ここでは次

の点を確認するにとどめたい。とくに、な

んらかの心身に関わる不調が心理学や精神

医学の言語（メンタルヘルスの知）で解釈

され治療対象化されることで、そこに関わ

っているであろう社会的背景や条件は等閑

視され、放置されると。あるいは、その放

置のために、メンタルヘルスの知は利用さ

れ、問題を常に個人化していくであろうと1。 

 産業精神保健という、職場にメンタルヘ

ルスの知を積極的に導入しようとする動向

に対して、やはり社会学者の山田(2011)は、

この視角を強く打ち出している。とくに山

田が問題の個人化の文脈で警戒を示すのは、

不調になった後の問題だけではなく、不調

にならないようにするために――さらには、

より生産性を高めるために――、労働環境

の問題を検討・改善するのではなく、個人

のストレス耐性を高めるような取り組みば

かりが浸透していくことである。 

しかし、それでは、こうした「社会学的

危惧」は、本調査データから現実のものと

して確認されるだろうか。現時点の検討に

基づくものではあるが、実態はさほど分か

りやすいものではないようだ。たとえば、

先ほど 1000 人以上規模の企業でさえ、実施

率 30％に満たない対策メニューを羅列した。

そこには、職場のストレス要因自体を調べ
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対応する取り組みも含まれたが、同時に、

個々人のストレス耐性を強化する教育・研

修も含まれた。1000 名以上企業で、それぞ

れ 20％と 17%程度の実施率であり、ともに

低い水準であり、さらに両者に有意な差が

あるわけではない。 

以下、こうした点に関わる調査票内の他

の設問も取り上げて、多少の検討を加えて

いきたい。 

 

３．「労働組合の関与」について 

 

3.1.労組の関与への注目とその意味 

 本調査の設問で JILPT 調査にも見られな

い設問として、Q9SQ1～Q9SQ4 の労働組合の

メンタルヘルス対策への関与を問うものが

ある。これは、先ほど述べた社会学的関心

からみてもきわめて興味深いものである。

なぜなら、労働条件・職場環境の改善を本

旨とする組合を、ともすれば問題を個人化

すると危惧される MH 対策に関与させると

いう取り組みがあるのであれば、そこに一

定の可能性（個人的ケアや支援と職場環境

改善とを柔軟にリンクさせていく道筋）を

見ることは強引な解釈では決してなかろう

し、むしろその可能性に注目する必要もあ

るだろう。表 2～4を参照されたい。 

 表 2 に見るように、労組の関与もまた、

企業規模に大きく規定される。しかし、労

組なしの企業も含めた、それぞれの企業規

模集団での「労組関与有り」の比率は、500

名以上の企業になると 40%を超える（500～

999 名で 41%,1000 名以上で 49%）。半数に

満たないとはいえ、決して少ない数ではな

い。 

表 3 は、労組関与有り企業に当然限られ

るが、その中で労組が関与している事柄そ

れぞれについての実施比率を示している。

一番多いものは、「不調者などによる相談

の受付と、人事部や直属の上司、産業保健

スタッフなどへの提案、人間関係の調整」

という個別対応水準の事柄であるが(60%程

度)、「長時間労働を抑制するための規定づ

くりや調査、監視などの活動」（47%）も半

数近い数値である。また、数値としては 20%

に満たないが、「心理的・物理的ストレス

をもたらす要因の調査と対応」(17%)への関

与も一定数みとめられる。つまり、MH 対策

との絡みで、あるいは MH 対策にも繋がる、

労働条件・職場環境の調整・改善について

も労組が関わる企業内制度の存在が一定の

割合で認められるわけである。これが、ど

のように、どれほど機能しているのかは、

さらに検討すべき余地はあるが、MH 対策が

ただ個人水準でのケアに終わらない可能性

を示唆するものとして注目すべきだろう。 

 

3.2.象徴としての労組：MH 対策についての

企業の姿勢を考える 

 表 4 は、労組の関与の有無と MH 対策実施

メニューとの関係について調べたものであ

る。企業規模による偏差を取り除くため、

このクロス表で対象としたのは 1000 名以

上の企業に限られる。つまり、規模として

は大きい企業に限定した上で、労組の関与

の有無と、たとえば「相談窓口の設置」の

有無との関係性を検討するものだ。ただし、

両者の因果関係は分からない。 

労組の関与があるがゆえに、ある対策メ

ニューがより実施されているとは容易に言

えない。むしろ、MH 対策に対して、その企

業がどれほど熱意やコストを傾けているか
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ということが、両項目を規定している可能

性も大きい。つまり、疑似相関の可能性で

あるが、たとえば相談窓口の設置について、

労組関与有り 80%に対して、労組関与無し

49%という部分を見れば、かなり現実味のあ

る解釈ではないだろうか。しかし、逆にい

えば、MH 対策への熱意や一定のコストを支

払うという企業としての姿勢は、ではなに

によって規定されるのだろう。 

対策メニューの大半で労組の関与有りの

グループの方が、無しのグループよりも、

かなり高い実施率を示しているのを見ると

き、労組がそもそも存在すること、さらに

は対策に関与させることができるだけの組

織性が保たれていることが、当該企業の性

格の一部を構成している可能性もまた否定

できない。聞き取り調査等によるさらなる

検討が求められるところではあるが、MH 対

策と企業そのもののあり方とを関連させて

考える上で、一つの切り口を示唆している

ものと思われる。なお、総体として実施し

ている企業の少ない――20社程度しか選択

しなかった――対策メニューについては、

比率の数値は不安定であり、あまり参考に

ならないことは補足してきたい。 

 

４．個人の資質・性向を問う傾向 

 

4.1.採用時対策と MH 対策との関係 

 ここまで、社会学における医療化論的危

惧が必ずしも当たらない可能性について、

本調査の結果を踏まえながら論じてきた。

しかし、解釈はきわめて困難であるが、MH

対策に取り組むほどに、従業員個々人の資

質や性向を問うまなざしを強化する可能性

もまた存在することを以下で検討しておき

たい。 

 産業精神保健について歴史的資料を検討

したり、保健スタッフに話しを聞いたりす

れば、しばしば採用時のスクリーニングを

医師などが企業より期待されることがある

ことを知る。とくに過去の疾患などをもっ

て採用時の選考を行うことは、雇用差別に

も繋がる問題もあろうが、ここには、より

精神的にタフである者、トラブルを起こす

ことのない者を選りすぐって採用したいと

いう企業の意向や、ありうる失調やトラブ

ルをもっぱら個人的な資質や性向に求める

思考法も垣間見える。従って、採用時に企

業がなにをするのかということは、メンタ

ルヘルスに関する知が導入されるという、

産業精神保健の文脈において重要な焦点の

一つといえる。 

 本調査では、Q11 において、「あなたの

所属する事業所では、精神的な不調を発症

させやすい者や社内でトラブルを起こしや

すい者の採用を回避するため、どのような

対策を講じていますか」と聞いており、や

はり他調査ではほぼ見られない項目である。

ここでは、実施メニューでの取り組みの有

無と、採用時対策のなかでとりわけ「過去

の既往歴などの情報の確認」の有無との関

係を取り出してみた。この「既往歴チェッ

ク」がもっとも精神医学的知の果たす機能

に関わりが深いからである。 

表 5 は、表 6 がどのような要素からでき

ているのかを示すために提示した。メンタ

ルヘルス(MH)担当職員（兼任）の配置の有

無と既往歴チェックの有無とからなるクロ

ス表である。既往歴チェックをしている企

業の方がはるかに少ないが、チェックの無

／有で分けたそれぞれの企業集団（無しは
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348 社、有りは 81 社）のなかで、担当職員

の配置有りとした企業の比率に注目してみ

る。すると、配置有りでは、既往歴チェッ

ク有りが 26%と、チェック無しの 12%より 2

倍ほど大きな値となっていることが分かる。

表 6は他の実施メニュー（6つを選択した）

についても、同様の操作を行い、それを合

成したものである。 

 実施メニュー7 つ全てについて、既往歴

チェック有りが無しよりかなり高い値を示

していることが分かる。たとえば、MH 担当

職員（専任）がいれば、実数は少ないもの

の、実に 3 倍程度の既往歴チェックが行わ

れていることになる。あるいは、不調者へ

の人事上の配慮や就業上の配慮を行ってい

る場合や不調者の休復職管理を行っている

場合、既往歴チェックが有りが無しより 2

倍程度の比率を示している。反面、個々人

のストレス耐性の強化（教育・研修）を行

っている場合には、さしたる差がない。 

より慎重な解釈とさらなる調査が求めら

れるところであるが、二つの可能性を示し

ておこう。まず、MH の専門家を配置し、そ

の知と権威を直接的に採用時スクリーニン

グに援用しようという意図が存在しうるこ

と。次に、不調者への対応を手厚く行う、

あるいは行おうとするほどに、そこにかか

るコストの大きさを認識し、かえってスク

リーニングに力を入れることになる可能性、

である。これはどちらも、まったくの推測

である。しかし、両者の関係が確かに存在

し、可能性としては、MH 対策への取り組み

が多いほどに、採用時における既往歴の確

認などが強化されるとすれば、制度的にも

何らかの対応を図るべき事柄であるように

思われる。 

 

4.2.MH 対策と個人的な帰責をめぐって 

また、個人的資質・性向を問うというこ

とに関連して、もう一つクロス表を作成し

た。こちらについてはさらに解釈が困難な

こともあり、あくまでも補足的に触れおく

にとどめる。Q19 には、過去 3 年間につい

て、メンタルヘルス不調者のなかで、職場

では職務への定着がむずかしい労働者のな

かで、さらに「社会的未熟さなどの本人の

パーソナリティや発達の問題が主な原因と

なっているとうかがわれる労働者は何割ぐ

らいいましたか」という質問をしている。

精神医学的には、「現代型うつ」あるいは

はパーソナリティ障害と呼ばれるもの、あ

るいは発達障害と呼ばれるものに相当する

個人的な行為・態度などの「疾患」「障害」

の発生頻度を問う設問である。 

こうした疾患や障害についての「難しさ」

とは、治療的・支援的なアプローチの難し

さということもあるが、そもそもそれが「疾

患・障害」であるのか容易に判別がつかな

いということもある。これは学校臨床など

でも多々指摘されてきたことであるが、「発

達障害」という言葉が流布することで、必

ずしも専門的で詳細な検討を経ない、とり

わけ非専門家による“過剰診断”が生じる

可能性がある。表 7，8は、各種対策メニュ

ーの実施の有無と、パーソナリティ障害や

発達障害の発生頻度の高低（10%未満／10%

以上）をクロスさせたものである。表 7は、

表 8 がどのように形成されたか示すために

掲示した。 

企業規模や業種による「発生頻度」の“真

なる”相違があるのか、あるいは無いのか、

それは分からない。しかし、表 8 を見る限
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り、MH 対策として、各種メニューが講じら

れている場合、10%以上の発生頻度になる傾

向が確かに認められる。これは、そうした

取り組みがあるほどに、いわば“真なる”

頻度に近づいた結果である可能性もある。

休復職管理がある場合には、3 倍程度の比

率で 10%以上となっているのは、より長く、

より密に不調者と接するなかで、そうした

認識に達したという可能性もある。 

しかし、たとえば管理職・一般職対象の

研修がなされている場合、2 倍程度の比率

の高さが見られ、反面、専任の担当職員が

配置されている場合には、ほとんど差がな

い傾向が見られる。すると、必ずしも厳密

な診断を通さないものの、「知識」だけが

広がり、「そのようなもの」として認識さ

れてしまいやすくなる、そうした可能性も

否定できない。現時点ではどちらとも判断

が付けられないが、こうした点はメンタル

ヘルスの知に関わる社会的作用・過程とし

て注視される必要がある。 

 

５．各種対策メニューと不調者の増減 

 

5.1.MH 対策と不調者の増減 

 最後に、社内 MH 対策のあり方とメンタル

ヘルス不調者の増減とクロス集計しておき

たい。医療化論的な社会学的視点はともあ

れ、最も重要なのは、どのような対策や仕

組みが、現実的に不調者の減少をもたらす

のか、という問いであり答えであることは

論を俟たない。社会学的視点もこの点から

最終的には評価される必要がある。表 9 は

各種実施メニューと不調者の増減とをクロ

スさせたもの、表 10 は産業医の役割と不調

者の増減をクロスさせたものである。 

 まず、表 9 について確認しておく。①実

施率が相対的に高く（実施企業数が多い）、

かつ不調者が増加より減少していると回答

した企業の多い対策メニューとしては、相

談窓口の設置、管理職研修、一般職研修、

ストレスチェックによる状況調査、不調者

への人事上の配置や就業上の配慮、不調者

の休復職管理が挙げられる。ただし、個々

の対策実施メニューが不調者減少に対して、

どれほど独立的な貢献をしているのかは、

この分析では明らかにならないので、さら

に多変量解析を行うことが必要である。 

 ②実施率が低い傾向にあり、数値に不安

定な部分があることを踏まえなければなら

ないが、実施しつつも不調者減少と答えた

企業の比率が増加と答えた企業の比率とさ

して変わらない対策メニューもある。たと

えば、MH 担当職員（兼任・専任）の配置、

雇用や所得の維持（へ向けた努力）が挙げ

られる。 

 ③実施率は低いが、不調者減少と回答し

た企業が増加と答えた企業より顕著に多い

対策メニューとしては、強い心理的・物理

的ストレス要因の調査と対応がある。増加

群における比率よりも減少群における比率

が 3 倍以上に達している。労働条件・職場

環境への介入であり、一次予防としては根

本的な施策といえよう。 

しかし、社会学的視点からいえば評価し

にくい部分もあるが、同様の傾向を見せた

メニューに、個々人のストレス耐性の強化

（教育・研修）がある。こちらは 2 倍ほど

比率が減少群で高い。独立効果を測定して

いないので、さらなる検討は必要であるが、

メンタルヘルスに関わる不調が、すべから

く職場環境に起因するわけではないことを
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考えれば、当然考慮すべき結果であろう。 

 

5.2.産業医の役割と不調者の増減 

 最後に、産業医の役割（Q27SQ2「どのよ

うな業務をしてもらっていますか」の役割

9 項目）と不調者の増減を調べたクロス集

計（表 10）について記しておこう。この点

に注目したのは、社会学的医療化論の視点

からみても、産業医が臨床的水準のみに関

与するのか、それとも企業内の制度や仕組

みの設計についても関与するのか、そして

それぞれの効果がどのようなものであるの

か、問いとして重要な部分である。また、

産業保健スタッフが今後どのような権限を

もつべきであるのかを検討する上でもきわ

めて重要なポイントではないだろうか。 

 結果は興味深いものである。明らかに、

形式的な関与・役割（たとえば健康診断の

問診や長時間労働者対象の面接指導、健康

相談など）を越えて、企業臨床場面で中心

的な役割を果たすこと、そして臨床を越え

て社内の職場環境整備に関わる意思決定の

過程になんらかの形で参加していくことが、

不調者の減少に一定の効果を及ぼしている

可能性が高い。 

 たとえば、産業医が不調者をめぐる関係

者間の連携のかなめの役割を果たしている

企業の割合は、不調者増加集団に対して減

少集団において 3 倍以上の高率を示してい

る。衛生委員会の参加でも 2～3倍、社内規

定への関与や経営上層部への改善施策の提

言に至っては 4～5倍の高率である。これら

については、該当ケースの少なさに問題も

あり、また多変量解析による独立効果の確

定が求められるところではあるが、さらに

検討すべきテーマを示唆するものとして、

十分に考慮すべき結果である。 

 

６．まとめ 

 冒頭部要約にて代替する。 
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表１ 

企業規模

（正規社員

数）

相談窓口設

置

管理職対象

の研修

一般職対

象の研修

メンタル

ヘルス担

当職員

（兼任）

の配置

メンタル

ヘルス担

当職員

（専任）

の配置

強い心理

的・物理

的ストレ

スをもた

らす要因

の調査と

対応

ストレス

チェック

による疲

労やスト

レス状況

の調査

不調者へ

の人事上

の配置や

就業上の

配慮

個々人の

ストレス

耐性を強

化するた

めの教育

や研修な

ど

従業員向

けのe-ラー

ニング

不調者の

休復職管

理

主に不調

者向けの

カウンセ

リング

メンタル

ヘルス問

題を想定

した社内

規定の整

備

雇用や所

得の維持

（へ向け

た努力）

1～9名 5.77% 1.92% 7.69% 3.85% 0.00% 3.85% 1.92% 3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 1.92% 3.85% 5.77% 100%
10～49名 16.92% 10.77% 9.23% 10.77% 0.00% 6.15% 9.23% 9.23% 3.08% 3.08% 3.08% 4.62% 1.54% 3.08% 100%
50～99名 15.22% 10.87% 6.52% 15.22% 4.35% 2.17% 6.52% 6.52% 8.70% 6.52% 8.70% 8.70% 2.17% 2.17% 100%
100～499名 31.18% 31.18% 20.43% 10.75% 1.08% 5.38% 11.83% 16.13% 6.45% 3.23% 18.28% 17.20% 12.90% 4.30% 100%
500～999名 41.38% 27.59% 24.14% 13.79% 6.90% 6.90% 17.24% 17.24% 3.45% 10.34% 27.59% 24.14% 10.34% 6.90% 100%
1000名以上 63.97% 54.41% 48.53% 24.26% 13.97% 16.91% 28.68% 36.76% 19.85% 19.12% 42.65% 31.62% 26.47% 19.12% 100%

分からない 12.50% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

 

図１ 
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図１ 企業規模（正規社員数）とMH各種対策の実施度
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表２ 企業規模と労組の関与（あり） 

企業規模

（正規社員数） 労組の関与あり

該当規模企
業の度数

1 52
1.92%

9 65
13.85%

7 46
15.22%

21 93
22.58%

12 29
41.38%

66 136
48.53%

1 8
12.50%

全ｸﾞﾙｰﾌﾟ 117 429

※下段数値は該当企業規模集団内比率

1000名以上

分からない

1～9名

10～49名

50～99名

100～499名

500～999名

 

 

 

表３ 「労組関与あり企業」内での労組関与メニューの比率 

不調者などによる相談の受付と、人事
部や直属の上司、産業保健スタッフな
どへの提案、人間関係の調整

59.83

長時間労働を抑制するための規定づく
りや調査、監視などの活動

47.01

不調者の休復職管理 29.06
心理的・物理的ストレスをもたらす要
因の調査と対応

17.09

ジョブコーチのあっせん 5.13
労働時間以外でメンタルヘルスに関わ
る社内規定の整備

17.95

退職者の転職支援 7.69
退職者への公的支援制度のあっせん 5.98
メンタルヘルス専門スタッフの選任 5.13
その他 3.42  
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表４ MH 対策実施メニューと労組関与有無との関係 

企業規模（正規社員1000人以上に限る）

労組関与有り 労組関与無し

53 34
80.30% 48.57%

42 32
63.64% 45.71%

42 24
63.64% 34.29%

20 13
30.30% 18.57%

12 7
18.18% 10.00%

14 9

21.21 12.86

22 17

33.33% 24.29%
27 23

40.91% 32.86%
17 10

25.76% 14.29%
16 10

24.24% 14.29%
30 28

45.45% 40.00%
21 22

31.82% 31.43%
18 18

27.27% 25.71%
11 15

16.67% 21.43%

メンタルヘルス問題を想定した社内
規定の整備

雇用や所得の維持（へ向けた努力）

ストレスチェックによる疲労やストレ
ス状況の調査

強度心理的・物理的ストレス要因の
調査と対応

※上段数値（実数）、下段数値（「正社員数1名～1000名以上＋分から
ない」の労組関与有／無それぞれの総数における比率）

不調者への人事上の配置や就業
上の配慮

個々人のストレス耐性を強化するた
めの教育や研修など

従業員向けのe-ラーニング

不調者の休復職管理

主に不調者向けのカウンセリング

相談窓口

管理職対象研修

一般社員研修

MH担当職員（兼任）配置

MH担当職員（専任）配置

 

 

 

 

 

－ 694 － 

分担研究報告書（荻野　達史）



 

 

表５ MH 担当職員の配置と既往歴等チェックとの関係 

既往歴
チェック
なし

既往歴
チェック
あり

306 60 366
87.93% 74.07%

42 21 63
12.07% 25.93%

全ｸﾞﾙｰﾌﾟ(度数） 348 81 429

100% 100%

MH担当職員（兼任）

の配置なし

MH担当職員（兼任）

の配置あり

 

 

表６ MH 対策実施メニューと既往歴等チェックとの関係 

既往歴
チェック
なし

既往歴
チェック
あり

42 21
12.07% 25.93%

13 11
3.74% 13.58%

26 11
7.47% 13.58%

57 25
16.38% 30.86%

30 10
8.62% 12.35%

59 30
16.95% 37.04%

30 8
8.62% 9.88%

全ｸﾞﾙｰﾌﾟ実数 348 81

個々人のストレス耐性の強化（教育・研

修）あり

不調者の休復職管理

雇用や所得の維持（へ向けた努力）

MH担当職員（兼任）の配置あり

MH担当職員（専任）の配置あり

強い心理的・物理的ストレス要因の調査と

対応あり

不調者への人事上の配置や就業上の配慮

 

 

 

表７ 相談窓口の設置と個人的資質・性向による困難の比率 

10%未満 10%以上
相談窓口設置なし 218 61

68.34% 55.45%

相談窓口設置あり 101 49
31.66% 44.55%

319 110

100% 100%

社会的未熟さなどの本人のパーソ
ナリティや発達の問題が主な原因
となっているとうかがわれる労働者
は（職務への定着が難しい不調者
全体のなかで）何割ぐらい？

 

 

－ 695 － 

分担研究報告書（荻野　達史）



 

 

表８ MH 対策実施メニューと個人的資質・性向による困難の比率との関係 

10%未満 10%以上
101 49

31.66% 44.55%
77 48

24.14% 43.64%
62 44

19.44% 40.00%
40 23

12.54% 20.91%
19 5

5.96% 4.55%
19 18

5.96% 16.36%
38 28

11.91% 25.45%
43 39

13.48% 35.45%
20 20

6.27% 18.18%
15 22

4.70% 20.00%
42 47

13.17% 42.73%
42 32

13.17% 29.09%
27 28

8.46% 25.45%
19 19

5.96% 17.27%

社会的未熟さなどの本人のパーソナリ
ティや発達の問題が主な原因となって
いるとうかがわれる労働者は（職務へ
の定着が難しい不調者全体のなか
で）何割ぐらい？

相談窓口の設置あり

管理職対象の研修あり

一般職対象の研修あり

MH担当職員（兼任）の配置あり

MH担当職員（専任）の配置あり

強い心理的・物理的ストレス要因の調査と対応

あり

ストレスチェックによる疲労やストレス状況の

調査あり

不調者への人事上の配置や就業上の配慮

雇用や所得の維持（へ向けた努力）

個々人のストレス耐性の強化（教育・研修）あ

り

従業員向けのeラーニングあり

不調者の休復職管理

主に不調者向けのカウンセリングあり

メンタルヘルス問題を想定した社内規定の整備

あり
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表９ MH 対策実施メニューと不調者の増減（過去 3年間） 

増えている 変わらない 減っている

61 47 13
45.19% 41.59% 56.52%

50 47 14

37.04% 41.59% 60.87%

39 36 14
28.89% 31.86% 60.87%

34 15 5

25.19% 13.27% 21.74%
11 7 4

8.15% 6.19% 17.39%
13 12 7

9.63% 10.62% 30.43%

23 28 12

17.04% 24.78% 52.17%
31 29 12

22.96% 25.66% 52.17%

12 17 5
8.89% 15.04% 21.74%

16 11 6
11.85% 9.73% 26.09%

39 34 11
28.89% 30.09% 47.83%

30 28 8
22.22% 24.78% 34.78%

23 16 8
17.04% 14.16% 34.78%

17 12 4
12.59% 10.62% 17.39%

強い心理的・物理的ストレス要

因の調査と対応あり

相談窓口の設置あり

管理職対象の研修あり

一般職対象の研修あり

MH担当職員（兼任）の配置あり

MH担当職員（専任）の配置あり

メンタルヘルス問題を想定した

社内規定の整備あり

雇用や所得の維持（へ向けた努

力）

※下段数値は、たとえば「増えている」と回答した企業集団におけるメ
ニュー実施企業の比率

ストレスチェックによる疲労や

ストレス状況の調査あり

不調者への人事上の配置や就業

上の配慮

個々人のストレス耐性の強化

（教育・研修）あり

従業員向けのeラーニングあり

不調者の休復職管理

主に不調者向けのカウンセリン

グあり
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表１０ 産業医の役割と不調者の増減との関係 

増えている 変わらない 減っている
健康診断での問診 35 30 5

25.93% 26.55% 21.74%

長時間労働者対象の面接指導 30 32 7
22.22% 28.32% 30.43%

職場巡視 26 26 8
19.26% 23.01% 34.78%

健康相談 32 31 8
23.70% 27.43% 34.78%

休復職判断 34 24 7
25.19% 21.24% 30.43%

不調者をめぐる関係者間の連携のかなめ 12 14 7
8.89% 12.39% 30.43%

衛生委員会への参加 21 22 9
15.56% 19.47% 39.13%

社内規定の整備・改定への関与 6 12 5
4.44% 10.62% 21.74%

経営上層部に対する改善施策の提言 7 11 6
5.19% 9.73% 26.09%

※下段数値は、たとえば「増えている」と回答した企業集団における
メニュー実施企業の比率  
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1 こうした視点を提供した代表的な議論としては、コンラッド＆シュナイダー(1992=2003)
やニコラス・ローズ(1999)などがある。 
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メンタルヘルス対策従事者向け調査結果に関する覚書 

－経営学の観点から－ 

 

 

團 泰雄 近畿大学経営学部・教授 

 

 

１．はじめに 

企業活動のグローバル化や IT を中心とした技術の高度化により、予測困難な変化にさら

されている現代の組織は、コストを削減し効率性を高めるために、柔軟性を重視した戦略

を実施するようになった。このことは従業員にとっては、安心して働く基盤を提供する雇

用の不安定化をもたらした。 

また、日本でも成果主義の広がりによって、仕事の成果を個人ごとに明確化される仕組

みが整備されたことにより、仕事へのプレッシャーがさらに大きくなった。 

これらの背景のもとで、メンタルヘルス不調者が増大した結果、企業経営に支障をきたす

ケースが増加したことを受けて、メンタルヘルスに対する企業の関心は高まりを見せてい

る。すでに、厚生労働省の指針に応える形で、企業組織の現場では、メンタルヘルスの知

識やメンタルヘルス不調者への対応に関する社員教育が行われ、その効果についても関心

が寄せられている。 

しかし、メンタルヘルス問題に対して実際に企業がどのように対応しているのか、対応

のための施策が実際に効果をあげているのか、それに対して従業員がどのような影響を受

け、組織運営にどのような影響が出ているのかといった問題については、充分に明らかに

されているわけではない。 

そこで、本稿では、本研究会において実施された「今後のメンタルヘルスにおける法政

策に関する企業（団体）調査1」（以下、「アンケート調査」と記述）と 2013 年 11 月 11 日

に実施した 3 社に対する企業訪問調査（以下、インタビュー調査）と記述）の結果を分析

                                                  
1アンケート調査結果については、インターネット調査会社のモニターである労働者個人

400 名と調査協力を依頼した産業医学推進研究会所属の産業医等 29 名を含むサンプル数

429 人から回答を得たものである。そこでの制度実施などにかかわる回答については、実施

している企業の割合ではないことや、回答者が必ずしも人事スタッフや産業保健スタッフ

に限定されないことや、企業だけではなく企業以外の団体に所属する回答者も含まれてい

ることに注意を要する。 
しかしながら、当該企業を代表する形で回答する必要が無いことから、メンタルヘルス

対策について本音の意見をきくことが可能であることから、このような手法による調査に

は意義がある。 
また、訪問調査に関しては、アンケート調査の項目をベースにさらに具体的な取り組み

に関して追加的に質問を行うという形式で実施された。なお、3 社すべてが先端的な試みを

行っているということではないことを付言しておく。 
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することにより、企業のメンタルヘルス対策の現状を明らかにし、今後企業がメンタルヘ

ルス問題に対していかに取り組むべきかについて検討する。 

 

２．メンタルヘルス問題に対する企業の取り組み 

メンタルヘルス問題に対して日本企業がどのような施策を実施しているのか、また施策

がどの程度充実しているのかといった観点から、近年いくつかの調査が実施されている。 

それによれば、メンタルヘルス問題に対して何らかの対策を講じているとする企業が増

加しており、大企業ほどメンタルヘルス対策が重要であると認識している。具体的には、

相談窓口の設置、管理者・労働者への教育訓練・情報提供、衛生委員会等での調査審議、

労働者のストレス状況について調査票を用いた調査といったところが主な取り組み内容で

ある。 

本研究のアンケート調査では、これらの取り組みの内容に加え、その必要性の認識、効

果、推進体制などについても尋ねており、インタビュー調査では取り組みの歴史について

も尋ねている。具体的な結果を以下に示す。 

 

２．１．メンタルヘルス対策の歴史 

まず、企業におけるメンタルヘルス対策の歴史について、対象企業 3 社のうち 2 社で尋

ねることができた。1 社においては、メンタルヘルス問題が顕在化したのは、1980 年代前

半。1980 年代後半にメンタルヘルス問題が生じ始め、産業医と人事部のメンバーとで個別

事案のフォローが始まった。2000 年代に入りメンタルヘルス問題が多く発生し始め、長期

欠勤、休職への対応（特に情報共有）の仕組みを構築した。2005 年、2006 年頃、残業への

フォローと健康チェックが始まった。2008 年頃、経営トップの問題意識に基づき、ルール

化への措置が始まった。現在では管理職向けマニュアルを設定し、マネジメント上の支援

を行うようになった。 

もう 1 社において、メンタルヘルス問題が顕在化したのは 1980 年頃。1987 年に専属ス

タッフが置かれ、1990 年代に仕組みを作り始めた。事業ごとだった取り組みを横断的な者

にして、人事部と産業医によるカウンセリングルームが作られた。2005 年からは心の健康

支援が始まり、2010 年から復職支援プログラムが開始された。 

いずれのケースにおいても、メンタルヘルス問題が認識されたのは 1980 年代が、特に対

策が進み、仕組みが整備されていったのは 2005 年頃であり、この問題に深くコミットする

ようになってからの歴史は比較的浅いということがわかる。 

 

２．２．メンタルヘルス対策の必要性認識 

回答者の所属する事業所では、メンタルヘルス対策の必要性を感じているか(Q4)という

質問に対しては、「感じている」という回答が 75.5％、「感じていない」という回答が 24.5％

であった。 

覚　書（團　泰雄）

－ 702 － 



 
 

これに対して、実際にメンタルヘルスを講じているかという質問（Q5）に対しては、「講

じている」という回答が 49.7％、「特に講じていない」という回答が 50.3％であった。この

結果は、個人の見解がベースになっているが、対策の必要性は感じられているのに対して、

実際に対策が講じられていないケースが少なからずあることを示唆していると言えよう。 

 

２．３．メンタルヘルス対策の具体的内容と効果 

具体的に講じられている対策としては（Q5SQ1）、回答率上位項目を示すと、「ハラスメ

ントやメンタルへルス不調に関する相談窓口の設置」（70.4％）、「管理職対象の研修」

（58.7％）、「一般職対象の研修」（49.8％）、「不調者の休復職管理」（41.8％）、「不調者への

人事上の配置や就業上の配慮」（38.5％）「主に不調者向けのカウンセリング」(34.7％)、「ス

トレスチェックによる疲労やストレス状況の調査」(31.0％)、メンタルヘルス担当職員(兼任)

の配置 (29.6％)、メンタルヘルス問題を想定した社内規定の整備(25.8％)となっている。 

日本企業におけるメンタルヘルス対策の具体例については、インタビュー調査によって

も確認された。以下で要点を述べる。 

インタビュー調査においては、メンタルヘルス対策について尋ねており、例えば以下の

ような対策が行われていることが明らかになった。 

・ 20～30 人の管理職研修でピア・レビューを行ったり、管理職を産業医と引き合わせて

パイプづくりを行った。 

・ 採用時に不調になる要素を見極めることはきわめて難しいので、産業保健スタッフが

新人に採用後 4 回会うというシステムを作っており、配属時に注意すべき点をチェックし

ている。 

次に、講じた対策の効果については（Q5SQ2）、「現れているかもしれないが認識できて

いない」（65.3％）という回答が最も多く、「現れている」（26.8％）という回答がそれに次

ぐ。「現れていない」とする回答は 8.0％であり、自信を持って効果を認識できていると実

感する段階には至っていないことが示唆されている。 

また、自由記述回答（Q5SQ3）においては、「復職上申があった者については全員が復職

できており、その後も安定的に就業できている」、「病欠者 1 人あたりの病欠日数は減少し

ており、早期発見早期治療に結びついている」といったことが指摘された。 

インタビュー調査においては、「復職支援プログラムにより再発者が減少。管理職の啓発

教育を行ったことで不調者増加がストップし、相談件数も増加、管理職の認識も向上した」

という企業や、「メンタルヘルス対策は一通りやった。効果は現れていると感じている。」

という企業があった。 

 

２．４．メンタルヘルス対策の推進体制 

メンタルヘルス対策を推進していくためには、専門のスタッフの充実や事象所内での審

議、あるいは規定整備といった体制づくりが必要となると考えられる。 
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まず、メンタルヘルス対策を行うためのスタッフを選任しているかどうかという点（Q6）

については、「選任していない」（69.7％）という回答が「選任している」（30.3％）という

回答を上回っていた。 

次に、メンタルヘルスについての事業所内での審議について、衛生委員会かそれと同じ

ような会議体で審議を行っているかどうかという点（Q7）については、「審議していない」

（68.8％）という回答が「審議している」（31.2％）という回答を上回る結果となった。審

議を行っている場合、そこで個別事例への対応方法について協議しているかどうか（Q7Q2）

については、「している」（69.4％）という回答が「していない」（30.6％）という回答を上

回っていた。その審議において一次予防策について協議しているかどうか（Q7Q3）につい

ては、「している」（82.1％）という回答が「していない」（17.9％）という回答を上回って

いた。これらの結果は、メンタルヘルスについての事業所内での審議を行っている場合に

は、個別事例への対応や一次予防策について積極的な取り組みが行われる可能性が高いこ

とを示唆していると考えられる。 

また、回答者が所属する事業所でメンタルヘルス対策のための社内規定の整備が行われ

ているか（Q8）については、「行っていない」（63.6％）という回答が「行っている」（36.4％）

という回答を上回っていた。 

規定整備がなされている場合の形式（Q8SQ1）については、「就業規則の中での規定整備」

（57.1％）や「（就業規則の一環としての）健康管理規制の中での規定整備」（34.0％）とい

う回答が多く、「メンタルヘルス対策専用の規定整備」という回答は 27.6％にとどまってい

た。 

規定整備の内容について（Q8SQ2）、回答率上位項目を示すと、「不調者の人事上の配置

や就業上の配慮に関すること」(57.7％)、「産業医との面談や受診に関すること」(54.5％)、

「不調者の休復職管理に関すること」(53.2％)、「強い心理的・物理的ストレスをもたらす

要因の調査と対応に関すること」(37.2％)、「カウンセリングに関すること」(34.6％)、「管

理職や一般職員への教育研修に関すること(30.8％)」となっている。 

規定の整備が不調者の減少に貢献していると感じているかどうか（Q8SQ6）については、

「貢献していない」（59.2％）が、「貢献している」（40.8％）という回答を上回っていた。 

メンタルヘルス対策のための社内規定の整備については、全般的には消極的であるよう

に見受けられるが、進められているケースでは対策と同様の項目が規定になっていること

が読み取れる。しかし、規定の整備自体が不調者の減少に必ずしも貢献しているとは限ら

ず、規制を機能させるための工夫がさらに必要であると考えられる。 

また、アンケート調査において、メンタル不調者の割合が 3 年ほど前に比べてどのよう

に変化しているかという問い（Q3SQ4）に対しては、「増加した」（49.8％）と「ほぼ横ば

い」（41.7％）という回答が多くを占め、「減る」（8.5％）という回答を大きく上回っていた。

その理由の一つとして、対策が綿密に行われるようになったことによって、不調者が次々

に表面化した結果、不調者が増加しているという点がインタビュー調査において指摘され
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た。つまり、企業の対応によって不調者が減少しても、それ以上にメンタルヘルス不調者

であると判定される人が増加した結果として、トータルで不調者の数が増加しているとい

う現象が起きている可能性もある。この点については今後も検討すべきであろう。 

 

３．メンタルヘルス問題への対応と企業経営 

 メンタルヘルス不調は個人において生じるものであるが、その影響は個人のレベルにと

どまらず、職場組織のレベルや、企業全体のレベルにもおよぶ。そのため、メンタルヘル

ス問題の解決に向けては、制度のみならず、企業がこの問題に対してどこまで責任を負う

べきか、またどのような姿勢で臨もうとしているのかという、企業経営の視点からも検討

しなければならない。 

 まず、なぜ企業はメンタルヘルス問題に対応しなければならないのかという点について

述べる。メンタルヘルスへの対応は、経営学の領域において、近年盛んに論じられている

CSR（企業の社会的責任）との関連で取り上げられるようになった。 

 従来から、日本においては正社員の解雇が厳しく制限されてきたことから、正社員との

長期的な雇用関係が維持されてきた。近年、雇用の流動化が議論されているが、実態とし

て正社員の雇用の流動化は進展しているわけではない。その結果、転職という選択を自発

的に行うことが現実的に困難である状況下で、正社員（あるいは長期間雇用されている非

正社員）は条件の悪化を受け入れている状況が長く続いている。これに対して企業は雇用

者としての責任を果たすべきであるとする考え方が広がっているのである。 

 また、メンタルヘルスへの対応を企業が行わなければならない理由は、労働災害訴訟や

従業員の離職、パフォーマンス低下などの組織マネジメント上のリスクの増大にあるとい

う指摘も多くなされ、さらにはリスク・マネジメントの観点から対応すべきという見解も

見られる。 

さらに、従業員を組織目的から離反しないように組織へと統合していく人事管理の機能

という観点からも、この問題への対応が必要である。例えば、従業員の離職に伴い、新た

な従業員を採用することによってメンバーの変更が生じるよりも、休職後に復職する人に

復活してもらう方が、募集費などの採用に関わる金銭的コストや、採用に関わる時間的な

コスト、教育訓練費は少なくて済むと考えられる。 

 しかし、利益の増大に直接つながるのではなく、利益の減少を防ぐという受け身の要

素が強いもので、なおかつ効果が短期間に現れず、効果があるかどうかも不確実であるこ

とに対して、企業は、経費をかけない傾向にある。 

アンケート調査では、所属する事業所で過去 3 年間に現在の職場では職務への定着が難

しい労働者の割合を尋ね、そのような人にリワーク施設を利用させた場合の結果（Q21）に

ついて尋ねている。そこでは、「症状はいったん快復したがパーソナリティなどの問題が改

善せずに再発再燃し、結局職務に定着できなかった」（52.5％）という回答が多いという結

果となった（「症状もパーソナリティなどの問題も改善し職務に定着できるようになった」
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という回答は 31.7％）。 

受け身の要素が強い問題において、企業が経費をかけようとする場合には、対応すべき

対象者が多くなってから行われることが多いと考えられる。この点について、アンケート

調査では、回答者が所属する事業所で最近 3 年間にメンタル不調者が発生したかどうか（Q3）

を尋ねており、63.2％が発生したと回答している。また、メンタル不調者の全従業員に占め

る割合（Q3SQ1）についても尋ねているが、3％未満とする回答が 77.1％を占めている。

以上より、メンタル不調者の全従業員に占める割合は多いわけではなく、発生しない場合

もあることから、取り組みに積極的ではない企業が少なくないという結果になっていると

考えられる。 

 また、メンタルヘルス問題への対応は期間も長く、家族の問題や本人の性格の問題など、

会社の内部だけでは完結しないという問題があり、どこまで踏み込むかが難しい。仕事に

関連するものだけを切り分けて発生原因を特定することも難しく、特定の施策を講じた場

合に、その成果を把握することも難しい。そのため、企業の対策も遅れがちであり、ゆっ

くりとした動きになってしまうのであろう。 

インタビュー調査においても、メンタルヘルス不調の問題が企業によって全面的に引き

起こされているわけではなく、家族との関係など、家庭における問題が相当大きなウェイ

トを占めている可能性があり、メンタルヘルス対策において、どこまでが企業の責任であ

ると考えるべきか、またどこまで企業側の対策として踏み込むべきかを判断することが難

しいという問題が指摘された。対象企業の 1 つにおいては、40～50 歳代であるとき急に不

調となってしまうケースが増加する、不調者の高齢化が問題となっており、その原因は家

庭要因が最も多いのではないかということであった。 

ただし、これらの問題は、対応しなければ利益の減少につながる可能性が高いと考えら

れる。さらに、企業が対応を怠れば、人材の使い捨てというイメージが定着し、勤続年数

の短期化が進み、人材が育たなくなってくることにもつながる可能性があるというだけで

はなく、現象が組織内に広がってから対応したのでは手遅れになってしまう可能性もある。

この点は、中長期的にも大きな問題があると思われる。 

アンケート調査の自由記述設問（Q5SQ3）において、「不調者が自主的に早い段階で相談

することが多くなった。早めに休職となる例が増えたが、労災や、こじれるケースや、回

復が遅れるケースが減った」という回答が見られたが、早期段階で対策を講じることは有

効であることを示していると言えよう。 

 

４．日本企業の人事管理の特性がメンタルヘルス問題への対応に与える影響 

従業員を組織目的から離反しないように組織へと統合していく人事管理の機能という観

点からも、この問題への対応が必要であることはすでに述べたが、さらに具体的に日本企

業がこれまでに構築してきた人事管理の特徴がメンタルヘルスに対して与える影響につい

ても、検討する必要がある。 
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アンケート調査では、人事管理にかかわる事項のうち、職場のメンタルヘルス対策に深

く関わると思うものについて回答を求めているが（Q12）、「人員配置（適材適所）」（68.1％）、

「職務の設計と配分」（38.2％）、「職務についての教育訓練」（35.2％）、「採用」（33.3％）、

「動機づけ」（26.3％）と、あらゆる領域がかかわっていると労働者が考えていることがわ

かる。 

中でも、人員配置について、それが結果として適材適所という状態になるためには、職

務の設計と配分すなわち職務構造が重要な役割を果たしている。この点に関して、日本企

業では、職務構造が明確に決定され、そこに適した人材を配置（採用）していくという方

法ではなく、主として人材を配置した上で職務構造にはある程度の曖昧性を持たせ、その

都度柔軟に変更していくという方式を採用してきている。このことは、職場全体で仕事を

行う際に、メンバーの働きぶりが相互に影響し合うことにつながる。 

そのような方式を採用したことによって大きく影響を受けるのが、残業の問題である。

日本では解雇に対する規制や考え方が厳しいため、一度雇った従業員を簡単に解雇するこ

とは難しい。そのため、仕事が一時的に増えた場合には、新たに従業員を増やすよりも現

有の従業員の労働時間を増やすことで対応してきた。しかし、現在ではリストラ実施後に

仕事が増えても増員しないというケースが多く、一人あたりの仕事量は増加している。加

えて、短い納期によるプレッシャーもますます強くなっており、従業員は残業時間を増や

して対応しなければならないケースが増えている。こういった状況において、個人の仕事

の範囲や量が明確になっていないために、仕事負荷の増大を抑制することが難しくなって

いる。また、仕事を分担しているメンバーが残業しないことで、他のメンバーにしわ寄せ

が行ってしまうという点も問題である。 

この点について、アンケート調査結果では、法律上の規制を設けることに賛成する事項

として（Q13）、「一定の質量の業務を遂行するために必要な人員の確保」（43.8％）や、「労

働条件が急激かつ大幅に変化した場合の支援体制の構築」（36.8％）など、人員を確保でき

ることを法律で規定することを望む回答が少なくなかったことからも、問題視されている

ことであると言えよう。 

 

５．日本企業のメンタルヘルス問題に対する外部者の関与 

上でも述べたとおり、再発率が高いという問題についてはアンケート調査とインタビュ

ーにおいて改めて確認された。 

 これらの問題に対して、企業がいかに対応していくかが今後の課題であり、特にメンタ

ルヘルスの問題にかかわる人（主に人事担当者と管理者）の対応力を高めることが必要で

あるとの指摘がなされている。しかし、そこで注意すべきことは、彼らに過度の負担をか

けないような方法を考えなければならないということである。担当者が疲れてしまう状況

を放置することは事態を悪化させるだけということになりかねない。メンタルヘルス問題

に対する個人による対応には限界があり、組織的な取り組みが必要である。 
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 そのために企業は教育研修や不調者に関する情報共有の仕組みを整備するなどの対応を

行っていること上でも述べたとおりであるが、他方でメンタルヘルス不調者の上司が正確

な知識を持ち合わせないまま中途半端に対応することで問題をさらに大きくしてしまうと

いう問題が発生している可能性があることも、インタビューにおいて指摘された。 

 企業におけるメンタルヘルス問題に関しては、企業による主体的な対応が中心となるこ

とは当然のことであるが、日本ではメンタルヘルス対策を外部機関にある程度任せるため

の仕組みが充分に発展していないことから、企業内部での取り組みが重要となる。しかし、

効率性の原理を過度に強調することで従業員のメンタルヘルスが損なわれることは、企業

の存続を危うくすることにつながる可能性があるという一方で、企業は経済主体であり、

利益に繋げるための効率性の原理を無視して存続することはできない。このような関係の

中では企業側の立場が強くなりやすいために、それを抑制するものが必要であり、また企

業内部での取り組みにも新たな工夫が必要である。 

 

５．１．法規制・国による施策 

 一つは法規制であり、これは企業の行動に対して直接的な拘束力を持つ。しかし、法規

制が厳しすぎると、企業が自律的に行動できないという悩ましい部分をどう解決するのか

が問題になってくる。誰の利益を主として守っていくのが現実的に対応可能な選択肢であ

るのかを検討しなければならない。 

この点に関しては、労働 CSR の文献において、日本の法規制が弱く、問題への対応が企

業側に任されている部分が多いことに問題があることが指摘されている。CSR には、経営

効率を高めるという一般的見方が強く支持されているとは言い難い面がある。また、短期

的な経営効率優先という大きな障壁があるため、CSR が経営効率に貢献するということが

明らかにならなければ、広く支持されることも難しいのかもしれない。 

そこで法規制や国の施策にかかる期待が高まると考えられるが、どの程度の法規制、あ

るいはどのような内容の施策が望ましいのか。この点については、アンケート調査の結果

は以下のようになっている。 

国による施策に関しては、国その他の公的機関が、個々の企業（団体）のメンタルヘル

ス状況の問題点（リスク）と良い点（グッド・ポイント）を調査し、その両者を総合的に

評価して対応策の実施を促進させる施策について賛成するかどうか（Q14）については、「賛

成する」（80.4％）という回答が「賛成しない」（6.3％）という回答を大きく上回る結果と

なった。 

国その他の公的機関が有効なメンタルヘルス対策を実践している組織と手法を調査して、

当該企業（団体）の同意を得て公表する制度を新設すること（Q15）については、「賛成す

る」（84.6％）という回答が「賛成しない」という回答を大きく上回る結果となった。 

ただし、インタビュー調査においては、「グッドポイントを評価することを促進すること

についてはよいが、開示はあまり歓迎できない。なぜならば、社内の機密にかかわるので」
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という指摘があった。 

国その他の公的機関が、多くの不調者を生み出しているにもかかわらず充分なメンタル

ヘルス対策を実施していない企業（団体）を公表する制度に賛成するかどうか（Q16） に

ついては、「賛成する」（82.3％）という回答が「賛成しない」（9.3％）という回答を大きく

上回る結果となった。 

ただし、インタビュー調査においては、「十分な取り組みを行っていない企業の公表には

反対。なぜならば、メンタルヘルス不調の発生にはパワハラと過重労働以外の要因（例え

ばプライベートな問題）が大きく影響しているので、そこまでを企業のせいにしてもらっ

ては困る」という指摘もあった。 

また、現在のメンタルヘルス情報（メンタルヘルスに関する個人情報）にかかわる法規

制全体について「よく知っている」または「おおむね知っている」と回答した人にどのよ

うな見解を持っているかという問い（Q30）に対しては、「おおむね妥当」（64.2％）という

回答が最も多いが、「甘すぎる」（12.2％）、「厳しすぎるところと甘すぎるところがちぐはぐ」

（12.2％）、「複雑すぎて現場での実際の対応方法が分かり難い」（13.8％）という回答も見

られた。 

しかし、今後、メンタルヘルス対策の促進を図るための新たな法律条文や法律ができれ

ば、企業（団体）で実際に役立つ対策が進むと思うかという問い（Q41）については、「そ

う思う」（78.8％）という回答が、「そうは思わない」（13.8％）という回答を大きく上回っ

ていた。 

以上より、日本企業においては、メンタルヘルス問題への対応について、今後は法規制

や国の制度などにより強制力をより強く持たせることによって企業による取り組みを促進

する方がよいという見解が強まっているとみることができるであろう。 

このことは、インタビュー調査においても指摘された。例えば、「国のリーダーシップが

必要だと思っている。企業任せにせずに関係者をとりまとめて欲しい」「特に中小企業対策

が必要。国の対策に従う会社にとっては、ちゃんとまとめて欲しいと思っているのではな

いか？自信のあるものについてはもっと広めて欲しい」といった意見が述べられた。 

 

５．２．労働組合 

 もう一つは、労働組合である。労働組合は、従業員のニーズを細かくくみ取って企業側

との協議を行い、場合によっては交渉を行う主体である。 

 日本における労働 CSR の調査によれば、企業が果たすべき CSR について、健康・メン

タルヘルスを指摘する企業別組合の割合が高い。また、先進事例として挙げられている中

に、ストレス調査の結果を経営者と管理者、そして労働組合にも積極的に開示するものが

あった。ただし、それがどの程度の広がりを見せているのか、各組合がどのように対応し

ているのかについてはこれまでにあまり明らかにされてこなかった。 

この点について、アンケート調査の結果は以下のようになっている。その回答者が所属
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する事業所に労働組合があるかどうかという問い（Q9）に対しては、「ない」（55.2％）と

いう回答が半数以上を占め、「ある」と（44.8％）という回答を上回る結果となった。 

メンタルヘルス対策に労働組合を関与させているかどうかという問い（Q9SQ1）に対し

ては、「関与させていない」（72.7％）という回答が「関与させている」（27.3％）という回

答を大きく上回っている。ただし、「関与させていない」という回答には、「労働組合がな

い」と回答したものも含まれているので、実際には組合のあるケースのうち半数程度が関

与させていると考えられる。 

労働組合を関与させている場合に、どのような点に関与させているのか（Q9SQ2）とい

う問いについて、回答率の高いものを挙げると、「不調者などによる相談の受付と、人事部

や直属の上司、産業保健スタッフなどへの提案、人間関係の調整（59.8％）、「長時間労働を

抑制するための規定づくりや調査、監視などの活動」（47.0％）、「不調者の休復職管理」

（29.1％）、「労働時間以外でメンタルヘルスにかかわる社内規定の整備」（17.9％）、「心理

的・物理的ストレスをもたらす要因の調査と対応」（17.1％）の順になっており、企業への

提案、規定づくりや調査・監視活動といった活動が細やかに行われていることがわかる。 

また、労組の関与により、何らかの効果があったと感じているかという点（Q9SQ3）に

ついては、「効果があると感じている」（42.7％）という回答が「効果がないと感じている」

（15.4％）という回答を大きく上回っている一方で、「わからない」（41.9％）という回答も

少なくない。ただし、労組による対応は有効であるという可能性が示唆される結果となっ

たと言えよう。 

 

５．３．経営戦略として位置づける対応 

 メンタルヘルス問題への対応については、ワークライフバランスに対する企業の対応が

参考になる可能性がある。出産・育児によって休職と復職という過程を経る点や、企業に

とっては短期的な視点で見ると、効率性が損なわれると考えられやすいという点、そして

対応を誤ると従業員の離職やモチベーション低下につながるという点は、両者において共

通していると考えられる。 

例えば、アメリカではワークライフバランスを経営戦略の一部として考え、その結果を

明確に探ろうとしていると言われているが、メンタルヘルスに対しても同様であるかとい

うことも今後検討する価値があると考えられる。 

また、メンタルヘルス問題について、ダイバーシティ・マネジメントの分野における知

見も併せて今後検討する必要があることも指摘しておきたい。アンケート調査においては、

所属する事業所で障がい者雇用に対して積極的である（「どちらかというと積極的」も含む）

と回答した人に対してその理由を尋ねているが（Q38SQ1）、そこで「組織のダイバーシテ

ィが進む」と 46.5％が回答している。これは近年注目されているダイバーシティ・マネジ

メントと精神障がい者雇用との関連性が認識されていることを示している。 

さらに、アンケート調査においてメンタルヘルス対策の効果として（Q5SQ3）「メンタル
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ヘルスの問題を特別な問題として切り離して考えるのではなく人間や組織が成長する過程

での躓きや個性の一部として考えることができるようになっている人が増えている」こと

が挙げられている点からも、労働者属性の多様性のみならず、労働者の心理的状況の多様

性を意識した対応がメンタルヘルス対策の効果を高める可能性があると言えよう。ただし、

もちろんダイバーシティ・マネジメントにおいては、表層的な取り組み（つまり多様なカ

テゴリーの労働者を雇用している）ということだけでは不十分で、上でも述べてきたよう

に、より深いレベルでの取り組みが必要である。 

以上より、今後は法規制や国の制度などにより強制力をより強く持たせることによって

企業による取り組みを促進する方がよいという見解が強まっているとみることができ、労

働組合の関与による従業員のフォローや長時間労働に対する監視なども必要であると考え

られていることがわかる。企業による自発的な取り組みが広がり定着することを待つより

も、企業外部の力による取り組みを促進するための誘導や問題発生を抑制するための措置

が必要であるということであろう。しかし、もちろん企業が取り組みを行わなくてよいと

いうことではない。同時に、経営戦略として積極的に位置づける対応も考えられるべきで

ある。 

 

６．結論と今後の課題 

本稿では、本年度実施したアンケート調査とインタビュー調査の結果を詳細に検討して

きた。そこでの発見事実をまとめ、今後の課題について述べておくこととしたい。 

 

６．１．メンタルヘルス対策の取り組みに対する企業間のばらつき 

全体的に見ると、日本企業におけるメンタルヘルス対策は、制度や仕組みを整備すると

いう点では進んできているように思われる。しかし、それを十分に機能させ、メンタルヘ

ルス不調者の減少に十分貢献できているかどうか、またメンタルヘルス対策に積極的に取

り組もうとしているかどうかという点については、企業によってばらつきがある。 

メンタルヘルス対策については、消極的な回答が多かったが、その理由は、対策に取り

組むことで費用対効果をすぐに、わかりやすく実感できない問題において、企業が経費を

かけようとする場合には、対応すべき対象者が多くなってから行われることが多いからで

あると考えられる。アンケート調査の結果においても、メンタル不調者の全従業員に占め

る割合は多いわけではなく、発生しない場合もあることから、取り組みに積極的ではない

企業が少なくないという結果になっていると考えられる。 

しかし、逆になぜ積極的な取り組みを行う企業があるのかということはこれだけでは説

明できない。例えば、トップの強い主導の下でメンタルヘルス問題に取り組むことが組織

風土として定着している、トップがダイバーシティ・マネジメントに積極的に取り組もう

としている、あるいは上場企業であれば短期的利益を求める株主が少ない、といった理由

が考えられるが、これらの点については、今後もさらに検討すべき点であろう。 
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６．２．メンタルヘルス問題に対する企業の責任範囲 

企業は何らかの形でメンタルヘルス対策を行うべき主体であるが、どこまでメンタルヘ

ルス問題に対して責任を負うべきか、またメンタルヘルス不調の発生原因として職場要因

と個人要因（家庭要因を含む）をどのように切り分けて考えるのかが問題となる。この点

は「充分な取り組み」を促進し「不充分な取り組み」を抑制するといった対策にもつなが

るが、それらを分ける基準をどのように設定するかが問題となる。その検討の際には、世

代による発生理由の違いについても検討する必要があると思われる。 

 

６．３．人事管理施策とメンタルヘルス問題との関係 

人事管理施策を企画・立案し、その実施をチェックするのは人事部門の役割であるが、

施策を実施していくのは現場である。特に現場のリーダーである管理職が重要な役割を担

う。 

しかし、管理職のみに重責を担わせることは新たな問題を生み出す。管理職本人が不調

者の対応に疲弊しメンタル不調に陥ってしまったり、管理職が正確な知識を持ち合わせな

いままメンタル不調者に対して中途半端に対応することで問題をさらに大きくしてしまっ

たりすることもある。 

そこで、人事部門が産業保健スタッフと従業員との単なる窓口となるのではなく、管理

職や一般従業員と産業医との直接的なコミュニケーションルートを作るといった、現場を

巻き込む取り組みを行うことは試みる価値がある。 

 

６．４．企業外部の力の利用 

このようなばらつきの存在は企業も認識しており、企業による自発的な取り組みが広が

り定着することを待つよりも、企業外部の力による取り組みを促進するための誘導や問題

発生を抑制するための措置が必要であると考えられている。例えば、今後は法規制や国の

制度などにより強制力をより強く持たせることによって企業による取り組みを促進する方

がよいという見解が強まっているとみることができ、労働組合の関与による従業員のフォ

ローや長時間労働に対する監視なども必要であると考えられている。 

 

６．５．今後の課題 

メンタルヘルス問題に対する日本企業の対応は今のところ積極的なものではないと言え

よう。しかし、この問題への対応が遅れてしまうと、時間的・金銭的コストをかけて獲得

した人的資源を消耗させ、また失うことにもつながってしまう。それを防ぐためには、人

事部門のみならず、現場の協力や専門家との連携をうまく行っていくことが必要である。 

また、メンタルヘルス問題は他方で、個人や家庭の問題と切り離せないという難しさを

抱えている。企業は独立した経済組織でありながら、社会と切り離すことのできない存在
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でもある。日本企業は長期雇用によって従業員、ひいては社会との関係を強く持ってきた

だけに、企業内の問題が従業員に与える影響が大きい。メンタルヘルス問題も従業員との

関係を簡単に切ることができない（そうすることは極力避けるべきと考えられている）中

で、日本企業は責任範囲をめぐって動きが取りづらい状況にあると考えられる。それゆえ

に、企業外部の力に期待が寄せられているとも考えられる。関連主体がどのように今後か

かわっていくべきかについて考えていく必要があるだろう。 

さらに、人事管理施策からメンタルヘルス問題の発生につながる経路を明らかにするこ

とも重要である。例えば、雇用が従業員の心理にもたらす影響について考えるための概念

として、エンプロイアビリティ、心理的契約、社会心理的安全風土などが挙げられるが、

これらについても今後においてより深いレベルでの概念的検討と実証分析を行っていくこ

とが必要である。 
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メンタルヘルス対策従事者向け調査結果に関する覚書 

―障害者雇用促進法改正との関係を焦点に－ 

 

長谷川珠子 福島大学行政政策学類・准教授 

 

１．はじめに 

 2013（平成 25）年 6 月の「障害者雇用促進法」の改正により、①障害を理由とする雇用

差別が禁止され、合理的配慮の提供義務が事業主に課されることとなった（2016（平成 28）

年 4 月 1 日施行）。また、②これまで、雇用率の対象は身体障害者と知的障害者であったが、

精神障害者についても雇用が義務化された（2018（平成 30）年 4 月 1 日施行）。①の点は、

一般就労が困難であるとして特別に雇用の枠を設定する雇用率制度を中心としてきたこれ

までの障害者雇用施策に、「差別禁止」という新しい視点を取り入れるものであり、事業主

はこれまでとは異なる対応が求められることとなる。また、②の点は、従来（2006（平成

18）年）から、現に雇用している精神障害者については実雇用率に算定することができる

とされていたにもかからず、精神障害者の雇用が思うように進んでこなかったなかで、雇

用義務化が行われることとなった。精神障害者の雇用義務化に伴い、法定雇用率も引き上

げられるため、これまで身体障害者と知的障害者によって実雇用率を満たしてきた各事業

主も、精神障害者の雇用に向けた積極的な取組みが求められることとなる。 

 本研究会において実施された「今後のメンタルヘルスに関する法政策に関する企業（団

体）調査」（以下、「企業アンケート」という）において、精神障害者の雇用についての質

問項目（「３、精神障がい者雇用関係」1（Q31～Q38）を設けた。また、これらのアンケー

ト内容に基づき、3 社を対象に対面調査を行った（2013（平成 25）年 11 月 11 日実施）。

本稿では、これらの企業アンケートおよび対面調査の結果を分析することにより2、精神障

害者の雇用の現状を明らかにする。さらに、上記の法改正が、企業の取組みにどのような

影響を与えうるかについて検討する。 

 

２．障害者雇用促進法の概観 

 日本では、1960（昭和 35）年に制定された「障害者雇用促進法」3により、「雇用率制度」

を中心に障害者雇用施策が図られてきた。2013（平成 25）年の法改正の内容は、障害者施

策全体にとっての転換期となるもの出ることに加え、特にメンタルヘルス不調者を含む精

                                                  
1 障害者の表記については、「障碍者」「障がい者」等を使用する場面が増えてきており、ア

ンケートにおいても「障がい者」を用いたが、本稿では「障害者」用いる。 
2 アンケート調査と対面調査とを区別して使用する際には、前者を「企業アンケート」、後

者を「対面調査」とし、区別しない場合には、「企業調査」とする。 
3 1960 年当時は、身体障害者のみを対象とするものであったことから、「身体障害者雇用促

進法」とされ、1987 年に法の対象が知的障害者精神障害者にも広げられたことから、現在

の法律名になった。 
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神障害者に対して大きな影響を与えるものと考えられる。第 1 に差別禁止および合理的配

慮に関し、精神障害者保険福祉手帳を所持しないメンタルヘルス不調者に対しても適用が

あること、第 2 に、手帳を所持する精神障害者は雇用義務の対象となったことである。以

下では、2013 年改正の内容をふまえ、障害者雇用促進法の大きな柱である雇用率制度と、

差別禁止（合理的配慮）について紹介する。 

 

2－1 雇用率制度 

 雇用率制度の対象は、身体障害がある者で別表に掲げる障害がある者（2 条 2 号）、知的

障害者判定機関において知的障害があると判定された者（同条 4 号、規則 1 条の 2）、及び

症状が安定し就労が可能な状態にある者で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

（2 条 6 号・37 条 2 項、規則 1 条の 4）とされる。身体、知的、精神の 3 障害については

それぞれ、身体障害者福祉法、1973 年の厚生省通知（療育手帳制度の実施について）、精神

障害者保健福祉法に基づく、「障害者手帳」が整備されており、雇用率制度についても原則

としてこれらの手帳の所持者を対象とする。 

 精神障害者については、2013（平成 25）年改正により、雇用義務化の対象となった。施

行は 2018（平成 30）年 4 月 1 日であるが、上述したように、現に雇用されている精神障害

者については、2006（平成 18）年 4 月以降、実雇用率にカウントされている。 

 事業主は、法定雇用率以上の障害者を雇用しなければならない。法定雇用率は、労働者

（失業者を含む）の総数に占める「障害者」である労働者（失業者を含む）の総数の割合

を基準として設定される（43 条 2 項）。2013（平成 25）年の法定雇用率は、一般事業主 2.0％、

国・地方公共団体 2.3％等とされる。精神障害者の雇用義務化に伴い、法定雇用率が急激に

上昇することを避けるため、施行日から 5 年間（2023 年 3 月 31 日まで）は、障害者の雇

用状況や行政の支援状況を踏まえて法定雇用率を算定する経過措置がとられる。 

 この法定雇用率を達成できない事業主に対し、「障害者雇用納付金」が徴収される。障害

者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備等の経済的負担を伴うことが

多い。このため、障害者を雇用することは事業主が共同で果たしていくべき責任であると

の社会連帯の理念に立ち、事業主間の障害者の雇用に伴う経済的負担を調整すること等を

目的として、この「障害者雇用納付金制度」が創設された。法定雇用率を達成できない事

業主（常用労働者 201 人以上。2015（平成 27）年 4 月 1 日以降 101 人以上）からは、法

定雇用率の人数を下回るごとに一人につき月額 5 万円の納付金が徴収され（53 条）、法定雇

用率を超えて障害者を雇用する事業主に対しては調整金（月額 27,000 円）が支給される（50

条）（納付金の徴収対象ではない事業主には月額 21,000 円の報奨金）。この他、障害者の新

規採用や雇用維持のために施設や設備を改良した場合、障害者の職場適応のためにジョブ

コーチを配置した場合等には、助成金が支給される（51 条）。 

 障害者の特性に配慮した職場環境を整備した子会社を設立し、雇用する障害者の人数や

割合などの一定の要件を満たした場合、子会社で雇用されている障害者を親会社に雇用さ
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れている者とみなし、実雇用率に算定できる特例子会社制度がある（44 条以下）。 

 

2－2 差別禁止と合理的配慮の提供義務 

 差別禁止（合理的配慮を含む）の対象となる障害者は、「身体障害、知的障害、精神障害

（発達障害を含む）その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相

当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」とされる（2 条 1 号）。これ

には、身体、知的、精神の障害者手帳の所持者だけでなく、精神障害者保健福祉手帳を所

持しない統合失調症、躁うつ病又はてんかんに罹患する者（規則 1 条の 4）と、手帳を所持

しない発達障害者や難病患者等で、長期にわたる職業生活上の相当の制限を受ける者が含

まれる。雇用率制度は原則として手帳所持者のみを対象とする、差別禁止はそれよりも広

い定義が採用されている。メンタルヘルスとの関係では、手帳を所持しない精神疾患に罹

患する者や、発達障害者が明文で対象者として定められたことが大きい。 

 事業主は、労働者を募集・採用するに当たり、「障害者に対して、障害者でない者と均等

な機会を与えなければなら」ず（34 条）、採用後において、「賃金の決定、教育訓練の実施、

福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障

害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない」（35 条）。差別禁止は、雇用に係る

すべての事項に及ぶ。今後、差別及び合理的配慮に関する指針が定められることになって

いる（36 条・36 条の 5）。 

 事業主は、労働者を募集・採用するに当たり、障害者と障害者でない者との均等な機会

の確保の支障となっている事情を改善するため、障害者からの「申出」により合理的配慮

を講じなければならない（36 条の 2）。採用後において、事業主は、障害者でない労働者と

の均等な待遇の確保又は障害者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善

するため、合理的配慮を提供する義務を負う（36 条の 3）。「合理的配慮」とは、障害特性

に配慮した必要な措置や、職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置等

をいう。合理的配慮を講じることにより事業主に「過重な負担」を及ぼす場合には、事業

主は提供義務を免れる（36 条の 2 但書・36 条の 3 但書）。 

 合理的配慮を講じる際、事業主は障害者の意向を尊重しなければならず（36 条の 4 第 1

項）、障害者からの相談に応じるための体制整備を行わなければならない（同条 2 項）。事

業主が、差別禁止及び合理的配慮の規定に反した場合には、厚生労働大臣が事業主に対し

て、助言、指導又は勧告をすることができる（36 条の 6）。 

 障害者である労働者から（募集・採用時を除く）差別や合理的配慮に関する苦情を受け

たとき、事業主は、事業主代表者と労働者代表者を構成員とする苦情処理機関を設け、自

主的な解決を図る努力義務を負う（74 条の 4）。 

 自主的な取組みでは解決しない場合、紛争の当事者の双方又は一方から都道府県労働局

長に援助を求めることができ、都道府県労働局長は必要な助言・指導・勧告をすることが

できる（74 条の 5・74 条の 6 第 1 項）。これには、採用後だけでなく募集・採用時の紛争

覚　書（長谷川　珠子）

－ 717 － 



も含まれる。都道府県労働局長の指導等の対象になる紛争（募集・採用時を除く）につい

て、当事者の双方又は一方から申請があった場合、都道府県労働局長は、個別紛争解決促

進法に基づく紛争調整委員会に調停を行わせることができる（74条の7第1項）。事業主は、

障害者が援助や調停を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない（74 条の

6 第 2 項・74 条の 7 第 2 項）。 

 上記の差別禁止や合理的配慮義務の規定から、直接私法上の効果が生じるわけではない

と考えられている。私法上は、公序良俗（民法 90 条）、不法行為（民法 709 条）又は信義

則（民法 1 条 2 項）等を介して、間接的に効果が生じるものと考えられる（合理的配慮規

定が導入される以前に、障害者に対し勤務配慮を合理的理由なく行わないことは、法の下

の平等の趣旨に反し公序良俗又は信義則に反するとしたものとして、阪神バス（勤務配慮）

事件（神戸地尼崎支決平成 24･4･9 労判 1054 号 38 頁）がある）。 

 

2-3 精神障害者の雇用実態 

2-3-1 精神障害者の雇用状況 

 2006（平成 18）年以降、現に雇用されている精神障害者を実雇用率にカウントすること

が可能となった。その結果、2006（平成 18）年には、56 人以上の従業員を雇用する民間企

業において、1,917.5 人4の精神障害者が雇用されていることが、データとして初めて示され

た。その後精神障害者の雇用数は年々増加し、2013（平成 25）年5には、22,218.5 人とな

っている。確かに大幅な増加を見せているが、身体障害者の雇用者数が 303,798.5 人、知的

障害者の雇用者数が 82,930.5 人であるのに対し、精神障害者の雇用数は低い状況にある。 

 

表 1 障害者種別ごとの雇用者数 

障害種別 2006（平成 18）年 2013（平成 25）年 

身体 238,267 人 303,798.5 人

知的 43,566 人 82,930.5 人

精神 1,917.5 人 22,218.5 人

総数 283,750.5 人 408,947.5 人

 

                                                  
4 実雇用率の算定は、週所定労働時間が 30 時間以上の常用雇用の障害者を一人雇用するこ

とにより一人としてカウントする。より雇用されにくい障害者の雇用促進を目的として、

重度の身体・知的障害者を一人雇用した場合、2 人としてカウントされる（促進法 43 条 4
項）。また、重度障害者で短時間労働者（週所定労働時間 20 時間以上 30 時間未満）の者に

ついては一人をもって一人として（同条 5 項）、重度でない短時間労働者については一人を

もって 0.5 人としてカウントされる（同条 3 項）。雇用される障害者数も、上記のカウント

方式により計算される。 
5 2013（平成 25）年から、法定雇用率が 2.0％に引き上げられたため、従業員数 50 人以上

の民間企業は障害者の雇用義務を負うこととなった。そのため、同年以降は、従業員数 50
人以上の民間企業において雇用される障害者数を示したものとなる。 
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 他方で、ハローワークを通じた職業紹介では、精神障害者の求職申込数や就職件数が他

の障害よりも大幅に増えている。ハローワークでは、障害者のために、専門の職員・相談

員を配置し、ケースワーク方式により、求職申込から就職後の指導まで一貫した職業紹介、

職業指導をすることにより、障害者雇用の促進を図られている。ハローワークを通じた（精

神）障害者の職業紹介は、2006（平成 18）年以前から行われていたが、同年と 2012（平

成 24）年度とを比較すると、表 2 の通りとなる。精神障害者の職業紹介数が大幅に増え、

就職件数も身体障害者に迫る数字となっている。 

 

表 2 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況 

障害種別 2006（平成 18）年 2013（平成 25）年 

 新規求職申込 就職件数 新規申込件数 就職件数

身体 62,217 件 25,490 件 68,798 件 26,573 件

知的 21,607 件 11,441 件 30,224 件 16,030 件

精神 18,918 件 6,739 件 57,353 件 23,861 件

その他 895 件 317 件 5,566 件 1,857 件

総数 103,637 件 43,987 件 161,941 件 68,321 件

 

 上記の障害者の雇用状況や職業紹介状況から、近年、精神障害者の雇用者数が増加して

きており、特に職業紹介においてその傾向が顕著であることがわかる。今後、精神障害者

の雇用義務化が施行され、法定雇用率が引き上げられることになると、精神障害者を雇用

するニーズはますます高まるものと考えられる。 

 そこで以下では、企業調査の結果の精神障害者雇用に関する部分を概観し、メンタルヘ

ルス不調者および精神障害者の雇用に対し、改正法の内容が与える影響について検討する。 

 

３．企業調査 

 精神障害者（精神保健福祉手帳を有する者）を雇用しているかどうかの Q31 に対し、雇

用していると答えた企業は約 23％、していないと答えた企業は約 77％であった。産業の違

いにより、大きな違いはない。対面調査においては、身体障害者の雇用は一般就労として

進んでおり、知的障害者については特例子会社での採用を積極的に行っているが、それに

対し、精神障害者については今後の課題である旨の回答があった。表１でみたように、雇

用されている精神障害者の人数が他の障害種別の者に比べて少ないこと（身体障害者の 10

分の 1 以下、知的障害者の 4 分の 1 程度）、および、精神障害者が実雇用率にカウントされ

るようになったのは比較的最近（2006（平成 18）年以降）であることを踏まえると、日本

全体として精神障害者の雇用に向けた取組みが遅れているのであって、企業調査の結果を

殊更低いと評価することは妥当ではない。 

 Q32 では、障害者用の「雇用管理区分」を設定し、一般の枠とは異なる処遇を行う企業
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が多いのではないかとの仮説のもと、問いをたてたが、予想に反し、そのような雇用管理

区分を設定している企業は 3 割に満たず、設定していない企業が 7 割を超えた。特に、3

次産業においてその傾向が顕著である（74.3％）。対面調査においても、3 社とも設定して

いないとの回答であった。対面調査での回答を踏まえると、障害者枠での優先的な採用は

するが採用後の処遇は一般枠採用と同じとする企業が多いのではないかと考える。ただし、

実態として、昇進・昇格により、処遇に差がついているものと思われる。 

 Q33 では、障害者枠を設定している企業について、もともと一般の採用枠で採用したが、

その後精神障害を発症して障害者用の雇用管理区分に変更された従業員がいるかどうかを

尋ねたところ、「いる」と「いない」の回答がどちらも約 4 割であった（「わからない」が

約 2 割）。ただし、「いる」と回答した企業の中（27 件）でも、次の Q34 において処遇を

変えないとする回答が約 5 割（12 件）ある。Q32 ～34 を踏まえると、（精神）障害者とい

うことをもって、異なる雇用管理区分を設定したり、処遇を変える対応をとっている企業

は少数であることがわかる。 

 次に、雇用する精神障害者に対し、障害をもたない従業員には通常は実施しない特別な

配慮を実施しているかどうか（Q35 ）、実施しているとすれば、どのような配慮を実施して

いるのか（Q36）を尋ねた。Q35 において、特別の配慮を実施している企業は約 6 割、実

施していない企業は約 4 割であった。実施していない企業のなかには、そのような特別の

配慮の実施の必要性を感じていない企業もあると考えられることから、6 割以上の企業が、

必要に応じて精神障害者に対し特別の配慮を実施しているということができる。実施して

いる配慮の中身（複数回答）についての Q36 に対し、約 5 割の企業が、負荷のかかる仕事

を指示しない（50.8％）と、労働時間の制限（47.5％）を選択している。また、約 3 割の企

業が、ジョブコーチの選任、相性の合う人物との隣接配置、定期的な面談と状態確認、本

人に話や行動のペースを合わせる、を選択した。2 次産業と 3 次産業を比較すると、3 次産

業において、配慮がなされている割合が高い（1 次産業の回答はない）。 

 社会福祉士（SW）や精神保健福祉士（PSW）等を選任している企業の割合は、1 割程度

と低いが（Q37）、それらを選任している企業では、SW や PSW が同僚間や仕事上必要な

コミュニケーションの支援や本人の職務のサポートなどを実施していることがわかる

（Q37SQ2）。 

 最後に、精神障害者の雇用についての考え（Q38）とその理由（Q38SQ1･2）を尋ねた。

障害者雇用に積極的（4.7％）とどちらかというと積極的（11.9％）を選んだ企業は 2 割以

下に過ぎず、6 割以上の企業が、どちらかというと消極的（29.1％）と消極的（32.6％）を

選択している。その理由として、積極的・どちらかというと積極的を選択した企業の約 5

割が、メンタルヘルス不調者一般や人事労務管理一般の参考になることや、ダイバーシテ

ィが進むことを挙げている。また、約 25％の企業が、過去に受け入れた経験があり、業務

上問題なく働けていたことを挙げている。これに対し、消極的・どちらかというと消極的

を選択した企業は、約 6 割以上が「社内に適当な受け入れ態勢が整っていない」ことを挙
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げている。また、適当な支援要員がいないこと（38.5％）、周囲の従業員に迷惑や負担をか

ける（29.1％）、受入れ・管理の具体的方法がわからないこと（27.9％）といった理由もみ

られている。過去の経験において負担が大きかったことを消極的になる理由として挙げる

企業も 7.2％ある。自由記述欄には、「接客ができない状況なら採用は困難」「障害のある者

が就ける業務ではない」「そういった人ができる仕事がない」「任務上当初から精神疾患と

判明している者は採用基準外である」との回答がみられた。 

 

４ 障害者雇用促進法の改正が与える影響 

４-１ 精神障害者の雇用義務化が与える影響 

 精神障害者の雇用義務化に伴い、法定雇用率が引き上げられることとなる。法定雇用率

は 2013（平成 25）に 0.2 ポイント引き上げられたばかりであり、さらなる急激な上昇に対

し、促進法の改正に向けた議論のなかで使用者側から強い懸念が示された結果、法施行後 5

年間（2023（平成 35）年 3 月 31 日まで）は、障害者の雇用状況や行政の支援状況を踏ま

えて法定雇用率を算定する経過措置がとられることとなった。 

 これまで、法定雇用率を満たすために各企業は、身体障害者を中心に雇用を進めてきた

とされる。また、「特例子会社」を設立し、知的障害者を積極的に雇用する企業も増えてき

ている。しかし、2023 年以降、法定雇用率が確実に引き上げられることとなるため、各企

業は身体障害者と知的障害者の雇用だけでは、法定雇用率を達成することがさらに困難に

なる。今後は、精神障害者の雇用に向けた対策をとることが迫られているといえよう。 

 企業調査の結果から、精神障害者を雇用したことがない企業が 77％ある。精神障害者は、

症状に波があったり、対人的な配慮が必要であるなど、身体・知的とは異なる対応を必要

とされる。また、偏見や無知により、精神障害者は当該企業の職種に合わないと思いこん

でいる場合も考えられる（Q38SQ2 自由記述参照）。さらに、障害者雇用に消極的・どちら

かというと消極的と回答した企業のうちの約 3 割が「受入れ・管理の具体的方法がわから

ない」と答えている。精神障害者の雇用の経験をもたない企業が、精神障害者の雇入れを

していくためには、行政をはじめとして様々な支援が必要とされる。この点、障害者職業

総合センターやハローワークにより、精神障害者の就労に向けた各種の支援が実施されて

おり、それらの利用を高めることが効果的であると考える。同時に、障害者雇用の成功例

（グッドプラクティス）を広く伝える普及活動ことも重要である。 

 障害者雇用に積極的・どちらかというと積極的と回答した企業のうちの約 25％が、その

理由として「過去の経験」を挙げていることからも（Q38SQ1）（逆に、過去の経験から消

極的・どちらかというと消極的と回答する企業も 1 割程度みられる）、最初の精神障害者の

雇用が成功するかどうかが重要となろう。 

 

４-２ 差別禁止および合理的配慮の提供義務が与える影響 

 改正促進法は、募集・採用時に、「障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与え」
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ることを事業主に求め（34 条）、また、採用後において、「賃金の決定、教育訓練の実施、

福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障

害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない」（35 条）と定める。 

 しかし、障害者の採用枠を設定し優先的に採用することは、「積極的差別是正措置」であ

り、不当な差別的取扱いには当たらないと解釈される。しかし、障害者は一般枠での採用

対象とはせず、障害者枠でしか採用しないような取扱いや、障害者枠によって採用した障

害者をその後も合理的理由なく異なる（低い）処遇を続けることは、不当な差別に該当す

るおそれがある6。この点に関し、今回の企業調査から、そもそも障害者用の雇用管理区分

を設定している企業は少数（3 割未満）であり、健常者として採用された労働者が精神障害

に罹患したため障害者枠の雇用管理区分に変更したとしても、処遇を変更しない企業も多

くみられている。これらの結果から、改正法の下で懸念される障害者用の雇用管理区分の

障害者の低い労働条件の問題を実際に抱える企業は、少数であることがわかった。問題は、

少数であるとはいえ、（精神）障害者を障害をもたない者と異なる雇用管理区分（処遇）の

下で働かせている企業において、その違いの合理的な理由が存するかどうかであろう。ま

た、現在は、精神障害者の雇用者数自体が少ないため、雇用管理区分（処遇）が同じであ

っても問題が生じていないだけであって、今後精神障害者の雇用者数が増えるに従い、精

神障害者の雇い入れや雇用継続のためには、むしろ異なる雇用管理区分（処遇）を設定し

た方が望ましい場合も出てくるかもしれな。 

 次に、改正促進法は、募集・採用時においても、採用後においても、障害者に対し「合

理的配慮」を提供することを事業主に義務づける（36 条 2・36 条の 3）。合理的配慮とは、

「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者の有する能力の有効な発揮の支障

となっている事情を改善する」ためのものとされる。この点に関し、企業調査から、既に

精神障害者を雇用する多くの企業において、合理的配慮類似の取組みがなされていること

が明らかとなった。しかもそれらは、精神障害者にだけ特別に実施される配慮とされる。

その内容は上記（3）で示した通りであるが、いずれも合理的配慮に含まれるものと考えら

れ、他企業が精神障害者の雇用や合理的配慮を実施していくうえで、参考になるものとい

える。合理的配慮の提供を義務付けられたことに対し、企業の負担が増えることを懸念す

る声は少なくないが、既に各企業で行われているものを今後も引き続き実施すればよいと

いえる。ただし、対面調査により、既に実施している各種の配慮は、少なからず企業に負

担を課すものであって、今後精神障害者の雇用者数が増えれば、今と同じ配慮を提供し続

けられるかわからないとする回答や、既に働いていた従業員が中途で精神障害を罹患した

場合には、解雇を避けるために様々な配慮を実施するが、新規で精神障害者を採用した場

合に、同様の配慮を実施することは困難ではないかとの回答が得られた。従来から実施さ

れてきた配慮については今後も継続して実施することが要請されると考えられるが、合理

                                                  
6 長谷川珠子「障害者雇用促進法における『障害者差別』と『合理的配慮』」季労 243 号（2013
年）25 頁、34 頁以下。 

覚　書（長谷川　珠子）
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的配慮の規定が促進法に盛り込まれたことにより、従来実施されてきた配慮を超えて、さ

らに使用者に義務が負わされるのかどうかは検討を要する。 

覚　書（長谷川　珠子）
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特
に
講
じ
て
い
な
い

5
0
.3
%

Q
5
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

で
は

、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対

策
を
講

じ
て
い
ま
す
か

。
（
お
答

え

は
1
つ
）
(N
=4
2
9
)

7
0
.4
%

5
8
.7
%

4
9
.8
%

2
9
.6
%

1
1
.3
%

1
7
.4
%

3
1
.0
%

3
8
.5
%

1
8
.8
%

1
7
.4
%

4
1
.8
%

3
4
.7
%

2
5
.8
%

1
7
.8
%

0
.9
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
設
置

管
理

職
対

象
の

研
修

一
般

職
対

象
の

研
修

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
担
当
職
員
（
兼
任
）
の
配
置

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
担
当
職
員
（
専
任
）
の
配
置

強
い
心
理
的
・
物
理
的
ス
ト
レ
ス
を
も
た
ら
す
要
因
の
調
査
と
対
応

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
る
疲

労
や

ス
ト
レ
ス
状

況
の
調

査

不
調

者
へ

の
人

事
上

の
配

置
や

就
業

上
の

配
慮

個
々
人
の
ス
ト
レ
ス
耐
性
を
強
化
す
る
た
め
の
教
育
や
研
修
な
ど

従
業
員
向
け
の
e‐
ラ
ー
ニ
ン
グ

不
調

者
の

休
復

職
管

理

主
に
不
調
者
向
け
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
問
題
を
想
定
し
た
社
内
規
定
の
整
備

雇
用
や
所
得
の
維
持
（
へ
向
け
た
努
力
）

そ
の
他

Q
5
SQ

1
.ど

の
よ
う
な
対

策
を
講

じ
て
い
ま
す
か

。
（お

答
え
は
い
く
つ
で
も
）
(N
=2
1
3
)

現
れ
て
い
る

2
6
.8
%

現
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
認
識
で
き
て
い
な
い

6
5
.3
%

現
れ
て
い
な
い

8
.0
%

Q
5
SQ

2
.対

策
の

効
果

は
現

れ
て
い
ま
す
か
。
（
お
答
え
は
1
つ
）(
N
=2
1
3
)

選
任
し
て
い
る

3
0
.3
%

選
任

し
て
い
な
い

6
9
.7
%

Q
6
.あ

な
た
の

所
属

す
る
企

業
（
団

体
）
で
は

、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

た
め
の

要
員

（
ス
タ
ッ
フ
）

を
選

任
し
て
い
ま
す
か
。
（
お
答
え
は

1つ
）
(N
=4
2
9
)

専
任

3
5
.4
%

兼
任

6
4
.6
%

Q
6
SQ

1
‐1
‐3
.メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

た
め
の

要
員

（ス
タ
ッ
フ
）
は

ど
の

よ
う
な
職

種
で
す
か

。
何

名
選

任
し
て
い
ま
す
か

。
ま
た
、
そ
の

方
は

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
専

任
で
す
か

、
兼

任
で
す
か

。

【
職

種
1：

専
任
/兼

任
】
(N
=1
3
0
)
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専
任

3
5
.4
%

兼
任

6
4
.6
%

Q
6
SQ

1
‐2
‐3
.メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

た
め
の

要
員

（ス
タ
ッ
フ
）
は

ど
の

よ
う
な
職

種
で
す
か

。
何

名
選

任
し
て
い
ま
す
か

。
ま
た
、
そ
の

方
は

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
専

任
で
す
か

、
兼

任
で
す
か

。

【
職

種
2：

専
任
/兼

任
】
(N
=4
8
)

専
任

3
6
.4
%

兼
任

6
3
.6
%

Q
6
SQ

1
‐3
‐3
.メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

た
め
の

要
員

（ス
タ
ッ
フ
）
は

ど
の

よ
う
な
職

種
で
す
か

。
何

名
選

任
し
て
い
ま
す
か

。
ま
た
、
そ
の

方
は

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
専

任
で
す
か

、
兼

任
で
す
か

。

【
職

種
3：

専
任
/兼

任
】
(N
=2
2
)

専
任

1
2
.5
%

兼
任

8
7
.5
%

Q
6
SQ

1
‐4
‐3
.メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

た
め
の

要
員

（ス
タ
ッ
フ
）
は

ど
の

よ
う
な
職

種
で
す
か

。
何

名
選

任
し
て
い
ま
す
か

。
ま
た
、
そ
の

方
は

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
専

任
で
す
か

、
兼

任
で
す
か

。

【
職

種
4：

専
任
/兼

任
】
(N
=8
)

専
任

0
.0
%

兼
任

1
0
0
.0
%

Q
6
SQ

1
‐5
‐3
.メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

た
め
の

要
員

（ス
タ
ッ
フ
）
は

ど
の

よ
う
な
職

種
で
す
か

。
何

名
選

任
し
て
い
ま
す
か

。
ま
た
、
そ
の

方
は

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
専

任
で
す
か

、
兼

任
で
す
か

。

【
職

種
5：

専
任
/兼

任
】
(N
=1
)

審
議
し
て
い
る

3
1
.2
%

審
議

し
て
い
な
い

6
8
.8
%

Q
7
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

で
は

、
衛

生
委

員
会

か
そ
れ

と
同

じ
よ
う
な
会

議
（
合

議
）
体

で

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
に
つ
い
て
審

議
し
て
い
ま
す
か

。
（
お
答

え
は
1
つ
）
(N
=4
2
9
)

し
て
い
る

6
9
.4
%

し
て
い
な
い

3
0
.6
%

Q
7
SQ

2
.メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
審

議
は

個
別

の
事

例
へ

の
対

応
方

法
に
つ
い
て
協
議

し
て

い
る
で
し
ょ
う
か

。
（
お
答

え
は
1
つ
）(
N
=1
3
4
)
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し
て
い
る

8
2
.1
%

し
て
い
な
い

1
7
.9
%

Q
7
SQ

3
.メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
に
つ
い
て
審

議
は

一
次

予
防

策
に
つ
い
て
協

議
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か

。

（
お
答

え
は

1つ
）
(N
=1
3
4
)

行
っ
て
い
る

3
6
.4
%

行
っ
て
い
な
い

6
3
.6
%

Q
8
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

で
は

、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

た
め
の

社
内

（
組

織
内

）
規

定

の
整

備
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。
（
お
答
え
は

1つ
）
(N
=4
2
9
)

5
7
.1
%

3
4
.0
%

2
1
.2
%

2
7
.6
%

0
.6
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

就
業

規
則

の
中

で
の

規
定

整
備

（
就
業
規
則
の
一
環
と
し
て
の
）
健
康
管
理
規
程
の
中
で
の
規
定
整
備

（
就
業
規
則
と
は
別
個
の
）
規
定
整
備

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
専
用
の
規
定
整
備

そ
の
他

Q
8
SQ

1
.整

備
は

ど
の

よ
う
な
形

式
で
行

っ
て
い
ま
す
か

。
（
お
答

え
は

い
く
つ
で
も
）
(N
=1
5
6)

3
7
.2
%

5
7
.7
%

1
8
.6
%

5
3
.2
%

5
4
.5
%

2
3
.1
%

1
8
.6
%

3
4
.6
%

3
0
.8
%

2
.6
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

強
い
心
理
的
・
物
理
的
ス
ト
レ
ス
を
も
た
ら
す
要
因
の
調
査
と
対
応
（
職
場
…

不
調

者
へ

の
人

事
上

の
配

置
や

就
業

上
の

配
慮

に
関

す
る
こ
と

個
々
人
の
ス
ト
レ
ス
耐
性
の
強
化
に
関
す
る
こ
と

不
調

者
の

休
復

職
管

理
に
関

す
る
こ
と

産
業
医
と
の
面
談
や
同
人
へ
の
受
診
に
関
す
る
こ
と

指
定

医
へ

の
受

診
に
関

す
る
こ
と

主
治
医
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
こ
と

管
理

職
や

一
般

職
員

へ
の

教
育

研
修

に
関

す
る
こ
と

そ
の
他

Q
8
SQ

2
.整

備
は

ど
の

よ
う
な
内

容
に
つ
い
て
定

め
て
い
ま
す
か

。
（
お
答

え
は

い
く
つ
で
も
）

(N
=1
5
6
)

区
別
し
て
い
る

2
3
.5
%

区
別

し
て
い
な
い

7
6
.5
%

Q
8
SQ

3
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

の
規

定
で
は

、
精

神
的

な
不

調
の

発
症

（：
症

状
が

現
れ

る

こ
と
）
や

増
悪

（
：症

状
が

悪
化

す
る
こ
と
）
の

理
由

が
業

務
上

の
場

合
と
業

務
外

の
場

合
で
保

障

や
対

応
の

内
容

を
区

別
し
て
い
ま
す
か

。
（
お
答

え
は

1つ
）
(N
=4
2
9
)

勤
続

期
間

に
よ
り
異

な
る

2
5
.6
%

一
律

1
7
.9
%

特
に
保
障
し
て
い
な
い
か
、
保

障
期
間
を
定
め
て
い
な
い

5
4
.1
%

そ
の
他

2
.3
%

Q
8
SQ

4
‐1
.あ

な
た
が

所
属

す
る
事

業
所

の
規

定
で
は

、
私

傷
病

（
：
業

務
以

外
の

理
由

に
よ
り
生

じ
た
傷

病
）
の

不
調

者
（
正

社
員

）
に
つ
い
て
、
ど
の

程
度

の
期

間
、
欠

勤
・
休

職
を
保

障
し
て
い
ま

す
か

。
（
お
答
え
は
1
つ
）
(N
=4
2
9
)
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勤
続

期
間

に
よ
り
異

な
る

1
3
.5
%

一
律

1
9
.8
%

特
に
保
障
し
て
い
な
い
か
、
保

障
期
間
を
定
め
て
い
な
い

6
5
.0
%

そ
の
他

1
.7
%

Q
8
SQ

5
‐1
.あ

な
た
が

所
属

す
る
事

業
所

の
規

定
で
は

、
私

傷
病

（
：
業

務
以

外
の

理
由

に
よ
り
生

じ
た
傷

病
）
の

不
調

者
（
非

正
規

社
員

：
契

約
期

間
に
定

め
の

あ
る
労

働
者

）
に
つ
い
て
、
ど
の

程

度
の

期
間

、
欠

勤
・
休

職
を
保

障
し
て
い
ま
す
か

。
（
お
答

え
は

1つ
）
(N
=3
0
3
)

貢
献
し
て
い
る

4
0
.8
%

貢
献

し
て
い
な
い

5
9
.2
%

Q
8
SQ

6
.規

定
の

整
備

は
、
不

調
者

の
減

少
に
貢

献
し
て
い
る
と
感

じ
て
い
ま
す
か
。
（
お
答
え
は
1

つ
）
(N
=4
2
9
)

あ
る

4
4
.8
%

な
い

5
5
.2
%

Q
9
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

に
は

、
労

働
組

合
が

あ
り
ま
す
か
。
（
お
答
え
は
1
つ
）
(N
=4
2
9)

関
与
さ
せ
て
い
る

2
7
.3
%

関
与
さ
せ
て
い
な
い

7
2
.7
%

Q
9
SQ

1
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

で
は

、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に
労

働
組

合
を
関

与
さ
せ

て

い
ま
す
か

。
（ま

た
は

、
労

働
組

合
に
よ
る
関

与
を
受

け
入

れ
て
い
ま
す
か
）
（
お
答

え
は
1
つ
）

(N
=4
2
9
)

5
9
.8
%

4
7
.0
%

2
9
.1
%

1
7
.1
%

5
.1
%

1
7
.9
%

7
.7
%

6
.0
%

5
.1
%

3
.4
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

不
調
者
な
ど
に
よ
る
相
談
の
受
付
と
、
人
事
部
や
直
属
の
上
司
、
産
業
保
…

長
時
間
労
働
を
抑
制
す
る
た
め
の
規
定
づ
く
り
や
調
査
、
監
視
な
ど
の
活
動

不
調

者
の

休
復

職
管

理

心
理
的
・
物
理
的
ス
ト
レ
ス
を
も
た
ら
す
要
因
の
調
査
と
対
応

ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
の
あ
っ
せ

ん

労
働
時
間
以
外
で
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
わ
る
社
内
規
定
の
整
備

退
職

者
の

転
職

支
援

退
職

者
へ

の
公

的
支

援
制

度
の

あ
っ
せ

ん

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
選
任

そ
の
他

Q
9
SQ

2
.労

働
組

合
を
関

与
さ
せ

て
い
る
と
回

答
頂

い
た
方

へ
お
伺

い
し
ま
す
。
ど
の

よ
う
な
点

に

関
与

さ
せ

て
い
ま
す
か

（
ま
た
は

関
与

を
受

け
入

れ
て
い
ま
す
か

）。
（
お
答

え
は

い
く
つ
で
も
）

(N
=1
1
7
)

効
果
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る

4
2
.7
%

効
果
が
な
い
と
感
じ
て
い
る

1
5
.4
%

わ
か

ら
な
い

4
1
.9
%

Q
9
SQ

3
.労

組
の

関
与
に
よ
り
、
何
ら
か

の
効
果
が
あ
っ
た
と
感

じ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
（
お
答
え

は
1
つ
）
(N
=1
1
7
)
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5
1
.5
%

2
6
.8
%

2
5
.2
%

2
6
.6
%

2
3
.1
% 2
6
.1
%

2
5
.2
%

2
9
.6
%

2
6
.3
%

2
.1
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

従
業

員
の

休
業

率

同
じ
く
作
業
に
関
連
す
る
疾
患
率

同
じ
く
自
発
的
な
離
職
率

同
じ
く
職
務
へ
の
満
足
感

同
じ
く
仕
事
上
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
の
推
移
）

同
じ
く
勤
怠
状
況
（
の
推
移
）

（
守

秘
条

件
下

で
の

）
従

業
員

へ
の
聞

き
取
り

質
問

紙
で
の

ス
ト
レ
ス
調

査

対
象

従
業

員
の

周
囲

へ
の

聞
き
取
り

そ
の
他

Q
1
0
.個

々
の

企
業

（
団

体
）
ご
と
に
行

わ
れ

て
い
る
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
が

有
効

か
否

か
を
測

る
た
め
に
は

、
ど
の

よ
う
な
指

標
が

適
当

と
考

え
ま
す
か

。
（
お
答

え
は

い
く
つ
で
も
）
(N
=4
2
9
)

1
1
.7
%

2
6
.3
%

1
7
.0
%

1
7
.9
%

1
8
.9
%

1
2
.6
%

4
2
.0
%

1
.9
%

0
%

5
%

1
0
%

1
5
%

2
0
%

2
5
%

3
0
%

3
5
%

4
0
%

4
5
%

面
接
の
中
で
厳
し
い
質
問
を
す
る

面
接
の
中
で
顔
色
・
姿
勢
・
受
け
答
え
方
な
ど
の
非
言
語
的
な
情
報
を
み
る

紙
面
で
の
心
理
テ
ス
ト
的
な
ツ
ー
ル
の
活
用

過
去
の
欠
席
率
、
欠
勤
率
な
ど
の
デ
ー
タ
の
確
認

過
去

の
既

往
歴

な
ど
の

情
報

の
確
認

関
係

者
な
ど
へ

の
身

上
調

査

特
に
対
策
を
講
じ
て
い
な
い

そ
の
他

Q
1
1
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

は
、
精

神
的

な
不

調
を
発

症
さ
せ

や
す
い
者

や
社

内
で
ト
ラ
ブ

ル
を
起

こ
し
や

す
い
者

の
採

用
を
回

避
す
る
た
め
、
ど
の

よ
う
な
対

策
を
講

じ
て
い
ま
す
か

。
（
お

答
え
は

い
く
つ
で
も
）
(N
=4
2
9
)

3
3
.3
%

6
8
.1
%

3
5
.2
% 3
8
.2
%

2
6
.3
%

3
.3
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

採
用

人
員

配
置

（
適

材
適

所
）

職
務

に
つ
い
て
の

教
育

訓
練

職
務
の
設
計
と
配
分

動
機

付
け

そ
の
他

Q
1
2
.次

の
事

柄
の

な
か

で
、
職

場
の

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に
深

く
関

わ
る
と
思

う
も
の

を
お
答

え

下
さ
い
。
（
お
答

え
は

い
く
つ
で
も
）
(N
=4
2
9
)

4
3
.8
%

3
6
.6
%

3
3
.1
% 3
6
.8
%

3
.3
%

1
8
.2
%

0
%

5
%

1
0
%

1
5
%

2
0
%

2
5
%

3
0
%

3
5
%

4
0
%

4
5
%

5
0
%

一
定
の
質
量
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
人
員
の
確
保

上
司
の
好
き
嫌
い
に
よ
る
部
下
へ
の
差
別
的
な
取

り
扱

い
の
禁
止

終
業
と
次
の
始
業
の
間
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
時
間
の
確
保

労
働

条
件

が
急

激
か

つ
大

幅
に
変

化
し
た
場

合
の

支
援

体
制

の
構

築

上
記

以
外

特
に
な
し

Q
1
3
.次

の
こ
と
が

ら
の

中
で
、
法

律
上

の
規

制
を
設

け
る
こ
と
に
賛

成
す
る
も
の

が
あ
れ

ば
、
お

答
え
下

さ
い
。
（
お
答

え
は

い
く
つ
で
も
）
(N
=4
2
9
)

賛
成

す
る

8
0
.4
%

賛
成
し
な
い

6
.3
%

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

1
3
.3
%

Q
1
4
.国

そ
の

他
の

公
的

機
関

が
、
個

々
の

企
業

（
団

体
）
の

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
状

況
の

問
題

点
（
リ

ス
ク
）
と
良

い
点

（
グ
ッ
ド
・
ポ
イ
ン
ト
）
を
調

査
し
、
そ
の

両
者

を
総

合
的

に
評

価
し
て
対

応
策

の
実

施
を
促

進
さ
せ
る
施

策
に
つ
い
て
賛

成
さ
れ

る
で
し
ょ
う
か

。
（
お
答

え
は

1つ
）
(N
=4
2
9
)

賛
成

す
る

8
4
.6
%

賛
成
し
な
い

6
.5
%

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

8
.9
%

Q
1
5
.国

そ
の

他
の

公
的

機
関

が
、
有

効
な
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
を
実

践
し
て
い
る
組

織
と
手

法

を
調

査
し
て
、
当

該
企

業
（
団

体
）
の

同
意

を
得

て
公

表
す
る
制

度
を
新

設
す
る
こ
と
に
賛

成
さ
れ

る
で
し
ょ
う
か
。
（
お
答
え
は
1
つ
）
(N
=4
2
9
)
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賛
成

す
る

8
2
.3
%

賛
成
し
な
い

9
.3
%

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

8
.4
%

Q
1
6
.国

そ
の

他
の

公
的

機
関

が
、
多

く
の

不
調

者
を
生

み
出

し
て
い
る
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
充

分

な
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
を
実

施
し
て
い
な
い
企

業
（
団

体
）
を
公

表
す
る
制

度
に
賛

成
さ
れ

る
で

し
ょ
う
か

。
（お

答
え
は
1
つ
）
(N
=4
2
9
)

あ
る

5
2
.0
%

な
い

1
1
.7
%

わ
か

ら
な
い

3
6
.4
%

Q
1
7
.職

場
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不

調
者

が
現

れ
た
場

合
に
、
そ
の

要
因

が
業

務
上

に
当

た
る
か

否
か

に
つ
い
て
、
守

秘
が

守
ら
れ

、
廉

価
で
気

軽
に
相

談
で
き
る
よ
う
な
公

的
機

関
が

創
設

さ
れ

る
と
す
れ

ば
、
利

用
す
る
可

能
性

は
あ
り
ま
す
か
。
（
お
答
え
は

1つ
）
(N
=4
2
9
)

3
2
.2
%

4
5
.9
%

1
3
.3
%

4
.9
%

1
.6
%

0
.2
% 1
.9
%

0
%

5
%

1
0
%

1
5
%

2
0
%

2
5
%

3
0
%

3
5
%

4
0
%

4
5
%

5
0
%

い
な
か
っ
た
（
い
な
い
）

1～
9％

程
度

1
0
～
2
9
％

程
度

3
0
～
4
9
％

程
度

5
0
～
6
9
％

程
度

7
0
～
9
9
％

程
度

1
0
0％

Q
1
8
.過

去
３
年

間
に
、
あ
な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

に
、
現

在
の

職
場

で
は

職
務

へ
の

定
着

が

難
し
い
労

働
者

は
(メ

ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
者

全
体

の
中

で
)何

割
く
ら
い
い
ま
し
た
か
（現

在
い
る

場
合

を
含
む
）
。
（
お
答
え
は
1
つ
）(
N
=4
2
9
)

1
3
.4
%

4
8
.8
%

1
6
.2
%

5
.8
%

5
.8
%

4
.8
%

5
.2
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

い
な
か
っ
た
（
い
な
い
）

1～
9％

程
度

1
0
～
2
9
％

程
度

3
0
～
4
9
％

程
度

5
0
～
6
9
％

程
度

7
0
～
9
9
％

程
度

1
0
0
%

Q
1
9
.職

務
へ

の
定

着
が

難
し
い
労

働
者

が
い
る
と
回

答
頂

い
た
方

へ
お
伺

い
し
ま
す
。
そ
の

背

景
に
、
社

会
的

未
熟

さ
な
ど
の

本
人

の
パ

ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や

発
達

の
問

題
が

主
な
原

因
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が

う
か

が
わ

れ
る
労

働
者

は
(職

務
へ

の
定

着
が

難
し
い
不

調
者

全
体

の
中

で
)何

割
ぐ

ら
い
い
ま
し
た
か

。
（お

答
え
は
1
つ
）
(N
=2
9
1
)

3
0
.6
%

1
5
.5
%

2
.0
%

5
9
.9
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
や
医
療
機
関
な
ど
が
開
設
し
て
い
る
リ
ワ
ー
ク

施
設

1以
外
の
民
間
団
体
が
開
設
し
て
い
る
リ
ワ
ー
ク
施
設

そ
の
他

利
用
さ
せ
た
こ
と
の
あ
る
施
設
や
制
度
は
な
い

Q
2
0
.そ

う
し
た
労

働
者

に
利

用
さ
せ

た
こ
と
の

あ
る
施

設
や

制
度

は
あ
り
ま
す
か

。
（
お
答

え
は

い

く
つ
で
も
）
(N
=2
5
2
)

3
8
.6
%

5
2
.5
%

3
1
.7
%

5
.9
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

症
状

が
快

復
せ

ず
、
け
っ
き
ょ
く
職

務
に
定

着
で
き
な
か

っ
た

症
状
は
い
っ
た
ん
快
復
し
た
が

、
パ

ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
な
ど
の
問
題
が
改
善
せ
ず

に
再
発
再
燃
し
、
け
っ
き
ょ
く
職
務
に
定
着
で
き
な
か
っ
た

症
状
も
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
な
ど
の
問
題
も
改
善
し
、
職
務
に
定
着
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た

そ
の
他

Q
2
1
.利

用
さ
せ

た
結

果
は

ど
う
で
し
た
か

。
（
お
答

え
は

い
く
つ
で
も
）
(N
=1
0
1
)
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労
働

者
自

身
、
家

族
、
公

的

機
関

、
医

療
機

関
、
福

祉
関

係
機

関
、
企

業
な
ど
の

関
係

者
全

て
6
7
.6
%

労
働

者
自

身
、
家

族
、
公

的

機
関

、
医

療
機

関
、
福

祉
関

係
機

関
な
ど
（
企

業
以

外
）

1
4
.2
%労
働

者
自

身
、
家

族
1
7
.0
%

そ
の
他

1
.2
%

Q
2
2
.Q
1
9
に
挙

げ
た
よ
う
な
、
医

療
機

関
へ

の
受

診
や

療
養

で
は

快
復

し
に
く
く
、
そ
の

ま
ま
で
は

雇
用

の
継

続
が

難
し
い
不

調
者

へ
の

対
策

は
誰

が
行

う
べ

き
だ
と
思

い
ま
す
か

。
（お

答
え
は
1

つ
）
(N
=4
2
9
)

日
本

型
の

法
制

度
の

方
が

良

い
3
9
.9
%

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

型
の

法
制

度
の

方
が

良
い

2
1
.9
%

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

3
8
.2
%

Q
2
3
.あ

な
た
は

、
日

本
型

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

型
の

仕
組

み
の

ど
ち
ら
が

良
い
と
考
え
ま
す
か
。
（
お
答

え
は

1
つ
）
(N
=4
2
9
)

あ
る

3
9
.9
%

な
い

2
5
.6
%

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

3
4
.5
%

Q
2
4
.不

調
者

を
担

当
す
る
精

神
科

の
主

治
医

（
心

療
内

科
な
ど
精

神
科

の
専

門
性

を
持

つ
医

師

を
含

み
ま
す
）
の

休
復

職
な
ど
に
関

す
る
診

断
に
つ
い
て
、
不

調
者

自
身

の
症

状
や

働
く
能

力
、

職
場

の
実

態
な
ど
を
充

分
に
踏

ま
え
て
い
な
い
と
感

じ
た
経

験
は

あ
り
ま
す
か

。
（
お
答

え
は
1つ

）
(N
=4
2
9
)

あ
る

2
9
.8
%

な
い

7
0
.2
%

Q
2
5
.労

働
者

の
精

神
科

主
治

医
に
診

断
の

内
容

な
ど
に
つ
い
て
確

認
す
る
た
め
に
面

談
を
申

し

込
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

。
（
お
答

え
は
1
つ
）(
N
=4
2
9
)

産
業

医
5
1
.6
%

人
事

労
務

部
門

の
職

員
2
2
.7
%

本
人

の
直

属
の

上
司

2
4
.2
%

そ
の
他

1
.6
%

Q
2
5
SQ

1
.労

働
者

の
精

神
科

主
治

医
に
面

談
を
申

し
込

ん
だ
こ
と
が

あ
る
と
回

答
頂

い
た
方

へ
お

伺
い
し
ま
す
。
主

に
誰

が
面

談
を
申

し
込

み
ま
し
た
か

。
（
お
答

え
は
1
つ
）(
N
=1
2
8
)

主
治
医
に
面
談
を
断
ら
れ
た

り
、
回
避
さ
れ
、
連
携
が
進
ま

な
か

っ
た

1
6
.4
%

面
談

は
で
き
た
が

、
そ
の

後

の
連

携
は

進
ま
な
か

っ
た

2
7
.3
%

面
談

で
き
、
そ
の

後
の

連
携

も

で
き
た
が

、
不

調
者

の
快

復

に
は
貢
献
し
な
か
っ
た

2
5
.8
%

面
談
で
き
、
主
治
医
と
連
携
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
不
調
者
の

快
復
に
貢
献
し
た

2
8
.1
%

そ
の
他

2
.3
%

Q
2
5
SQ

2
.労

働
者

の
精

神
科

主
治

医
に
面

談
を
申

し
込

ん
だ
こ
と
が

あ
る
と
回

答
頂

い
た
方

へ
お

伺
い
し
ま
す
。
申

し
込

ん
だ
結

果
は

主
に
ど
う
な
り
ま
し
た
か

。
（お

答
え
は
1
つ
）
(N
=1
2
8
)
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5
8
.3
%

2
8
.0
%

5
5
.7
%

4
3
.8
%

5
7
.8
%

4
0
.6
%

2
.6
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

診
断

名

処
方

薬

発
症

の
背

景
事

情

典
型

的
な
症

状

必
要

な
就

業
上

の
措

置

禁
忌

事
項

そ
の
他

Q
2
6
.不

調
者

の
快

復
を
図

る
う
え
で
、
企

業
の

人
事

労
務

担
当

者
や

直
属

の
上

司
は

、
不

調
者

に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
な
情

報
を
知

る
必

要
が

あ
る
と
思

い
ま
す
か

。
（お

答
え
は

い
く
つ
で
も
）

(N
=4
2
9
)

選
任
し
て
い
る

3
7
.5
%

選
任

し
て
い
な
い

6
2
.5
%

Q
2
7
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

は
産

業
医

（
精

神
科

を
専

門
と
し
て
い
て
も
、
産

業
医

と
し
て

勤
務

し
て
い
る
医

師
を
含

む
）
を
選

任
し
て
い
ま
す
か

。
精

神
科

を
専

門
と
し
て
お
り
、
主

に
臨

床

医
と
し
て
勤

務
し
て
い
る
医

師
の

場
合

は
、
Q
28

で
お
答
え
く
だ
さ
い
。
（
お
答
え
は
1
つ
）(
N
=4
2
9
)

専
属

あ
り
：
専

属
１
名

3
1
.7
%

専
属

あ
り
：
専

属
２
～

３
名

8
.1
%

専
属

あ
り
：
専

属
４
名

以
上

7
.5
%

専
属

な
し

5
2
.8
%

Q
2
7
SQ

1
C
A
TE
.Q
2
7
SQ

1
カ
テ
ゴ
リ
ー
(N
=1
6
1)

4
7
.2
%

6
0
.9
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

専
属
に
つ
き

嘱
託
に
つ
き

Q
2
7
SQ

1
.産

業
医

は
専

属
で
す
か
、
嘱

託
で
す
か

。
（お

答
え
は
い
く
つ
で
も
）
(N
=1
6
1
)

5
4
.0
%

4
7
.8
%

4
1
.6
%

5
5
.3
%

3
6
.0
%

4
3
.5
%

4
0
.4
%

3
2
.9
%

2
1
.7
%
2
7
.3
%

3
6
.0
%

1
4
.9
%

2
3
.6
%

1
6
.8
%

3
4
.8
%

2
0
.5
%

2
1
.1
%

9
.3
%

2
.5
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

健
康

診
断

で
の

問
診

長
時

間
労

働
者

対
象

の
面

接
指

導
職

場
巡

視
健

康
相

談
会

社
に
対

す
る
不

調
者

に
関

す
る
就

業
上

の
措

置
の

勧
告

休
復

職
判

断
休

復
職

判
断

の
た
め
の

面
接

復
職

後
の

経
過

観
察

不
調
者
を
め
ぐ
る
関
係
者
間
（
人
事
、
ラ
イ
ン
管
理
職
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
…

従
業
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
情
報
管
理

衛
生

委
員

会
へ

の
参

加
関

連
す
る
社

内
規

定
（
就

業
規

則
や

健
康

管
理

規
程

な
ど
）
の

整
備

、
改
…

不
調

者
の

医
学

的
な
診

断
経

営
上

層
部

に
対

す
る
改

善
施

策
（
特
に
一

次
予

防
策

）
の

提
言

専
門

医
の

紹
介

不
調
者
へ
の
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
勧
め
や
指
示

医
学

的
な
診

断
や

治
療

法
律
問
題
が
生
じ
た
場
合
の
顧
問
弁
護
士
な
ど
と
の
連
携

そ
の
他

Q
2
7
SQ

2
.ど

の
よ
う
な
業
務
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
か
。
（
お
答
え
は
い
く
つ
で
も
）
(N
=1
6
1
)

感
じ
て
い
る

4
2
.9
%

感
じ
て
い
な
い

1
9
.3
%

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

3
7
.9
%

Q
2
7
SQ

3
.産

業
医

の
選

任
に
よ
る
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
面

で
の

効
果

は
出

て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す

か
。
（
お
答

え
は
1
つ
）(
N
=1
6
1
)
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7
3
.9
%

5
9
.4
%

3
3
.3
%

5
3
.6
%

5
2
.2
%

2
9
.0
%

1
1
.6
%

1
1
.6
%

5
.8
%

2
.9
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

従
業
員
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
問
題
に
つ
い
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た

不
調
者
を
早
く
発
見
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

関
連

す
る
社

内
規

定
の

整
備

が
進

ん
だ

不
調

者
の

適
正

な
管

理
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

主
治
医
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

会
社
の
方
針
や
職
場
に
つ
い
て
理
解
し
て
く
れ
る
専
門
医
と
関
係
を
も
て
…

病
に
か

か
る
者

が
減

っ
た

心
身
の
両
面
で
働
き
易
い
職
場
づ
く
り
が
進
ん
だ

従
業

員
の

生
産

効
率

が
あ
が

っ
た

そ
の
他

Q
2
7
SQ

4
.メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
面

で
の

効
果

を
感

じ
て
い
る
と
と
回

答
頂

い
た
方

へ
お
伺

い
し
ま
す
。

効
果

が
出

て
い
る
と
感

じ
て
い
る
の

は
ど
の

よ
う
な
点

で
し
ょ
う
か

。
（
お
答

え
は

い
く
つ
で
も
）

(N
=6
9
)

選
任
し
て
い
る

1
5
.6
%

選
任

し
て
い
な
い

8
4
.4
%

Q
2
8
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

は
、
嘱

託
精

神
科

医
ま
た
は

指
定

医
と
な
る
精

神
科

医
を
選

任
し
て
い
ま
す
か

。
（
お
答

え
は
1
つ
）(
N
=4
2
9
)

5
5
.2
% 5
8
.2
%

3
8
.8
%

3
7
.3
%

2
8
.4
%

2
9
.9
%

2
2
.4
%

1
7
.9
%

6
.0
%

3
.0
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

不
調
者
と
の
定
期
的
ま
た
は
一
定
条
件
を
充
た
し
た
際
の
面
談

不
調

者
の

医
学

的
な
診

断

不
調

者
の

治
療

不
調

者
の

休
復

職
判

断

不
調
者
の
職
場
環
境
な
ど
の
労
働
条
件
の
調
整
へ
向
け
た
勧
告

主
治
医
と
の
情
報
交
換
、
や
り
と
り

従
業
員
向
け
の
研
修
講
師

組
織
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
体
制
づ
く
り
の
企
画
立
案

法
律
問
題
が
生
じ
た
場
合
の
顧
問
弁
護
士
な
ど
と
の
連
携

そ
の
他

Q
2
8
SQ

1
.精

神
科

医
を
選

任
し
て
い
る
と
回

答
頂

い
た
方

へ
お
伺

い
し
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
業

務
を

し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
か
。
（
お
答
え
は
い
く
つ
で
も
）
(N
=6
7
)

感
じ
て
い
る

5
9
.7
%

感
じ
て
い
な
い

9
.0
%

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

3
1
.3
%

Q
2
8
SQ

2
.精

神
科

医
を
選

任
し
て
い
る
と
回

答
頂

い
た
方

へ
お
伺

い
し
ま
す
。
嘱

託
精

神
科

医
等

の
選

任
に
よ
る
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
面

で
の

効
果

は
出

て
い
る
と
感

じ
て
い
ま
す
か

。
（
お
答

え
は
1

つ
）
(N
=6
7
)

3
2
.5
%

5
7
.5
%

3
7
.5
%

4
0
.0
%

1
7
.5
%

1
5
.0
%

2
5
.0
%

2
0
.0
%

7
.5
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

不
調
者
を
早
く
発
見
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

不
調

者
の

適
正

な
管

理
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

主
治
医
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

主
治
医
の
診
断
を
相
対
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

精
神

疾
患

な
ど
の

病
に
か

か
る
者

が
減
っ
た

心
身
の
両
面
で
働
き
易
い
職
場
づ
く
り
が
進
ん
だ

従
業
員
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
問
題
に
つ
い
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た

組
織
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
者
に
対
応
す
る
う
え
で
、
安
心
感
を
も
て
る
…

そ
の
他

Q
2
8
SQ

3
.精

神
科

医
を
選

任
し
て
い
る
と
回

答
頂

い
た
方

へ
お
伺

い
し
ま
す
。
効

果
が

出
て
い
る

と
感

じ
て
い
る
の

は
ど
の

よ
う
な
点

で
し
ょ
う
か

。
（お

答
え
は
い
く
つ
で
も
）
(N
=4
0
)

よ
く
知

っ
て
い
る

5
.4
%

お
お
む
ね
知
っ
て
い
る

2
3
.3
%

業
務

に
関

わ
る
部

分
の

一
部

は
知

っ
て
い
る

2
8
.2
%

ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い

2
7
.7
%

全
く
知
ら
な
い

1
5
.4
%

Q
2
9
.従

業
員

の
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
情

報
（
：
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
に
関

す
る
個

人
情

報
）
に
関

す
る
法

規
制

（
憲

法
、
刑

法
、
特

別
刑

法
、
民

法
、
個

人
情

報
保

護
法

な
ど
の

国
の

法
律

と
そ
の

解
釈

例

規
、
裁

判
例

な
ど
）
に
つ
い
て
知

っ
て
い
ま
す
か

。
（
お
答

え
は

1つ
）
(N
=4
2
9
)
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8
.9
%

6
4
.2
%

1
2
.2
%

1
2
.2
%

1
3
.8
%

1
.6
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

厳
し
す
ぎ
る

お
お
む
ね
妥
当

甘
す
ぎ
る

厳
し
す
ぎ
る
と
こ
ろ
と
甘
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が
ち
ぐ
は
ぐ

複
雑

す
ぎ
て
、
現

場
で
の

実
際
の

対
応

方
法

が
分

か
り
難

い

そ
の
他

Q
3
0
.前

問
で
「
よ
く
知

っ
て
い
る
」
ま
た
は

「
お
お
む
ね
知

っ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
方

に
お
尋
ね
し
ま

す
。
今

の
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
情

報
に
関

わ
る
法

規
制

全
体

に
つ
い
て
ど
う
思

い
ま
す
か

。
（お

答
え

は
い
く
つ
で
も
）
(N
=1
2
3
)

雇
用
し
て
い
る

2
3
.1
%

雇
用

し
て
い
な
い

7
6
.9
%

Q
3
1
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

で
は

、
現

在
、
精

神
障

が
い
者

（
精

神
保

健
福

祉
手

帳
を
有

す

る
者

な
ど
、
公

的
に
障

が
い
者

と
し
て
の

認
定

を
受

け
て
い
る
者

）を
雇

用
し
て
い
ま
す
か

（
特

例

子
会

社
で
の

雇
用

を
除

く
。
以

下
同

じ
）
。
（
お
答

え
は
1
つ
）(
N
=4
2
9
)

設
定
し
て
い
る

2
8
.7
%

設
定

し
て
い
な
い

7
1
.3
%

Q
3
2
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

で
は

、
障

が
い
者

用
の

雇
用

管
理

区
分

（
い
わ

ゆ
る
障

が
い

者
枠

）
を
設
定
し
て
い
ま
す
か
。
（
お
答
え
は

1つ
）
(N
=4
2
9
)

い
る

4
2
.2
%

い
な
い

3
9
.1
%

分
か

ら
な
い

1
8
.8
%

Q
3
3
.も

と
も
と
健

常
者

枠
で
採

用
し
た
が

、
そ
の

後
精

神
障

が
い
を
発

症
し
て
障

が
い
者

枠
へ

変

更
さ
れ

た
方

は
い
ま
す
か

。
（お

答
え
は
1
つ
）
(N
=6
4
)

（
全
員
）
健
常
者
と
し
て
の
処

遇
の

ま
ま

4
4
.4
%

健
常
者
と
し
て
処
遇
し
て
い
る

者
と
障
が
い
者
と
し
て
処
遇
し

て
い
る
者
が
混
在
し
て
い
る

4
4
.4
%

（
全
員
）
障
が
い
者
と
し
て
の

処
遇

に
変

更
済

み
7
.4
%

分
か

ら
な
い

3
.7
%

そ
の
他

0
.0
%

Q
3
4
.前

問
で
「
い
る
」
と
お
答

え
の

方
に
お
伺
い
し
ま
す
。
そ
の

精
神

障
が

い
者

の
処

遇
に
つ
い
て

お
答

え
く
だ
さ
い
。
現

在
の
処
遇
は
、
以
下
の
い
ず
れ
で
し
ょ
う
か

。
（お

答
え
は
1
つ
）
(N
=2
7
)

実
施
し
て
い
る

5
9
.6
%

特
に
実
施
し
て
い
な
い

4
0
.4
%

Q
3
5
.「
現

在
、
精

神
障

が
い
者

を
雇

用
し
て
い
る
」
と
お
答

え
の

方
に
お
伺

い
し
ま
す
。
精

神
障

が

い
者

に
対

す
る
特

別
な
配

慮
（
：
通

常
、
健

常
者

に
は

実
施

し
な
い
措

置
）
を
実

施
し
て
い
ま
す

か
。
（
お
答

え
は
1
つ
）(
N
=9
9
)
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3
0
.5
%

3
0
.5
%

4
7
.5
%

1
3
.6
%

5
0
.8
%

1
8
.6
%

3
3
.9
%

3
2
.2
%

1
3
.6
%

1
0
.2
%

6
.8
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
の
選
任

相
性
の
合
う
人
物
と
の
隣
接
配
置

労
働

時
間

の
制

限

フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ム
制

の
適

用
か

、
同

様
の

出
退

勤
時

間
の

自
由

化

負
荷
の
か
か
る
仕
事
を
指
示
し
な
い

業
務
上
の
支
障
や
め
い
わ
く
行
為
が
あ
っ
て
も
厳
し
い
叱
責
を
避
け
る

定
期
的
な
面
談
と
状
態
確
認

本
人
に
話
や
行
動
の
ペ
ー
ス
を
合
わ
せ
る

医
師

（
産

業
医

、
嘱

託
精

神
科

医
な
ど
）
と
の

面
談

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
の
心
理
専
門
職
と
の
面
談

そ
の
他

Q
3
6
.前

問
で
「
実

施
し
て
い
る
」と

お
答

え
の

方
に
お
伺

い
し
ま
す
。
ど
の

よ
う
な
配

慮
を
行

っ
て
い

ま
す
か

。
（
お
答

え
は

い
く
つ
で
も
）
(N
=5
9
)

選
任
し
て
い
る

1
1
.2
%

選
任

し
て
い
な
い

8
8
.8
%

Q
3
7
.あ

な
た
の

所
属

す
る
事

業
所

で
は

、
い
ま
現

在
、
社

会
福

祉
士

（
Ｓ
Ｗ
）
、
精

神
保

健
福

祉
士

（
Ｐ
Ｓ
Ｗ
）
な
ど
の

福
祉

系
の

資
格

を
持

つ
職

員
を
選

任
し
て
い
ま
す
か

。
（お

答
え
は
1
つ
）

(N
=4
2
9
)

社
会

福
祉

士
（
Ｓ

Ｗ
）

6
6
.7
%

精
神

保
健

福
祉

士
（
Ｐ

Ｓ
Ｗ

）
2
5
.0
%

そ
の
他

8
.3
%

Q
3
7
SQ

1
.福

祉
系

の
資

格
を
持

つ
職

員
を
選

任
し
て
い
る
と
回

答
頂

い
た
方

へ
お
伺

い
し
ま
す
。

ど
の

よ
う
な
資

格
の

持
ち
主

で
し
ょ
う
か

。
（
お
答

え
は
1
つ
）(
N
=4
8
)

4
7
.9
%

4
1
.7
%

4
1
.7
%

2
5
.0
%

2
7
.1
%

1
4
.6
%

2
2
.9
%

1
8
.8
%

8
.3
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

本
人
と
職
場
の
上
司
や
同
僚
な
ど
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
人
間
関
…

本
人
が
仕
事
上
出
会
う
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
支
援

本
人

の
職

務
の

サ
ポ
ー
ト

社
会

保
険

や
社

会
福

祉
給

付
の

受
給

支
援

本
人

に
合

っ
た
適

切
な
精

神
科

医
の

紹
介

受
診

の
介

助

不
調
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
相
談
受
付

健
常
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
相
談
受
付

そ
の
他

Q
3
7
SQ

2
.福

祉
系

の
資

格
を
持

つ
職

員
を
選

任
し
て
い
る
と
回

答
頂

い
た
方

へ
お
伺

い
し
ま
す
。

ど
の

よ
う
な
業
務
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
か
。
（
お
答
え
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い
く
つ
で
も
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な
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す
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事
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で
は

、
精

神
障
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い
者

の
雇

用
に
つ
い
て
、
率

直
に
、
ど
の

よ

う
な
お
考
え
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。
（
お
答
え
は
1
つ
）
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者
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般
や
健
常
者
の

人
事

労
務

管
理

の
参

考
に
も
な
る

組
織
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
（
：
人
材
の
多
様
化
）
が
進
む

過
去
に
受
け
入
れ
た
経
験
が
あ
り
、
業
務
上
問
題
な
く
働
け
て
い
た

そ
の
他

Q
3
8
SQ

1
.前

問
で
「
積
極

的
」ま

た
は
「
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
積
極
的
」
と
お
答
え
の
方
に
お
伺
い
し

ま
す
。
そ
の

理
由

は
ど
の

よ
う
な
も
の

で
し
ょ
う
か

。
（
お
答

え
は

い
く
つ
で
も
）
(N
=7
1
)
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。
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す
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分担研究報告書 

 

公的メンタルヘルス対策支援の効果評価指標の開発の試み 
〜公的アウトリーチの支援専門家に求められるコンピテンスの検討〜 

 

本調査研究の分担研究者 

真船浩介（産業医科大学 産業生態科学研究所 精神保健学研究室 助教）＊ 

井上彰臣（産業医科大学 産業生態科学研究所 精神保健学研究室 助教）＊ 

梶木繁之（産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学研究室 講師） 

＊は研究協力者 

研究要旨 

 本研究では，公的なアウトリーチ支援に求められるコンピテンスについて，

半構造化面接及び質問紙調査により定性的・定量的に検討した。 

 公的アウトリーチ支援を担うメンタルヘルス対策支援センターのメンタルヘ

ルス対策促進員を対象とした半構造化面接では，実効的なアウトリーチ支援に

求められるコンピテンスが 360 項目収集された。KJ 法の結果，意味内容の重複

及び類似性から 69 項目に集約され，理論的飽和が示唆された。これらの 69 項

目を用いた質問紙調査による定量的な検討により，事業場への配慮に加え，現

状やニーズ等の把握に努める等の支援活動に直接関連する基礎的なコンピンテ

ンスから，幅広い視野による地域資源の活用や支援センター内の専門家との連

携等，間接的に支援活動に寄与する応用的なコンピテンス，さらには，真摯な

支援活動への動機づけの工夫まで，多様なコンピテンスが重要であることが示

された。これらの項目群の測定精度は，項目反応理論による検討により，特に，

低度から中等度の水準のコンピテンスの評価に適していることが示唆された。

探索的因子分析による検討では，アウトリーチ支援に求められるコンピテンス

には，「事業場への配慮」，「センター内の連携」，「モチベーション」，「地域資源

の活用」，「アセスメント」から構成される 5つの下位要素が示唆された。 

また，これらのコンピテンスは，性別や年齢，活動頻度や専門性の相違により

異なる傾向が認められた。これらの特徴から，本研究において明らかにされた

アウトリーチ支援に求められるコンピテンスは，特に，アウトリーチ支援専門

家の初任者から中級者の養成に資する知見であると考えられる。 

本研究では，定性的・定量的な検討から，アウトリーチ支援に求められる多様

なコンピテンスを明らかにし，十分な信頼性と内容的妥当性を確認した。しか

し，アウトリーチコンピテンスの妥当性及びアウトリーチ支援の効果の検討に

は，今後，支援先事業場も対象に含めた縦断的研究も必要と考えられる。 
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Ａ. 目的 

 労働者の心の健康の保持増進には，

労働者自身による健康管理・増進（セ

ルフケア）はもとより，事業場におい

ても，労働者への配慮と環境整備，セ

ルフケアの促進等を実現するための

体制と対策も欠かせない（ラインケア）

1)。これらの活動には，産業医学等の

専門的知識をはじめ，事業場の規則・

制度，産業保健体制，職場環境の整備

等，多岐に渡る理解と専門性が求めら

れ，事業場の実情を熟知した産業保健

スタッフ等との連携（事業場内産業保

健スタッフ等によるケア）が重要とな

る 1)。 
 このような職場のメンタルヘルス

対策は，事業場において自律的に展開

されることが望ましい。一方で，高度

に専門的な課題等に対応するために

は，事業場外の専門家の助言・支援を

得ること（事業場外資源によるケア）

も必要である 1)。特に，中小規模事業

場においては，人的にも経済的にも資

源の確保が困難である場合が多く 2)，

事業場外資源の活用がますます重要

となる。そのため，安価あるいは無償

で利用できる事業場外からの質の高

い支援による効果が期待される。また，

中小規模事業場では，メンタルヘルス

不調の事例が未だ発生していないこ

と等を理由に，メンタルヘルス対策の

必要性を認識していない事業場も少

なくない 2)。メンタルヘルス対策の啓

発・普及活動も重要な課題である。こ

れらの課題を踏まえると，無償で利用

できる公的なアウトリーチへの期待

は大きい。しかし，アウトリーチによ

るメンタルヘルス対策の効果的な支

援方法は未だ確立されていない。 
 日本における職場のメンタルヘル

ス対策への公的な支援では，独立行政

法人労働者健康福祉機構（以下，「本

部」と略記）が，厚生労働省からメン

タルヘルス対策支援センター事業（以

下，「支援センター事業」と略記）を

受託し，職場のメンタルヘルス対策の

整備を推進している。支援センター事

業では，各都道府県に設置されたメン

タルヘルス対策支援センター（以下，

「支援センター」と略記）にメンタル

ヘルス対策促進員（以下，「促進員」

と略記）を配置し，公的なアウトリー

チ支援も展開している。事業場の課題

は一様ではないことから，促進員の活

動は，事業場への画一的な対応ではな

く，事業場の要請を踏まえた支援が求

められる。このような現状において，

促進員は，衛生管理者，看護師・保健

師，労働衛生コンサルタント，産業カ

ウンセラー，社会保険労務士等，様々

な資格を有し，事業場におけるメンタ

ルヘルス対策の整備における多様な

課題への助言・支援が提供できると考

えられる。これらの活動は，アウトリ

ーチによる効果的な支援方法を検討

する上で，貴重な資料となり得ると考

えられる。しかし，促進員による多様

な支援内容の実態は明らかにされて

いない。 
 本研究では，促進員が効果を実感し

ている支援内容について，促進員を対

象とした半構造化面接及び質問紙調
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査により明らかにすることを目的と

した。半構造化面接では，職場のメン

タルヘルス対策の啓発と整備に効果

が得られた支援内容を聴取し，公的ア

ウトリーチの支援専門家に求められ

るコンピテンスを整理することを目

的とした。質問紙調査では，半構造化

面接により整理された公的アウトリ

ーチの支援専門家のコンピテンスに

ついて，定量的に検討することを目的

とした。 

 

Ｂ. 方法 

１） 促進員を対象とした半構造化面接 

１−１） 調査時期 

 2013 年 9 月から 10 月にかけて面接

調査を実施した。 

１−２） 調査対象者 

 独立行政法人労働者健康福祉機構

より推薦を得た石川，京都，福岡の支

援センターに所属する促進員を対象

とした。なお，面接は，各支援センタ

ーの運営責任者等の推薦が得られ，本

研究の目的に同意が得られた促進員

14 名（男性 4 名，女性 10 名）を対象

とした。 

１−３） 面接者 

 面接は，本研究の第一筆者が行った。 

１−４） 聴取内容 

 対象者には，「促進員としての活動

頻度」，「動機：活動のモチベーション

を維持向上するための工夫」，「活動：

効果的と考えられる活動」，「資源：支

援活動に利用する情報源，相談先，紹

介先等の資源」「評価：支援において

重視する事業場等の変化」，「留意：支

援活動における留意点」，「葛藤：効果

的と考えられる活動と事業場の要望

との乖離，支援センター事業の限界・

制約等」の 7点について面接調査によ

る回答を求めた。面接の所要時間は，

30〜40 分間に設定した。 

１−５） 分析方法 

 心理学を専門とする研究者1名によ

る KJ 法を行った。 

 

２） 促進員を対象とした質問紙調査 

２−１） 調査時期・方法 

 2013 年 11月 15日から同年 12月 16

日にかけてインターネット上での無

記名調査を実施した。本調査では，本

部を通じて，回答用 Web ページの URL

を配信し，回答を求めた。 

２−２） 調査対象者 

 各支援センターに所属する促進員

約 300 名を対象とした。 

２−３） 調査項目 

 調査協力への同意が得られた者に

対して，性別，年齢，地域，資格，活

動頻度の基本属性に加え，促進員を対

象とした半構造化面接から得られた

公的アウトリーチの支援専門家のコ

ンピテンス（以下，「アウトリーチコ

ンピテンス」と略記）を評価する 69
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項目について回答を求めた。さらに，

「支援活動における工夫と配慮」と

「効果的と考えられる支援内容」につ

いて，自由記述による回答を求めた。 

 年齢は，「20 歳代」，「30 歳代」，「40

歳代」，「50 歳代」，「60 歳以上」の 5

区分から回答を求めた。地域は，所属

するセンターが設置されている地域

を「北海道」，「東北」，「北陸」，「関東」，

「東海」，「近畿」，「中国・四国」，「九

州・沖縄」の8地域から回答を求めた。

資格は，促進員が保持する資格につい

て，「労働衛生コンサルタント」，「保

健師・看護師」，「衛生管理者」，「臨床

心理士」，「産業カウンセラー」，「社会

保険労務士」，「精神保健福祉士」，「そ

の他」の 7種類から複数選択による回

答を求めた。活動頻度は，「月１回以

下」，「月２～３回」，「週１～２回」，「週

３回以上」，「不定期」の 5区分から回

答を求めた。アウトリーチコンピテン

スは，効果的と考えられる支援内容が

列挙され，実際の支援活動において，

各項目をどの程度，重視するかについ

て，「まったくあてはまらない」，「あ

まりあてはまらない」，「どちらともい

えない」，「ややあてはまる」，「よくあ

てはまる」の 5件法による回答を求め

た。各選択肢には，順に 1点から 5点

を割り当て，当該項目を重視する程，

高値になるよう得点化した。 

２−４） 分析方法 

 アウトリーチコンピテンスを定量

的に検討するため，以下の 4つの分析

を行った。 

２−４−１） 度数分布 

 アウトリーチコンピテンスの回答

傾向を検討するため，各項目の平均値

及び標準偏差，歪度，尖度，最頻値，

度数を算出した。 

２−４−２） 項目反応理論 

 各項目の測定精度を検討するため，

項目反応理論における段階反応モデ

ル 3)により，項目母数を推定した。推

定した項目母数に基づくテスト情報

曲線から，各項目の特徴と尺度値レベ

ルごとの測定精度を検討した。なお，

項目母数の推定に先立ち，探索的因子

分析により，項目反応理論による分析

の前提となる一次元（一因子）性の確

認を行った。 

２−４−３） 因子分析 

 アウトリーチコンピテンスの構成

概念を検討するため，主因子法プロマ

ックス回転による探索的因子分析を

行った。因子数は，固有値の減衰状況

に加え，因子の単純構造と解釈可能性

から決定した。なお，回転後の因子負

荷量が 0.4 未満の項目，または，複数

の因子に高い因子負荷量を示し，単純

構造を妨げる項目を除外した。各因子

を構成する全ての項目の因子負荷量
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が 0.4 以上を示し，単純構造が得られ

るまで，条件を満たさない項目を除外

し，分析を繰り返した。また，最終的

に得られた因子構造から確認的因子

分析を行い，構成した因子モデルとデ

ータとの適合度を検討した。さらに，

最終的に得られた各因子の信頼性を

検討するため，Chronbach のα係数を

算出した。 

２−４−４） 多元配置分散分析 

 基本属性によるアウトリーチコン

ピテンスの差異を検討するため，性別，

年齢，地域，資格，活動頻度を独立変

数，アウトリーチコンピテンスの各項

目及び下位尺度得点を従属変数とし

た多元配置分散分析を行った。なお，

アウトリーチコンピテンスの下位尺

度は，２−４−３）因子分析において，

得られた因子構造を採用し，各因子を

構成する項目の合計得点を項目数で

除した値（1 項目あたりの平均値）を

下位尺度得点とした。また，地域間の

差異は，各地域の事情を反映している

と考えられるが，必ずしも促進員の専

門性等を反映した要因とは言えず，ア

ウトリーチコンピテンスを検討する

本研究の目的と合致しないことから，

交絡要因として分析に投入し，結果の

解釈からは除外した。 

 

Ｃ. 結果 

１） 促進員を対象とした半構造化面接 

 表１−１に面接対象者の属性を示し

た。面接には，対象者 1 名あたり 30

〜40 分間を要した。 

 面接調査の結果，アウトリーチコン

ピテンスについて，合計 360 項目（平

均 27.1±6.0 個／人）の回答が得られ

た。質問の分類別では，「動機」が 40

個，「活動」が 44 個，「資源」が 49 個，

「評価」が 49 個，「留意」が 143 個，

「葛藤」が 35 個であった。 

 収集された360項目をKJ法により，

分類した結果，内容の重複または類似

性から，105 項目の中分類に整理され

た。さらに，中分類の意味内容の類似

性から，69 項目の大分類に整理された。

大分類の項目を表１−２に示した。 

大分類の項目をアウトリーチコンピ

テンスとして質問紙調査に使用した。 

 

２） 促進員を対象とした質問紙調査 

 促進員を対象とした無記名式の Web

調査の結果，176 名から回答が得られ

た。表２−１に回答者の属性を示した。 

 

２−１） 度数分布 

 表２−２にアウトリーチコンピテン

スの各項目の平均値及び標準偏差，歪

度，尖度，最頻値，度数を示した。 

 表２−２より，最頻値が「5」であり，

かつ歪度が 1を超える項目は，14 項目

であった（項目 No5，7，10，13，16，

18，35，40，41，42，54，55，62，63）。

中でも，最も平均値が高かったのは，

項目 No5「事業場の担当者の立場や気

持ちに配慮する」であった。次いで，
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項目 No10「事業場の意思や決定を尊重

する」，No41「事業場のニーズに応じ

て，柔軟に対応する」，No16「管理監

督者研修による啓発をメンタルヘル

ス対策のきっかけにする」，No35「事

業場の理解や意欲に応じて，分かりや

すく説明する」，No63「事業場の理解

や意欲に応じて，メンタルヘルス対策

の必要性や重要性を分かりやすく説

明する」の順に平均値が高かった。い

ずれも平均値が 4.5 を超えていた。最

頻値が「1」であり，かつ歪度が 1 を

超える項目は認められなかった。最頻

値が「1」であった項目は，平均値の

低い順に，No14「事業場の衛生委員会

に出席する」，No36「周辺の医療機関

や主治医と連携する」，No31「他の促

進員と協力して支援ツールを開発す

る」，No48「地域産業保健センターと

密に連携する」，No30「他の促進員と

自主的な勉強会等を行う」であった。 

 自由記述では，「支援活動における

工夫と配慮」が121名（延べ322項目）

から，「効果的と考えられる支援内容」

が 102 名（延べ 258 項目）からそれぞ

れ回答が得られた。 

 

２−２） 項目反応理論 

 図２−１に主因子法プロマックス回

転による探索的因子分析の結果とし

て，固有値の減衰状況を示した。第１

因子の固有値は 15.6，次いで，第 2

因子以降では順に，3.2，2.3，1.9 で

あった。第 1因子と第 2因子の間にお

いて，固有値に最も大きな減衰が認め

られた。 

 表２−３に項目反応理論（段階反応

モデル）に基づき推定した項目母数を

示した。全69項目の信頼性係数は.962

であった。識別力の平均は 1.12±0.31

であった。識別力が 1.0 以上を示した

項目は全 69 項目の内，45 項目であっ

た。最も識別力が高かったのは，No63

「事業場の理解や意欲に応じて，メン

タルヘルス対策の必要性や重要性を

分かりやすく説明する」であった。次

いで，識別力の高かった順に，No54「メ

ンタルヘルス対策に必要な雛形や様

式等の具体例を示して分かりやすく

説明する」，No41「事業場のニーズに

応じて，柔軟に対応する」，No35「事

業場の理解や意欲に応じて，分かりや

すく説明する」，No25「事業場の担当

者に支援後のフォローを具体的に提

案する」であった。いずれも識別力が

1.6 を上回った。項目情報曲線(IIC)

では，No63 は，尺度値レベル（θ）が

-3.0から0周辺で情報量が0.9前後で

推移し，尺度値レベル 0以上で，次第

に情報量が減衰していた。No54，No41，

No35 の情報量も No63 と同様の減衰状

況が認められた。No25 は，尺度値レベ

ルが-2.0 から 1.6 までの周辺で 0.8

前後の情報量が維持されていた。 

 図２−２にアウトリーチコンピテン

ス全 69 項目のテスト情報曲線を示し

た。本尺度は，尺度値レベル-2.0 から

1 周辺までにおいて，情報量が高く維

持され，尺度値レベルの両極で情報量

が減衰していた。また，尺度値レベル

2 周辺から，標準誤差が大きくなるこ

とが示された。 
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２−３） 因子分析 

 主因子法プロマックス回転による

探索的因子分析の結果，固有値の減衰

状況は，第１因子と第 2因子の間で最

も大きな減衰が認められ，次いで，第

5 因子と第６因子の間の減衰が大きか

った（図１）。第９因子から固有値が

１を下回った（図１）。因子数を 3 か

ら 9に設定して，分析を繰り返した結

果，9 因子構造のみ単純構造が得られ

なかった。固有値の減衰状況と因子の

単純構造及び解釈可能性から5因子構

造を採用した。最初の分析において，

いずれの因子に対しても因子負荷量

が0.4未満を示した25項目を削除し，

再分析を行った。同様の基準により，

2回目の分析では 6項目，3回目では 2

項目，4回目では 1項目を除外した。5

回目の分析において，全 35 項目が，5

因子の内，いずれか１因子のみに 0.4

以上の因子負荷量を示し，単純構造が

認められた。いずれの分析においても，

因子を構成する項目が因子間で入れ

替わることはなく，同様の因子構造が

認められた。 

 表２−４に最終的に採用した５因子

構造の 5回目の分析結果を示した。各

因子の Chrobach のα係数を算出した

結果，第1因子から順に，0.847，0.851，

0.761，0.797，0.801 であった。確認

的因子分析により，最終的に採用した

5 因子モデルとデータとの適合度を推

定した結果，GFI:0.760，AGFI:0.722，

RMSEA:0.060 であった。 

２−４） 多元配置分散分析 

 表２−５から表２−１４までに，多元

配置分散分析の結果を示した。 

 表２−５から，有意な性差が認めら

れた項目は，No2，No7，No16，No17，

No26，No35，No60 であり，No13，No15，

No38，No 55，及び下位尺度の第 1 因

子（「事業場への配慮）」の性差に有意

傾向が認められた。No13，No15，No26

は，女性よりも男性の得点が高く，そ

れ以外の項目及び下位尺度は男性よ

りも女性の得点が高かった。 

 表２−６から，有意な年代差が認め

られた項目は，No9，No11，No30，No46，

No53，No57，No58，及び下位尺度の第

4 因子（「地域資源の活用」）であり，

No14，No18，No31，No33，No50，No55，

No56，No59，No60，No67，及び下位尺

度の第 2 因子（「センター内の連携」）

の年代差に有意傾向が認められた。

No9，No11，No50，No 55，No 67 及び

第 4因子（「地域資源の活用」）は，60

歳以上において，最も得点が高かった。

No14 は，50 歳代において，最も得点

が高かった。No18，No30，No31，No33，

No46，No53，No56，No58，No59，No60，

及び第 2 因子（「センター内の連携」）

は，40 歳代において，最も得点が高か

った。No57 は，30 歳代において，最

も得点が高かった。 

 表２−７から，活動頻度の主効果が

有意であった項目は，No3，No15，No51，

No54，No55，No64，及び第 3 因子（「モ

チベーション」）であり，No26，No28，

No52，No53，No59，No62，No67 では活

動頻度の主効果が有意傾向であった。

No3，No15，No28，No59，No67 は「月
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1 回以下」の得点が最も高かった。No53，

No54，No62 は「週１～２回」の得点が

最も高かった。No26，No51，No52，No55，

No64，及び第 3 因子（「モチベーショ

ン」）は「週３回以上」の得点が最も

高かった。 

 表２−８から，労働衛生コンサルタ

ント資格の有無による差異が有意で

あった項目は，No6，No9，No11，No29，

No52，No57，No68 であり，No16，No18，

No26，No28，No44，No45，No49，No59，

及び第 4因子（「地域資源の活用」）で

は労働衛生コンサルタント資格の有

無による差異が有意傾向であった。こ

の内，No6，No9，No18， No44，No45，

No49，No52，No57，No59，No68，及び

第 4因子（「地域資源の活用」）は，労

働衛生コンサルタントの有資格者の

得点が高かった。 

 表２−９から，保健師・看護師資格

の有無による差異が有意であった項

目は，No4，No18，No36，No41，No56，

No60 であり，No1，No27，No37，No49，

No68 では保健師・看護師資格の有無に

よる差異が有意傾向であった。この内， 

No68 以外は，いずれの項目も保健師・

看護師の有資格者の得点が高かった。 

 表２−１０から，衛生管理者資格の

有無による差異が有意であった項目

は，No8，No9，No19，No34，No37，No38，

No44，No45，No47，No48，No57，No58，

No62，及び第 3 因子（「モチベーショ

ン」），第 4 因子（「地域資源の活用」）

であり，No2，No5，No50，No52，No60，

No68 では衛生管理者資格の有無によ

る差異が有意傾向であった。この内， 

No5 以外は，いずれの項目及び下位尺

度も衛生管理者の有資格者の得点が

高かった。 

 表２−１１から，臨床心理士資格の

有無による差異が有意であった項目

は，No38，No62 であり，No36 では臨

床心理士資格の有無による差異が有

意傾向であった。いずれの項目も臨床

心理士の有資格者の得点が高かった。 

 表２−１２から，産業カウンセラー

資格の有無による差異が有意であっ

た項目は，No14，No36，No56 であり，

No17，No18，No20，No21，No22，No59

では産業カウンセラー資格の有無に

よる差異が有意傾向であった。この内， 

No17 以外は，いずれの項目も産業カウ

ンセラーの有資格者の得点が高かっ

た。 

 表２−１３から，社会保険労務士資

格の有無による差異が有意であった

項目は，No13，No34 であり，No23 で

は社会保険労務士資格の有無による

差異が有意傾向であった。いずれの項

目も社会保険労務士の有資格者の得

点が低かった。 

 表２−１４から，精神保健福祉士資

格の有無による差異が有意であった

項目は，No51，No52 であり，No1，No14，

No22，No24，及び第 3 因子（「モチベ

ーション」）では精神保健福祉士資格

の有無による差異が有意傾向であっ

た。この内， No14 以外は，いずれの

項目も精神保健福祉士の有資格者の

得点が高かった。 

 

Ｄ. 考察 
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１） 促進員を対象とした半構造化面接 

 面接調査の結果，アウトリーチコン

ピテンスについて，支援活動において

留意している点を中心に幅広く多数

の項目が得られた。KJ 法により，分類

した結果，意味内容の重複及び類似性

に基づいて，360 項目から 69 項目と，

全体の 2割に集約でき，大分類はいず

れも複数の項目から構成され，単一の

項目で構成される大分類が少ないこ

とから，理論的飽和が得られたと考え

られる。 

 本面接調査は，本部及び各センター

の運営責任者から，促進員として特に

実績を上げていると推薦を得た者を

対象としている。そのため，本面談調

査において得られた項目は，いずれも，

公的なアウトリーチの支援専門家に

求められるコンピテンス，すなわち，

アウトリーチコンピテンスとして妥

当な内容であると考えられる。さらに，

これらの項目は，事業場の経営者や担

当者等，支援先への配慮とアセスメン

トから，支援センターや地域の資源の

活用，自身の活動への動機づけまで幅

広く項目が収集され，アウトリーチに

よる支援活動において，多様な工夫が

求められることが示唆された。 

 

２） 促進員を対象とした質問紙調査 

 本質問紙調査では，全国の促進員の

約半数から回答が得られ，また，全て

の地域から回答が得られた。これらの

ことから，促進員の活動の全容が反映

されており，アウトリーチコンピテン

スを検討するデータとして妥当であ

ると考えられる。 

 

２−１） 度数分布 

 大半の促進員が，事業場の要望や決

定を尊重し，事業上の担当者の立場や

理解に応じて段階的に支援を講じて

いることが示唆された。これらは，ア

ウトリーチによる支援活動において

常に求められる中核的なコンピテン

スであると考えられる。 

 一方で，日程調整を要する支援先事

業場の衛生委員会への出席や支援セ

ンター内外の専門家との連携は，相対

的に実行が困難なコンピテンスであ

ることが示唆された。専門家との連携

は，アウトリーチ支援において，応用

的なコンピテンスであると考えられ

る。 

 また，質問紙調査において得られた

自由記述の回答の大半は，面接調査に

もとづいて構成したアウトリーチコ

ンピテンスのいずれかの項目に意味

内容が類似しており，面接調査による

項目収集の理論的飽和が示唆された。 

 

２−２） 項目反応理論 

 固有値の減衰状況から，本調査で使

用したアウトリーチコンピテンスの

69 項目には 1次元性が確認され，項目

反応理論による検討の前提条件を満

たしていると考えられた。 

 項目母数を推定した結果，識別力は

1 を超える項目が，全体の約 7 割を占

め，大半の項目が，アウトリーチコン

ピテンスのレベルを適切に評価し得

る項目であることが示唆された。 
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 識別力の高かった項目は，アウトリ

ーチコンピテンスの低いレベルにお

いて高い情報量を保持している項目

が多かった。支援先事業場の要請や事

情，理解の程度を踏まえて柔軟に対応

することが，アウトリーチ支援におい

て基礎的なコンピテンスであること

が示唆された。一方で，メンタルヘル

ス対策の非専門家である事業場担当

者に，支援後のフォローや活動を具体

的に指導し，事業場内の自律的な対策

としての定着を試みる方法は，中等度

以上のコンピテンスであることが示

唆された。 

 また，テスト情報曲線から，本尺度

はアウトリーチコンピテンスの非常

に低いレベルから中等度あるいは＋1

標準偏差程度の高いレベルまでを幅

広く評価できることが示唆された。た

だし，アウトリーチコンピテンスの低

いレベルでは，測定の誤差が小さいも

のの，2 標準偏差を超える高いレベル

では，測定誤差が大きくなる可能性が

示された。すなわち，本研究で使用し

たアウトリーチコンピテンスは，基礎

的な要素から構成され，アウトリーチ

支援専門家の初任者あるいは中級者

までのコンピテンスを評価するのに

適していると考えられる。本尺度を構

成するアウトリーチコンピテンスは，

特に，未経験者や初任者等をアウトリ

ーチ支援専門家として養成する場合

等において，参考となると考えられる。 

２−３） 因子分析 

 探索的因子分析の結果，固有値の減

衰状況，因子の単純構造と解釈可能性

から 5因子解を採用した。因子負荷量

の低い項目を除外し，最終的に構成し

た尺度では，十分な信頼性と因子的妥

当性を備えていることが示唆された。 

 第１因子は，事業場のニーズや経営

状況，地域性等の事情，担当者の立場

等を考慮した対応を示す項目から構

成され，「事業場への配慮」と命名し

た。第 2因子は，支援センターの促進

員や相談員，所長等との連携・協力を

示す項目から構成され，「センター内

の連携」と命名した。第 3因子は，支

援活動への張り合いや支援活動の準

備を厭わない姿勢，自己研鑽等，支援

活動への動機づけに関連する項目か

ら構成され，「モチベーション」と命

名した。第 4因子は，地域の行政や医

療機関，相談機関等の外部資源の活用

に関連する項目から構成され，「地域

資源の活用」と命名した。第5因子は，

支援による事業場の変化やニーズの

多面的な把握，支援に対する事業場の

所感等の収集を通じて，現状の把握に

努める項目から構成され，「アセスメ

ント」と命名した。 

 支援の内容や回数等，限られた条件

での支援活動を求められる公的なア

ウトリーチ支援では，事業場への配慮

等の基礎的なコンピテンスから，他の

地域資源への橋渡し，専門家間での連

携，現状を踏まえた段階的な支援を可

能にするアセスメント等，多様なコン

ピテンスが求められることが示唆さ

れた。また，事業場に対する支援にお

いて発揮されるコンピテンスにとど

まらず，支援活動に対する自身の動機
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づけに関連する工夫も重要となるこ

とが示唆された。 

 

２−４） 多元配置分散分析 

 多元配置分散分析の結果，支援先へ

の配慮は男性よりも女性において，特

に重視されていることが明らかにな

った。一方で，事業場内産業保健スタ

ッフや支援センターの専門家等，内外

の資源の活用は，男性において，顕著

に発揮されていることが明らかとな

った。 

 60 歳以上の促進員は，事業場におけ

る安全衛生全般の課題に意識を向け，

地域資源と連携をはかる等，視野の広

い活動を展開していることが示唆さ

れた。また，幅広く自己研鑽の機会を

設けていることも示された。特定の専

門的課題に特化するのではなく，総括

的な支援を展開するためには，専門家

としての一定の経験が必要とされる

と考えられた。50 歳代の促進員は，衛

生委員会を支援の対象として重視し

ていることが示唆された。40 歳代の促

進員では，地域に足を運ぶ周知・啓発

活動が重視され，支援センターの促進

員間でも，事業場に対する支援活動に

直接関連した連携にとどまらず，勉強

会や支援ツールの開発等，ネットワー

クやツール等の体制整備に幅広く活

発に活動していると考えられる。30

歳代の促進員は，支援先事業場内での

メンタルヘルス対策に関連した既存

の活動の把握を重視していることが

示唆された。事業場の既存の活動を支

援の足がかりとして，無理なくメンタ

ルヘルス対策を整備する動機づけを

重視している可能性が考えられる。 

 活動頻度が月 1 回以下の促進員は，

事業場内の担当者の養成や産業保健

スタッフとの連携を重視し，事業場の

変化を観察していることが示唆され

た。限られた支援で効率的にメンタル

ヘルス対策を整備するために，事業場

内資源の充実強化を通じて，自律的な

活動としての定着を試みていると考

えられる。週 1回程度，活動している

促進員は，支援先事業場に対して，様

式等の具体例を示し，記録等での活用

を促すことを通じて，メンタルヘルス

対策の整備を支援していることが示

唆された。また，支援内容を促進員が

柔軟に判断できることも重視されて

いた。具体的にどのような様式等のツ

ールが必要になるかは，事業場によっ

て異なることが想定され，専門家とし

ての判断が重要となると考えられる。

活動頻度が週3回以上に及ぶ促進員は，

支援活動へのモチベーションを維持

向上するための工夫が重視され，支援

センターの相談員や所長と連携し，事

業場に対して継続的に支援を展開し

ていることが示唆された。活動頻度が

多い程，専門家との連携の機会が増え，

事業場に対しても継続的な支援が可

能となると考えられる。一方で，支援
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活動に対する動機づけとして，アウト

リーチ支援専門家の社会的意義等を

理解し，自己研鑽を重ね，粘り強く事

業場にかかわる姿勢も求められると

考えられる。 

 専門性によるアウトリーチコンピ

テンスの差異については，労働衛生コ

ンサルタントの有資格者において，安

全衛生活動全般への配慮や事業場内

外の資源の活用等，幅広い視野に基づ

く専門的な支援が展開されているこ

とが示唆された。一方，支援センター

の専門家との連携は，相対的に少ない

ことが示唆された。安全衛生に関する

高度な専門性を有することから，支援

活動においても，必ずしも他の専門家

の協力を必要としていない可能性も

考えられる。 

 保健師・看護師では，地域，支援セ

ンター，事業場内のそれぞれの資源の

活用が重視され，支援先事業場の要望

に柔軟に対応していることが示唆さ

れた。一方，準備や移動等，支援活動

に要する負担が相対的に強いことが

示唆された。他職種連携によるチーム

対応の専門性を活かして，多様な要望

に幅広く対応しているものの，多様な

対応により負担感も増大しやすい可

能性も考えられる。 

 衛生管理者では，事業場内資源と地

域資源を効果的に組み合わせて自律

的な対策の整備を推進していること

が示唆された。事業場内での衛生管理

者としての経験が，効率的な対策の整

備に寄与していると考えられる。一方

で，事業場担当者への配慮が相対的に

少ないことが示唆された。実際の支援

においては，事業場担当者と専門性を

同じくすることも少なくないことが

想定される。結果的に，事業場内にお

ける専門家としてのあるべき姿が経

験的に得られており，配慮にとどまら

ない実践的な指導が提供されている

可能性も考えられる。また，事業場内

のキーパーソンの協力が得られにく

い等の実践的な課題に対しても，豊富

な実務経験が，粘り強い支援を展開す

る動機づけに活かされていると考え

られる。 

 臨床心理士では，医療機関との連携

や記録の重視等，個別事例対応を得意

とする専門性を活かした支援活動を

展開していることが示唆された。 

 産業カウンセラーでは，個別的な対

応に向けた準備よりも，教育研修を主

とした啓発的・導入的な支援活動を展

開していることが示唆された。 

 社会保険労務士では，労務問題等，

専門家の関与が欠かせない諸課題に

おいて専門性が活かされている可能

性が考えられた。メンタルヘルス対策

に関連する制度・体制の整備には，労

務上，法務上の専門知識を求められる

ことも少なくないことから，事業場に

おけるこれらの基盤づくりに寄与し

ていることが示唆された。 

 精神保健福祉士では，ニーズを踏ま

えた粘り強い支援が展開されている

ことが示唆された。障碍をはじめとす

る短期的な解決が困難な事案に対し

て，当事者のニーズを尊重し，継続的

な関わりと社会資源の活用を通じて
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支援を展開する本来の専門性がアウ

トリーチコンピテンスにも応用され

ている可能性が考えられる。 

 

２−５） 総合的考察 

 本研究では，公的アウトリーチの支

援専門家である促進員が，実際の事業

場においてメンタルヘルス対策を整

備するために，効果的と判断した支援

内容を収集し，アウトリーチコンピテ

ンスを検討した。その結果，事業場へ

の配慮に加え，現状やニーズ等の把握

に努める支援活動に直接関連する基

礎的なコンピンテンスから，幅広い視

野による地域資源の活用や支援セン

ター内の専門家との連携等，間接的に

支援活動に寄与する応用的なコンピ

テンスに加え，真摯な支援活動への動

機づけの工夫まで，多様なコンピテン

スが重要であることが示された。これ

らは，内容的妥当性の高い検討である

と考えられるが，支援先事業場につい

ての評価・検討を行っていないことか

ら，基準関連妥当性には限界が残され

ている。例えば，本研究で得られたア

ウトリーチコンピテンスが，支援先事

業場において，いかなる変化を導くか

は明らかにできていない。職場のメン

タルヘルス対策は，労働者の心の健康

の保持増進を目的としていることは

言うまでもない。しかし，個人の精神

的健康は，業務上・業務外を問わず多

様な要因によって左右されることか

ら，精神的健康の保持増進には，必要

に応じて専門家による個別的な対応

も欠かせない。すなわち，促進員が推

進する事業場における産業精神保健

の啓発，体制・対策の整備だけでは，

必ずしも労働者個人の精神的健康の

保持増進に直接的に寄与できるとは

限らない。事業場を対象とした縦断的

な調査研究を通じて，本研究により整

理されたアウトリーチコンピテンス

が労働者の精神的健康に及ぼす効果

を検討する必要がある。さらに，アウ

トリーチコンピテンスによる職業性

ストレスの緩和や産業精神保健体制

の充実等，精神的健康の保持増進に間

接的に寄与する効果の有無等の検討

も重要と考えられる。また，本研究で

整理されたアウトリーチコンピテン

スが，多様な業種・職種の事業場を支

援先として想定した場合にも効果が

認められるか，交差妥当性の検討も求

められる。 

 これらの限界は，現在の支援センタ

ー事業においても重要な課題である

と考えられる。支援先事業場を対象と

した調査研究によるアウトリーチコ

ンピテンスのさらなる妥当性の検討

は，アウトリーチ支援専門家の養成及

びアウトリーチ支援の質の維持向上

に重要な知見をもたらすと考えられ

る。しかし，事業の性質上，各促進員

が，中長期に渡り継続的に特定の事業

場をフォローすることが困難である

ことから，事業場を対象とした支援効

果等の評価には，本部あるいは支援セ

ンターが主体となる組織的な枠組み

が重要になると考えられる。 

 組織的な枠組みという点から，専門

性の発揮を促す仕組みも重要と考え
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られる。本研究では，アウトリーチ支

援を担う専門家には多様な専門性が

求められることを明らかにした。また，

これらの専門性を活かすためには，支

援活動に対する動機づけも重要であ

ることが示唆された。ただし，このよ

うな動機づけは，専門家自身による工

夫等にとどまらず，アウトリーチ支援

を展開する組織やルールに左右され

ることが窺い知れる。例えば，事業場

のニーズに応じた支援を提供するに

は，多様な専門性を適切に使い分ける

必要があると考えられ，支援の内容と

方法の決定には，事業場に直接接する

専門家の裁量が重要と考えられる。本

研究においても，このような裁量が促

進員の動機づけに寄与していること

が示唆された。さらに，本研究では，

アウトリーチ支援において，地域資源

や支援センターの他の専門家等との

連携の重要性が示唆された。これらの

連携は，促進員の専門分野や経験等の

属性に少なからず左右されることも

示唆された。専門家の背景による差異

を建設的に活かすためにも，支援活動

の実施機関における専門家間の意

見・情報交換等を促す仕組みが重要に

なると考えられる。これらの裁量権や

専門家間の連携に関する課題は，専門

家自身での対応が困難であると考え

られ，組織的な枠組みが重要と考えら

れる。 

 

Ｅ. 結論 

 本研究では，半構造化面接及び質問

紙調査を通じて，公的なアウトリーチ

支援を担う専門家のコンピテンスを

検討した結果，多様なアウトリーチコ

ンピテンスを明らかにし，十分な信頼

性と内容的妥当性を確認した。しかし，

アウトリーチコンピテンスの妥当性

及びアウトリーチ支援の効果の検討

には，今後，支援先事業場も対象に含

めた縦断的研究も必要と考えられる。 
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（度数分布） 
・ 歪度 

分布の形状（特に，正規性：左右の対称性）を示す指標。値が 0 に近いほど，

分布の形状が左右対称であり，正規分布に近いと判断される。0 を基準に値

が大きい（正の値）ほど，分布の形状が正の方向に偏っている（高得点域の

裾野が長い），すなわち，高得点域の回答が幅広く得られていると解釈する。

同様に，値が小さいほど（負の値），分布の形状が正の方向に偏っている（低

得点域の裾野が長い），すなわち，低得点域の回答が幅広く得られていると

解釈する。 
・ 尖度 

分布の形状（正規性：左右の対称性）を示す指標。値が 0 に近いほど，正規

分布に近い形状と判断される。0 を基準に値が大きい（正の値）ほど，分布

の形状が尖っている，すなわち，特定の回答に集中し，回答が偏っていると

解釈する。同様に，値が小さいほど（負の値），分布の形状が扁平である，

すなわち，全ての選択肢に偏りなく回答が得られていると解釈する。 
・ 最頻値 

回答が得られた対象者の内，最も多くの対象者が回答した選択肢の値。 

 
（項目反応理論） 
・ 項目母数 

項目反応理論に基づく分析により推定される一連の指標であり，困難度と識

別力に大別される。困難度（bi）とは，各項目の難しさ，すなわち，当該項

目（尺度）を肯定または正答するために求められる特性（当該尺度で測定さ

れる構成概念）の水準を示す指標である。識別力（a）とは，特性の水準の

識別，すなわち，特性の水準の高い回答者と低い回答者を識別できる程度を

示す指標である。 
・ 項目情報曲線 

当該尺度で測定される特性の水準ごとに，各項目の項目母数から定義される

情報量を示したグラフ。情報量が高いほど，該当する特性の水準を測定する

精度が高いと解釈する。 
・ テスト情報曲線 

各項目の項目情報曲線を積算し，当該尺度全体の測定精度を判断するグラフ。 

 
 
（因子分析） 
・ 固有値 
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得られたデータの変動を各因子によって説明できる程度を表す指標。値が大

きいほど，当該因子が，データ，すなわち，対象者の特徴を説明できている

と解釈する。 
・ 因子負荷量 

ある特定の構成概念（因子）の特徴・影響が，尺度を構成する各項目にどの

程度，反映されているかを示す指標。値が大きいほど，因子と各項目との関

連が強いと解釈される。 
・ 単純構造 

尺度を構成する項目の因子負荷量が，ある特定の一因子のみに高値を示して

いる状態。複数の因子からの因子負荷量が同程度に高値を示す項目は，異な

る因子の特徴が同時に反映され，当該項目はどのような概念の特徴を表して

いるか明確に弁別できないため，特定の因子の測定には適していない項目と

判断される。 
・ Chronbach's α係数 

測定の一貫性を表す指標（内的整合性）。同一の構成概念を測定する項目群

は，項目間の関連が強くなり（尺度を構成する項目群の回答傾向が一貫する），

異なる構成概念を測定する項目が混在する場合は，項目間の関連が弱くなる

（尺度を構成する項目群の回答傾向が一貫しない）。値が 1 に近いほど，項

目群の回答傾向が一貫し，同一の構成概念を測定する項目群として整合性が

保たれていると解釈する。 

 
（項目収集） 
・ 理論的飽和 

特定の概念の特徴が網羅できている状態。面接，質問紙等により同一の概念

の特徴の収集を繰り返しても，既に収集された内容と類似した回答が得られ，

新たな内容が得られない状態。 
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図２−１：探索的因子分析における固有値の減衰状況 

 

 

 

 

 
図２−２：アウトリーチコンピテンス全 69 項目のテスト情報曲線 
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N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

1 4.05 (0.97) -0.91 0.43 5 3 (1.7) 9 (5.2) 32 (18.4) 62 (35.6) 68 (39.1)

2 3.98 (1.01) -0.75 -0.22 5 2 (1.1) 15 (8.6) 33 (18.9) 59 (33.7) 66 (37.7)

3 3.15 (1.09) -0.18 -0.71 4 12 (7.0) 38 (22.2) 50 (29.2) 55 (32.2) 16 (9.4)

4 3.94 (0.98) -0.77 -0.04 4 2 (1.1) 16 (9.2) 29 (16.7) 70 (40.2) 57 (32.8)

5 4.67 (0.66) -2.61 8.41 5 1 (0.6) 3 (1.7) 4 (2.3) 37 (21.0) 131 (74.4)

6 3.78 (1.06) -0.63 -0.37 4 4 (2.3) 21 (12.1) 34 (19.5) 65 (37.4) 50 (28.7)

7 4.17 (0.95) -1.02 0.47 5 2 (1.1) 9 (5.1) 28 (16.0) 55 (31.4) 81 (46.3)

8 3.97 (1.02) -0.78 -0.06 5 3 (1.7) 14 (8.0) 34 (19.3) 60 (34.1) 65 (36.9)

9 3.64 (1.23) -0.53 -0.81 5 10 (5.7) 27 (15.3) 35 (19.9) 48 (27.3) 56 (31.8)

10 4.63 (0.55) -1.36 2.09 5 0 (0.0) 1 (0.6) 3 (1.7) 56 (32.0) 115 (65.7)

11 2.84 (1.12) -0.08 -0.74 3 26 (14.9) 37 (21.1) 61 (34.9) 41 (23.4) 10 (5.7)

12 2.91 (1.10) 0.03 -0.78 3 18 (10.2) 49 (27.8) 52 (29.5) 45 (25.6) 12 (6.8)

13 4.47 (0.68) -1.24 1.52 5 0 (0.0) 3 (1.7) 10 (5.7) 64 (36.6) 98 (56.0)

M
od

e

Frequency distribution

1 2 3 4 5

K
ur

to
si

s

No Item M (SD )

Sk
ew

ne
ss

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

14 2.25 (1.17) 0.39 -1.11 1 65 (37.1) 36 (20.6) 42 (24.0) 29 (16.6) 3 (1.7)

15 2.39 (1.09) 0.31 -0.81 2 44 (25.1) 53 (30.3) 47 (26.9) 27 (15.4) 4 (2.3)

16 4.51 (0.75) -1.58 2.09 5 0 (0.0) 5 (2.9) 12 (6.9) 46 (26.3) 112 (64.0)

17 4.22 (0.85) -0.94 0.55 5 1 (0.6) 5 (2.9) 27 (15.4) 64 (36.6) 78 (44.6)

18 4.20 (0.95) -1.18 1.11 5 3 (1.7) 7 (4.0) 25 (14.4) 57 (32.8) 82 (47.1)

19 2.94 (1.24) -0.12 -1.01 4 30 (17.1) 33 (18.9) 47 (26.9) 48 (27.4) 17 (9.7)

20 3.08 (1.38) -0.14 -1.18 3 33 (18.8) 27 (15.3) 42 (23.9) 41 (23.3) 33 (18.8)

21 2.84 (1.16) 0.05 -0.59 3 28 (16.1) 32 (18.4) 70 (40.2) 28 (16.1) 16 (9.2)

22 3.24 (1.21) -0.25 -0.81 3 18 (10.3) 29 (16.7) 50 (28.7) 48 (27.6) 29 (16.7)

23 3.43 (1.07) -0.58 -0.23 4 11 (6.4) 22 (12.7) 45 (26.0) 72 (41.6) 23 (13.3)

24 4.11 (0.85) -0.88 0.89 4 2 (1.1) 4 (2.3) 31 (17.7) 74 (42.3) 64 (36.6)

25 3.74 (1.00) -0.67 0.26 4 6 (3.4) 11 (6.3) 47 (26.9) 70 (40.0) 41 (23.4)

26 3.37 (1.15) -0.38 -0.78 4 11 (6.4) 34 (19.8) 35 (20.3) 65 (37.8) 27 (15.7)

No Item M (SD )

Sk
ew

ne
ss

K
ur

to
si

s

M
od

e

Frequency distribution

1 2 3 4 5
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N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

27 3.13 (1.26) -0.14 -1.08 4 20 (11.6) 41 (23.7) 35 (20.2) 51 (29.5) 26 (15.0)

28 3.08 (1.13) -0.43 -0.78 4 21 (12.3) 30 (17.5) 44 (25.7) 66 (38.6) 10 (5.8)

29 3.48 (1.08) -0.69 0.03 4 13 (7.4) 15 (8.6) 48 (27.4) 73 (41.7) 26 (14.9)

30 2.64 (1.27) 0.16 -1.13 1 44 (25.3) 38 (21.8) 41 (23.6) 39 (22.4) 12 (6.9)

31 2.46 (1.29) 0.50 -0.85 1 51 (29.5) 47 (27.2) 35 (20.2) 25 (14.5) 15 (8.7)

32 3.84 (1.09) -0.90 0.26 4 8 (4.7) 13 (7.6) 31 (18.1) 66 (38.6) 53 (31.0)

33 3.18 (1.22) -0.10 -0.96 3 16 (9.2) 39 (22.4) 46 (26.4) 44 (25.3) 29 (16.7)

34 3.08 (1.07) -0.16 -0.36 3 16 (9.2) 28 (16.2) 71 (41.0) 42 (24.3) 16 (9.2)

35 4.51 (0.70) -1.70 4.02 5 1 (0.6) 2 (1.1) 9 (5.1) 58 (33.0) 106 (60.2)

36 2.41 (1.22) 0.42 -0.79 1 55 (31.3) 38 (21.6) 50 (28.4) 22 (12.5) 11 (6.3)

37 3.13 (1.23) -0.24 -0.86 3 23 (13.2) 28 (16.1) 50 (28.7) 49 (28.2) 24 (13.8)

38 3.84 (1.05) -0.78 0.12 4 6 (3.4) 13 (7.4) 38 (21.6) 65 (36.9) 54 (30.7)

39 4.01 (0.97) -0.81 -0.10 4 1 (0.6) 17 (9.7) 25 (14.2) 70 (39.8) 63 (35.8)

M
od

e

Frequency distribution

1 2 3 4 5

K
ur

to
si

s

No Item M (SD )

Sk
ew

ne
ss

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

40 4.49 (0.70) -1.65 3.85 5 1 (0.6) 2 (1.1) 9 (5.2) 60 (34.5) 102 (58.6)

41 4.59 (0.58) -1.27 1.60 5 0 (0.0) 1 (0.6) 5 (2.9) 58 (33.3) 110 (63.2)

42 4.20 (0.91) -1.10 1.12 5 3 (1.7) 3 (1.7) 31 (17.8) 56 (32.2) 81 (46.6)

43 4.32 (0.82) -0.98 0.10 5 0 (0.0) 5 (2.9) 24 (14.0) 53 (31.0) 89 (52.0)

44 3.85 (0.83) -0.37 -0.08 4 1 (0.6) 7 (4.0) 49 (28.0) 79 (45.1) 39 (22.3)

45 2.80 (1.29) -0.01 -1.16 4 39 (22.5) 32 (18.5) 42 (24.3) 45 (26.0) 15 (8.7)

46 3.13 (1.27) -0.31 -1.00 4 26 (15.0) 29 (16.8) 37 (21.4) 59 (34.1) 22 (12.7)

47 2.77 (1.30) 0.02 -1.20 4 40 (23.1) 34 (19.7) 39 (22.5) 45 (26.0) 15 (8.7)

48 2.50 (1.33) 0.43 -1.01 1 54 (30.7) 42 (23.9) 35 (19.9) 28 (15.9) 17 (9.7)

49 3.93 (0.94) -0.81 0.28 4 2 (1.1) 15 (8.6) 27 (15.4) 81 (46.3) 50 (28.6)

50 2.74 (1.27) 0.14 -1.03 3 37 (21.4) 39 (22.5) 45 (26.0) 36 (20.8) 16 (9.2)

51 4.10 (0.91) -1.00 1.05 4 3 (1.7) 5 (2.9) 30 (17.3) 69 (39.9) 66 (38.2)

52 3.72 (1.10) -0.63 -0.18 4 8 (4.5) 14 (8.0) 47 (26.7) 57 (32.4) 50 (28.4)

No Item M (SD )

Sk
ew

ne
ss

K
ur

to
si

s
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od

e

Frequency distribution

1 2 3 4 5
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N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

53 3.52 (1.24) -0.54 -0.66 4 15 (8.6) 22 (12.6) 39 (22.3) 55 (31.4) 44 (25.1)

54 4.43 (0.68) -1.12 1.31 5 0 (0.0) 3 (1.7) 10 (5.7) 70 (40.2) 91 (52.3)

55 4.42 (0.72) -1.02 0.35 5 0 (0.0) 2 (1.1) 18 (10.3) 59 (33.7) 96 (54.9)

56 3.78 (0.93) -0.44 -0.40 4 1 (0.6) 16 (9.2) 43 (24.9) 73 (42.2) 40 (23.1)

57 3.79 (1.05) -0.58 -0.36 4 4 (2.3) 17 (9.9) 41 (24.0) 58 (33.9) 51 (29.8)

58 3.01 (1.27) -0.02 -0.97 3 26 (15.0) 34 (19.7) 51 (29.5) 36 (20.8) 26 (15.0)

59 3.35 (1.13) -0.31 -0.64 4 11 (6.3) 29 (16.7) 50 (28.7) 56 (32.2) 28 (16.1)

60 2.62 (1.14) 0.28 -0.71 2 31 (17.9) 53 (30.6) 49 (28.3) 30 (17.3) 10 (5.8)

61 4.03 (0.92) -0.87 0.47 4 2 (1.1) 10 (5.7) 29 (16.6) 73 (41.7) 61 (34.9)

62 4.15 (1.03) -1.20 0.79 5 4 (2.3) 12 (6.9) 21 (12.1) 53 (30.6) 83 (48.0)

63 4.50 (0.71) -1.75 4.27 5 1 (0.6) 3 (1.7) 7 (4.0) 61 (34.7) 104 (59.1)

64 3.75 (1.07) -0.69 -0.24 4 5 (2.8) 22 (12.5) 31 (17.6) 72 (40.9) 46 (26.1)

65 3.51 (1.21) -0.49 -0.67 4 13 (7.4) 24 (13.7) 41 (23.4) 55 (31.4) 42 (24.0)

M
od

e

Frequency distribution

1 2 3 4 5

K
ur

to
si

s

No Item M (SD )

Sk
ew

ne
ss

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

66 3.49 (1.17) -0.46 -0.60 4 12 (6.9) 23 (13.3) 45 (26.0) 55 (31.8) 38 (22.0)

67 3.03 (1.17) -0.24 -0.76 3 24 (13.6) 29 (16.5) 56 (31.8) 51 (29.0) 16 (9.1)

68 3.47 (1.29) -0.35 -1.01 5 14 (8.0) 30 (17.2) 40 (23.0) 40 (23.0) 50 (28.7)

69 2.80 (1.19) -0.05 -1.04 4 32 (18.2) 40 (22.7) 46 (26.1) 48 (27.3) 10 (5.7)

No Item M (SD )

Sk
ew

ne
ss

K
ur

to
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s

M
od

e

Frequency distribution

1 2 3 4 5

－ 772 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



No Item a (SE ) b 1
* ( SE  ) b 2

* ( SE  ) b 3
* ( SE  ) b 4

* ( SE  ) IIC

1 0.90 (0.25) -4.51 (1.62) -2.83 (0.94) -1.01 (0.44) 0.92 (0.29)

2 1.02 (0.28) -4.43 (1.55) -2.14 (0.69) -0.71 (0.35) 0.93 (0.26)

3 0.65 (0.22) -3.85 (1.55) -1.12 (0.63) 0.92 (0.36) 4.07 (1.18)

4 1.05 (0.22) -4.32 (1.32) -2.04 (0.53) -0.76 (0.34) 1.18 (0.27)

5 1.07 (0.35) -4.91 (2.12) -3.59 (1.28) -2.88 (1.01) -0.80 (0.37)

6 0.98 (0.25) -3.85 (1.20) -1.68 (0.53) -0.39 (0.29) 1.46 (0.33)

7 1.05 (0.28) -4.37 (1.63) -2.60 (0.84) -1.02 (0.40) 0.56 (0.22)

8 1.58 (0.33) -2.83 (0.68) -1.47 (0.35) -0.38 (0.20) 0.85 (0.17)

9 1.02 (0.21) -2.74 (0.72) -1.16 (0.38) -0.08 (0.25) 1.23 (0.29)

10 0.75 (0.25) -9.33 -6.55 -4.80 (5.12) -0.56 (0.55)

11 0.65 (0.22) -2.51 (0.99) -0.55 (0.47) 1.88 (0.55) 4.95 (1.54)

12 1.16 (0.25) -1.85 (0.50) -0.14 (0.23) 1.15 (0.25) 3.06 (0.61)

13 1.25 (0.31) -6.70 -3.34 (2.72) -2.01 (0.83) 0.14 (0.21)

14 0.90 (0.22) -0.33 (0.30) 0.73 (0.26) 2.22 (0.43) 5.26 (1.33)

No Item a (SE ) b 1
* ( SE  ) b 2

* ( SE  ) b 3
* ( SE  ) b 4

* ( SE  ) IIC

15 0.88 (0.23) -1.05 (0.42) 0.66 (0.28) 2.36 (0.55) 5.05 (1.30)

16 0.77 (0.29) -8.88 -4.48 (3.87) -2.77 (1.79) -0.46 (0.53)

17 0.73 (0.26) -7.00 (3.37) -4.50 (1.83) -1.83 (0.82) 0.69 (0.33)

18 1.59 (0.33) -2.84 (0.76) -1.95 (0.49) -0.82 (0.26) 0.47 (0.17)

19 1.11 (0.25) -1.28 (0.40) -0.20 (0.24) 0.96 (0.23) 2.73 (0.52)

20 0.97 (0.25) -1.43 (0.51) -0.48 (0.33) 0.70 (0.24) 2.07 (0.42)

21 0.99 (0.26) -1.55 (0.51) -0.37 (0.29) 1.66 (0.35) 3.03 (0.71)

22 1.19 (0.25) -1.83 (0.46) -0.66 (0.29) 0.64 (0.20) 2.03 (0.34)

23 1.31 (0.26) -2.12 (0.51) -0.98 (0.30) 0.22 (0.18) 2.18 (0.38)

24 0.94 (0.23) -4.84 (1.58) -3.57 (1.05) -1.20 (0.46) 1.05 (0.29)

25 1.69 (0.28) -2.23 (0.50) -1.40 (0.31) -0.07 (0.16) 1.36 (0.21)

26 1.01 (0.25) -2.64 (0.79) -0.80 (0.35) 0.24 (0.23) 2.32 (0.48)

27 1.11 (0.25) -1.78 (0.52) -0.30 (0.25) 0.59 (0.22) 2.23 (0.41)

28 0.56 (0.21) -3.38 (1.54) -1.28 (0.77) 0.77 (0.42) 5.56 (1.89)
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No Item a (SE ) b 1
* ( SE  ) b 2

* ( SE  ) b 3
* ( SE  ) b 4

* ( SE  ) IIC

29 0.97 (0.24) -2.62 (0.84) -1.66 (0.57) -0.01 (0.26) 2.42 (0.46)

30 1.15 (0.26) -0.74 (0.30) 0.27 (0.20) 1.31 (0.27) 3.05 (0.59)

31 1.15 (0.25) -0.56 (0.28) 0.64 (0.22) 1.64 (0.31) 2.81 (0.54)

32 1.03 (0.29) -2.96 (0.97) -1.86 (0.63) -0.61 (0.33) 1.27 (0.31)

33 1.05 (0.25) -2.11 (0.59) -0.48 (0.28) 0.74 (0.23) 2.17 (0.54)

34 0.95 (0.23) -2.35 (0.77) -0.95 (0.41) 1.16 (0.30) 3.08 (0.66)

35 1.78 (0.38) -3.37 (0.94) -2.64 (0.66) -1.59 (0.36) 0.05 (0.14)

36 1.02 (0.22) -0.53 (0.28) 0.51 (0.24) 2.06 (0.40) 3.44 (0.70)

37 0.79 (0.23) -2.24 (0.79) -0.86 (0.45) 0.84 (0.31) 2.93 (0.74)

38 1.09 (0.26) -3.13 (0.89) -1.86 (0.55) -0.41 (0.27) 1.27 (0.30)

39 1.35 (0.29) -4.05 (1.35) -1.62 (0.41) -0.66 (0.26) 0.96 (0.22)

40 1.62 (0.39) -3.51 (1.27) -2.79 (0.73) -1.73 (0.42) 0.08 (0.16)

41 1.82 (0.42) -5.37 -3.18 (4.41) -2.07 (0.77) -0.05 (0.15)

42 0.75 (0.23) -5.26 (1.99) -4.31 (1.57) -1.53 (0.62) 0.59 (0.31)

No Item a (SE ) b 1
* ( SE  ) b 2

* ( SE  ) b 3
* ( SE  ) b 4

* ( SE  ) IIC

43 0.69 (0.24) -9.05 -4.86 (4.38) -2.09 (1.16) 0.23 (0.42)

44 1.53 (0.27) -3.75 (1.05) -2.14 (0.48) -0.21 (0.18) 1.48 (0.22)

45 0.80 (0.23) -1.33 (0.56) -0.11 (0.32) 1.26 (0.35) 3.54 (0.93)

46 1.28 (0.24) -1.34 (0.35) -0.41 (0.24) 0.49 (0.19) 2.25 (0.37)

47 1.18 (0.24) -0.90 (0.30) 0.07 (0.23) 1.05 (0.23) 2.76 (0.52)

48 0.67 (0.23) -0.92 (0.53) 0.72 (0.36) 2.15 (0.66) 4.00 (1.28)

49 1.51 (0.30) -3.25 (0.91) -1.58 (0.38) -0.59 (0.23) 1.21 (0.21)

50 1.06 (0.26) -1.05 (0.38) 0.15 (0.23) 1.36 (0.29) 2.88 (0.61)

51 1.59 (0.35) -2.76 (0.71) -2.09 (0.49) -0.73 (0.24) 0.82 (0.17)

52 1.00 (0.26) -3.02 (0.89) -1.85 (0.55) -0.17 (0.25) 1.43 (0.31)

53 0.65 (0.24) -3.43 (1.40) -1.76 (0.81) -0.06 (0.37) 2.18 (0.65)

54 1.87 (0.37) -5.29 -2.51 (1.10) -1.48 (0.36) 0.32 (0.14)

55 1.19 (0.31) -6.67 -3.81 (4.62) -1.68 (0.65) 0.18 (0.22)

56 1.48 (0.31) -3.76 (1.15) -1.56 (0.36) -0.18 (0.19) 1.44 (0.25)
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No Item a (SE ) b 1
* ( SE  ) b 2

* ( SE  ) b 3
* ( SE  ) b 4

* ( SE  ) IIC

57 1.01 (0.27) -3.70 (1.23) -1.90 (0.62) -0.34 (0.29) 1.35 (0.33)

58 1.21 (0.26) -1.45 (0.42) -0.39 (0.26) 0.89 (0.23) 2.09 (0.40)

59 1.34 (0.29) -2.14 (0.56) -0.82 (0.30) 0.40 (0.18) 1.93 (0.35)

60 0.94 (0.24) -1.52 (0.55) 0.25 (0.26) 1.81 (0.38) 3.70 (0.86)

61 1.31 (0.28) -3.55 (1.01) -2.03 (0.49) -0.75 (0.26) 0.99 (0.22)

62 1.18 (0.31) -3.28 (0.96) -1.89 (0.55) -0.94 (0.33) 0.46 (0.21)

63 1.91 (0.39) -3.16 (0.92) -2.36 (0.48) -1.63 (0.34) 0.11 (0.14)

64 1.16 (0.26) -3.13 (0.91) -1.39 (0.42) -0.38 (0.25) 1.45 (0.28)

65 1.16 (0.27) -2.20 (0.61) -0.99 (0.35) 0.14 (0.20) 1.56 (0.31)

66 1.33 (0.26) -2.04 (0.49) -0.96 (0.28) 0.21 (0.18) 1.57 (0.27)

67 1.27 (0.24) -1.40 (0.37) -0.42 (0.23) 0.86 (0.19) 2.55 (0.48)

68 0.89 (0.25) -2.68 (0.93) -1.06 (0.46) 0.22 (0.26) 1.50 (0.37)

69 0.95 (0.24) -1.45 (0.48) -0.09 (0.27) 1.24 (0.31) 3.72 (0.85)
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M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

1 4.04 (0.50) 4.67 (0.41) 4.68 (0.43) 4.89 (0.40) 1.51

2 4.27 (0.50) 4.58 (0.41) 4.53 (0.42) 4.75 (0.40) 0.68

3 3.13 (0.55) 3.38 (0.45) 3.31 (0.47) 3.50 (0.45) 0.34

4 4.28 (0.50) 4.62 (0.41) 4.70 (0.43) 4.74 (0.41) 0.46

5 5.10 (0.35) 5.09 (0.28) 5.01 (0.30) 4.89 (0.28) 0.62

6 4.29 (0.57) 4.72 (0.46) 4.64 (0.48) 4.72 (0.45) 0.33

7 4.11 (0.49) 4.68 (0.40) 4.86 (0.42) 4.76 (0.40) 1.27

8 3.95 (0.52) 4.66 (0.43) 4.67 (0.44) 4.78 (0.42) 1.29

9 4.43 (0.58) 4.59 (0.47) 5.03 (0.49) 5.37 (0.47) 3.55 *

10 5.01 (0.30) 5.02 (0.24) 4.99 (0.25) 4.90 (0.24) 0.31

11 1.09 (0.57) 2.10 (0.45) 2.10 (0.47) 2.69 (0.45) 4.87 **

12 3.37 (0.56) 3.56 (0.46) 3.76 (0.48) 3.90 (0.45) 0.82

13 4.75 (0.35) 4.74 (0.29) 4.63 (0.30) 4.67 (0.29) 0.20

FNo Item
30's yrs 40's yrs 50's yrs 60's yrs

M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

14 2.21 (0.58) 2.04 (0.47) 2.66 (0.49) 2.30 (0.47) 2.17 †

15 1.49 (0.55) 1.65 (0.45) 1.99 (0.47) 1.97 (0.44) 1.12

16 4.32 (0.36) 4.51 (0.29) 4.44 (0.31) 4.34 (0.29) 0.45

17 4.60 (0.43) 4.38 (0.35) 4.30 (0.37) 4.18 (0.35) 0.65

18 4.31 (0.46) 5.12 (0.38) 4.98 (0.39) 4.80 (0.37) 2.20 †

19 2.75 (0.64) 3.30 (0.52) 3.24 (0.54) 3.37 (0.51) 0.52

20 3.07 (0.70) 3.09 (0.57) 3.58 (0.60) 3.20 (0.56) 1.11

21 2.87 (0.63) 3.31 (0.49) 3.41 (0.50) 2.98 (0.48) 1.34

22 3.34 (0.64) 3.86 (0.51) 4.11 (0.53) 4.13 (0.50) 1.00

23 2.85 (0.66) 3.19 (0.46) 3.53 (0.48) 3.47 (0.45) 1.00

24 3.87 (0.47) 4.29 (0.37) 4.35 (0.39) 4.30 (0.37) 0.52

25 2.97 (0.52) 3.61 (0.43) 3.56 (0.44) 3.80 (0.42) 1.38

26 2.57 (0.59) 2.95 (0.48) 2.74 (0.50) 2.91 (0.47) 0.45

No Item
30's yrs 40's yrs 50's yrs 60's yrs

F
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M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

27 2.86 (0.66) 3.43 (0.54) 3.11 (0.56) 3.41 (0.53) 0.86

28 2.13 (0.57) 2.35 (0.47) 2.13 (0.49) 2.58 (0.46) 1.25

29 2.04 (0.55) 3.03 (0.45) 2.85 (0.47) 2.90 (0.44) 1.85

30 1.52 (0.63) 2.90 (0.51) 2.65 (0.53) 2.72 (0.50) 2.71 *

31 1.52 (0.63) 2.85 (0.52) 2.53 (0.54) 2.64 (0.51) 2.59 †

32 3.91 (0.57) 4.37 (0.47) 3.99 (0.49) 4.33 (0.46) 1.24

33 3.37 (0.61) 4.07 (0.50) 3.40 (0.52) 3.83 (0.49) 2.66 †

34 3.99 (0.55) 4.13 (0.44) 3.91 (0.45) 3.71 (0.43) 1.07

35 4.38 (0.36) 4.77 (0.29) 4.58 (0.31) 4.82 (0.29) 1.49

36 2.78 (0.60) 3.62 (0.49) 3.29 (0.51) 3.26 (0.48) 1.49

37 3.19 (0.62) 4.02 (0.51) 4.14 (0.53) 4.22 (0.50) 1.46

38 4.97 (0.52) 4.82 (0.42) 4.50 (0.44) 4.63 (0.41) 0.92

39 4.84 (0.50) 4.81 (0.41) 4.54 (0.43) 4.67 (0.40) 0.57

FNo Item
30's yrs 40's yrs 50's yrs 60's yrs

M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

40 4.71 (0.37) 4.78 (0.30) 4.69 (0.31) 4.78 (0.29) 0.18

41 5.15 (0.29) 5.21 (0.24) 5.21 (0.25) 5.15 (0.23) 0.14

42 4.73 (0.47) 4.50 (0.39) 4.33 (0.40) 4.27 (0.38) 0.73

43 4.22 (0.45) 4.37 (0.34) 4.43 (0.36) 4.43 (0.34) 0.14

44 3.85 (0.41) 4.46 (0.34) 4.21 (0.35) 4.23 (0.33) 1.62

45 1.77 (0.64) 2.82 (0.52) 2.82 (0.55) 2.97 (0.52) 1.83

46 1.33 (0.67) 3.30 (0.51) 2.93 (0.54) 3.13 (0.50) 4.90 **

47 2.22 (0.65) 3.14 (0.53) 2.82 (0.56) 3.06 (0.53) 1.39

48 1.85 (0.66) 2.35 (0.54) 2.47 (0.56) 2.78 (0.53) 1.33

49 3.86 (0.48) 4.71 (0.39) 4.49 (0.41) 4.52 (0.38) 1.88

50 2.29 (0.62) 3.15 (0.51) 2.70 (0.53) 3.20 (0.50) 2.35 †

51 4.22 (0.45) 4.51 (0.37) 4.43 (0.38) 4.64 (0.36) 0.68

52 3.85 (0.53) 4.55 (0.44) 4.65 (0.45) 4.58 (0.43) 1.21

No Item
30's yrs 40's yrs 50's yrs 60's yrs

F
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M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

53 2.28 (0.61) 3.95 (0.50) 3.70 (0.52) 3.52 (0.49) 4.52 **

54 4.53 (0.35) 4.59 (0.29) 4.44 (0.30) 4.72 (0.28) 1.22

55 4.61 (0.36) 4.96 (0.30) 4.67 (0.31) 5.05 (0.29) 2.65 †

56 3.91 (0.46) 4.75 (0.38) 4.52 (0.40) 4.40 (0.37) 2.39 †

57 4.99 (0.53) 4.79 (0.44) 4.18 (0.45) 4.48 (0.43) 2.92 *

58 3.45 (0.62) 3.81 (0.51) 3.10 (0.53) 2.94 (0.52) 3.62 *

59 3.96 (0.57) 4.17 (0.47) 3.66 (0.49) 3.58 (0.46) 2.24 †

60 3.05 (0.57) 3.56 (0.47) 3.27 (0.49) 2.94 (0.46) 2.19 †

61 4.42 (0.47) 4.52 (0.39) 4.12 (0.40) 4.23 (0.38) 1.48

62 4.66 (0.52) 5.08 (0.42) 4.91 (0.44) 5.03 (0.42) 0.49

63 4.80 (0.38) 4.71 (0.31) 4.61 (0.32) 4.70 (0.30) 0.22

64 3.82 (0.51) 3.86 (0.42) 4.11 (0.44) 4.04 (0.41) 0.50

65 3.85 (0.61) 4.48 (0.49) 4.18 (0.52) 4.56 (0.49) 1.35

FNo Item
30's yrs 40's yrs 50's yrs 60's yrs

M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

66 2.74 (0.62) 3.27 (0.51) 3.05 (0.53) 3.40 (0.52) 0.96

67 1.72 (0.59) 2.56 (0.49) 2.70 (0.51) 2.91 (0.48) 2.16 †

68 3.80 (0.64) 3.58 (0.53) 3.62 (0.55) 4.06 (0.52) 1.20

69 1.83 (0.60) 2.53 (0.49) 2.70 (0.51) 2.44 (0.49) 1.25

F1 4.78 (0.26) 4.81 (0.21) 4.69 (0.22) 4.75 (0.21) 0.44

F2 2.31 (0.44) 3.11 (0.36) 2.78 (0.38) 3.01 (0.36) 2.49 †

F3 3.87 (0.31) 4.34 (0.26) 4.25 (0.27) 4.42 (0.25) 1.84

F4 2.37 (0.43) 3.24 (0.35) 3.14 (0.37) 3.43 (0.35) 3.34 *

F5 2.65 (0.42) 3.11 (0.34) 3.27 (0.35) 3.31 (0.33) 1.48

† p < .10 ,   * p  < .05 ,   ** p < .01 ,   *** p  < .001

No Item
30's yrs 40's yrs 50's yrs 60's yrs

F
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M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

1 4.57 (0.54) 4.47 (0.40) 4.54 (0.39) 4.74 (0.47) 4.52 (0.45) 0.23

2 4.46 (0.56) 4.41 (0.40) 4.49 (0.39) 4.75 (0.47) 4.56 (0.44) 0.38

3 3.86 (0.62) 2.75 (0.44) 3.33 (0.43) 3.42 (0.52) 3.29 (0.49) 3.30 *

4 4.26 (0.57) 4.36 (0.40) 4.57 (0.39) 4.95 (0.47) 4.79 (0.45) 1.54

5 5.22 (0.37) 4.98 (0.28) 4.97 (0.27) 4.88 (0.33) 5.08 (0.31) 0.32

6 4.76 (0.60) 4.52 (0.45) 4.58 (0.44) 4.38 (0.53) 4.73 (0.50) 0.28

7 4.47 (0.53) 4.44 (0.40) 4.38 (0.39) 4.97 (0.47) 4.76 (0.44) 1.49

8 4.72 (0.56) 4.37 (0.42) 4.43 (0.41) 4.79 (0.49) 4.25 (0.46) 0.82

9 4.84 (0.62) 4.78 (0.47) 4.90 (0.45) 4.92 (0.55) 4.83 (0.51) 0.09

10 4.71 (0.32) 5.06 (0.24) 5.10 (0.23) 5.04 (0.28) 5.00 (0.26) 0.58

11 2.83 (0.59) 1.73 (0.44) 1.94 (0.43) 1.63 (0.52) 1.85 (0.49) 1.58

12 4.39 (0.61) 3.28 (0.45) 3.45 (0.44) 3.52 (0.53) 3.60 (0.50) 1.51

13 4.80 (0.40) 4.66 (0.28) 4.76 (0.28) 4.73 (0.33) 4.55 (0.31) 0.43

Unscheduled
FNo Item

Once a month A few times a month Once a week A few times a week

M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

14 2.43 (0.62) 2.17 (0.47) 2.40 (0.45) 2.43 (0.55) 2.09 (0.51) 0.51

15 2.18 (0.59) 1.78 (0.44) 2.12 (0.43) 1.47 (0.52) 1.32 (0.49) 2.64 *

16 4.10 (0.40) 4.45 (0.29) 4.55 (0.28) 4.75 (0.34) 4.17 (0.32) 1.88

17 4.11 (0.48) 4.40 (0.35) 4.36 (0.34) 4.62 (0.40) 4.35 (0.38) 0.42

18 4.94 (0.50) 4.71 (0.37) 4.81 (0.36) 5.17 (0.44) 4.36 (0.41) 1.85

19 3.35 (0.69) 3.02 (0.51) 3.20 (0.50) 2.63 (0.60) 3.63 (0.57) 1.54

20 2.75 (0.75) 3.01 (0.56) 3.46 (0.55) 3.80 (0.66) 3.16 (0.62) 1.46

21 3.64 (0.64) 2.83 (0.49) 2.91 (0.47) 3.19 (0.56) 3.15 (0.53) 0.98

22 4.17 (0.67) 3.55 (0.50) 3.87 (0.49) 3.85 (0.59) 3.86 (0.56) 0.81

23 3.07 (0.61) 3.33 (0.46) 3.34 (0.45) 3.18 (0.54) 3.38 (0.51) 0.16

24 4.03 (0.49) 4.34 (0.36) 4.36 (0.35) 4.26 (0.43) 4.01 (0.41) 0.69

25 3.83 (0.56) 3.39 (0.42) 3.55 (0.41) 3.27 (0.49) 3.37 (0.46) 0.54

26 2.12 (0.63) 2.60 (0.47) 2.78 (0.46) 3.33 (0.55) 3.15 (0.52) 2.13 †

No Item
Once a month A few times a month Once a week A few times a week Unscheduled

F
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M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

27 3.02 (0.71) 2.95 (0.53) 3.15 (0.52) 3.32 (0.62) 3.58 (0.59) 1.01

28 3.00 (0.62) 2.36 (0.46) 1.95 (0.45) 1.79 (0.54) 2.39 (0.51) 2.07 †

29 2.91 (0.59) 2.72 (0.44) 2.87 (0.43) 2.46 (0.52) 2.58 (0.49) 0.61

30 2.63 (0.67) 2.19 (0.50) 2.49 (0.49) 2.45 (0.59) 2.48 (0.55) 0.58

31 2.84 (0.68) 2.07 (0.51) 2.57 (0.49) 2.14 (0.59) 2.33 (0.56) 1.54

32 4.03 (0.61) 4.00 (0.46) 4.49 (0.44) 3.95 (0.54) 4.30 (0.50) 1.59

33 4.21 (0.66) 3.23 (0.49) 3.68 (0.48) 3.57 (0.57) 3.64 (0.54) 1.70

34 4.32 (0.60) 3.65 (0.43) 3.93 (0.42) 3.87 (0.50) 3.89 (0.47) 0.89

35 4.40 (0.39) 4.78 (0.29) 4.72 (0.28) 4.77 (0.34) 4.51 (0.32) 0.82

36 3.44 (0.65) 3.14 (0.48) 3.05 (0.47) 2.88 (0.57) 3.66 (0.53) 1.24

37 4.03 (0.67) 3.86 (0.50) 3.95 (0.49) 3.65 (0.59) 3.96 (0.55) 0.21

38 4.53 (0.55) 5.03 (0.41) 4.67 (0.40) 4.45 (0.48) 4.98 (0.46) 1.70

39 4.86 (0.54) 4.58 (0.40) 4.58 (0.39) 4.51 (0.47) 5.05 (0.45) 1.07

Unscheduled
FNo Item

Once a month A few times a month Once a week A few times a week

M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

40 4.27 (0.39) 4.90 (0.29) 4.77 (0.29) 4.77 (0.34) 5.00 (0.32) 1.53

41 4.83 (0.31) 5.29 (0.23) 5.25 (0.23) 5.40 (0.27) 5.15 (0.26) 1.15

42 4.22 (0.51) 4.48 (0.38) 4.49 (0.37) 4.25 (0.45) 4.84 (0.42) 1.10

43 4.46 (0.47) 4.54 (0.35) 4.39 (0.33) 4.43 (0.40) 4.00 (0.38) 1.70

44 3.83 (0.47) 4.20 (0.33) 4.35 (0.32) 4.26 (0.39) 4.30 (0.37) 0.56

45 3.51 (0.72) 2.38 (0.51) 2.39 (0.50) 2.27 (0.60) 2.42 (0.57) 0.95

46 2.97 (0.68) 2.33 (0.52) 2.67 (0.50) 2.72 (0.59) 2.66 (0.56) 0.90

47 2.62 (0.73) 2.62 (0.52) 3.02 (0.51) 3.13 (0.61) 2.66 (0.58) 0.92

48 2.46 (0.71) 2.26 (0.53) 2.37 (0.52) 2.20 (0.62) 2.51 (0.59) 0.22

49 4.29 (0.51) 4.40 (0.38) 4.39 (0.37) 4.69 (0.45) 4.22 (0.42) 0.53

50 3.03 (0.70) 2.75 (0.50) 3.02 (0.48) 2.46 (0.59) 2.92 (0.55) 0.76

51 3.67 (0.50) 4.25 (0.36) 4.87 (0.35) 4.96 (0.42) 4.51 (0.39) 5.14 ***

52 3.81 (0.57) 4.22 (0.43) 4.59 (0.42) 4.92 (0.50) 4.48 (0.47) 2.08 †

No Item
Once a month A few times a month Once a week A few times a week Unscheduled

F
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M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

53 2.96 (0.65) 3.24 (0.49) 3.83 (0.47) 3.58 (0.57) 3.20 (0.54) 2.12 †

54 4.04 (0.38) 4.57 (0.28) 4.92 (0.28) 4.73 (0.33) 4.60 (0.31) 2.89 *

55 4.50 (0.39) 4.70 (0.29) 4.98 (0.28) 5.22 (0.34) 4.71 (0.32) 2.44 *

56 4.09 (0.52) 4.29 (0.37) 4.49 (0.36) 4.86 (0.44) 4.24 (0.41) 1.42

57 4.57 (0.60) 4.64 (0.42) 4.58 (0.41) 4.61 (0.50) 4.67 (0.47) 0.05

58 3.62 (0.68) 3.13 (0.51) 3.58 (0.49) 3.07 (0.59) 3.22 (0.56) 1.22

59 4.67 (0.61) 3.48 (0.46) 3.75 (0.45) 3.35 (0.54) 3.96 (0.50) 2.23 †

60 3.35 (0.64) 2.96 (0.46) 3.27 (0.45) 3.33 (0.54) 3.11 (0.50) 0.75

61 3.86 (0.51) 4.23 (0.38) 4.55 (0.37) 4.53 (0.45) 4.45 (0.42) 1.28

62 4.55 (0.56) 4.67 (0.42) 5.20 (0.41) 5.08 (0.49) 5.12 (0.46) 2.24 †

63 4.28 (0.40) 4.77 (0.30) 4.94 (0.29) 4.82 (0.35) 4.71 (0.33) 1.16

64 3.37 (0.55) 3.65 (0.41) 4.32 (0.40) 4.83 (0.48) 3.64 (0.45) 6.36 ***

65 4.17 (0.65) 4.30 (0.49) 4.41 (0.47) 4.17 (0.57) 4.28 (0.54) 0.17

Unscheduled
FNo Item

Once a month A few times a month Once a week A few times a week

M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE ) M (SE )

66 3.37 (0.67) 2.91 (0.50) 3.25 (0.48) 2.99 (0.58) 3.05 (0.55) 0.67

67 2.78 (0.64) 2.04 (0.48) 2.61 (0.46) 2.43 (0.56) 2.51 (0.53) 2.11 †

68 3.92 (0.69) 3.52 (0.52) 3.79 (0.50) 3.93 (0.60) 3.66 (0.57) 0.57

69 2.16 (0.65) 1.99 (0.49) 2.44 (0.47) 2.70 (0.57) 2.58 (0.54) 1.96

F1 4.63 (0.28) 4.84 (0.21) 4.79 (0.20) 4.75 (0.24) 4.78 (0.23) 0.31

F2 2.99 (0.48) 2.60 (0.36) 2.80 (0.35) 2.73 (0.42) 2.89 (0.39) 0.77

F3 3.82 (0.34) 4.08 (0.25) 4.49 (0.25) 4.55 (0.30) 4.18 (0.28) 4.32 **

F4 3.35 (0.46) 2.87 (0.35) 3.06 (0.34) 2.94 (0.41) 3.00 (0.38) 0.70

F5 3.41 (0.45) 2.79 (0.33) 3.07 (0.32) 3.03 (0.39) 3.12 (0.37) 1.65

† p < .10 ,   * p < .05 ,   ** p  < .01 ,   *** p  < .001

No Item
Once a month A few times a month Once a week A few times a week Unscheduled

F

－ 784 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

1
4.

66
(0

.5
4)

4.
47

(0
.3

3)
0.

20

2
4.

86
(0

.5
4)

4.
21

(0
.3

2)
2.

31

3
2.

97
(0

.6
0)

3.
69

(0
.3

6)
2.

26

4
4.

64
(0

.5
5)

4.
53

(0
.3

3)
0.

07

5
5.

18
(0

.3
8)

4.
87

(0
.2

3)
1.

02

6
5.

18
(0

.6
1)

4.
01

(0
.3

6)
5.

76
*

7
4.

84
(0

.5
4)

4.
36

(0
.3

2)
1.

24

8
4.

77
(0

.5
6)

4.
26

(0
.3

4)
1.

29

9
5.

50
(0

.6
3)

4.
20

(0
.3

8)
6.

66
*

10
5.

10
(0

.3
2)

4.
86

(0
.1

9)
0.

86

11
1.

42
(0

.6
0)

2.
57

(0
.3

6)
5.

75
*

12
3.

81
(0

.6
1)

3.
48

(0
.3

7)
0.

46

13
4.

85
(0

.3
8)

4.
55

(0
.2

3)
0.

99

14
2.

29
(0

.6
3)

2.
32

(0
.3

8)
0.

00

15
1.

77
(0

.5
9)

1.
77

(0
.3

6)
0.

00

16
4.

11
(0

.3
9)

4.
70

(0
.2

3)
3.

51
†

17
4.

49
(0

.4
7)

4.
24

(0
.2

8)
0.

46

18
5.

17
(0

.5
0)

4.
43

(0
.3

0)
3.

38
†

19
3.

39
(0

.6
9)

2.
95

(0
.4

2)
0.

63

20
3.

27
(0

.7
6)

3.
20

(0
.4

6)
0.

01

21
3.

36
(0

.6
5)

2.
93

(0
.3

9)
0.

71

22
3.

76
(0

.6
7)

3.
95

(0
.4

1)
0.

13

N
o

It
em

ye
s

no
F

M
(S

E
)

M
(S

E
)

23
3.

11
(0

.6
1)

3.
41

(0
.3

8)
0.

39

24
4.

18
(0

.4
9)

4.
22

(0
.3

0)
0.

01

25
3.

26
(0

.5
6)

3.
71

(0
.3

4)
1.

00

26
2.

31
(0

.6
3)

3.
28

(0
.3

8)
3.

65
†

27
2.

91
(0

.7
1)

3.
49

(0
.4

3)
1.

04

28
1.

87
(0

.6
2)

2.
73

(0
.3

7)
3.

02
†

29
2.

20
(0

.5
9)

3.
21

(0
.3

6)
4.

46
*

30
2.

42
(0

.6
8)

2.
47

(0
.4

1)
0.

01

31
2.

41
(0

.6
8)

2.
36

(0
.4

1)
0.

01

32
4.

18
(0

.6
2)

4.
12

(0
.3

7)
0.

02

33
3.

50
(0

.6
6)

3.
83

(0
.4

0)
0.

41

34
4.

28
(0

.5
8)

3.
59

(0
.3

5)
2.

24

35
4.

79
(0

.3
9)

4.
49

(0
.2

3)
0.

94

36
3.

36
(0

.6
5)

3.
11

(0
.3

9)
0.

24

37
4.

09
(0

.6
7)

3.
69

(0
.4

0)
0.

53

38
5.

08
(0

.5
6)

4.
38

(0
.3

4)
2.

39

39
5.

06
(0

.5
4)

4.
37

(0
.3

3)
2.

48

40
4.

70
(0

.4
0)

4.
78

(0
.2

4)
0.

08

41
5.

34
(0

.3
2)

5.
03

(0
.1

9)
1.

49

42
4.

51
(0

.5
1)

4.
41

(0
.3

1)
0.

06

43
4.

52
(0

.4
6)

4.
21

(0
.2

8)
0.

74

44
4.

51
(0

.4
5)

3.
86

(0
.2

7)
3.

28
†

N
o

It
em

ye
s

no
F

－ 785 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

45
3.

07
(0

.6
9)

2.
12

(0
.4

2)
2.

98
†

46
2.

71
(0

.6
8)

2.
64

(0
.4

2)
0.

02

47
3.

26
(0

.7
1)

2.
36

(0
.4

3)
2.

52

48
2.

51
(0

.7
2)

2.
21

(0
.4

3)
0.

29

49
4.

76
(0

.5
2)

4.
03

(0
.3

1)
3.

12
†

50
3.

04
(0

.6
7)

2.
63

(0
.4

1)
0.

56

51
4.

54
(0

.4
8)

4.
36

(0
.2

9)
0.

22

52
4.

87
(0

.5
8)

3.
94

(0
.3

5)
4.

07
*

53
3.

38
(0

.6
6)

3.
35

(0
.3

9)
0.

00

54
4.

54
(0

.3
8)

4.
60

(0
.2

3)
0.

03

55
5.

04
(0

.3
9)

4.
60

(0
.2

4)
1.

93

56
4.

56
(0

.5
0)

4.
24

(0
.3

0)
0.

63

57
5.

15
(0

.5
7)

4.
08

(0
.3

5)
5.

54
*

58
3.

15
(0

.6
8)

3.
50

(0
.4

1)
0.

43

59
4.

25
(0

.6
2)

3.
43

(0
.3

7)
2.

77
†

60
3.

17
(0

.6
2)

3.
24

(0
.3

7)
0.

02

61
4.

37
(0

.5
1)

4.
28

(0
.3

1)
0.

05

62
5.

19
(0

.5
6)

4.
66

(0
.3

4)
1.

41

63
4.

66
(0

.4
1)

4.
75

(0
.2

4)
0.

07

64
4.

08
(0

.5
5)

3.
84

(0
.3

3)
0.

31

65
4.

49
(0

.6
5)

4.
05

(0
.3

9)
0.

71

66
3.

01
(0

.6
7)

3.
22

(0
.4

1)
0.

15

N
o

It
em

ye
s

no
F

M
(S

E
)

M
(S

E
)

67
2.

50
(0

.6
4)

2.
45

(0
.3

9)
0.

01

68
4.

35
(0

.6
9)

3.
18

(0
.4

2)
4.

44
*

69
2.

26
(0

.6
5)

2.
48

(0
.3

9)
0.

18

F
1

4.
91

(0
.2

8)
4.

61
(0

.1
7)

1.
81

F
2

2.
53

(0
.4

8)
3.

07
(0

.2
9)

1.
93

F
3

4.
44

(0
.3

4)
4.

00
(0

.2
0)

2.
61

F
4

3.
36

(0
.4

7)
2.

72
(0

.2
8)

2.
92

†

F
5

3.
08

(0
.4

5)
3.

09
(0

.2
7)

0.
00

†
p

 <
 .1

0 
,  

 *
 p

 <
 .0

5 
,  

 *
* 

p
 <

 .0
1 

,  
 *

**
 p

 <
 .0

01

N
o

It
em

ye
s

no
F

－ 786 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

1
4.

82
(0

.4
6)

4.
32

(0
.3

8)
2.

88
†

2
4.

56
(0

.4
5)

4.
50

(0
.3

7)
0.

04

3
3.

41
(0

.5
1)

3.
25

(0
.4

1)
0.

25

4
4.

93
(0

.4
6)

4.
24

(0
.3

8)
5.

44
*

5
5.

18
(0

.3
2)

4.
87

(0
.2

6)
2.

17

6
4.

71
(0

.5
1)

4.
47

(0
.4

2)
0.

51

7
4.

67
(0

.4
5)

4.
54

(0
.3

7)
0.

20

8
4.

65
(0

.4
8)

4.
38

(0
.3

9)
0.

75

9
4.

95
(0

.5
3)

4.
75

(0
.4

4)
0.

35

10
5.

04
(0

.2
7)

4.
92

(0
.2

2)
0.

44

11
2.

12
(0

.5
0)

1.
87

(0
.4

1)
0.

57

12
3.

88
(0

.5
2)

3.
41

(0
.4

2)
1.

96

13
4.

73
(0

.3
2)

4.
67

(0
.2

7)
0.

08

14
2.

49
(0

.5
3)

2.
12

(0
.4

3)
1.

18

15
1.

84
(0

.5
0)

1.
71

(0
.4

1)
0.

17

16
4.

48
(0

.3
3)

4.
33

(0
.2

7)
0.

50

17
4.

51
(0

.3
9)

4.
22

(0
.3

2)
1.

25

18
5.

08
(0

.4
2)

4.
52

(0
.3

5)
4.

08
*

19
3.

30
(0

.5
8)

3.
04

(0
.4

8)
0.

47

20
3.

23
(0

.6
4)

3.
24

(0
.5

2)
0.

00

21
3.

32
(0

.5
5)

2.
97

(0
.4

5)
0.

91

22
3.

97
(0

.5
7)

3.
74

(0
.4

7)
0.

40F
N

o
It

em
ye

s
no

M
(S

E
)

M
(S

E
)

23
3.

26
(0

.5
2)

3.
26

(0
.4

3)
0.

00

24
4.

19
(0

.4
1)

4.
21

(0
.3

4)
0.

01

25
3.

52
(0

.4
7)

3.
45

(0
.3

9)
0.

06

26
2.

95
(0

.5
4)

2.
64

(0
.4

4)
0.

83

27
3.

55
(0

.6
0)

2.
85

(0
.4

9)
3.

22
†

28
2.

13
(0

.5
2)

2.
47

(0
.4

3)
0.

98

29
2.

86
(0

.5
0)

2.
56

(0
.4

1)
0.

84

30
2.

51
(0

.5
7)

2.
38

(0
.4

7)
0.

12

31
2.

64
(0

.5
8)

2.
14

(0
.4

7)
1.

81

32
4.

42
(0

.5
3)

3.
89

(0
.4

3)
2.

27

33
3.

96
(0

.5
6)

3.
37

(0
.4

6)
2.

59

34
3.

92
(0

.4
9)

3.
95

(0
.4

0)
0.

01

35
4.

61
(0

.3
3)

4.
67

(0
.2

7)
0.

09

36
3.

61
(0

.5
5)

2.
86

(0
.4

5)
4.

44
*

37
4.

21
(0

.5
7)

3.
57

(0
.4

7)
3.

07
†

38
4.

81
(0

.4
7)

4.
66

(0
.3

9)
0.

24

39
4.

75
(0

.4
6)

4.
68

(0
.3

8)
0.

05

40
4.

89
(0

.3
3)

4.
59

(0
.2

7)
1.

95

41
5.

38
(0

.2
7)

4.
98

(0
.2

2)
5.

54
*

42
4.

50
(0

.4
3)

4.
42

(0
.3

5)
0.

08

43
4.

20
(0

.3
9)

4.
53

(0
.3

2)
1.

66

44
4.

28
(0

.3
8)

4.
09

(0
.3

1)
0.

63

N
o

It
em

ye
s

no
F

－ 787 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

45
2.

56
(0

.5
8)

2.
64

(0
.4

8)
0.

05

46
2.

88
(0

.5
8)

2.
47

(0
.4

8)
1.

23

47
2.

99
(0

.6
0)

2.
62

(0
.4

9)
0.

93

48
2.

32
(0

.6
0)

2.
40

(0
.5

0)
0.

04

49
4.

66
(0

.4
3)

4.
14

(0
.3

6)
3.

41
†

50
3.

04
(0

.5
7)

2.
63

(0
.4

7)
1.

24

51
4.

50
(0

.4
1)

4.
41

(0
.3

3)
0.

12

52
4.

38
(0

.4
9)

4.
43

(0
.4

0)
0.

03

53
3.

65
(0

.5
5)

3.
07

(0
.4

6)
2.

62

54
4.

69
(0

.3
2)

4.
45

(0
.2

6)
1.

25

55
4.

83
(0

.3
3)

4.
81

(0
.2

7)
0.

01

56
4.

69
(0

.4
2)

4.
11

(0
.3

5)
4.

49
*

57
4.

59
(0

.4
9)

4.
64

(0
.4

0)
0.

03

58
3.

46
(0

.5
7)

3.
19

(0
.4

7)
0.

53

59
3.

88
(0

.5
2)

3.
80

(0
.4

3)
0.

06

60
3.

64
(0

.5
2)

2.
77

(0
.4

3)
6.

71
*

61
4.

54
(0

.4
3)

4.
11

(0
.3

5)
2.

39

62
5.

07
(0

.4
7)

4.
78

(0
.3

9)
0.

90

63
4.

82
(0

.3
4)

4.
59

(0
.2

8)
1.

13

64
3.

84
(0

.4
7)

4.
07

(0
.3

8)
0.

57

65
4.

51
(0

.5
5)

4.
02

(0
.4

5)
1.

90

66
3.

06
(0

.5
7)

3.
16

(0
.4

7)
0.

07F
N

o
It

em
ye

s
no

M
(S

E
)

M
(S

E
)

67
2.

47
(0

.5
4)

2.
47

(0
.4

4)
0.

00

68
3.

44
(0

.5
9)

4.
09

(0
.4

8)
2.

92
†

69
2.

23
(0

.5
5)

2.
51

(0
.4

5)
0.

60

F
1

4.
82

(0
.2

4)
4.

69
(0

.1
9)

0.
72

F
2

2.
97

(0
.4

1)
2.

64
(0

.3
3)

1.
59

F
3

4.
24

(0
.2

9)
4.

21
(0

.2
4)

0.
03

F
4

3.
15

(0
.3

9)
2.

94
(0

.3
2)

0.
64

F
5

3.
20

(0
.3

8)
2.

97
(0

.3
1)

0.
92

†
p

 <
 .1

0 
,  

 *
 p

 <
 .0

5 
,  

 *
* 

p
 <

 .0
1 

,  
 *

**
 p

 <
 .0

01

N
o

It
em

ye
s

no
F

－ 788 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

1
4.

61
(0

.4
2)

4.
53

(0
.3

9)
0.

17

2
4.

70
(0

.4
1)

4.
37

(0
.3

9)
2.

96
†

3
3.

25
(0

.4
6)

3.
41

(0
.4

3)
0.

58

4
4.

62
(0

.4
2)

4.
55

(0
.3

9)
0.

12

5
4.

91
(0

.2
9)

5.
14

(0
.2

7)
3.

02
†

6
4.

71
(0

.4
7)

4.
48

(0
.4

3)
1.

08

7
4.

66
(0

.4
1)

4.
55

(0
.3

8)
0.

30

8
4.

75
(0

.4
3)

4.
27

(0
.4

0)
5.

60
*

9
5.

32
(0

.4
8)

4.
39

(0
.4

5)
16

.8
2

**
*

10
5.

01
(0

.2
5)

4.
96

(0
.2

3)
0.

18

11
1.

94
(0

.4
6)

2.
05

(0
.4

3)
0.

24

12
3.

74
(0

.4
7)

3.
56

(0
.4

4)
0.

69

13
4.

71
(0

.2
9)

4.
69

(0
.2

8)
0.

02

14
2.

48
(0

.4
8)

2.
13

(0
.4

5)
2.

44

15
1.

89
(0

.4
6)

1.
66

(0
.4

3)
1.

16

16
4.

36
(0

.3
0)

4.
45

(0
.2

8)
0.

38

17
4.

49
(0

.3
6)

4.
25

(0
.3

3)
2.

09

18
4.

85
(0

.3
9)

4.
75

(0
.3

6)
0.

29

19
3.

43
(0

.5
3)

2.
90

(0
.5

0)
4.

54
*

20
3.

27
(0

.5
8)

3.
20

(0
.5

4)
0.

06

21
3.

33
(0

.5
0)

2.
95

(0
.4

7)
2.

64

22
3.

83
(0

.5
2)

3.
89

(0
.4

8)
0.

06

N
o

It
em

ye
s

no
F

M
(S

E
)

M
(S

E
)

23
3.

44
(0

.4
8)

3.
09

(0
.4

4)
2.

50

24
4.

18
(0

.3
8)

4.
22

(0
.3

5)
0.

03

25
3.

63
(0

.4
3)

3.
34

(0
.4

0)
2.

12

26
2.

67
(0

.4
9)

2.
92

(0
.4

5)
1.

28

27
3.

25
(0

.5
5)

3.
15

(0
.5

1)
0.

15

28
2.

15
(0

.4
8)

2.
44

(0
.4

4)
1.

68

29
2.

54
(0

.4
6)

2.
87

(0
.4

3)
2.

30

30
2.

45
(0

.5
2)

2.
44

(0
.4

9)
0.

00

31
2.

34
(0

.5
3)

2.
44

(0
.4

9)
0.

17

32
4.

32
(0

.4
8)

3.
98

(0
.4

4)
2.

31

33
3.

75
(0

.5
1)

3.
58

(0
.4

7)
0.

49

34
4.

17
(0

.4
4)

3.
70

(0
.4

1)
5.

04
*

35
4.

68
(0

.3
0)

4.
59

(0
.2

8)
0.

45

36
3.

40
(0

.5
0)

3.
07

(0
.4

7)
1.

87

37
4.

14
(0

.5
2)

3.
64

(0
.4

8)
4.

21
*

38
4.

98
(0

.4
3)

4.
48

(0
.4

0)
6.

18
*

39
4.

70
(0

.4
2)

4.
73

(0
.3

9)
0.

03

40
4.

74
(0

.3
1)

4.
74

(0
.2

8)
0.

00

41
5.

26
(0

.2
4)

5.
11

(0
.2

3)
1.

73

42
4.

60
(0

.3
9)

4.
32

(0
.3

7)
2.

29

43
4.

43
(0

.3
5)

4.
30

(0
.3

3)
0.

53

44
4.

44
(0

.3
5)

3.
93

(0
.3

2)
9.

92
**

N
o

It
em

ye
s

no
F

－ 789 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

45
2.

86
(0

.5
3)

2.
33

(0
.5

0)
4.

52
*

46
2.

85
(0

.5
3)

2.
49

(0
.4

9)
2.

12

47
3.

15
(0

.5
5)

2.
47

(0
.5

1)
7.

04
**

48
2.

70
(0

.5
5)

2.
02

(0
.5

1)
6.

72
*

49
4.

55
(0

.4
0)

4.
25

(0
.3

7)
2.

51

50
3.

04
(0

.5
2)

2.
63

(0
.4

8)
2.

90
†

51
4.

57
(0

.3
7)

4.
33

(0
.3

5)
1.

85

52
4.

58
(0

.4
4)

4.
23

(0
.4

1)
2.

85
†

53
3.

47
(0

.5
1)

3.
26

(0
.4

7)
0.

77

54
4.

63
(0

.2
9)

4.
51

(0
.2

7)
0.

78

55
4.

91
(0

.3
0)

4.
73

(0
.2

8)
1.

55

56
4.

52
(0

.3
9)

4.
27

(0
.3

6)
1.

81

57
4.

83
(0

.4
4)

4.
40

(0
.4

1)
4.

07
*

58
3.

58
(0

.5
2)

3.
06

(0
.4

9)
4.

57
*

59
4.

00
(0

.4
8)

3.
69

(0
.4

4)
1.

91

60
3.

42
(0

.4
7)

2.
99

(0
.4

4)
3.

68
†

61
4.

44
(0

.4
0)

4.
21

(0
.3

7)
1.

53

62
5.

12
(0

.4
3)

4.
72

(0
.4

0)
3.

95
*

63
4.

69
(0

.3
1)

4.
72

(0
.2

9)
0.

04

64
3.

99
(0

.4
3)

3.
93

(0
.4

0)
0.

10

65
4.

23
(0

.5
0)

4.
30

(0
.4

7)
0.

10

66
3.

21
(0

.5
2)

3.
02

(0
.4

8)
0.

60

N
o

It
em

ye
s

no
F

M
(S

E
)

M
(S

E
)

67
2.

54
(0

.4
9)

2.
40

(0
.4

6)
0.

37

68
3.

99
(0

.5
4)

3.
54

(0
.5

0)
3.

09
†

69
2.

44
(0

.5
0)

2.
31

(0
.4

7)
0.

33

F
1

4.
79

(0
.2

2)
4.

73
(0

.2
0)

0.
38

F
2

2.
75

(0
.3

7)
2.

85
(0

.3
4)

0.
35

F
3

4.
35

(0
.2

6)
4.

10
(0

.2
4)

4.
08

*

F
4

3.
34

(0
.3

6)
2.

75
(0

.3
4)

11
.8

9
**

*

F
5

3.
16

(0
.3

5)
3.

01
(0

.3
2)

0.
88

†
p

 <
 .1

0 
,  

 *
 p

 <
 .0

5 
,  

 *
* 

p
 <

 .0
1 

,  
 *

**
 p

 <
 .0

01

N
o

It
em

ye
s

no
F

－ 790 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

1
4.

35
(0

.5
1)

4.
78

(0
.3

6)
1.

21

2
4.

70
(0

.5
0)

4.
37

(0
.3

5)
0.

71

3
3.

41
(0

.5
6)

3.
26

(0
.3

9)
0.

12

4
4.

63
(0

.5
1)

4.
54

(0
.3

6)
0.

05

5
5.

03
(0

.3
5)

5.
02

(0
.2

5)
0.

00

6
4.

45
(0

.5
7)

4.
73

(0
.4

0)
0.

40

7
4.

86
(0

.5
0)

4.
35

(0
.3

5)
1.

68

8
4.

42
(0

.5
3)

4.
61

(0
.3

7)
0.

20

9
5.

07
(0

.5
9)

4.
63

(0
.4

1)
0.

93

10
5.

02
(0

.3
0)

4.
94

(0
.2

1)
0.

12

11
1.

74
(0

.5
6)

2.
25

(0
.3

9)
1.

41

12
3.

73
(0

.5
7)

3.
56

(0
.4

0)
0.

15

13
4.

75
(0

.3
6)

4.
65

(0
.2

5)
0.

12

14
2.

55
(0

.5
9)

2.
06

(0
.4

1)
1.

16

15
1.

78
(0

.5
5)

1.
77

(0
.3

9)
0.

00

16
4.

53
(0

.3
6)

4.
28

(0
.2

6)
0.

76

17
4.

32
(0

.4
3)

4.
42

(0
.3

1)
0.

09

18
4.

97
(0

.4
7)

4.
63

(0
.3

3)
0.

88

19
2.

98
(0

.6
5)

3.
36

(0
.4

6)
0.

57

20
2.

94
(0

.7
1)

3.
54

(0
.5

0)
1.

19

21
3.

03
(0

.6
2)

3.
26

(0
.4

2)
0.

23

22
4.

18
(0

.6
3)

3.
54

(0
.4

4)
1.

68F
N

o
It

em
ye

s
no

M
(S

E
)

M
(S

E
)

23
3.

29
(0

.5
9)

3.
23

(0
.4

0)
0.

01

24
4.

19
(0

.4
6)

4.
21

(0
.3

2)
0.

01

25
3.

71
(0

.5
3)

3.
26

(0
.3

7)
1.

18

26
2.

82
(0

.5
9)

2.
77

(0
.4

2)
0.

01

27
3.

34
(0

.6
7)

3.
06

(0
.4

7)
0.

29

28
2.

41
(0

.5
8)

2.
19

(0
.4

1)
0.

24

29
2.

72
(0

.5
6)

2.
69

(0
.3

9)
0.

01

30
2.

41
(0

.6
3)

2.
49

(0
.4

5)
0.

03

31
2.

59
(0

.6
4)

2.
18

(0
.4

5)
0.

68

32
4.

21
(0

.5
8)

4.
10

(0
.4

1)
0.

06

33
4.

04
(0

.6
2)

3.
29

(0
.4

3)
2.

46

34
4.

08
(0

.5
4)

3.
79

(0
.3

8)
0.

45

35
4.

66
(0

.3
6)

4.
62

(0
.2

6)
0.

02

36
3.

63
(0

.6
1)

2.
84

(0
.4

3)
2.

81
†

37
4.

25
(0

.6
3)

3.
53

(0
.4

4)
2.

21

38
5.

13
(0

.5
2)

4.
33

(0
.3

7)
3.

97
*

39
4.

96
(0

.5
1)

4.
47

(0
.3

6)
1.

55

40
4.

90
(0

.3
7)

4.
58

(0
.2

6)
1.

29

41
5.

37
(0

.2
9)

4.
99

(0
.2

1)
2.

67

42
4.

54
(0

.4
8)

4.
37

(0
.3

4)
0.

20

43
4.

40
(0

.4
4)

4.
33

(0
.3

0)
0.

03

44
4.

33
(0

.4
2)

4.
04

(0
.3

0)
0.

79

N
o

It
em

ye
s

no
F

－ 791 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

45
2.

26
(0

.6
5)

2.
93

(0
.4

6)
1.

77

46
2.

45
(0

.6
5)

2.
89

(0
.4

5)
0.

75

47
2.

60
(0

.6
6)

3.
01

(0
.4

6)
0.

64

48
2.

58
(0

.6
7)

2.
14

(0
.4

7)
0.

74

49
4.

54
(0

.4
8)

4.
25

(0
.3

4)
0.

63

50
2.

88
(0

.6
3)

2.
79

(0
.4

4)
0.

04

51
4.

38
(0

.4
5)

4.
52

(0
.3

2)
0.

17

52
4.

14
(0

.5
4)

4.
67

(0
.3

8)
1.

55

53
3.

04
(0

.6
1)

3.
69

(0
.4

3)
1.

88

54
4.

61
(0

.3
6)

4.
53

(0
.2

5)
0.

07

55
4.

81
(0

.3
7)

4.
84

(0
.2

6)
0.

01

56
4.

51
(0

.4
7)

4.
29

(0
.3

3)
0.

36

57
4.

82
(0

.5
5)

4.
41

(0
.3

8)
0.

90

58
3.

66
(0

.6
6)

2.
99

(0
.4

4)
1.

45

59
3.

86
(0

.5
9)

3.
82

(0
.4

1)
0.

01

60
3.

27
(0

.5
8)

3.
14

(0
.4

1)
0.

08

61
4.

50
(0

.4
8)

4.
15

(0
.3

4)
0.

87

62
5.

37
(0

.5
2)

4.
47

(0
.3

7)
4.

87
*

63
4.

76
(0

.3
8)

4.
65

(0
.2

7)
0.

16

64
3.

86
(0

.5
2)

4.
06

(0
.3

6)
0.

24

65
4.

46
(0

.6
1)

4.
07

(0
.4

3)
0.

69

66
2.

68
(0

.6
6)

3.
55

(0
.4

4)
2.

48F
N

o
It

em
ye

s
no

M
(S

E
)

M
(S

E
)

67
2.

41
(0

.6
0)

2.
54

(0
.4

2)
0.

09

68
3.

89
(0

.6
5)

3.
64

(0
.4

6)
0.

25

69
2.

46
(0

.6
1)

2.
29

(0
.4

3)
0.

13

F
1

4.
63

(0
.1

8)
4.

89
(0

.2
6)

1.
70

F
2

2.
68

(0
.3

2)
2.

92
(0

.4
5)

0.
50

F
3

4.
31

(0
.2

2)
4.

13
(0

.3
2)

0.
51

F
4

3.
07

(0
.3

1)
3.

02
(0

.4
4)

0.
02

F
5

3.
16

(0
.3

0)
3.

01
(0

.4
2)

0.
21

†
p

 <
 .1

0 
,  

 *
 p

 <
 .0

5 
,  

 *
* 

p
 <

 .0
1 

,  
 *

**
 p

 <
 .0

01

N
o

It
em

ye
s

no
F

－ 792 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

1
4.

55
(0

.4
3)

4.
59

(0
.3

8)
0.

04

2
4.

60
(0

.4
2)

4.
47

(0
.3

8)
0.

40

3
3.

37
(0

.4
7)

3.
29

(0
.4

2)
0.

12

4
4.

61
(0

.4
3)

4.
57

(0
.3

8)
0.

04

5
5.

03
(0

.2
9)

5.
02

(0
.2

6)
0.

01

6
4.

55
(0

.4
8)

4.
64

(0
.4

3)
0.

16

7
4.

63
(0

.4
2)

4.
57

(0
.3

8)
0.

09

8
4.

53
(0

.4
4)

4.
50

(0
.4

0)
0.

02

9
4.

70
(0

.4
9)

5.
00

(0
.4

4)
1.

65

10
4.

95
(0

.2
5)

5.
01

(0
.2

3)
0.

25

11
1.

99
(0

.4
7)

2.
00

(0
.4

2)
0.

00

12
3.

65
(0

.4
8)

3.
64

(0
.4

3)
0.

00

13
4.

59
(0

.3
0)

4.
81

(0
.2

7)
2.

50

14
2.

60
(0

.4
9)

2.
00

(0
.4

4)
6.

77
*

15
1.

81
(0

.4
7)

1.
74

(0
.4

2)
0.

11

16
4.

48
(0

.3
1)

4.
33

(0
.2

7)
1.

11

17
4.

22
(0

.3
6)

4.
51

(0
.3

3)
2.

79
†

18
4.

96
(0

.3
9)

4.
63

(0
.3

5)
3.

20
†

19
3.

22
(0

.5
4)

3.
11

(0
.4

9)
0.

17

20
3.

48
(0

.5
9)

2.
99

(0
.5

3)
3.

11
†

21
3.

37
(0

.5
1)

2.
91

(0
.4

6)
3.

81
†

22
4.

12
(0

.5
3)

3.
60

(0
.4

7)
4.

47
*

N
o

It
em

ye
s

no
F

M
(S

E
)

M
(S

E
)

23
3.

18
(0

.4
8)

3.
34

(0
.4

4)
0.

47

24
4.

30
(0

.3
9)

4.
10

(0
.3

5)
1.

12

25
3.

47
(0

.4
4)

3.
50

(0
.4

0)
0.

02

26
2.

65
(0

.5
0)

2.
94

(0
.4

5)
1.

51

27
3.

13
(0

.5
6)

3.
28

(0
.5

0)
0.

33

28
2.

20
(0

.4
9)

2.
39

(0
.4

4)
0.

66

29
2.

63
(0

.4
7)

2.
78

(0
.4

2)
0.

44

30
2.

45
(0

.5
3)

2.
44

(0
.4

8)
0.

00

31
2.

40
(0

.5
4)

2.
38

(0
.4

8)
0.

01

32
4.

15
(0

.4
8)

4.
15

(0
.4

3)
0.

00

33
3.

65
(0

.5
2)

3.
68

(0
.4

6)
0.

01

34
3.

96
(0

.4
5)

3.
91

(0
.4

1)
0.

05

35
4.

61
(0

.3
0)

4.
67

(0
.2

7)
0.

18

36
3.

57
(0

.5
1)

2.
90

(0
.4

6)
7.

82
**

37
3.

91
(0

.5
3)

3.
87

(0
.4

7)
0.

02

38
4.

62
(0

.4
4)

4.
84

(0
.3

9)
1.

10

39
4.

77
(0

.4
3)

4.
66

(0
.3

8)
0.

27

40
4.

85
(0

.3
1)

4.
63

(0
.2

8)
2.

36

41
5.

20
(0

.2
5)

5.
17

(0
.2

2)
0.

07

42
4.

46
(0

.4
0)

4.
46

(0
.3

6)
0.

00

43
4.

35
(0

.3
6)

4.
38

(0
.3

2)
0.

04

44
4.

28
(0

.3
5)

4.
09

(0
.3

2)
1.

27

It
em

ye
s

no
F

N
o

－ 793 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

45
2.

56
(0

.5
4)

2.
64

(0
.4

9)
0.

10

46
2.

78
(0

.5
4)

2.
56

(0
.4

9)
0.

77

47
2.

88
(0

.5
5)

2.
74

(0
.5

0)
0.

30

48
2.

17
(0

.5
6)

2.
55

(0
.5

0)
2.

10

49
4.

49
(0

.4
0)

4.
30

(0
.3

6)
1.

08

50
3.

00
(0

.5
3)

2.
67

(0
.4

7)
1.

74

51
4.

44
(0

.3
8)

4.
46

(0
.3

4)
0.

01

52
4.

56
(0

.4
5)

4.
24

(0
.4

0)
2.

30

53
3.

24
(0

.5
2)

3.
48

(0
.4

6)
0.

99

54
4.

55
(0

.3
0)

4.
60

(0
.2

7)
0.

12

55
4.

86
(0

.3
1)

4.
78

(0
.2

8)
0.

27

56
4.

58
(0

.3
9)

4.
22

(0
.3

5)
3.

92
*

57
4.

53
(0

.4
5)

4.
69

(0
.4

0)
0.

54

58
3.

49
(0

.5
4)

3.
15

(0
.4

7)
1.

65

59
4.

04
(0

.4
9)

3.
65

(0
.4

3)
2.

93
†

60
3.

27
(0

.4
8)

3.
14

(0
.4

3)
0.

36

61
4.

34
(0

.4
0)

4.
31

(0
.3

6)
0.

03

62
4.

82
(0

.4
4)

5.
03

(0
.3

9)
1.

06

63
4.

68
(0

.3
2)

4.
73

(0
.2

9)
0.

09

64
4.

01
(0

.4
3)

3.
91

(0
.3

9)
0.

21

65
4.

16
(0

.5
1)

4.
38

(0
.4

6)
0.

81

66
3.

12
(0

.5
4)

3.
11

(0
.4

7)
0.

00

N
o

It
em

ye
s

no
F

M
(S

E
)

M
(S

E
)

67
2.

51
(0

.5
0)

2.
44

(0
.4

5)
0.

09

68
3.

92
(0

.5
5)

3.
61

(0
.4

9)
1.

54

69
2.

42
(0

.5
1)

2.
33

(0
.4

6)
0.

13

F
1

4.
75

(0
.2

2)
4.

77
(0

.2
0)

0.
05

F
2

2.
76

(0
.3

8)
2.

85
(0

.3
4)

0.
28

F
3

4.
25

(0
.2

7)
4.

20
(0

.2
4)

0.
20

F
4

3.
04

(0
.3

7)
3.

05
(0

.3
3)

0.
01

F
5

3.
20

(0
.3

5)
2.

97
(0

.3
2)

2.
07

†
p

 <
 .1

0 
,  

 *
 p

 <
 .0

5 
,  

 *
* 

p
 <

 .0
1 

,  
 *

**
 p

 <
 .0

01

It
em

ye
s

no
F

N
o

－ 794 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

1
4.

61
(0

.4
3)

4.
52

(0
.3

8)
0.

20

2
4.

63
(0

.4
3)

4.
43

(0
.3

7)
1.

04

3
3.

49
(0

.4
8)

3.
18

(0
.4

1)
1.

86

4
4.

69
(0

.4
4)

4.
48

(0
.3

8)
1.

07

5
4.

93
(0

.3
0)

5.
12

(0
.2

6)
1.

83

6
4.

61
(0

.4
8)

4.
58

(0
.4

2)
0.

02

7
4.

48
(0

.4
3)

4.
73

(0
.3

7)
1.

51

8
4.

43
(0

.4
5)

4.
60

(0
.3

9)
0.

66

9
4.

97
(0

.5
0)

4.
73

(0
.4

3)
1.

02

10
5.

00
(0

.2
6)

4.
96

(0
.2

2)
0.

11

11
1.

94
(0

.4
8)

2.
05

(0
.4

1)
0.

22

12
3.

68
(0

.4
9)

3.
62

(0
.4

2)
0.

08

13
4.

55
(0

.3
1)

4.
85

(0
.2

6)
4.

65
*

14
2.

47
(0

.5
0)

2.
14

(0
.4

3)
1.

96

15
1.

64
(0

.4
7)

1.
90

(0
.4

1)
1.

39

16
4.

49
(0

.3
1)

4.
32

(0
.2

7)
1.

32

17
4.

25
(0

.3
7)

4.
48

(0
.3

2)
1.

71

18
4.

66
(0

.4
0)

4.
94

(0
.3

5)
2.

13

19
3.

16
(0

.5
5)

3.
18

(0
.4

8)
0.

01

20
3.

24
(0

.6
0)

3.
24

(0
.5

2)
0.

00

21
3.

12
(0

.5
1)

3.
17

(0
.4

5)
0.

04

22
3.

80
(0

.5
4)

3.
92

(0
.4

7)
0.

22

N
o

It
em

ye
s

no
F

M
(S

E
)

M
(S

E
)

23
3.

06
(0

.4
9)

3.
46

(0
.4

3)
3.

07
†

24
4.

14
(0

.3
9)

4.
27

(0
.3

4)
0.

50

25
3.

33
(0

.4
5)

3.
64

(0
.3

9)
2.

17

26
2.

67
(0

.5
1)

2.
92

(0
.4

4)
1.

18

27
3.

15
(0

.5
7)

3.
26

(0
.4

9)
0.

17

28
2.

26
(0

.4
9)

2.
33

(0
.4

3)
0.

08

29
2.

59
(0

.4
7)

2.
82

(0
.4

1)
1.

09

30
2.

36
(0

.5
4)

2.
54

(0
.4

7)
0.

54

31
2.

39
(0

.5
4)

2.
38

(0
.4

7)
0.

00

32
4.

22
(0

.4
9)

4.
08

(0
.4

3)
0.

39

33
3.

74
(0

.5
3)

3.
59

(0
.4

6)
0.

41

34
3.

72
(0

.4
6)

4.
15

(0
.4

0)
3.

96
*

35
4.

55
(0

.3
1)

4.
73

(0
.2

7)
1.

57

36
3.

26
(0

.5
2)

3.
21

(0
.4

5)
0.

04

37
3.

87
(0

.5
3)

3.
91

(0
.4

6)
0.

02

38
4.

58
(0

.4
4)

4.
88

(0
.3

9)
2.

01

39
4.

63
(0

.4
3)

4.
80

(0
.3

8)
0.

69

40
4.

77
(0

.3
1)

4.
71

(0
.2

7)
0.

13

41
5.

20
(0

.2
5)

5.
16

(0
.2

2)
0.

15

42
4.

41
(0

.4
1)

4.
50

(0
.3

5)
0.

24

43
4.

36
(0

.3
6)

4.
37

(0
.3

2)
0.

01

44
4.

19
(0

.3
6)

4.
18

(0
.3

1)
0.

01F
N

o
It

em
ye

s
no

－ 795 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

45
2.

59
(0

.5
5)

2.
60

(0
.4

8)
0.

00

46
2.

64
(0

.5
4)

2.
70

(0
.4

8)
0.

06

47
2.

89
(0

.5
6)

2.
72

(0
.4

9)
0.

42

48
2.

36
(0

.5
7)

2.
36

(0
.4

9)
0.

00

49
4.

37
(0

.4
1)

4.
43

(0
.3

6)
0.

09

50
2.

93
(0

.5
4)

2.
74

(0
.4

6)
0.

61

51
4.

44
(0

.3
8)

4.
47

(0
.3

3)
0.

03

52
4.

39
(0

.4
6)

4.
42

(0
.4

0)
0.

03

53
3.

30
(0

.5
2)

3.
43

(0
.4

5)
0.

27

54
4.

57
(0

.3
0)

4.
57

(0
.2

6)
0.

00

55
4.

90
(0

.3
1)

4.
74

(0
.2

7)
1.

15

56
4.

45
(0

.4
0)

4.
35

(0
.3

5)
0.

29

57
4.

47
(0

.4
6)

4.
76

(0
.4

0)
1.

82

58
3.

35
(0

.5
5)

3.
29

(0
.4

7)
0.

06

59
3.

76
(0

.4
9)

3.
92

(0
.4

3)
0.

47

60
3.

16
(0

.4
9)

3.
25

(0
.4

3)
0.

15

61
4.

39
(0

.4
1)

4.
25

(0
.3

5)
0.

51

62
4.

92
(0

.4
5)

4.
93

(0
.3

9)
0.

00

63
4.

64
(0

.3
2)

4.
77

(0
.2

8)
0.

78

64
3.

92
(0

.4
4)

4.
00

(0
.3

8)
0.

16

65
4.

17
(0

.5
2)

4.
36

(0
.4

5)
0.

58

66
3.

00
(0

.5
4)

3.
23

(0
.4

6)
0.

76

N
o

It
em

ye
s

no
F

M
(S

E
)

M
(S

E
)

67
2.

39
(0

.5
1)

2.
56

(0
.4

4)
0.

49

68
3.

62
(0

.5
5)

3.
91

(0
.4

8)
1.

19

69
2.

37
(0

.5
2)

2.
37

(0
.4

5)
0.

00

F
1

4.
69

(0
.2

2)
4.

83
(0

.1
9)

1.
70

F
2

2.
76

(0
.3

8)
2.

85
(0

.3
3)

0.
25

F
3

4.
20

(0
.2

7)
4.

25
(0

.2
4)

0.
17

F
4

3.
08

(0
.3

7)
3.

01
(0

.3
2)

0.
16

F
5

3.
05

(0
.3

6)
3.

12
(0

.3
1)

0.
14

†
p

 <
 .1

0 
,  

 *
 p

 <
 .0

5 
,  

 *
* 

p
 <

 .0
1 

,  
 *

**
 p

 <
 .0

01

F
N

o
It

em
ye

s
no

－ 796 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

1
5.

01
(0

.5
4)

4.
13

(0
.3

6)
3.

34
†

2
4.

54
(0

.5
3)

4.
53

(0
.3

6)
0.

00

3
3.

48
(0

.6
0)

3.
19

(0
.4

0)
0.

30

4
4.

92
(0

.5
4)

4.
25

(0
.3

6)
1.

91

5
5.

15
(0

.3
7)

4.
90

(0
.2

5)
0.

58

6
4.

85
(0

.6
0)

4.
33

(0
.4

0)
0.

93

7
4.

63
(0

.5
3)

4.
58

(0
.3

6)
0.

01

8
4.

83
(0

.5
6)

4.
20

(0
.3

7)
1.

56

9
5.

10
(0

.6
3)

4.
61

(0
.4

2)
0.

78

10
5.

17
(0

.3
2)

4.
80

(0
.2

1)
1.

69

11
1.

86
(0

.6
0)

2.
13

(0
.4

0)
0.

25

12
3.

78
(0

.6
1)

3.
51

(0
.4

1)
0.

24

13
4.

64
(0

.3
8)

4.
76

(0
.2

6)
0.

12

14
1.

82
(0

.6
3)

2.
78

(0
.4

2)
3.

00
†

15
1.

42
(0

.5
9)

2.
13

(0
.3

9)
1.

85

16
4.

50
(0

.3
9)

4.
31

(0
.2

6)
0.

30

17
4.

27
(0

.4
6)

4.
46

(0
.3

1)
0.

22

18
4.

78
(0

.5
0)

4.
82

(0
.3

3)
0.

01

19
3.

25
(0

.6
9)

3.
08

(0
.4

6)
0.

08

20
3.

59
(0

.7
6)

2.
88

(0
.5

0)
1.

11

21
3.

20
(0

.6
4)

3.
09

(0
.4

4)
0.

04

22
4.

44
(0

.6
7)

3.
28

(0
.4

5)
3.

73
†

It
em

ye
s

no
F

N
o

M
(S

E
)

M
(S

E
)

23
3.

44
(0

.6
1)

3.
08

(0
.4

2)
0.

43

24
4.

60
(0

.4
9)

3.
80

(0
.3

3)
3.

39
†

25
3.

42
(0

.5
6)

3.
55

(0
.3

7)
0.

08

26
2.

73
(0

.6
3)

2.
86

(0
.4

2)
0.

05

27
3.

13
(0

.7
1)

3.
27

(0
.4

8)
0.

05

28
1.

97
(0

.6
2)

2.
62

(0
.4

1)
1.

42

29
2.

50
(0

.5
9)

2.
91

(0
.4

0)
0.

60

30
2.

45
(0

.6
7)

2.
44

(0
.4

5)
0.

00

31
2.

09
(0

.6
8)

2.
69

(0
.4

5)
1.

00

32
4.

18
(0

.6
1)

4.
12

(0
.4

1)
0.

01

33
3.

57
(0

.6
6)

3.
76

(0
.4

4)
0.

11

34
4.

04
(0

.5
7)

3.
83

(0
.3

8)
0.

18

35
4.

76
(0

.3
9)

4.
52

(0
.2

6)
0.

50

36
3.

29
(0

.6
5)

3.
18

(0
.4

3)
0.

03

37
3.

79
(0

.6
7)

3.
99

(0
.4

5)
0.

10

38
4.

68
(0

.5
6)

4.
78

(0
.3

7)
0.

04

39
4.

77
(0

.5
4)

4.
66

(0
.3

6)
0.

04

40
4.

93
(0

.3
9)

4.
55

(0
.2

6)
1.

21

41
5.

35
(0

.3
1)

5.
01

(0
.2

1)
1.

54

42
4.

45
(0

.5
1)

4.
47

(0
.3

4)
0.

00

43
4.

37
(0

.4
5)

4.
36

(0
.3

1)
0.

00

44
3.

97
(0

.4
5)

4.
40

(0
.3

0)
1.

21

no
F

N
o

It
em

ye
s

－ 797 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

45
2.

42
(0

.6
9)

2.
77

(0
.4

6)
0.

33

46
2.

61
(0

.6
8)

2.
74

(0
.4

7)
0.

05

47
2.

59
(0

.7
0)

3.
02

(0
.4

7)
0.

47

48
1.

87
(0

.7
1)

2.
85

(0
.4

8)
2.

34

49
4.

26
(0

.5
1)

4.
54

(0
.3

4)
0.

38

50
2.

40
(0

.6
7)

3.
28

(0
.4

5)
2.

20

51
4.

96
(0

.4
8)

3.
94

(0
.3

2)
5.

69
*

52
5.

14
(0

.5
7)

3.
67

(0
.3

8)
8.

28
**

53
3.

32
(0

.6
5)

3.
40

(0
.4

4)
0.

02

54
4.

73
(0

.3
8)

4.
41

(0
.2

5)
0.

85

55
5.

05
(0

.3
9)

4.
60

(0
.2

6)
1.

64

56
4.

60
(0

.5
0)

4.
20

(0
.3

3)
0.

82

57
4.

37
(0

.5
7)

4.
85

(0
.3

9)
0.

88

58
3.

20
(0

.6
7)

3.
44

(0
.4

6)
0.

16

59
3.

48
(0

.6
1)

4.
20

(0
.4

2)
1.

71

60
2.

97
(0

.6
1)

3.
44

(0
.4

1)
0.

75

61
4.

06
(0

.5
1)

4.
58

(0
.3

4)
1.

31

62
4.

77
(0

.5
6)

5.
08

(0
.3

7)
0.

40

63
4.

90
(0

.4
1)

4.
51

(0
.2

7)
1.

18

64
4.

34
(0

.5
5)

3.
58

(0
.3

7)
2.

38

65
4.

57
(0

.6
5)

3.
96

(0
.4

3)
1.

10

66
3.

35
(0

.6
6)

2.
88

(0
.4

6)
0.

61

It
em

ye
s

no
F

N
o

M
(S

E
)

M
(S

E
)

67
2.

14
(0

.6
4)

2.
81

(0
.4

3)
1.

41

68
3.

83
(0

.6
9)

3.
70

(0
.4

6)
0.

04

69
2.

12
(0

.6
5)

2.
63

(0
.4

3)
0.

77

F
1

4.
84

(0
.2

8)
4.

68
(0

.1
9)

0.
42

F
2

2.
65

(0
.4

8)
2.

96
(0

.3
2)

0.
52

F
3

4.
50

(0
.3

4)
3.

95
(0

.2
3)

3.
32

†

F
4

2.
84

(0
.4

7)
3.

25
(0

.3
1)

1.
01

F
5

3.
19

(0
.4

5)
2.

98
(0

.3
0)

0.
26

†
p

 <
 .1

0 
,  

 *
 p

 <
 .0

5 
,  

 *
* 

p
 <

 .0
1 

,  
 *

**
 p

 <
 .0

01

no
F

N
o

It
em

ye
s

－ 798 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

1
4.

05
(0

.1
1)

4.
07

(0
.1

6)
0.

01

2
4.

01
(0

.1
2)

3.
91

(0
.1

7)
0.

19

3
3.

16
(0

.1
2)

3.
09

(0
.1

8)
0.

08

4
3.

88
(0

.1
1)

4.
02

(0
.1

6)
0.

38

5
4.

56
(0

.0
7)

4.
83

(0
.1

1)
3.

47
†

6
3.

74
(0

.1
2)

3.
83

(0
.1

8)
0.

13

7
4.

15
(0

.1
1)

4.
16

(0
.1

5)
0.

00

8
4.

03
(0

.1
1)

3.
83

(0
.1

7)
0.

75

9
3.

73
(0

.1
4)

3.
44

(0
.2

0)
1.

12

10
4.

63
(0

.0
6)

4.
62

(0
.0

9)
0.

01

11
2.

92
(0

.1
3)

2.
65

(0
.1

8)
1.

12

12
3.

03
(0

.1
2)

2.
70

(0
.1

8)
1.

75

13
4.

48
(0

.0
8)

4.
38

(0
.1

1)
0.

49

14
2.

28
(0

.1
3)

2.
15

(0
.1

9)
0.

25

15
2.

53
(0

.1
2)

2.
11

(0
.1

8)
2.

96
†

16
4.

60
(0

.0
8)

4.
33

(0
.1

2)
2.

62

17
4.

24
(0

.0
9)

4.
12

(0
.1

4)
0.

41

18
4.

17
(0

.1
0)

4.
14

(0
.1

5)
0.

01

19
2.

98
(0

.1
4)

2.
86

(0
.2

0)
0.

18

20
3.

08
(0

.1
5)

3.
04

(0
.2

2)
0.

02

21
2.

82
(0

.1
3)

2.
86

(0
.1

9)
0.

02

22
3.

21
(0

.1
3)

3.
15

(0
.1

9)
0.

05

ye
s

no
F

N
o

It
em

M
(S

E
)

M
(S

E
)

23
3.

52
(0

.1
2)

3.
18

(0
.1

8)
1.

97

24
3.

98
(0

.0
9)

4.
28

(0
.1

4)
2.

45

25
3.

72
(0

.1
1)

3.
69

(0
.1

6)
0.

02

26
3.

25
(0

.1
3)

3.
54

(0
.1

9)
1.

24

27
3.

01
(0

.1
4)

3.
30

(0
.2

1)
1.

00

28
3.

00
(0

.1
3)

3.
24

(0
.1

9)
0.

84

29
3.

43
(0

.1
2)

3.
53

(0
.1

8)
0.

17

30
2.

64
(0

.1
4)

2.
62

(0
.2

1)
0.

01

31
2.

39
(0

.1
4)

2.
51

(0
.2

1)
0.

18

32
4.

01
(0

.1
2)

3.
50

(0
.1

8)
4.

28
*

33
3.

07
(0

.1
4)

3.
32

(0
.2

0)
0.

82

34
2.

99
(0

.1
2)

3.
17

(0
.1

7)
0.

52

35
4.

53
(0

.0
8)

4.
39

(0
.1

1)
0.

88

36
2.

47
(0

.1
4)

2.
31

(0
.2

0)
0.

30

37
3.

08
(0

.1
4)

3.
18

(0
.2

0)
0.

11

38
3.

84
(0

.1
2)

3.
79

(0
.1

7)
0.

04

39
3.

88
(0

.1
1)

4.
14

(0
.1

5)
1.

41

40
4.

41
(0

.0
8)

4.
59

(0
.1

1)
1.

29

41
4.

55
(0

.0
6)

4.
63

(0
.0

9)
0.

44

42
4.

06
(0

.1
0)

4.
42

(0
.1

5)
3.

14
†

43
4.

28
(0

.1
0)

4.
39

(0
.1

4)
0.

30

44
3.

76
(0

.0
9)

3.
95

(0
.1

4)
0.

97F
N

o
It

em
ye

s
no

－ 799 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

45
2.

76
(0

.1
5)

2.
79

(0
.2

1)
0.

01

46
3.

17
(0

.1
4)

2.
99

(0
.2

1)
0.

37

47
2.

91
(0

.1
5)

2.
52

(0
.2

1)
1.

79

48
2.

64
(0

.1
5)

2.
26

(0
.2

2)
1.

61

49
3.

93
(0

.1
1)

3.
88

(0
.1

5)
0.

05

50
2.

75
(0

.1
5)

2.
67

(0
.2

1)
0.

07

51
4.

05
(0

.1
0)

4.
08

(0
.1

5)
0.

02

52
3.

75
(0

.1
2)

3.
59

(0
.1

8)
0.

39

53
3.

64
(0

.1
4)

3.
24

(0
.2

0)
2.

02

54
4.

42
(0

.0
8)

4.
37

(0
.1

1)
0.

09

55
4.

47
(0

.0
8)

4.
33

(0
.1

2)
0.

74

56
3.

76
(0

.1
1)

3.
76

(0
.1

5)
0.

00

57
3.

89
(0

.1
2)

3.
55

(0
.1

7)
2.

05

58
2.

92
(0

.1
4)

3.
14

(0
.2

1)
0.

62

59
3.

29
(0

.1
3)

3.
40

(0
.1

8)
0.

19

60
2.

58
(0

.1
3)

2.
68

(0
.1

9)
0.

16

61
3.

95
(0

.1
0)

4.
04

(0
.1

4)
0.

17

62
4.

12
(0

.1
2)

4.
13

(0
.1

7)
0.

00

63
4.

45
(0

.0
8)

4.
48

(0
.1

1)
0.

03

64
3.

70
(0

.1
2)

3.
76

(0
.1

7)
0.

06

65
3.

50
(0

.1
4)

3.
47

(0
.2

0)
0.

01

66
3.

49
(0

.1
3)

3.
43

(0
.1

9)
0.

05

ye
s

no
F

N
o

It
em

M
(S

E
)

M
(S

E
)

67
3.

02
(0

.1
3)

2.
97

(0
.1

9)
0.

05

68
3.

37
(0

.1
4)

3.
59

(0
.2

1)
0.

56

69
2.

76
(0

.1
3)

2.
85

(0
.1

9)
0.

11

F
1

4.
33

(0
.0

6)
4.

40
(0

.0
8)

0.
37

F
2

2.
97

(0
.1

0)
3.

14
(0

.1
4)

0.
78

F
3

3.
95

(0
.0

7)
3.

87
(0

.1
1)

0.
25

F
4

3.
02

(0
.1

0)
2.

75
(0

.1
5)

1.
72

F
5

3.
01

(0
.0

9)
2.

89
(0

.1
3)

0.
44

†
p

 <
 .1

0 
,  

 *
 p

 <
 .0

5 
,  

 *
* 

p
 <

 .0
1 

,  
 *

**
 p

 <
 .0

01

F
N

o
It

em
ye

s
no

－ 800 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

1
4.

05
(0

.1
4)

4.
07

(0
.1

2)
0.

01

2
3.

98
(0

.1
5)

3.
94

(0
.1

3)
0.

04

3
3.

20
(0

.1
6)

3.
04

(0
.1

4)
0.

46

4
4.

04
(0

.1
4)

3.
86

(0
.1

2)
0.

73

5
4.

86
(0

.0
9)

4.
53

(0
.0

8)
5.

77
*

6
3.

88
(0

.1
6)

3.
69

(0
.1

3)
0.

72

7
4.

25
(0

.1
4)

4.
05

(0
.1

2)
1.

00

8
3.

94
(0

.1
5)

3.
92

(0
.1

3)
0.

01

9
3.

59
(0

.1
8)

3.
58

(0
.1

5)
0.

00

10
4.

63
(0

.0
8)

4.
62

(0
.0

7)
0.

00

11
2.

81
(0

.1
6)

2.
77

(0
.1

4)
0.

03

12
2.

75
(0

.1
6)

2.
98

(0
.1

4)
0.

98

13
4.

55
(0

.1
0)

4.
31

(0
.0

8)
2.

77
†

14
2.

29
(0

.1
7)

2.
15

(0
.1

5)
0.

32

15
2.

28
(0

.1
6)

2.
37

(0
.1

3)
0.

15

16
4.

45
(0

.1
1)

4.
48

(0
.0

9)
0.

05

17
4.

26
(0

.1
2)

4.
10

(0
.1

0)
0.

76

18
4.

38
(0

.1
3)

3.
92

(0
.1

1)
5.

60
*

19
2.

89
(0

.1
8)

2.
95

(0
.1

6)
0.

07

20
3.

13
(0

.2
0)

3.
00

(0
.1

7)
0.

20

21
2.

89
(0

.1
7)

2.
79

(0
.1

4)
0.

16

22
3.

48
(0

.1
7)

2.
87

(0
.1

5)
5.

84
*

no
F

N
o

It
em

ye
s

M
(S

E
)

M
(S

E
)

23
3.

44
(0

.1
6)

3.
26

(0
.1

3)
0.

65

24
4.

36
(0

.1
2)

3.
89

(0
.1

0)
7.

04
**

25
3.

88
(0

.1
4)

3.
53

(0
.1

2)
2.

83
†

26
3.

56
(0

.1
7)

3.
23

(0
.1

4)
1.

91

27
3.

31
(0

.1
8)

3.
00

(0
.1

6)
1.

31

28
3.

16
(0

.1
7)

3.
08

(0
.1

4)
0.

11

29
3.

59
(0

.1
6)

3.
38

(0
.1

3)
0.

81

30
2.

64
(0

.1
8)

2.
62

(0
.1

6)
0.

01

31
2.

63
(0

.1
9)

2.
27

(0
.1

6)
1.

76

32
3.

68
(0

.1
6)

3.
82

(0
.1

4)
0.

35

33
3.

39
(0

.1
8)

3.
00

(0
.1

5)
2.

32

34
3.

28
(0

.1
5)

2.
88

(0
.1

3)
3.

00
†

35
4.

60
(0

.1
0)

4.
32

(0
.0

8)
3.

69
†

36
2.

33
(0

.1
8)

2.
45

(0
.1

5)
0.

20

37
3.

25
(0

.1
8)

3.
01

(0
.1

5)
0.

84

38
3.

93
(0

.1
5)

3.
70

(0
.1

3)
1.

08

39
4.

29
(0

.1
4)

3.
72

(0
.1

2)
8.

06
**

40
4.

68
(0

.1
0)

4.
32

(0
.0

9)
5.

70
*

41
4.

70
(0

.0
8)

4.
48

(0
.0

7)
3.

43
†

42
4.

44
(0

.1
3)

4.
03

(0
.1

1)
4.

69
*

43
4.

38
(0

.1
2)

4.
29

(0
.1

0)
0.

21

44
4.

01
(0

.1
2)

3.
70

(0
.1

0)
2.

92
†

N
o

It
em

ye
s

no
F

－ 801 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



M
(S

E
)

M
(S

E
)

45
2.

93
(0

.1
9)

2.
62

(0
.1

6)
1.

23

46
3.

16
(0

.1
9)

3.
01

(0
.1

6)
0.

31

47
2.

64
(0

.1
9)

2.
79

(0
.1

6)
0.

30

48
2.

32
(0

.1
9)

2.
57

(0
.1

6)
0.

77

49
3.

98
(0

.1
4)

3.
83

(0
.1

2)
0.

52

50
2.

82
(0

.1
8)

2.
59

(0
.1

6)
0.

75

51
4.

29
(0

.1
3)

3.
84

(0
.1

1)
5.

53
*

52
3.

81
(0

.1
6)

3.
53

(0
.1

3)
1.

51

53
3.

47
(0

.1
8)

3.
42

(0
.1

5)
0.

04

54
4.

57
(0

.1
0)

4.
21

(0
.0

8)
6.

43
*

55
4.

38
(0

.1
0)

4.
42

(0
.0

9)
0.

06

56
3.

90
(0

.1
3)

3.
62

(0
.1

2)
2.

03

57
3.

80
(0

.1
5)

3.
63

(0
.1

3)
0.

62

58
3.

20
(0

.1
8)

2.
86

(0
.1

6)
1.

52

59
3.

50
(0

.1
6)

3.
20

(0
.1

4)
1.

64

60
2.

71
(0

.1
7)

2.
55

(0
.1

4)
0.

39

61
4.

32
(0

.1
3)

3.
67

(0
.1

1)
12

.3
6

**
*

62
4.

28
(0

.1
5)

3.
97

(0
.1

3)
2.

06

63
4.

71
(0

.1
0)

4.
22

(0
.0

8)
11

.4
5

**
*

64
3.

92
(0

.1
5)

3.
54

(0
.1

3)
2.

83
†

65
3.

61
(0

.1
7)

3.
36

(0
.1

5)
1.

02

66
3.

54
(0

.1
7)

3.
38

(0
.1

5)
0.

40

no
F

N
o

It
em

ye
s

M
(S

E
)

M
(S

E
)

67
3.

17
(0

.1
7)

2.
82

(0
.1

4)
2.

00

68
3.

67
(0

.1
9)

3.
29

(0
.1

6)
2.

00

69
2.

87
(0

.1
7)

2.
73

(0
.1

5)
0.

34

F
1

4.
52

(0
.0

7)
4.

21
(0

.0
6)

8.
89

**

F
2

3.
18

(0
.1

2)
2.

93
(0

.1
1)

1.
90

F
3

4.
04

(0
.0

9)
3.

78
(0

.0
8)

3.
41

†

F
4

2.
89

(0
.1

3)
2.

89
(0

.1
1)

0.
00

F
5

3.
01

(0
.1

2)
2.

89
(0

.1
0)

0.
49

†
p

 <
 .1

0 
,  

 *
 p

 <
 .0

5 
,  

 *
* 

p
 <

 .0
1 

,  
 *

**
 p

 <
 .0

01

N
o

It
em

ye
s

no
F

－ 802 － 

分担研究報告書（真船 浩介・井上 彰臣・梶木 繁之）



Ⅲ． 研究成果及び本研究プロジェクトに関連する主な刊行物に関する一覧表（過去３年

度分） 

 

○は、本年度の調査研究に関連する刊行物であって、本報告書に添付するもの 

 

 

１．分担研究者 

 

三柴 丈典 

 

○三柴丈典：安全配慮義務の意義・適用範囲、労働法の争点（第 4 版）：頁未定（3 頁分）、

2014 

○三柴丈典：産業精神保健法学の狙い,学術の動向,19(1);70-75,2014 

○鎌田耕一,三柴丈典：シンポジウムの趣旨と総括,日本労働法学会誌,122;15-22,2013 

○三柴丈典：諸外国のメンタルヘルスと法, 日本労働法学会誌,122;42-50,2013 

○三柴丈典：職場におけるハラスメントと法, リスクマネジメントとしてのメンタルヘルス

対策,115-138,2013 

○三柴丈典：日本ヒューレット・パッカード事件－精神的不調をうかがわせる労働者への

諭旨退職処分を違法とした例、法律時報、1063 号:126-130、2013 

三柴丈典：産業保健に関する裁判事例、産業保健マニュアル（改訂 6 版）、株式会社南山堂、

81-88、2013 

三柴丈典：離職者はどこへ行く？～行き場のない人達の再生は誰がする？～、産業精神保

健、第 20 巻増刊号:46- 49、2012 

三柴丈典：東芝（うつ病・解雇）事件、判例時報 2160:190-202、2012 

三柴丈典：産業医の敗訴事件について～財団法人大阪市 K 協会事件大阪地判平成 23 年 10

月 25 日判例集未登載～産業医学ジャーナル 35(1):81-88、2012 

三柴丈典：産業医が法廷に立つ日、労働調査会、2011 

三柴丈典：裁判所は産業ストレスをどう考えたか、労働調査会、2011 

三柴丈典：安衛法改正の展望～メンタルヘルス対策検討会報告を受けて～、労働調査会、

2011 

三柴丈典：産業医に関する裁判例と産業精神保健、職場のメンタルヘルスケア、南山堂、

21-38、2011  

三柴丈典：産業精神保健のために法ができること・なすべきこと～産業精神保健法の構想

～、産業ストレス研究 18(4):309-317、2011. 

三柴丈典：休職・復職判定における課題について、産業保健２１ 66:4-6、2011 

三柴丈典：産業医に関する裁判例、産業医学ジャーナル 34(5):4-8、2011 

－ 803 － 



 

 

林 弘子 

○林弘子：廃案になった改正労安法から見えてきたメンタルヘルスケアの問題点、労働法

律旬報 1799:4-5、2013 

 

 

水島 郁子 

 

水島郁子：使用者の健康配慮義務と労働者のメンタルヘルス情報 、日本労働法学会誌 122

号：23-31、2013 

水島郁子：第２章ドイツ、加藤智章・西田和弘編『世界の医療保障』、法律文化社、23-42、

2013 

水島郁子：被災労働者の管理監督者性と労災保険の給付基礎日額、賃金と社会保障 1595 号：

37-44、2013 

I. Mizushima, Workplace Harassment, Mental Health, and the Law, 2013, Japan Labor 

Review 10-3, 40-55 

水島郁子：職場におけるハラスメント・メンタルヘルスと法、日本労働研究雑誌 627 号:34-43、

2012 

水島郁子：労働条件の整備と社会保障、日本社会保障法学会編『新講座社会保障法第 3 巻 

ナショナルミニマムの再構築』、法律文化社、219-236、2012 

水島郁子：傷病を理由とする労働生活の中断と社会保障法、社会保障法 27 号:119-132、2012 

I. Mizushima, Der Schutz des erkrankten Arbeitnehmers in Österreich - ein Vergleich 

mit der japanischen Rechtslage, 2011, Osaka University Law Review, 58, 27-45 

水島郁子：メンタルヘルス対策と企業の責任、季刊労働法 233:77-89,2011 

 

 

井村真己 

○井村真己：デンマークにおけるメンタルヘルス対策に関する法制度の研究－労働環境法

と疾病手当法 を中心として、沖縄法政研究 15:1-41, 2013 

井村真己：Thompson v. North American Stainless, LP－使用者が EEOC へ性差別救済の
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